
厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例

○提案市と同様の事例が発生しているのと同時に、同じ保育所等に入所していても3号から2号への変更は毎月発生
し、誕生月に毎月50～60枚交付しているが、当初入所時に交付した支給認定証を紛失している場合が多く、交付した
支給認定証を使用するケースは稀であり、一方的に交付している事務となっている。入所調整は市で行っているの
で、支給認定証の必要性は極めて低い。
○支障事例あり。倉敷市以外の市町村からも支給認定証発行が、手続きを煩雑化しているとの声がある。市町村が
利用調整を行う仕組みを前提にすれば、保護者にとって認定証の必要性は低い。
○支給認定内容の変更や紛失等に伴う認定証の発行業務が大きな負担となっている。保護者が支給認定証を活用
するシーンはほぼ皆無と考えられ、事務量軽減のための何らかの対策が必要と考える。
○支給認定証の意味を保護者が十分理解されていないこともあり、保育所においては、毎月３歳到達者の保護者に
対して２号への変更の認定証を送付すると、そのことに対する問い合わせがあり説明を要する。件数は年間５００件程
度ではあるものの毎月発生する事務は、確実に増えている。また、入所申請書と支給認定申請書を兼ねた申込様式
にしているため、入所できない方にも３０日以内に支給認定証を送付すると、入所できるものと勘違いをされるケース
があり、支障をきたした。
○支給認定の事務処理は膨大な量であり、毎月変更があり、認定証を使用する機会も少なく、紛失している保護者も
いる。ついては、事務軽減を図るうえでも保護者が必要とする場合に交付する制度が望ましい。
○保護者の就労時間等が変化することは頻繁であり、その都度支給認定の変更や保育料の変更手続きが必要となっ
ている。また、保育短時間認定の場合にあっても、勤務時間帯によっては保育標準時間認定となるなど、その区分は
明確ではない。待機児童解消の取り組みとともに、保育所等への入所児童数は年々増加する中、保護者の就労状況
の把握を含め、支給認定の変更やそれに伴う保育料や給付費の変更にかかる事務は膨大なものとなっている。
○子ども・子育て支援新制度の施行に伴う支給認定変更に係る事務及びこれに伴う支給認定証の交付事務は、本市
においても事務の煩雑さが増し、事務量の負担増となっている。また、保護者においても、支給認定証交付の意味が
十分浸透されておらず、支給認定変更あたっての返還が滞る事例が多い。支給認定証の交付については、提案団体
の支障事例と同様と考える。
○支給認定証については健康保険証や介護保険証のようにその都度掲示する必要がないので、保護者と事業所（保
育所等）と認定する市区町村で認定内容が把握できていれば、変更の都度証書を交付する必要性はないのではない
か。支給認定証は認定の内容に変更がなくても、住所変更等認定証の記載の内容に変更があった場合は再度交付し
なければならないので非常に事務処理が煩雑になるので、事務の合理化の観点からも、その都度認定証の交付を義
務付けることは改善したほうがよい。
○支給認定証については、1号利用者では、一度入園した園を市内転居により（市外転居の場合は認定証が無効とな
るため）退園し、他の園に入園することはまずなく、2・3号利用者についても利用調整を市がしているため、園には市
から入園者情報が提供されるため、実際に使用する機会がほとんどないのが実情である。また、申請後、30日以内に
支給認定証を送付することと規定されているため、保育利用の選考事務において、期間的に基準点を精査しきれてい
ない状況で、認定証発行のために基準点とともに決定していく方が効率的な保育標準時間・短時間を先に決定してお
り、事務の流れが二度手間になっている状況がある。
○施設利用の相談や申請受け付け時には、まず制度や施設利用までの手順を説明することになるが、認定証につい
ては、「利用することはあまりありませんが紛失しないでください。ただ紛失しても実害は無いです」と説明することにな
り、結果的に保護者とともに「意味がない」ことを双方確認することになる。また、児童福祉においては、各種医療証や
手当の証書等が発行されており、証の発行・受領の管理や把握が双方の負担となっている。さらには、認定証の在庫
管理や作成から発送まで、事務方の作業も大変な重荷となっている。ついては、支給認定証の発行は任意交付の制
度としていただきたい。
○子ども・子育て支援新制度における支給認定証は、現状支給認定区分の変更時に返却依頼し、再交付しているの
みで、それ以外は必要としていない。返却依頼時に紛失している場合は、変更前の支給認定証を再交付申請により再
発行し、交付せず返却された扱いとしている。また、広域利用においても市外の利用する保育所等又はその保育所等
が所在する市町村と支給認定保護者の住所地の市町村とが委託契約することから、支給認定保護者の住所地の市
町村で支給認定区分が確認できるため、必ずしも支給認定証を必要としない。これらの理由から支給認定証は、支給
認定の有無、支給認定区分の確認等のために必ずしも必要でなく、紛失する支給認定保護者もいるため、支給認定
証の交付を希望する保護者だけに交付するよう制度改正を希望する。
○提案市と同様の支障あり。産前・産後から育児休暇への変更の場合等、遡及して処理する場合が多い。
○・事務が煩雑・保護者が書類の内容についてとまどいがある。
○使用頻度の少なさや認定についての認識不足から認定証の紛失が多いため、任意交付としてほしい。
○支給認定証を保護者が実際に使用する機会は非常に少ない。３号から２号へ変わったり、要件が変わるたびに発
行するのは非常に手続きが煩雑で、事務処理の負担や経費の負担（認定証の印刷や郵送料）が大きい。
○保護者において、支給認定証を使用して手続きを行うことは、ほぼないに等しい。しかし、保育必要事由、保育必要
量など認定内容に変更が生じることが多く、その都度、保護者から変更前の支給認定証を返還してもらわなければな
らないのは、保護者にとって負担となっている。よって、保護者の負担軽減及び事務の軽減化において、支給認定証
の発行は、保護者からの交付依頼があった場合にのみ交付する、任意交付に改正するよう要望する。
○子ども・子育て支援法第23条の規定により，支給認定証は支給認定内容が変更となるたびに回収，交付等が必要
である。支給認定の変更の際，保護者は変更前の支給認定証を返還する必要があるが，保護者が変更前の認定証
を紛失している場合も多々見受けられる。また取りまとめを行う保育所等も現場の全員の先生方が理解しているわけ
ではないので、複数にわたって保護者へ提出を案内をしなければならないなど現場も負担が増している。
○支給認定証の返還については，実態として保護者が支給認定証を紛失している場合が多く，返還させることに必要
性がないと感じている。
○・本県においては、提案市同様、支給認定証の使用機会の少なさから保護者が紛失してしまっているケースも多く、
支給認定証を保管していないといけないと理解している保護者が少ないといった実態がある（各市町村より）。特に、３
号認定から２号認定への切り替え等は多く発生する事案であることから、提案市同様任意交付制度に同意する。
○提案市と同様、現場において保護者が支給認定証を使用する場面は非常に少ない。幼稚園、保育所、認定こども
園を利用する児童が、就学前に転園を希望することはほとんどない。保護者に支給認定を受けているという意識が薄
く、２・３号認定児について支給認定に関する変更があった場合、事業者が保護者の実態を把握して届出を勧奨する
場合がほとんどである。届出の際は支給認定証の回収を求めるが、使用頻度の少なさから，保護者が変更前の認定
証を紛失している場合も多い。支給認定証の紛失に伴う再交付の申請は、平成２７年度中０件であった。子育て世帯
の母親はパート等非正規労働者も多く、求職→就労→出産により退職→求職→職業訓練→求職→就労…と頻繁に状
況が変わる保護者もおり、変更後の支給認定証が交付される前に再度状況が変わっている場合もある。瑞穂市では、
保育認定の支給認定こども約1,400人に対し、平成27年度の支給認定変更等に係る処理件数が延べ750件に上って
おり、保護者、事業所、自治体の３者にとって負担となっている。支給認定証の交付が任意となれば、保護者の保管・
返還義務、事業所の取りまとめ、自治体の発行事務がなくなり、３者とも負担軽減が図れるものと考える。
○当市も提案市と同様の事例があり、事務が煩雑になっている。支給認定証、入園決定通知書、保育料決定通知書
の3通を保護者に送付しているが、後者の2つがあれば事は足り、支給認定証は不要ではないかと疑問に感じることも
ある。

区分 分野

2 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 支給認定証の任意交
付

子ども・子育て支援新制度にお
ける支給認定証の交付を，保護
者が希望する場合に限る任意交
付制度に改める。

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

石狩市、秋
田県、鶴岡
市、茂原市、
青梅市、三
条市、各務
原市、瑞穂
市、浜松市、
津島市、豊
田市、尾張
旭市、八尾
市、伊丹市、
岡山県、山
陽小野田
市、宇和島
市、八幡浜
市、東温市、
北九州市、
八女市、大
分市

○子ども・子育て支援新制度において、小学校就学前子どもの保護者は教育・保育給付を受けよ
うとするときは、子ども・子育て支援法第１９条第１項各号の区分についての認定を申請し、その認
定を受けなければならない。市町村は、認定を行ったときはその認定の区分、保育の必要性の事
由及び保育の必要量その他必要な事項を記載した支給認定証を交付することとなっている。
○支給認定証の交付により、保護者はその時点における当該小学校就学前子どもの認定区分等
を把握することができる。市町村にとっても当該小学校就学前子どもの認定区分等の証明となり、
教育・保育給付の不正受給を防ぐことができるなど、保護者、市町村、施設間の支給認定区分等
に対する認識の齟齬によるトラブルの防止の観点からも必要なものであるため、提案に対する対
応は困難である。
○また、支障事例に示されている事例のうち、３号認定から２号認定への変更については、支給認
定有効期間を明示することにより、３号と２号をまとめて申請・認定する運用も可能とするなど、支
給認定及びその交付に関する事務については、随時その事務負担を軽減するための措置をとって
いるところである。
○加えて、今回の提案を踏まえ更なる事務負担軽減のため、支給認定証については保護者の同
意を得れば施設側が預かることも運用上認めることを明確化し、その旨FAQ等によりお示ししていく
こととしたい。

子ども・子育て支援新制度における支給認定証は，現在，すべての申請者（保
護者）に交付している。しかし，現場において，保護者が支給認定証を使用する
場面は非常に少ない。例えば，幼稚園を利用する1号認定児は，ほとんどの場
合同じ幼稚園を3年間利用しており，支給認定証を保護者が使う機会はまず無
い。また，2号・3号認定児も，保護者と事業者の関係が密であるために，実情の
把握は自治体より事業者の方が早いなど，支給認定証を保護者に交付する必
要性が極めて低い。
また，子ども・子育て支援法第23条の規定により，支給認定証は支給認定内容
が変更となるたびに回収，交付等が必要である。支給認定の変更の際，保護者
は変更前の支給認定証を返還する必要があるが，その使用頻度の少なさから，
保護者が変更前の認定証を紛失している場合も多い。
更に，支給認定の変更の際には，自治体の実態把握と実情でタイムラグが生じ
てしまい，変更後の支給認定証の交付を待たぬまま自治体と事業者側で調整を
行うことになる。結局，追認後に交付となり，ここでも支給認定証の存在する意味
が薄い。
ついては，支給認定証の交付は保護者が必要とする場合は交付するという任意
交付の制度としてほしい。

支給認定証が任意交付となれば，保管義務または認定区分変更の際に返還
義務のある保護者，取りまとめを行う幼稚園等，発行する自治体の事務が大
幅に簡素化できるため，三者の負担軽減や経費の削減に繋がるものと考え
る。

子ども・子育て支援法
第20条
子ども・子育て支援法
施行規則第２条，第５
条，第６条

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

倉敷市



各府省からの第２次回答

支給認定証の在り方については、保育必要量（保育標準時間・保育短時間）の区分の在り方と併
せて、地方分権改革推進室と共同で実態調査を行うこととしており、当該調査の結果を踏まえ対応
を検討してまいりたい。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

－ －

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

現在の保育サービス利用については，介護保険制度のようにデイサービスやショートステイなど，
複数のサービス・事業所を組み合わせて利用する形態にはなっておらず，事業所への入所調整は
市町村が行い，保護者と事業者との間では個別に利用内容等を双方で確認しているため，認定証
の必要性は感じられない。
実際に保育所等を利用する際には，事業所と保護者との間で調整（確認）がなされていることか
ら，保護者の就労状況，登・退園時刻等について把握ができており，認定証がなくても支障が出て
いない。
また，保育の必要量の変更などにより，変更申請が提出された場合に従前の支給認定証を返還さ
せ，新たな支給認定証を交付することとしているが，大半の保護者は紛失等で返還されていないの
がほとんどである。
よって，自治体，事業者，保護者の三者ともに，支給認定証の必要性を感じていないため，交付そ
のものが法律上の規定であるために，認定証を廃止することは困難であるならば，各自治体の運
用上，任意交付とすることで三者の事務軽減が図られるものとして提案するものである。
なお，「認定証を交付することで，不正受給が防げる」とのことだが，利用者の状況を把握している
事業所側で概ね就労状況等が確認できるため，変更等を確認した際には，事業所が保護者に対
し，届出を促すなどにより不正受給は考えにくいと考える。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

保育標準時間と保育短時間の利用者負担額の差は，月額1,000円程度とあまり
差がなく，保育標準時間と保育短時間を分けることの保護者側のメリットは少な
い。事業者においても，保護者の支給認定の変更が生じるたびに，保育標準時
間／短時間認定状況の把握と対応が必要となるなど，事業者側の負担も大き
い。
また，保育短時間認定と標準時間認定の利用に，明確な区分が無く，短時間就
労のものであっても，例えば，1日の労働時間が5時間であるが，勤務時間が午
後1時から6時までというケースについて，自治体の判断により標準時間認定とな
る場合があるなど，個々の判断を自治体で行うことになり，自治体の担当者の負
担が大きい。
ついては，保育標準時間と保育短時間を統合してもらいたい。

利用者の保育の必要性の把握（確認）を行なうだけで実務が簡素化でき，保
育の必要量の認定のゆらぎが無くなるため，事業者も安定的な経営計画を立
てやすくなる。
必要な保育士の見通しが立て易く，雇用の安定化につながる。

子ども・子育て支援法
第20条第３項

内閣府、厚生労働省3 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 保育標準時間と保育
短時間の統合

支給認定区分について，保育標
準時間と保育短時間を統合す
る。

石狩市、秋
田県、郡山
市、日高市、
青梅市、小
田原市、茅ヶ
崎市、長岡
市、瑞穂市、
浜松市、津
島市、豊田
市、尾張旭
市、城陽市、
八尾市、伊
丹市、岡山
県、防府市、
山陽小野田
市、宇和島
市、八幡浜
市、福岡市、
北九州市、
田川市、八
女市、大分
市、小林市

○当市では現在保育短時間利用が主流であるため、それを標準時間に誘導するような効果を内在する仕組みとすることは考えに
くい。現在当市では、標準時間と短時間の利用者負担額の差を、延長保育の利用料と整合をとって設定している。保護者、自治体
ともに事務の煩雑さ解消となることには、基本的に賛同するが、保育８時間なりの利用者負担額を設定することが可能な制度設計
としていただきたい。
○支障事例あり。倉敷市以外の市町村からも、保育必要量の区分が、手続きを煩雑化しているとの声がある。保育短時間利用児
が、延長保育を利用した場合に、保育標準時間利用児よりも負担が大きくなるケースもあり、保護者にとっても分かりにくい制度と
なっている。
○児童一人ひとりの保育標準時間／短時間認定状況の把握が非常に煩雑で事業者側の負担が大きい。経過措置の適用により、
きょうだいで標準時間認定と短時間認定にわかれた事案も発生しており、現場でも混乱が生じている。
○保育標準時間と短時間の区分を設けたことにより、保護者の権利意識が強くなり、仕事が終わったにもかかわらず、預けられる
時間内であることを理由に、迎えに来ないことが多々あると事業者から話を聞く。保育の必要性のみの認定とし、実際の就労時間
等に応じた利用時間とすることで、現場で働く保育士等事業者の負担が少なくなる。
○本市においても事務の煩雑化に加え、保護者・施設・行政間の意思伝達のトラブルも多々発生している。また、保育標準時間認
定者が、従前と変わらない勤務体制であっても、１１時間いっぱい預けられる傾向となっており、保育士不足を助長する状況である
ため、早急な改正が望ましい。
○保護者は、保育標準時間と保育短時間を区分することのメリットは少ない。また、保護者も自身が標準時間か短時間であるかを
把握していないケースもある。
○保育必要量の認定区分（保育標準時間と保育短時間）の変更に伴い、施設利用時間・利用者負担額・給付費・延長保育の取扱
い等も変更となることから、自治体担当者・施設職員の事務負担がかなり大きいものとなっている。また、変更申請に係る保護者負
担も増大しているのが現状である。認定区分による利用者負担額の差は僅かであり、短時間認定を受け、就労の関係で突発的に
延長保育を利用せざるを得ない場合などにおいては、標準時間認定と同等の経済的負担を負うことも想定され、制度上の不公平
感を感じる保護者もいる。認定区分を撤廃することにより、事務負担の軽減及び不公平感の解消を図ることができる。
○保護者の就労時間等が変化することは頻繁であり、その都度支給認定の変更や保育料の変更手続きが必要となっている。ま
た、保育短時間認定の場合にあっても、勤務時間帯によっては保育標準時間認定となるなど、その区分は明確ではない。待機児
童解消の取り組みとともに、保育所等への入所児童数は年々増加する中、保護者の就労状況の把握を含め、支給認定の変更や
それに伴う保育料や給付費の変更にかかる事務は膨大なものとなっている。
○本市では、支給認定の変更を業務都合上月１回行っているが、変更直後に保育の必要量が変わるような事象が発生した場合、
約１ヶ月実態と異なる認定区分となっている。特に、保育短時間認定から保育標準時間の変更は切り替わるまで、恒常的に延長保
育料が発生することも多く、保護者の負担となっている。したがって、保育の必要量の区分を廃止し、保育の利用時間は保育を必
要とする範囲での利用とする。
○【地域における課題】保育標準時間と保育短時間の利用者負担額の差異がほとんどないため、11時間の範囲で利用できる権利
を得ようと、就労時間を延ばす保護者が増加した。短時間認定と標準時間認定を統合することで、必要な保育士の見通しが立てや
すくなり、職員確保にも迅速に取り組めるようになる。
○・保護者にとっては、家庭状況等の変動のたびに申請手続きが必要となるため、その対応に係る負担も大きい。また、短時間認
定の場合で、予測のできない時間外勤務が発生した際には、延長保育料の負担が生じるなど、保護者の経済的な負担も大きい。・
事業者側でも、保護者の支給認定の変更が発生するたびに、認定状況の把握や変更に伴う事務対応（延長保育料の返金等）が
必要となり、負担が生じている。・加えて、認定変更に伴う自治体側の事務（変更処理、通知など）もその都度必要となり、関連して
保育料や給付費の変更も含め、実務が非常に煩雑になっている。
○短時間標準時間の認定については事務手続きが煩雑になるし、一律に基準を決めてしまうと、家庭の個々の事情に添えない場
合もでてくるので、標準時間短時間に分けて認定するよりも、２６年度以前のように、個々の事情に添えるような認定制度にするの
がよい。
○子ども・子育て支援支援制度における保育必要量区分（保育標準時間/短時間）おいては、利用者負担額はほとんど変わらない
にもかかわらず、保育標準時間認定と比較し保育短時間の保育時間が3時間短いなど、保護者にとってのメリットが少ない。事業
者においても、支給認定の変更毎に認定内容（標準時間/短時間）の状況把握に努めなければならなず、事務負担増との声を多く
の施設よりあげられている。保育の必要量において、標準時間と短時間を統合（もしくは短時間の廃止）することにより、保護者・事
業者・自治体の負担軽減に繋がり、ひいては施設経営の安定化にも繋がるものと考える。
○保育標準時間認定と保育短時間認定を区分した場合も、保護者負担金の額に差がなく保護者側のメッリトが少ない。また、保育
園においてもその都度変更される認定区分を把握することに苦慮している。行政側としても、保護者の勤務時間（通勤時間等含む）
を確認し、認定変更を行う事務に多くの時間を費やすことになっている。
○保育標準時間・短時間の変更に伴い、保護者においては書類作成、提出及び支給認定証の返還等、施設においては保育時間
の管理、保育料の変更、施設型給付費での算定等で負担が大きくなっている。また、市における認定変更に係る事務量は膨大と
なっているため、本来、入所にかかる相談や情報提供の充実、待機児童の解消方策の検討へ費やすべき労力を認定変更にかか
る事務に取られている状況がある。
○バスでの送迎時間を加味すると保育の必要時間の認定も変動してくることが考えられるなど、判定において事務担当者の負担
は大きい。また、年度当初においては全保育園に全利用者の標準・短時間の区分を一斉に、さらに年度途中においても変更があ
れば随時遅滞無く通知しなければならず、事務担当者と保育園のストレスは大変大きくなっている。また、標準・短時間の把握は現
場においても非常に負担となっており、保護者と保育士双方の認識不足により、誤って延長保育料金を徴収してしまった事例も発
生している。にもかかわらず月額はさほど差が無く、制度上大きなメリットが感じられないため、標準と短時間の区分を統合していた
だきたい。
○提案市と同様の支障あり。短時間認定にしても延長保育を使用し、標準時間と変わりなく利用できること、また、入所児童数が増
えるわけでもないため、施設・自治体・保護者ともに手間だけが発生し、メリットがない。
○･保育料や運営費の算定、支給認定の判定などの事務が煩雑
○利用料金に差が少ない。自治体の担当者の負担大きい。施設が個々の認定把握が難しく、保護者の理解も低く（認定されている
ので、最大時間利用できるなど）混乱している現状があることから、標準・短時間は統合することが望ましい。
○保育標準時間と保育短時間の利用者負担額の差は、月額1,000円程度とあまり差がなく，保育標準時間と保育短時間を分ける
ことの保護者側のメリットは少ない。事業者においては，保護者の支給認定の変更が生じるたびに、保育標準時間／短時間認定
状況の把握と対応が必要となるなど、事業者側の負担も大きく、状況にあわせて、保育士の勤務体制を変更するなどの対応が必
要となるため、保育士の負担も増える。また、保育短時間認定と標準時間認定の利用に、明確な区分が無く、短時間就労のもので
あっても、ケースよっては、自治体の判断により標準時間認定となる場合があるなど、個々の判断を自治体で行うことになり、担当
者の負担が大きい。さらに、公定価格や保育料の区分が増えたため、認定作業等が煩雑化し、システム変更等の経費もかかる。
ついては、保育標準時間と保育短時間を統合してもらいたい。
○当市においては、保育標準時間と保育短時間の利用者負担額の差は最高７００円とあまり差がない。しかし保育標準時間認定
者と比べると短時間認定者にとっては、急な残業等による延長料金の発生や、通勤に要する時間をどうするかなど保護者の精神
的負担が大きい。また、標準時間と短時間を切り替える都度、認定証を交付しなければならず、自治体の事務量増加とともに、事
業者（園）の事務も煩雑化している。保育標準時間と保育短時間の統合を希望する。
○保育標準時間と保育短時間の認定は明確な判断基準がなく、ケースバイケースの対応して市町村の負担が大きい。たとえば、１
日の就労時間のほかにも通勤時間や通勤手段等によって認定を変えなければならないケースもあり、担当者による調査も時間を
要している。また、認定の調査以外にも給付費の計算等で大きくかかわってくるため事業者側と市町村で児童の保育の必要量等を
密に確認しており、そういった事務が双方で負担となっている。
○・本県においては、保育標準時間と保育短時間の切り替え案件が多く、自治体によっては担当者の業務時間の過半を占めるな
ど、保護者のメリットが少ないにも関わらず、自治体の事務負担が非常に大きくなっている。・標準時間認定を自治体に委ねられて
いるようなケースについても、当県市町村において提案と同様の状況にある。
○保育標準時間と保育短時間の認定は、利用者負担額に大きな違いはないものの園児の登園・降園時間の管理や認定区分の変
更に伴う支給認定証の発行、施設型給付費の調整など事業者や行政が行う業務が増加し、まったく効率的と言えない。そもそも保
育士不足が改善されないなか、通常の保育に加え園児一人一人の登園・降園時間の管理を行う必要があり保育士の業務は増え
ている。また、登園・降園時間が異なる園児がクラスに多数存在し、集団活動や園外活動などのクラス単位での活動に非常に支障
を来している。園児の登園・降園時間の管理を行うため、事業者は高額な管理システムを導入するなど、当制度にかかるデメリット
は多い。
○保育標準時間と保育短時間の利用者負担額にはほとんど差がなく、保護者にとってメリットが少ない。子育て世帯では保育を必
要とする理由の変動が多く、これに伴い保育必要量も変更となる。事業所では、利用者負担額の徴収や施設型給付費等の請求の
ために変更の都度状況を把握する必要があり、結果的に施設型給付費等の請求が遅くなるなど不利益が生じている。当市では、
保育認定の支給認定こども約1,400人に対し、平成27年度の保育必要量の変更に係る処理件数が延べ約320件に上っており、事
務負担が大きい。また、保育必要量の認定は自治体の判断によるため、広域利用の場合には保護者の居住地の市町村と施設所
在地の市町村で調整を取る必要があり、事務が煩雑となっている。保育標準時間と保育短時間を統合することにより、保護者、事
業者、自治体の事務負担を軽減することができ、特に事業者においては、事務負担の軽減が保育の質の向上につながるとともに、
施設型給付費等の変動が少なくなることにより安定的な経営計画を立てやすくなると見込まれる。
○「就労」の場合における保育時間認定については，月の就労時間が120時間未満の場合であっても，１日の勤務時間が保育短時
間の利用時間で対応できない場合には市町村判断により標準時間認定とすることができることなどから，保育の必要性の事由が
「就労」に限り，標準時間認定に統一することについては賛成である。
○当市は、単一の保育料表を用いているため、認定区分や標準・短時間に関わらず、保育時間が同じであれば同じ保育料である。
そのため、保護者にとっては、標準・短時間の別はあまり意味がない。市が国庫補助金の申請等に用いるのみであるため、標準・
短時間が統一されれば、事務の簡素化が図られる。

○子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する「保育の必要量」については、保護者がその就
労の実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲で保育サービスを利用できる
ようにするため、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の区分を設けている。
○これにより、フルタイムやパートタイムなど保護者の就労の実態に即した形で保育サービスの利
用を選択することができる仕組みとなっている。
○提案のとおり上記区分を統一することは、保護者にとって保育サービス利用に当たっての選択
肢の幅を狭めるものである。また、子育ての一義的責任は保護者が有するものであり、保育の実
施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲
で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新制度の根本理念に反するものであり、対
応は困難である。

倉敷市
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

保育必要量（保育標準時間・保育短時間）の区分の在り方については、支給認定証の在り方と併
せて、地方分権改革推進室と共同で実態調査を行うこととしており、当該調査の結果を踏まえ対応
を検討してまいりたい。

○保育の実施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から
必要な範囲で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新制度の理念に反するとのこと
であるが、制度創設時の想定と比べて、短時間の利用度が極めて低い状況にあり、保護者、事業
者の負担が大幅に増大しているのではないか。
このように理念と実態が乖離していることから、詳細な実態調査を踏まえ、保育必要量の区分につ
いて見直すべきではないか。
○また、保育必要量の区分の見直しは、事務負担の軽減の観点と併せて、地域の実態に応じた保
育サービスを可能とするものである。
例えば、待機児童が多い市町村では、保護者の就労状況に応じて、児童一人当たりの真に必要な
保育量を正確に把握することができ、保育の供給量を調整することで、効率的な保育士の配置や
更なる児童の受け入れを図れるようになると考えられる。
これは、現行の保育制度の下でもポイント制により入所の判定を行っている実態に鑑みれば、必ず
しも市町村にとって新たな負担となるものではないと考えられる。
また、児童の受け入れに余裕のある市町村では、現行の保育標準時間に合わせた保育内容を構
成することで、保育の質の向上や延長保育の事務負担の軽減を図れるようになる。
従って、必ずしも事務負担の軽減のための区分の廃止という観点だけではなく、地域の実情に応じ
た子育て環境の向上という観点からも、保育サービスの提供に関する市町村の裁量を拡大させる
べきではないか。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

－ －子ども・子育て支援法において，保護者の就労実態等に応じ，必要な範囲で保育サービスを利用
できるようにするため，「保育標準時間」と「保育短時間」の区分を設けているが，保護者の就労形
態がパートタイムやフルタイムという週又は月の就労時間数だけで保育の必要量を判断することは
難しく，通勤時間，残業の有無や残業回数，勤務シフトの変更等により，保育所等が設定している
基本保育時間に合致するかなど，個別の事情についての判断を行なわなければならない。突発的
に「保育短時間」を超えた場合，それが頻繁に起こり得る可能性の判断を市町村に求められ，市町
村，事業所，保護者にも事務的な負担が生じることになる。
また，保護者側が「保育標準時間」又は「保育短時間」を選択できる仕組みとなっているが，介護保
険制度のように，デイサービスやショートステイなど複数のサービスを組み合わせて利用できる制
度であれば，保護者がサービスの選択を行うのは容易であるが，現状では保育所，幼稚園，認定
こども園等から単一の施設を選択・利用していることから，「保育標準時間」や「保育短時間」の設
定自体が状況に合っておらず，保護者においても解りにくい。
さらに，保護者の選択の幅を狭めるとのことであるが，認定区分による保育料に大きな差がないこ
とから，統一しても大きな問題とはならない。
あわせて，子ども・子育て支援制度の理念に反するとの指摘であるが，認定区分を統一したとして
も，保育サービスを利用できるのは，保護者が就労等により保育を必要とする時間内であるため，
何等理念に反するものではないと考える。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

280 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 子ども・子育て支援新
制度下における認定
こども園の保育短時
間制度の廃止につい
て

認定こども園入園児童の保護者
の保育必要時間等に応じて、市
町村が決定を行うこととされてい
る「保育標準時間」・「保育短時
間」のうち、「保育短時間」を廃止
する。

子ども・子育て支援法第20条に規定する支給認定では，保護者の求職，就労，
転職，出産及び育休などの家庭状況等の変動により，支給認定変更手続が必
要となり，また保育を必要とする事由により，保育必要量（保育標準時間，保育
短時間）が変動し，利用者負担額（保育料）も連動して変更となる。
子育て世帯は家庭状況等の変動が多く，高知市では支給認定子ども約11,000
人に対し，平成27年度の支給認定変更等に係る処理件数が１万件を超えてお
り，保護者や保育士がその処理に膨大な時間を費やすことになり，新たな負担と
なっている。

保育必要量の区分と支給認定証を廃止することにより，保護者においては書
類作成，提出及び支給認定証の返還等，施設においては保育時間の管理や
保育料変動への対応及び施設経由の書類のやり取り等が減少し，保護者，
保育士ともに子どもに向き合う時間が増加し，児童の処遇が向上する。

子ども・子育て支援法
第19条～第26条

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

12 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 子ども・子育て支援法
による支給認定手続
の簡素化

子ども・子育て支援法（以下「法」
という。）第20条第3項に規定す
る保育必要量の区分（保育標準
時間，保育短時間）を廃止し，保
育の利用は，保育標準時間のう
ち保育を必要とする範囲での利
用とする。併せて，法第20条第4
項に規定する支給認定証を廃止
する。

子ども・子育て支援新制度における保育短時間は、保育標準時間に比べ保育時
間が３時間短いが、保護者が負担する保育料はほとんど変わらないなど、保護
者にとってメリットがない。
また、法人・市町村にとっても支給認定の変更事務が非常に重い負担となってい
るなど、制度にメリットが乏しく、運営法人の中には認定こども園を返上したいと
いう声すらある。

保育の必要量に係る事務を改善することで、法人、市町村の事務負担が軽減
され、特にこの事務の繁雑さを理由として幼稚園から認定こども園に移行しな
い園の移行促進を図ることができ、待機児童対策としても有効と考える。
また、現在、短時間認定を受け、想定外の時間外勤務が生じた際は保育料と
は別に延長保育料の負担をしている保護者の視点からは、短時間認定が廃
止されることで、経済的な負担感や標準時間認定との不公平感が解消され
る。

子ども・子育て支援法
第20条第３項

内閣府、厚生労働省

秋田県、西
郷村、茂原
市、多摩市、
茅ヶ崎市、長
岡市、各務
原市、磐田
市、津島市、
豊田市、尾
張旭市、城
陽市、八尾
市、伊丹市、
宇部市、防
府市、山陽
小野田市、
宇和島市、
八幡浜市、
北九州市、
八女市、筑
紫野市、大
分市

○変更手続きなど事務がとても煩雑で、職員の事務処理や申請者の手続きに要する時間が増大している。また、保育園に空きが
なく待機となった場合、支給認定証を利用開始の通知と混同する申請者も多く、不満を増幅させる事例もある。申請者が実際に保
育サービスを開始できるようになってからの支給決定でよいかと思われ、支給認定証の交付が事務に支障をきたしている。
○保育標準時間と保育短時間の認定にあたり、業務に費やす事務量が、事務方と現場保育士に大きく影響しており、他の業務に
対して支障を来たしている。
○当市においても、標準⇔短時間の認定変更により、膨大な事務作業が発生しており、利用者については、保育時間・保育料の変
更、保育園についても保育時間の変更に伴う運営体制の見直しや施設型給付費の変更などが生じてしまう。保育料負担額に大き
な差がないにも関わらず、保育時間が大きく変わることについての不満も多いので、保育時間は統一したものに戻してほしい。
○保護者の保育が必要な事由に変更があった都度、認定変更の手続きが必要となり、保護者の手続きに係る負担や、認定区分
の変更に伴う保育内容への影響について不安を抱く保護者も多い。また、在園児については、多くの保護者が施設を経由して書類
を提出するため、マイナンバー等個人情報の管理も増えており施設の負担が増大している。
○保護者の就労時間による標準時間と短時間の変更が頻繁にあり、その都度支給認定証を送付しなければならず、行政サイドの
事務量がかなり増加している。各施設においても保育必要量の区分ができたことで、保育時間の管理に注意をはらう必要があるこ
とや短時間の延長料金の徴収の仕方が園ごとに決められているため、保護者への説明に苦慮することもある。また、保育必要量
の区分ができて、保育料も若干ではあるが差があるため、「標準時間は１１時間預けられる。」という意識が保護者に出てきて、以
前と同じ就労状況であっても長く預けられる家庭が増え、朝・夕の保育士の配置人数が増え、公立保育所では、時間外勤務が増え
ている。
○支給認定証に関する事務には、毎月の変更などの事務処理に時間がかかる。また、保育必要量の区分については上記のとお
り、メリットは少なく保育所側でも書類の確認や保護者への指導が負担となっている。
○保育必要量の認定区分（保育標準時間と保育短時間）の変更に伴い、施設利用時間・利用者負担額・給付費・延長保育の取扱
い等も変更となることから、自治体担当者・施設職員の事務負担がかなり大きいものとなっている。また、変更申請に係る保護者負
担も増大しているのが現状である。認定区分による利用者負担額の差は僅かであり、短時間認定を受け、就労の関係で突発的に
延長保育を利用せざるを得ない場合などにおいては、標準時間認定と同等の経済的負担を負うことも想定され、制度上の不公平
感を感じる保護者もいる。認定区分を撤廃することにより、事務負担の軽減及び不公平感の解消を図ることができる。
○保護者の就労時間等が変化することは頻繁であり、その都度支給認定の変更や保育料の変更手続きが必要となっている。ま
た、保育短時間認定の場合にあっても、勤務時間帯によっては保育標準時間認定となるなど、その区分は明確ではない。待機児
童解消の取り組みとともに、保育所等への入所児童数は年々増加する中、保護者の就労状況の把握を含め、支給認定の変更や
それに伴う保育料や給付費の変更にかかる事務は膨大なものとなっている。
○本市では、支給認定の変更を業務都合上月１回行っているが、変更直後に保育の必要量が変わるような事象が発生した場合、
約１ヶ月実態と異なる認定区分となっている。特に、保育短時間認定から保育標準時間の変更は切り替わるまで、恒常的に延長保
育料が発生することも多く、保護者の負担となっている。したがって、保育の必要量の区分を廃止し、保育の利用時間は保育を必
要とする範囲での利用とする。
○支給認定に係る事務により、事務量の増、保護者への負担増（手続き・費用等）となっているため、必要性を認める。
○【地域における課題】子育て世代は、就労の変動（育児休暇含む）が生じやすく、認定変更はかなり多い。時間外労働時間や通
勤時間の取扱いについても苦情や相談が多く寄せられ、対応に追われている。新制度以前の就労確認のみを行い、保育必要量
の区分と支給認定書の廃止（１号含む）をすることにより、様々な事務の軽減となり、保護者、事業所にとっても簡潔でわかりやすい
制度となる。
○子ども・子育て支援支援制度における保育必要量区分（保育標準時間/短時間）おいては、利用者負担額はほとんど変わらない
にもかかわらず、保育標準時間認定と比較し保育短時間の保育時間が3時間短いなど、保護者にとってのメリットが少ない。事業
者においても、支給認定の変更毎に認定内容（標準時間/短時間）の状況把握に努めなければならなず、事務負担増との声を多く
の施設よりあげられている。保育の必要量において、標準時間と短時間を統合（もしくは短時間の廃止）することにより、保護者・事
業者・自治体の負担軽減に繋がり、ひいては施設経営の安定化にも繋がるものと考える。
○保育標準時間・短時間の変更に伴い、保護者においては書類作成、提出及び支給認定証の返還等、施設においては保育時間
の管理、保育料の変更、施設型給付費での算定等で負担が大きくなっている。また、市における認定変更に係る事務量は膨大と
なっているため、本来、入所にかかる相談や情報提供の充実、待機児童の解消方策の検討へ費やすべき労力を認定変更にかか
る事務に取られている状況がある。支給認定証については、1号利用者では、一度入園した園を市内転居により（市外転居の場合
は認定証が無効となるため）退園し、他の園に入園することはまずなく、2・3号利用者についても利用調整を市がしているため、園
には市から入園者情報が提供されるため、実際に使用する機会がほとんどないのが実情である。また、申請後、30日以内に支給
認定証を送付することと規定されているため、保育利用の選考事務において、期間的に基準点を精査しきれていない状況で、認定
証発行のために基準点とともに決定していく方が効率的な保育標準時間・短時間を先に決定しており、事務の流れが二度手間に
なっている状況がある。
○児童福祉においては、各種医療証や手当の証書等が発行されており、証の発行・受領の管理や把握が双方の負担となってい
る。さらには、認定証の在庫管理や作成から発送まで、事務方の作業も大変な重荷となっている。また保育必要量の判定において
事務担当者の負担は大きく、年度当初においては全保育園に全利用者の標準・短時間の区分を一斉に、さらに年度途中において
も変更があれば随時遅滞無く通知しなければならない。また、標準・短時間の把握は現場においても非常に負担となっており、保護
者と保育士双方の認識不足により、誤って延長保育料金を徴収してしまった事例も発生している。にもかかわらず標準と短時間に
は月額にさほど差が無く、制度上大きなメリットが感じられないため、標準と短時間の区分を統合し、支給認定証を廃止していただ
きたい。
○制度上、保育必要量の認定等は通常月単位でなされるところ、実際は保育を必要とする時間は日によって異なるため、制度と現
実に差異が生じている。また、就労形態が多様化する昨今、保育短時間の子どもにおいて、就労時間の関係上、延長保育を利用
する世帯も存在し、延長保育料を別途支払う当該世帯の経済的負担が大きい。さらに、給付費の請求においても、事業主及び検
査する市の事務的負担が大きくなっている。保育標準時間及び保育短時間で区別することで、国、県及び市の財政上の利益は存
在しうるものの、上記の差異が生じていること及び保護者・事業主の各種負担を軽減する必要性が高いことに鑑みると、当該利益
を考慮してもなお当該区別を設けることは不当である。したがって、高知市様の提案する措置が適当である。
○･保育料や運営費の算定、支給認定の判定などの事務が煩雑
○支給認定変更手続きが想定以上の数となっている。保護者から新制度になり書類の作成、提出及び認定証返却と大変になった
との苦情が多い。また多くの施設より初めて、書類の受け渡しは施設を経由してほしくないとの意見がでている状況である。
○子育て世帯は家庭状況が頻繁に変動、その度に認定の変更が生じ、発生件数はかなり多い。認定変更を窓口や施設を経由し
て案内しており、施設へ連絡し確認するなど事務量も増加している。また広域で委託している児童については、委託先の市町村に
より受付の期限が異なるなど、各市町村の判断がさまざまなこともあり個々の対応が難しくなっている。施設側においても市町村と
のやりとりが多く、保育に向き合う時間が減少してきていると感じている。
○支給認定の事由等の変更に伴うもの含めて，支給認定証の交付については必要であると考えている。しかし，支給認定証の返
還については，実態として保護者が支給認定証を紛失している場合が多く，実態として返還させることに必要性がないと感じてい
る。保育の必要性の事由によって，当該支給認定保護者が必要とする，保育の必要量が異なることから，保育標準時間認定及び
保育短時間認定の区分については必要であると考えている。しかし，「就労」の場合における保育時間認定については，月の就労
時間が120時間未満の場合であっても，１日の勤務時間が保育短時間の利用時間で対応できない場合には市町村判断により標準
時間認定とすることができることなどから，保育の必要性の事由が「就労」に限り，標準時間認定に統一することについては賛成で
ある。
○保護者側は利用者負担額にほとんど差が無い点（差を設けようとすると短時間の保育料を大幅に引き下げなければいけないと
いう制度設計になっている。）や、支給認定の変更手続きが必要になった点などから、何ら利益は無いと考える。事業者や本市も、
保育標準時間、短時間認定状況の把握や変更に伴う事務が必要になり、負担も大きくなっている。保護者の就労方法の多様化か
ら保育標準時間、短時間認定に区分することは、施設型給付費や利用者負担額に矛盾が生じ、困難であると考える。（例にあるよ
うに、1日の労働時間が5時間であるが，勤務時間が午後1時から6時までというケースでは標準時間認定となり、施設型給付費や
利用者負担額が高くなる。）
○同様の事例について、高知市以外の市町村からも話を聞いている。標準時間認定と短時間認定の区分により事務負担が大幅
に増加していることについては改善の必要性を感じるが、廃止することについて、公定価格などその影響も大きいことが考えられ
る。
○保育の必要量区分（標準時間・短時間）が生じたことにより保護者への確認・変更等事務負担が増えている。短時間認定の新た
な設定が増えたが、ほとんど標準時間認定であるため、短時間認定を廃止したい。また、市町村が入園調整を行っている間は、支
給認定証が有効利用されていないため事務負担のみが増えている。
○当市も提案市と同様の事例があり、事務が煩雑になっている。支給認定証、入園決定通知書、保育料決定通知書の3通を保護
者に送付しているが、後者の2つがあれば事は足り、支給認定証は不要ではないかと疑問に感じることもある。
○当市は、単一の保育料表を用いているため、認定区分や標準・短時間に関わらず、保育時間が同じであれば同じ保育料である。
そのため、保護者にとっては、標準・短時間の別はあまり意味がない。市が国庫補助金の申請等に用いるのみであるため、標準・
短時間が統一されれば、事務の簡素化が図られる。

保育標準時間及び保育短時間について
○子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する「保育の必要量」については、保護者がその就
労の実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲で保育サービスを利用できる
ようにするため、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の区分を設けている。
○これにより、フルタイムやパートタイムなど保護者の就労の実態に即した形で保育サービスの利
用を選択することができる仕組みとなっている。
○提案のとおり上記区分を統一することは、保護者にとって保育サービス利用に当たっての選択
肢の幅を狭めるものである。また、子育ての一義的責任は保護者が有するものであり、保育の実
施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲
で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新制度の根本理念に反するものであり、対
応は困難である。
支給認定証について
○子ども・子育て支援新制度において、小学校就学前子どもの保護者は教育・保育給付を受けよ
うとするときは、子ども・子育て支援法第１９条第１項各号の区分についての認定を申請し、その認
定を受けなければならない。市町村は、認定を行ったときはその認定の区分、保育の必要性の事
由及び保育の必要量その他必要な事項を記載した支給認定証を交付することとなっている。
○支給認定証の交付により、保護者はその時点における当該小学校就学前子どもの認定区分等
を把握することができる。市町村にとっても当該小学校就学前子どもの認定区分の証明となり、教
育・保育給付の不正受給を防ぐことができるなど、保護者、市町村、施設間の支給認定区分等に
対する認識の齟齬によるトラブルの防止の観点からも必要なものであるため、提案に対する対応
は困難。
○また支給認定及びその交付に関する事務については、随時その事務負担を軽減するための措
置をとっているところである。

高知市

秋田県、郡
山市、多摩
市、長岡市、
瑞穂市、浜
松市、磐田
市、豊田市、
八尾市、宇
和島市、福
岡市、八女
市、筑紫野
市、大分市、
石狩市

○保育必要量の認定区分（保育標準時間と保育短時間）の変更に伴い、施設利用時間・利用者負担額・給付費・延長保育の取扱い等も変更とな
ることから、自治体担当者・施設職員の事務負担がかなり大きいものとなっている。また、変更申請に係る保護者負担も増大しているのが現状で
ある。認定区分による利用者負担額の差は僅かであり、短時間認定を受け、就労の関係で突発的に延長保育を利用せざるを得ない場合などに
おいては、標準時間認定と同等の経済的負担を負うことも想定され、制度上の不公平感を感じる保護者もいる。認定区分を撤廃することにより、
事務負担の軽減及び不公平感の解消を図ることができる。
○保護者の就労時間等が変化することは頻繁であり、その都度支給認定の変更や保育料の変更手続きが必要となっている。また、保育短時間
認定の場合にあっても、勤務時間帯によっては保育標準時間認定となるなど、その区分は明確ではない。待機児童解消の取り組みとともに、保
育所等への入所児童数は年々増加する中、保護者の就労状況の把握を含め、支給認定の変更やそれに伴う保育料や給付費の変更にかかる事
務は膨大なものとなっている。
○支給認定に係る事務により、事務量の増、保護者への負担増（手続き・費用等）となっているため、必要性を認める。
○【地域における課題】保育標準時間と保育短時間の利用者負担額の差異がほとんどないため、11時間の範囲で利用できる権利を得ようと、就
労時間を延ばす保護者が増加した。短時間認定と標準時間認定を統合することで、必要な保育士の見通しが立てやすくなり、職員確保にも迅速
に取り組めるようになる。
○子ども・子育て支援支援制度における保育必要量区分（保育標準時間/短時間）おいては、利用者負担額はほとんど変わらないにもかかわら
ず、保育標準時間認定と比較し保育短時間の保育時間が3時間短いなど、保護者にとってのメリットが少ない。事業者においても、支給認定の変
更毎に認定内容（標準時間/短時間）の状況把握に努めなければならなず、事務負担増との声を多くの施設よりあげられている。保育の必要量に
おいて、標準時間と短時間を統合（もしくは短時間の廃止）することにより、保護者・事業者・自治体の負担軽減に繋がり、ひいては施設経営の安
定化にも繋がるものと考える。
○保育標準時間・短時間の変更に伴い、保護者においては書類作成、提出及び支給認定証の返還等、施設においては保育時間の管理、保育料
の変更、施設型給付費での算定等で負担が大きくなっている。また、市における認定変更に係る事務量は膨大となっているため、本来、入所にか
かる相談や情報提供の充実、待機児童の解消方策の検討へ費やすべき労力を認定変更にかかる事務に取られている状況がある。
○子ども・子育て支援新制度における保育短時間は、保育標準時間に比べ保育時間が３時間短いが、保護者が負担する保育料はほとんど変わ
らないなど、保護者にとってメリットがない。また、法人・市町村にとっても支給認定の変更事務が非常に重い負担となっているなど、制度にメリット
が無い。
○保育の必要性の事由によって，当該支給認定保護者が必要とする，保育の必要量が異なることから，保育標準時間認定及び保育短時間認定
の区分については必要であると考えている。しかし，「就労」の場合における保育時間認定については，月の就労時間が120時間未満の場合で
あっても，１日の勤務時間が保育短時間の利用時間で対応できない場合には市町村判断により標準時間認定とすることができることなどから，保
育の必要性の事由が「就労」に限り，標準時間認定に統一することについては賛成である。
○保育標準時間と保育短時間の利用者負担額にはほとんど差がなく、保護者にとってメリットが少ない。子育て世帯では保育を必要とする理由の
変動が多く、これに伴い保育必要量も変更となる。事業所では、利用者負担額の徴収や施設型給付費等の請求のために変更の都度状況を把握
する必要があり、結果的に施設型給付費等の請求が遅くなるなど不利益が生じている。当市では、保育認定の支給認定こども約1,400人に対し、
平成27年度の保育必要量の変更に係る処理件数が延べ約320件に上っており、事務負担が大きい。また、保育必要量の認定は自治体の判断に
よるため、広域利用の場合には保護者の居住地の市町村と施設所在地の市町村で調整を取る必要があり、事務が煩雑となっている。保育標準
時間と保育短時間を統合することにより、保護者、事業者、自治体の事務負担を軽減することができ、特に事業者においては、事務負担の軽減が
保育の質の向上につながるとともに、施設型給付費等の変動が少なくなることにより安定的な経営計画を立てやすくなると見込まれる。
○保育の必要量区分（標準時間・短時間）が生じたことにより保護者への確認・変更等事務負担が増えている。短時間認定の新たな設定が増え
たが、ほとんど標準時間認定であるため、短時間認定を廃止したい。
○提案市と同様の支障有。石狩市では、短時間認定であっても、標準時間の範囲内であれば月額保育料に差がでないように対応を行っている。
廃止されればこの対応の事務負担等も解消され、保護者の不要な混乱もなくなる。
○当市は、単一の保育料表を用いているため、認定区分や標準・短時間に関わらず、保育時間が同じであれば同じ保育料である。そのため、保
護者にとっては、標準・短時間の別はあまり意味がない。市が国庫補助金の申請等に用いるのみであるため、標準・短時間が統一されれば、事
務の簡素化が図られる。

○子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する「保育の必要量」については、保護者がその就
労の実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲で保育サービスを利用できる
ようにするため、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の区分を設けている。
○これにより、フルタイムやパートタイムなど保護者の就労の実態に即した形で保育サービスの利
用を選択することができる仕組みとなっている。
○提案のとおり上記区分を統一することは、保護者にとって保育サービス利用に当たっての選択
肢の幅を狭めるものである。また、子育ての一義的責任は保護者が有するものであり、保育の実
施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲
で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新制度の根本理念に反するものであり、対
応は困難である。

箕面市



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

保育必要量（保育標準時間・保育短時間）の区分の在り方については、支給認定証の在り方と併
せて、地方分権改革推進室と共同で実態調査を行うこととしており、当該調査の結果を踏まえ対応
を検討してまいりたい。

保育必要量（保育標準時間・保育短時間）の区分の在り方については、支給認定証の在り方と併
せて、地方分権改革推進室と共同で実態調査を行うこととしており、当該調査の結果を踏まえ対応
を検討してまいりたい。

○保育の実施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から
必要な範囲で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新制度の理念に反するとのこと
であるが、制度創設時の想定と比べて、短時間の利用度が極めて低い状況にあり、保護者、事業
者の負担が大幅に増大しているのではないか。
このように理念と実態が乖離していることから、詳細な実態調査を踏まえ、保育必要量の区分につ
いて見直すべきではないか。
○また、保育必要量の区分の見直しは、事務負担の軽減の観点と併せて、地域の実態に応じた保
育サービスを可能とするものである。
例えば、待機児童が多い市町村では、保護者の就労状況に応じて、児童一人当たりの真に必要な
保育量を正確に把握することができ、保育の供給量を調整することで、効率的な保育士の配置や
更なる児童の受け入れを図れるようになると考えられる。
これは、現行の保育制度の下でもポイント制により入所の判定を行っている実態に鑑みれば、必ず
しも市町村にとって新たな負担となるものではないと考えられる。
また、児童の受け入れに余裕のある市町村では、現行の保育標準時間に合わせた保育内容を構
成することで、保育の質の向上や延長保育の事務負担の軽減を図れるようになる。
従って、必ずしも事務負担の軽減のための区分の廃止という観点だけではなく、地域の実情に応じ
た子育て環境の向上という観点からも、保育サービスの提供に関する市町村の裁量を拡大させる
べきではないか。

○保育の実施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から
必要な範囲で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新制度の理念に反するとのこと
であるが、制度創設時の想定と比べて、短時間の利用度が極めて低い状況にあり、保護者、事業
者の負担が大幅に増大しているのではないか。
このように理念と実態が乖離していることから、詳細な実態調査を踏まえ、保育必要量の区分につ
いて見直すべきではないか。
○また、保育必要量の区分の見直しは、事務負担の軽減の観点と併せて、地域の実態に応じた保
育サービスを可能とするものである。
例えば、待機児童が多い市町村では、保護者の就労状況に応じて、児童一人当たりの真に必要な
保育量を正確に把握することができ、保育の供給量を調整することで、効率的な保育士の配置や
更なる児童の受け入れを図れるようになると考えられる。
これは、現行の保育制度の下でもポイント制により入所の判定を行っている実態に鑑みれば、必ず
しも市町村にとって新たな負担となるものではないと考えられる。
また、児童の受け入れに余裕のある市町村では、現行の保育標準時間に合わせた保育内容を構
成することで、保育の質の向上や延長保育の事務負担の軽減を図れるようになる。
従って、必ずしも事務負担の軽減のための区分の廃止という観点だけではなく、地域の実情に応じ
た子育て環境の向上という観点からも、保育サービスの提供に関する市町村の裁量を拡大させる
べきではないか。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

－ －

－ －保育標準時間及び保育短時間について
従来の保育制度では，保育は，保護者が必要とする範囲で利用する意識が定着していたが，子ど
も・子育て支援新制度では，保育標準時間及び保育短時間の区分により，時間（保育必要量）に対
する対価（保育料）の概念が生じ，保育を利用する権利の意識が助長され，保育現場では，公平性
の確保のため登降園の時間を厳格に管理するなど新たな負担が発生している。
保育必要量の区分の統一は，保護者や保育士の負担軽減と合わせ，必要な範囲で保育を利用す
る意識を復活させる効果も期待され，また，従来どおり保育の必要性に応じて8時間（保育短時間）
の利用ができるため，保育サービスの選択肢に影響はない。
なお，自治体向けFAQ第13版（p.10-№21）で示されているように，1か月の就労時間が120時間未
満であっても，適切な判断のもと保育標準時間の利用が可能であることからも，保育必要量の区分
の統一に支障はないと考えられ，再度の検討を求めるものである。
支給認定証について
教育・保育の実施には，子どもや家庭に関する情報が必要であり，現実的には，支給認定証の提
示のみで教育・保育を利用することは困難である。
不正受給については，日々登園する子どもや送迎する保護者の確認で防止が可能であり，認定区
分等に係る情報確認は，保護者においては入所承諾通知や保育料納入通知で可能であり，施設
においては，利用調整の過程で別途把握しており，支給認定証の機能は限定的である。
一方，認定区分や保育必要量等の変更，支給認定の取消し等の手続時には保護者に支給認定証
の返還を求める必要があり，保護者や施設の負担となっていることから，再度の検討を求めるもの
である。

－

○保護者の就労の実態については、フルタイムやパートタイムなど様々であり、また、就労時間帯
も早朝や日中、夜間など多岐にわたっている。
「保育短時間認定」の８時間の時間帯設定は、市町村が行うこととされており、本市では午前９時か
ら午後５時までとしている。
例えば就労時間帯が午前８時から午前１２時までの４時間の場合は「保育標準時間認定」となり、
就労時間帯が午前１０時から午後４時までの６時間の場合は「保育短時間認定」となり、保育の利
用時間数と認定区分が逆転し、逆転することで保護者間の不公平感が生じる。
また、保育料の設定についても、両区分間で３時間の差があるものの保育料月額に、ほぼ差がな
いことも保護者の不公平感を増長している。
○回答の内容は、「上記区分を統一することは保護者にとって保育サービス利用に当たっての選
択肢の幅を狭めるものであり、保育の実施に当たっては保護者がその就労実態等に応じ、子ども
の健全な育成を図る観点から必要な範囲で利用できるようにすること、という子ども・子育て支援新
制度の根本理念に反するものであり、対応は困難」との内容であるが、子ども・子育て支援新制度
施行後の実態が当該制度の根本理念から大幅に乖離していることから、実態に即して制度を再構
築する必要があると考える。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

15 Ａ　権限移譲 医療・福祉 指定障害児通所支援
事業者の指定等の権
限の都道府県から中
核市への移譲

指定障害児通所支援事業者の
指定、指定の更新、勧告、命令、
指定の取消し等の権限の都道府
県から中核市への移譲を求める
もの
現行の実施主体
都道府県、政令指定都市、児童
相談所設置市
移譲後の実施主体
都道府県、政令指定都市、中核
市、児童相談所設置市

【支障事例】
現在、中核市は、既に指定障害福祉サービス事業者等の指定の権限を有して
おり、介護給付費等の支給決定の権限等と併せて持つことにより、障害福祉
サービス事業者の体制及び当該サービスを利用する障害者の処遇等のそれぞ
れの状況把握及び関係者への対応が包括的・一体的に行えているが、指定障
害児通所支援事業者については、指定の権限が都道府県にあることにより、利
用者から事業者についての問い合わせは中核市へあるものの、その対応は都
道府県で行うなど包括的・一体的な対応等ができない状況にある。
障害児通所支援事業所と障害福祉サービス事業所との多機能型事業所の指定
のときは、都道府県との連携を必要とし、包括的・一体的な事務の遂行ができな
い。
同じ区域内で障害者又は障害児を対象とするサービス区分により、事業者の指
定権限が異なることは、指定申請を行う事業者にとって、非常に分かりづらい状
況である。
【制度改正の必要性】
現在、中核市は、指定障害福祉サービス事業者及び利用者への包括的・一体
的な対応等が行えていることから、指定障害児通所支援事業者についても、同
じような対応ができるよう当該事業者の指定等の権限を都道府県から中核市へ
移譲すべきである。

障害児通所支援事業者の体制及び当該サービスを利用する障害者の処遇等
のそれぞれの状況把握が包括的・一体的に行えることとなり、対応すべき事案
が発生した場合はすぐに対応することができる。
障害児通所支援事業所と障害福祉サービス事業所との多機能型事業所の指
定のときは、包括的・一体的な事務の遂行が可能となる。
申請先が分かりやすくなり、サービスの利用に係る申請と指定に係る申請等
を併せて行うことができ、事業者の利便性が向上する。

児童福祉法第２１条の
５の１５

厚生労働省 大分市 北海道、滋
賀県、和歌
山市

○障害児通所支援事業所の指定や指導は県、障害福祉サービスの指定や指導は市となっている。障害児通所支援
事業所と障害福祉サービスの居宅介護事業所等を両方実施している事業所も多いが、県と市の別々の指定や指導と
なっている。
それらのサービスの支給決定はともに市町村で行っているため、包括的、一体的な指導を行うためにも、障害児通所
支援事業所の指定、指導の権限の移譲が必要である。
○中核市に所在する障害児通所支援事業所と障害者福祉サービス事業所の多機能型事業所については、指定が県
と中核市それぞれになることから、当県においても、事業者は県と中核市のそれぞれに指定申請を行わなければなら
ず、事務手続きが煩雑になっている。
また、指定に当たって、指定基準の多機能型特例の確認について、県と中核市で情報共有を行う必要があるなどの支
障があることから、包括的・一体的な対応が行えるよう、指定等の権限を中核市に移譲すべきである。
○障害福祉サービス事業所と障害児通所支援事業所の多機能型事業所を中核市にて事業開始をする場合、障害福
祉サービス事業所の指定権限は中核市、障害児通所支援事業所は都道府県となっており、事業所としてはひとつで
あるのに、それぞれに指定申請を行う必要があり、申請者にわかりにくい状態となっている。
また、その指定基準等の確認やその後の指導についても、都道府県、中核市両者間での情報共有、確認が必要とな
り、１自治体で完結ができないことから、速やかな対応等がしにくい体制となっている。
○障害福祉サービス事業所と障害児通所支援事業所との多機能型事業所の指定を受ける事業者や、障害福祉サー
ビスと指定障害児通所支援事業の運営を同時に実施している事業者が多く見受けられることから、指定障害福祉
サービス事業者と指定障害児通所支援事業者の指定や事業者に対する指導等については、同一の機関が行うことが
望ましいと考える。
また、指定障害児入所施設についても、現在、都道府県が指定等の権限を有しており、同様の支障が生じていること
から、併せて取り扱うべきである。
○・地域保健法の改正による県と市町の役割分担の明確化の中で、母子保健に関する業務が市町の役割と位置づけ
られた。
・乳幼児健診の中で、発達に異常があるとの疑いがある児については、早期に療育につなげる必要がある。
・中核市に事業所の指定等の権限が移譲されることにより、事業所情報の把握が進み、「早期発見、早期療育」がス
ムーズに行われ、検診時の気づき等の情報が伝達されることにより、療育支援体制の向上が期待できる。

事務負担の増等について、提案主体である大分市以外の他の中核市や中核市市長会の意見を聞
きながら検討を進める。
【具体的な実施方法】
　地方自治法施行令第174条の49の２等の改正を行う。

16 Ａ　権限移譲 医療・福祉 指定障害児通所支援
事業者の業務管理体
制の整備に関する届
出・報告の受理、勧
告・命令等の権限の
都道府県から中核市
への移譲

指定障害児通所支援事業者の
業務管理体制の整備に関する
届出・報告の受理、勧告、命令
等の権限の都道府県から中核
市への移譲を求めるもの
現行の実施主体
都道府県、政令指定都市、児童
相談所設置市
移譲後の実施主体
都道府県、政令指定都市、中核
市、児童相談所設置市

【支障事例】
業務管理体制の整備に関する届出・報告の受理、勧告、命令等の権限につい
て、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限と同時に都道府県から中核市
へ移譲されないときは、届出の受理、事業所への指導・処分等に関して包括的・
一体的に行うことができない。
【制度改正の必要性】
効果的・効率的な事務の遂行を可能とするため、指定障害児通所支援事業者の
業務管理体制の整備に関する届出・報告の受理、勧告・命令等の業務と指定障
害児通所支援事業者の指定等の権限を同時に都道府県から中核市へ移譲す
べきである。

指定障害児通所支援事業者の指定に係る申請等のときに、業務管理体制の
整備に関する届出を受理するなど、当該事業者の指定及び業務管理体制の
整備に関しての届出の受理等の業務が包括的・一体的に行うことができ、事
務の効果的・効率化を図るとともに、事業者の利便性も高めることができる。

児童福祉法第２１条の
５の２５、２６、２７

厚生労働省 大分市 滋賀県、和
歌山市

○障害児通所支援事業者の指定に係る申請等と業務管理体制の整備に関する届出、報告の受理は一体的に行うこ
とができるため、指定障害児通所支援事業者の指定と併せ、中核市に移乗が必要である。
○障害児通所支援事業所の指定について中核市に移譲するに当たっては、事業所に対する指導等も含め包括的・一
体的に行う必要があることから、届出・報告の受理、勧告・命令等の権限についても合わせて移譲すべきである。
○・地域保健法の改正による県と市町の役割分担の明確化の中で、母子保健に関する業務が市町の役割と位置づけ
られた。
・乳幼児健診の中で、発達に異常があるとの疑いがある児については、早期に療育につなげる必要がある。
・中核市に事業所の指定等の権限が移譲されることにより、事業所情報の把握が進み、「早期発見、早期療育」がス
ムーズに行われ、検診時の気づき等の情報が伝達されることにより、療育支援体制の向上が期待できる。

業務管理体制の整備に関する届出の受理等の事務については、指定障害児通所支援事業者の
指定等の権限を持つ者が包括的・一体的に行うことが適切と考えており、当該指定等の権限の中
核市への移譲に係る検討と併せて検討を進める。
【具体的な実施方法】
児童福祉法第21条の５の25等の改正を行う。

23 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 認定こども園法が定
める幼保連携型認定
こども園の運営主体
の拡大

認定こども園法第34条第1項に
より、学校法人及び社会福祉法
人に限られている幼保連携型認
定こども園の運営主体に、地方
独立行政法人を加える。

【制度改正の経緯】
町では、平成28年度から公立の幼保連携型認定こども園の運営を開始した。公
立ということで信頼性・安定性の面において、利用者から高い評価を受けている
ものの、個々の特性に応じたきめ細やかなサービスの提供、信頼性・安定性を
担保しつつ民間の活力やノウハウを活かすかが課題となっている。
【支障事例】
公立園のため、定員管理の関係上、園の職員における臨時職員の割合が増加
している。臨時職員は雇用環境が不安定であることを理由に、今年度の保育士
等の募集では必要数の半分程度の人員しか確保ができず、人材確保に支障を
きたしている。また、正規職員と臨時職員では、職務内容と求められる成果は同
じにもかかわらず、賃金等の待遇に差があるため、職員の意欲低下を招くことに
なりかねない状況にある。

【改正の効果】
地方独立行政法人が運営することにより、独立採算制を原則とした経営がで
きる。また、地方独立行政法人が保育士等を正規職員として継続的に雇用す
ることにより、安定的な人材確保と待遇面での向上が期待できる。さらに、そ
の効果として職員の意欲向上と質の高いサービスの提供が見込まれる。
【国が進める政策との関係】
町が責任をもって、効率的に質の高い子育て支援を行うことを可能とする本提
案は、「地域において子どもが健やかに育成される環境の整備」という認定こ
ども園法の目的に沿うものであるとともに、国が最重要課題として推進する一
億総活躍社会の実現や地方創生にも直接的に関係するものである。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律第34条第1
項

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

九重町 － － 　公私連携幼保連携型認定こども園は、民間法人に子ども・子育て支援に関する中核的な役割を
担う幼保連携型認定こども園を運営してもらうこと等を期待して、市町村と民間法人とが協定を結
ぶことによって、市町村がその運営に一定の責任を果たす、あくまでも民間法人立の幼保連携型
認定こども園であることから、当該規定の適用は不適当である。

24 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 地方独立行政法人法
施行令が定める公共
的な施設の範囲の拡
大

地方独立行政法人法施行令第4
条が規定する公共的な施設の範
囲にこども園を加える。

管理番号23に同じ。 管理番号23に同じ。 地方独立行政法人法
施行令第4条

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

九重町 － － 　幼保連携型認定こども園は学校かつ児童福祉施設という位置づけを有しているが、学校教育法
上、学校を設置できるのは国及び国立大学法人、地方公共団体及び公立大学法人、学校法人で
あり、幼保連携型認定こども園についてはそれに加えて社会福祉法人に限られているところ。
　地方独立行政法人を幼保連携型認定こども園の運営主体として追加することについては、学校
かつ児童福祉施設の双方の機能を持つ幼保連携型認定こども園を安定的・継続的に運営できる
体制等様々な観点から慎重な検討が必要である。

27 Ａ　権限移譲 医療・福祉 認定こども園及び保
育所の認可権限の移
譲

都道府県知事等が有する認定こ
ども園及び保育所の認可権限を
市町村に移譲すべき。

【現状】
幼保連携型認定こども園及び保育所については、都道府県、指定都市及び中
核市（以下「指定都市等」という。）に認可権限があるが、それ以外の認定こども
園の認可権限については都道府県に存置されている。
また、指定都市等が認可を行う場合には、区域を越えた広域調整の必要性か
ら、都道府県に協議を行っている。
一方、平成２７年４月からの子ども･子育て支援新制度において、就学前の教育･
保育に関する実施主体は市町村と位置づけられ、市町村は、１９人以下の児童
を保育する小規模保育事業を含む地域型保育事業の認可等、就学前の教育･
保育に関し一体的・包括的な施策を実施している。
【支障事例】
A市からの補助を受け認定こども園を整備したＢ法人は、設計・工事監理の各段
階で、Ａ市及び認可権限を持つ本県と二重に調整を行う必要が生じた。
【制度改正の必要性】
指定都市等への権限移譲は一定程度進んでいるものの、地域の実情に通じる
市町村が就学前の教育・保育環境の整備を一体的・包括的に進めることができ
るよう、認定こども園等に係る認可権限の市町村への権限移譲を更に進める必
要がある。
そこで、区域を超えた広域調整を担保するため、都道府県への協議を附加した
上で、地域型保育事業同様、認定こども園等の認可権限を市町村に移譲すべき
である。
広域調整の必要性は認めるが、それのみをもって都道府県が認可権限を持つ
明確な理由とはならず、指定都市等の例にあるように都道府県への協議をもっ
て広域調整は十分に機能するものと考える。

市町村が地域の実情に応じ就学前の教育･保育環境を一体的・包括的に整備
することが可能となる。

児童福祉法第３５条
就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律第１７条

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

福島県、秋
田県

北海道、徳
島県、高知
県、沖縄県

○本県においても同様に、事業者が県と市町村と二重に調整を行っている状況であるとともに、地域の実情に通じる
市町村が就学前の教育・保育環境の整備を一体的・包括的に行う必要があることから制度改正を要望する。
○保育所や幼保連携型認定こども園は、指定都市や中核市に権限移譲されているが、幼保連携型認定こども園以外
の認定こども園は都道府県となっており、事業者にとってわかりにくく、事務も繁雑になっている。
○本県においても，社会福祉法人の設置認可及び施設整備に係る補助事業を市が行うとともに，幼保連携型認定こ
ども園や保育所の設置認可は県が行うという事案が発生しており，施設の設置を目的とする者においては，県・市そ
れぞれと協議する必要があるほか，県・市それぞれの審査の進捗状況等を適宜確認する必要があるなど，事務の繁
雑化の一因となっている。
○新制度において、確認を市町村で行うこととなっているが、認定こども園の認定については県となっており、定員の
変更など、それぞれに手続きを要している。
市町村へ一本化されることで施設側の負担の軽減にもつながる。

　保育所の認可権限や認定こども園の認定権限の市町村への移譲を希望する自治体については
条例による事務処理特例等を活用していただきたい。

142 Ａ　権限移譲 医療・福祉 「幼保連携型」以外の
認定こども園に係る
「認定」権限の都道府
県から指定都市・中核
市への移譲

「幼保連携型」以外の認定こども
園に係る「認定」権限を都道府県
から指定都市・中核市へ移譲す
ることを求める。

【背景】
「幼保連携型」認定こども園の「認可」権限は中核市に付与されているが，他の
類型の認定こども園（「幼稚園型」，「保育所型」及び「地方裁量型」）に係る「認
定」権限は，都道府県に存置されている。
一方，施設型給付費の支給に係る施設としての「確認」の権限は，いずれの類
型においても市町村が有している。
【支障事例】
このことにより，中核市の域内に「幼保連携型」以外の認定こども園を設置する
事業者は，都道府県と中核市の両方で手続きをとる必要があり，煩雑である。
また，中核市は，「幼保連携型」以外の認定こども園の開設までのスケジュール
管理ができず，例えば，年度の終盤に翌年度４月の開設が決まった施設につい
ては，市民への周知期間を十分に確保することができないことから，市民の選択
の幅を狭めてしまうなど，適切な教育・保育サービスの提供に支障が生じてい
る。
また，「子ども・子育て支援新制度」が施行され，市町村は，法定計画として「市
町村子ども・子育て支援事業計画」を平成26年度末に策定し，制度の実施主体
として，地域における教育・保育ニーズに応じた供給体制の確保に取り組んでい
るところであり，確保策の一つとして，認定こども園への移行について積極的に
働きかけているが，中核市には「幼保連携型」以外の認定こども園の認定権限
がないため，認定申請手続きを進めていく中で，最終的な認定の可否等につい
ては確実な判断を示すことができないことがあるなど，地域の実情に応じた確保
策を進めていくには，限界があるほか，事業者の利用定員の設定に対し，直接
意見を述べることができないなど，計画的な供給体制の確保に支障が生じてい
る。

都道府県と中核市に分かれている認定こども園の「認定」と「確認」の申請窓
口を中核市に一本化することにより，事業者の利便性が向上する。
また，中核市主体のスケジュール管理が可能となり，当該開設見込みの施設
の利用を検討している市民に対する十分な周知ができるようになるなど，市民
サービスの向上につながる。
更に，市町村の教育・保育ニーズに応じた類型の認定こども園への移行につ
いて，事業者に対し，より積極的に働きかけることができるほか，利用定員の
設定についても，施設の設置者に直接，協力を求めることができるようになる
など，より計画的に供給体制を確保することができる。

就学前の子どもに関
する教育，保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律第３条　等

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

宇都宮市 北海道、秋
田県、神奈
川県、高知
県、沖縄県

○保育所や幼保連携型認定こども園は、指定都市や中核市に権限移譲されているが、幼保連携型認定こども園以外
の認定こども園は都道府県となっており、事業者にとってわかりにくく、事務も繁雑になっている。
○本県でも、幼保連携型以外の認定こども園の認定等の権限については、事務処理特例条例において希望する政令
指定都市・中核市に権限を移譲しており、幼保連携型認定こども園と同様の仕組みにすることは、事業者にとっての
負担軽減や行政における事務の効率化につながると考える。
○本県も同様の状況であり、中核市の域内に「幼保連携型」以外の認定こども園を設置する事業者は、県と中核市の
両方で手続をとらなければならないため、事業者の負担感が大きい。
県と中核市の間で、十分な情報共有を図ってはいるものの、当該市には「幼保連携型」以外の認定こども園の認定権
限がないため、認定申請手続の中で認定の可否等の判断を示すことができず、また、事業者の利用定員の設定に対
する意見を直接述べることができないなど、計画的な供給体制の確保に支障をきたしている。
○新制度において、確認を市町村で行うこととなっているが、認定こども園の認定については県となっており、定員の
変更など、それぞれに手続きを要している。

　幼保連携型認定型こども園以外の認定こども園の認定権限については、「事務・権限の移譲等に
関する見直し方針について（平成25年12月20日閣議決定）」に基づき、子ども・子育て支援新制度
の施行状況や条例による事務処理特例制度による指定都市における認定状況等を踏まえつつ、
指定都市に移譲する方向で、関係団体と協議・調整を行っていく。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

本提案に係る大分県との協議の際に、障害児通所支援事業において、都道府県間の水平方向の
連携（情報共有等）が既に構築されており、今後も維持したいとの見解が示されており、事務処理
特例等による限定的な移譲については賛同いただけておらず、全国一律移譲を前提条件として当
市の提案に賛同いただいている。
他の中核市や中核市市長会の意見を聞きながら検討を進めるとのことだが、このような大分県の
見解もあることから、中核市だけでなく都道府県の見解も十分に踏まえた上で、手挙げ方式の移譲
に依らず、全国一律の中核市への権限移譲を前提として検討いただきたい。

－ － － 【全国知事会】
手挙げ方式による検討を求める。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、手挙げ方式も含めた検討を求める。

○　来年度に行う監査の中で権限移譲に係る中核市や中核市市長会の意見照会を行うとのことだ
が、第１次ヒアリングでの検討の方向性を踏まえ、意見照会をはじめ今年度できるものは速やかに
進めるべきではないか。

○　意見照会等の結果を踏まえ、具体的な検討のスケジュール等について、明確に示していただき
たい。

９月中に全中核市に対して意見聴取（調査）を行うこととしており、その結果等を踏まえて検討を行
う。

大分県からも本提案に係る見解として、実施効果を高めるため、指定障害児通所支援事業者の指
定等の権限移譲と一体的に行われるべきであると示されていることから、両提案の一体的な権限
移譲を検討いただきたい。

－ － － 【全国知事会】
手挙げ方式による検討を求める。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、手挙げ方式も含めた検討を求める。

○　来年度に行う監査の中で権限移譲に係る中核市や中核市市長会の意見照会を行うとのことだ
が、第１次ヒアリングでの検討の方向性を踏まえ、意見照会をはじめ今年度できるものは速やかに
進めるべきではないか。

○　意見照会等の結果を踏まえ、具体的な検討のスケジュール等について、明確に示していただき
たい。

９月中に全中核市に対して意見聴取（調査）を行うこととしており、その結果等を踏まえて検討を行
う。

現行の地方独立行政法人法第21条第４号により、地方独立行政法人が広汎に社会福祉事業を経
営することが認められているものと認識している。
その上で、貴府省の回答によれば、「民間法人に子ども・子育て支援に関する中核的な役割を担う
幼保連携型認定こども園を運営してもらうこと等を期待して」運営主体を民間法人（学校法人、社会
福祉法人）に限定しているとのことであるが、提案の背景として、当町では民間法人が希少である
ことにより、支障が生じているという状況がある。
「市町村と民間法人とが協定を結ぶことによって、市町村がその運営に一定の責任を果たす」とあ
るが、地方独立行政法人であっても、業務方法書の認可権限や人事管理権を行使することによ
り、運営に対して一定の責任を果たすことも可能であると考える。
その上で、改めて公私連携幼保連携型認定こども園の運営主体に地方独立行政法人を追加する
ことについて検討いただきたい。
また、民間法人（学校法人、社会福祉法人）に限定している趣旨についても、具体的に御説明をい
ただきたい。

－ － － － ご指摘の「公私連携幼保連携型認定こども園」は、民間法人に施設運営してもらうためのインセン
ティブを付与しつつ、協定により市町村がその運営に一定の責任を果たすための仕組みである。あ
くまでも「公」と「私」の連携として、民間法人へ地方公共団体が一定の関与及び補助を行うことを目
的としているものであることから、地方公共団体が設置するものである地方独立行政法人を対象と
することは、その目的・主旨からみて不適当である。

管理番号23で述べたとおり、当町においては、民間法人が希少であることにより、支障が生じてい
るという状況がある。学校かつ児童福祉施設の双方の機能を持つ幼保連携型認定こども園を安定
的・継続的に運営できる体制整備等様々な観点から、引き続き御検討いただくとともに、安定的・継
続的に運営できる体制整備等様々な観点のうち、具体的にどのような観点で地方独立行政法人が
不適当なのかお示しいただきたい。

－ － － 管内の民間法人が希少であれば管外の法人を招致したり、協力を得て新規に設置したりすること
も可能であり、また、民間法人であっても公私連携協定の締結等により、自治体が安定的・継続的
に運営できる体制整備に関与できることから、ご指摘の事由により地方独立行政法人が幼保連携
型認定こども園を設置する必要性は認められない。

　地域の実情に通じた教育･保育の実施主体である市町村が認定権限を持つことが合理的である
ことから、希望する市町村のみならず、全ての市町村に権限委譲すべきである。

－ － － 【全国知事会】
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設置については、これまでの指定都市市長会の提
案を踏まえ、指定都市へ権限移譲すべきである。
それ以外の市町村については、市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することと
し、全国的に移譲の実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すことと
すべき。
保育所の設置については、市町村立は都道府県への届出、民間立は都道府県の認可であり、ま
た、保育所への指導監督については、国の定める最低基準に基づき、都道府県が報告、立ち入
り、検査等の権限を持つが、公立・民間立を問わず、市町村が地域の待機児童数や今後の保育需
要等を踏まえ計画的に整備していることからも、住民に身近な市町村において総合的、主体的な保
育施策の展開が可能となるよう、保育所の設置に関する基準設定の権限とともに保育所の設置認
可・指導監督権限を市町村に移譲すべき。
【全国市長会】
手挙げ方式も含めた検討を求める。

市町村が保育所の認可や認定こども園の認定を行うことの是非については、自治体によって状況
が異なることから、権限の移譲を希望する場合は、条例による事務処理特例等を活用していただき
たい。

事務処理特例制度により指定都市等が個別に権限移譲を受けることは可能であるが，全国的に
待機児童の解消が喫緊の課題となっている中，窓口の一本化による事業者の負担軽減などが認
定こども園への移行の後押しとなり，保育の受け皿確保へと繋がることから，法令により中核市を
含め，一律に権限移譲されるよう検討していただきたい。

－ 【神奈川県】
幼保連携型認定こども園の認可権限については指定都市及び中核市に移譲されており、移行に
係る事業者からの相談対応等を効率化するため、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の
認定権限も指定都市及び中核市に移譲すべきである。

－ 【全国知事会】
これまでの指定都市市長会の提案を踏まえ、指定都市へ権限移譲すべきである。
それ以外の市町村については、市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することと
し、全国的に移譲の実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すことと
すべき。
【全国市長会】
　指定都市への移譲については、十分に検討すること。
中核市への移譲については、手挙げ方式も含めた検討を求める。

指定都市への移譲については、第１次回答で回答したとおり、指定都市に移譲する方向で、関係
団体と協議・調整を行っていく。
中核市への移譲については、引き続き関係団体と協議・調整を行ってまいりたい。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

291 Ａ　権限移譲 医療・福祉 認定こども園（幼保連
携型以外）の認定権
限の中核市への移譲

幼保連携型認定こども園以外の
認定こども園の認定等事務・権
限の移譲について、幼保連携型
認定こども園の認可と同様に、
中核市にも移譲する。

【制度改正が必要な理由】
認定こども園の認可・認定等の権限について、平成27年12月22日地方分権改
革推進本部決定「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」において、
政令指定都市に対してのみ認定等の権限を移譲する方針が示されている。
政令指定都市と同様に、住民に身近で専門能力を有する中核市においても、市
で全ての認定こども園に係る事務ができれば、様式の統一等、事務の効率化が
図れるとともに、地域の実情に応じた効率的、効果的な事業実施が可能となる。
【支障事例】
現在、幼保連携型認定こども園については市の事務、幼保連携型以外の認定こ
ども園は府の事務となっている。施設類型によって権限を有する自治体が違うた
め、書類の様式や認可・認定スケジュール、書類の提出先等が異なり、事業者
にとっては手続きが煩雑になるとともに、市としては認定こども園に係る事務を一
体的に進めにくくなっている。

幼保連携型認定こども園の認可等の権限と併せて、幼保連携型以外の認定
こども園の認定等の権限も移譲することで、認定こども園に係る事務について
市で完結することが可能となり、事業者にとっての負担軽減や行政における事
務の効率化につながる。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律
第３条、第４条、第７
条、第８条

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、滋
賀県、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

北海道、秋
田県、神奈
川県、長野
県、京都府、
高知県、沖
縄県

○　保育所や幼保連携型認定こども園は、指定都市や中核市に権限移譲されているが、幼保連携型認定こども園以
外の認定こども園は都道府県となっており、事業者にとってわかりにくく、事務も繁雑になっている。
○　本県でも、幼保連携型以外の認定こども園の認定等の権限については、事務処理特例条例において希望する政
令指定都市・中核市に権限を移譲しており、幼保連携型認定こども園と同様の仕組みにすることは、事業者にとって
の負担軽減や行政における事務の効率化につながると考える。
○本県でも同様の状況にあり、幼保連携型と幼保連携型以外の認定こども園では権限を有する自治体が異なるた
め、事業者にとって申請に係る相談先や書類の提出先などが分かりにくくなっているほか、中核市では認定こども園に
係る事務を一体的に進めにくくなっている。
○新制度において、確認を市町村で行うこととなっているが、認定こども園の認定については県となっており、定員の
変更など、それぞれに手続きを要している。

中核市への認定権限の移譲については、指定都市と併せて検討していく。

28 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 指定小規模多機能型
居宅介護の居間及び
食堂の共用に関する
事項の規制緩和

指定小規模多機能型居宅介護
の居間及び食堂を、介護保険法
第115条の45第1項に規定する
介護予防・日常生活支援総合事
業の交流スペースとして共用す
ることを認める。
（過疎地域指定や、人口○千人
未満の自治体などの条件付）

島牧村の高齢化率は2015年1月1日現在で41.5％（道内12位）となっており、
2025年には43％（社人研推計）を超え、その後も増加していく見込みであり、高
齢化社会に向けた対応は当村の重要課題となっている。
現在、自立した生活が困難になった高齢者は、隣町である寿都町や黒松内町の
老人ホームに入所しているが、できるだけ長く住み慣れた土地で暮せるよう、老
人ホーム入所の前段階で利用する介護サービスや、介護予防サービスの充実
が求められている。
村として、これらの要望に応えるために、小規模多機能施設を核にした複合施設
の建設を平成30年度に計画しており、施設開設後は現在村で実施しているデイ
サービス利用者の移行を予定しているが、移行検討しているのは「要介護」の利
用者としているため、「要支援」の利用者は別の場所で実施する「介護予防・日
常生活支援総合事業」によるサービス利用となり、今まで築いてきた利用者間の
交流がとりづらくなってしまう。
村としては、小規模多機能施設開設後も、「要介護」と「要支援」の利用者、さら
には事業対象者や地域住民との交流事業を今までどおり続けられるようにした
いと考えており、小規模多機能施設内で「介護予防・日常生活支援総合事業」も
実施できるようにしたいと考えているが、「指定地域密着型サービス及び及び指
定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」（平成18年3月31日老
計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老建
局計画・振興・老人保健課長連名通知）（抄）において、指定小規模多機能型居
宅介護の居間及び食堂を指定通所介護等の機能訓練、食堂及び介護保険法
115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペース
として共用が認められていない。
これらの支障が解消されれば、当村のような小規模自治体において介護サービ
スを集約していくことで、経費削減や予算の効率的執行が可能になるほか、村・
サービス提供事業者・社協などの事業連携や交流を推進していくことで、利用者
の満足度の向上も期待できる。

①サービスを集約していくことにより、村・サービス提供事業者・社協などの事
業連携や交流が可能となり、利用者の満足度の向上が期待できる。
②小規模多機能型居宅介護の方針として利用者が地域住民との交流や地域
活動への参加を図りながら住み慣れた地域での生活の継続を目指すとされて
いることから、小規模多機能施設内でも地域住民と交流できる機会創出が図
られる。
③ハード・ソフトともにサービスの棲み分けができる都市部とは違い、当村のよ
うな過疎地では一つの施設に複数のサービスを集約していくことが経費を抑え
る点で必須となっている。

指定地域密着型サー
ビス及び指定地域密
着型介護予防サービ
スに関する基準につい
て
第三　地域密着型
サービス－四　小規模
多機能型居宅介護－
３　設備に関する基準
－（2）設備及び備品等
（基準第67号）－④

厚生労働省 島牧村 － ○提案の規制緩和が行われれば、施設を有効活用でき、利用登録者以外の住民との交流は増えると思われる。 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第
４号。以下「基準省令」という。）第67条第３項は、居間、食堂等の設備について、専ら指定小規模
多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない旨を規定しているが、ただし書に
おいて、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りではないとしている。
御指摘の通知は、上記の規定の趣旨を踏まえ、指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び
食堂は、介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースと共用することはできない旨を示して
いるものであるが、例えば事業所が小規模である場合などで、指定小規模多機能型居宅介護の居
間及び食堂として機能を十分に発揮し得る適当な広さを有している場合にまで、共有することを認
めないとする趣旨ではないため、通知について必要な見直しを検討する。

211 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 介護保険事業者に対
する検査権限の強化

①介護保険法における、関係医
療機関（介護事業を直接行って
いないが、介護事業と関係する
医療機関）に対する報告徴収・
立入検査権限の付与又は②医
療法における介護保険事業に関
する報告徴収・立入検査権限の
付与及び医療法における報告徴
収・立入検査により取得した情報
閲覧権限の付与を求める。

平成27年度、内部通報を端緒とし、医療機関が別法人を設立し運営する訪問看
護ステーションにおいて、医療機関に勤務する看護師等が常勤しているかのよう
に装い、不正な手段により指定更新を受けた事案が発生した。
介護保険法では介護保険事業に関する指導及び検査権限のみしかなく、介護
保険事業を直接行っていない医療機関に対する検査権限がないため、介護保
険事業の適正な指導・検査に支障が生じる場合がある。
このため、介護保険法において、介護保険事業者と関係を有する医療機関に対
して看護師等の勤務表の提出を求め、勤務実態を把握することができるように
するなど、関係医療機関に対する検査権限を設ける法改正をすることを提案す
る。
または、医療法において、保健所が医療機関に対して看護師等の勤務表の提
出を求めるなどの検査権限を有しているため、関係する介護保険事業者に不正
の疑いがある場合に、医療機関に対して検査を行い、これにより保健所が得た
情報を介護保険事業の指導においても活用できるよう、法改正をすることを提案
する。

別法人を設立し介護保険事業を実施する医療機関の人員体制を確認できる
ことで、指導・検査がより的確に行えるようになるとともに、事業者に対する抑
止力となり、介護保険事業の適正運営に資する。

介護保険法第23条、
第76条他
又は、医療法第25条

厚生労働省 広島市 宇和島市 － 現行でも、ご指摘のような関係する医療機関については、自治体の判断により、介護保険法第76
条等に基づき、「その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所」に立ち入り、その設備又は帳
簿書類その他の物件を検査をさせることができる。

230 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 サテライト型養護老人
ホームの設置基準の
見直し

「養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準」において、サテ
ライト型養護老人ホームを設置
する際の本体施設として、養護
老人ホームを追加するよう同基
準の見直しをお願いしたい。

【本県の状況】
本県では、環境上の理由や経済的な理由に加え、被虐待者など複雑な課題を
抱える高齢者が今後も増加することが見込まれる中で、第6期老人福祉計画（平
成27年３月策定）において、養護老人ホームの整備数を、現在の「515人」から平
成29年度までに「558人」に増加させることを目標としている。
【支障事例】
養護老人ホームの整備を検討している社会福祉法人から、人員配置基準の緩
和等による効率的な養護老人ホームの経営を目指す観点から、養護老人ホー
ムを本体施設としてサテライト型養護老人ホームを設置したい旨の要望がある
が、現行の「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」で本体施設となり
得るのは、介護老人保健施設、病院、診療所のみとされており、この基準は、都
道府県が「従うべき基準」となっている。
現時点で養護老人ホームの整備意向を有する法人はなく、このままの現状で
は、今後さらに増加が見込まれる支援の必要な高齢者が入所困難となる可能性
がある。
【制度改正の必要性】
養護老人ホームへの入所は、市町村の措置により行われるものであること、運
営費（措置費）の弾力運用は一定認められているものの、介護保険施設等と比
較すると運営費の使途に制限があることなどから、事業者の自発的な参入が進
みにくい状況。そのため、サービスの質は確保しつつ効率的な施設経営も認め
る必要がある。

養護老人ホーム事業において、本体施設とサテライト施設が密接かつ適切に
連携を図り、サービスの質は確保しつつ効率的な施設経営の範囲を拡充する
ことで、事業者による養護老人ホームの整備が進み、県が老人福祉計画に掲
げる養護老人ホームの整備の推進に資することが期待される。

養護老人ホームの設
備及び運営に関する
基準
第１２条第６項

厚生労働省 滋賀県、兵
庫県、和歌
山県、鳥取
県、徳島県

別紙あり 栃木市 ○本市内の養護老人ホームにおいても定員100名の施設があるが80名の入所しかないため、経営が厳しくなってい
る。サテライト型養護老人ホームの建設を認めることで、施設の経営が合理化される。
○第６期計画期間中の床数は充足していると考えているが、県内の養護老人ホームは老朽化し、又、個室化していな
いものが多く、今後、建替が必要となる施設の増加が見込まれる。
　その際、個室による整備に加え、要介護の入所者の増加に対応し、特定施設入居者生活介護の指定のための整備
を進める必要があることから、建物面積が増加するため、立地条件などによっては、一部をサテライト型にすることを
認める必要が生じる可能性がある。

サテライト型養護老人ホームは、介護療養病床の廃止に伴う転換整備の一環として、本体施設の
要件を介護老人保健施設や病院、診療所としたものであり、軽費老人ホームなど他の施設にも同
様の要件を有するものがある。
このため、当提案については、養護老人ホームにおける今後の果たすべき役割を視野に入れつ
つ、他の施設類型との比較の必要性も踏まえ、関係団体や自治体等関係者の意見を幅広く聴取し
ながら検討を行い、平成２９年度中に結論を得ることとし、その結果に基づいて必要な措置を講ず
ることとする。

269 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 「特別養護老人ホー
ム」と「障害者向けの
グループホーム」の合
築に関する規制緩和

区では「特別養護老人ホーム」
や「障害者向けグループホーム」
の整備が喫緊の課題であるが、
用地に限りがあるため十分に進
んでいない。そのため用地を有
効活用し、同一建物の別フロア
に「特別養護老人ホーム」と「障
害者向けグループホーム」を合
築することを検討している。（両
者は独立した社会資源であり共
有部分は持たない）しかし現行
の厚生労働省令等では、「施設」
と同一の建物の中に「障害者グ
ループホーム」を合築することは
認められていない。合築を可能と
するため、この点について省令
基準の規制緩和を要望する。

【支障事例①】区では土地区画整理事業地に「特別養護老人ホーム」と「障害者
向けグループホーム」の合築を検討し都に相談したが、右記の根拠法令により
「障害者向けグループホーム」は「入所施設又は病院の敷地外にあるようにしな
ければならない」と記載が有り、合築は不可と判断された。【支障事例②】既存の
「特別養護老人ホーム」と同一建物のマンションの一部を「障害者向けグループ
ホーム」として活用することも、前述の理由により不可とされた。【関係者の意見】
「障害者向けグループホーム」の整備を進めている社会福祉法人からは、「グ
ループホームが十分に整備されている状況であればそのような規制を理解でき
るが、圧倒的に不足している状況で現行の規制を強いられるのは非常に厳し
い」という意見が寄せられている。また知的障害者の保護者からも同様の意見
が寄せられており、具体的には統廃合された学校跡地や校舎を活用した合築を
可能にしてほしい等の声が挙がっている。

区では潜在的・将来的ニーズも含め「障害者向けグループホーム」への入居
を必要とする知的および身体障害者数を1500人程度と試算している。また、区
内の受け皿が不足しているため、止むを得ず区外のグループホームや入所施
設で生活する知的障害者が約430人いる。提案の実現により施設と同一建物
内でグループホームの合築が可能となれば、開設場所の要件が緩和されるた
め事業者が参入しやすくなり、障害者のニーズに応えやすくなる。また、現在
約750人にのぼる「特別養護老人ホーム」入所待機者の解消に繋がっていくこ
とも期待できる他、空き校舎や空き店舗等の活用先としての選択肢も広がると
考えている。

「障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等
の人員、設備及び運
営に関する基準」（平
成18年9月29日厚生労
働省令第171号） 第
210条第１項および「東
京都指定障害者サー
ビスの事業等の人員、
設備及び運営の基準
に関する条例」 第196
条1項

厚生労働省 特別区長会 茅ヶ崎市、豊
田市、門真
市、広島市

○本市でもグループホームは慢性的に不足しており、社会資源を有効に利用していくべき必要性があるという観点か
ら、提案に賛同します。
○規制緩和により、サービス事業者や障害者の選択肢が広がると考える。

規制の根拠として指摘されている「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生
労働省令第171号）第210条は、同令第１条に定めるとおり、「都道府県が条例を定めるに当たって
参酌すべき基準」である。
これは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律」（平成23年法律第37号）に基づき、地方公共団体への事務・権限の移譲及び地方に
対する規制緩和を図るため見直されたものであり、現状においても都道府県は地域の実情に応じ
た対応が可能である。
したがって、本件について、国による都道府県に対する規制はなく、都道府県と特別区（提案主体）
が協議の上、都道府県が地域の実情を踏まえて当該基準の内容を判断すべきものである。
実際、静岡県や広島県などでは、特別養護老人ホームと障害者グループホームが同一建物内に
整備することを認めていると承知している。

31 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 個人番号を利用した
情報連携の対象情報
の拡大

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律（以下「番号法」とい
う。）第１９条第７号の規定による
個人番号を利用した情報連携に
関し、難病の患者に対する医療
等に関する法律（以下「難病法」
という。）に基づく特定医療費の
支給に関する事務における情報
連携で提供が受けられる「住民
票関係情報」の対象に「住所地
情報」を加えるよう、番号法の改
正等

マイナンバーによる情報連携においては、都の医療費助成事務システム等の入
力情報を活用し、区市町村に対する住民票関係情報の照会を効率的に行うこと
が可能となるが、現行の番号法の規定では、「住所地情報」が取得できない。
住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）により「住所地情
報」を確認する場合、マイナンバーによる情報連携とは別に、住基ネット専用端
末での作業が必要となる。加えて、事業執行部署配置の住基システム端末では
個別検索しかできないことや、一括での情報検索作業は自治体に１台しか設置
されていない親機に限られていることなどから、照会件数が多い場合は、情報提
供を受けるまでに時間を要する。
難病法に基づく特定医療費の認定事務においては、申請者の住所地確認が必
要となるが、住基ネットにより住所地を検索する場合、医療費助成の認定までに
時間を要することとなり、申請者に対し不利益を生じさせるおそれがある。そのた
め、申請の際に住民票の添付を求めざるを得ず、利便性の向上が図られない。
なお、難病法に基づく事務以外で、番号法の規定による情報連携を行える事務
においても、住所地確認を必要としているもの（児童福祉法に基づく小児慢性特
定疾病医療費助成事務等）があり、同様の課題がある。

申請等の際に住民票の添付省略が可能となり、対象者の利便性が向上され
るとともに、都道府県において支給認定に必要な情報を円滑に取得できること
から行政事務の効率化につながる。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第１９条
第７号、別表第二第１
１９の項

内閣府、総務省、厚生
労働省

東京都 山形県、茨
城県、神奈
川県、長野
県、静岡県、
豊田市、滋
賀県、島根
県、鳥取県、
岡山県、沖
縄県

○本県でも同様の支障事例が生じており、申請者に対し住所地情報と共に同一保険に加入している世帯員を確認す
るため住民票の添付を求めざるを得ず、利便性の向上は図られていない。
○提案県と同様に番号法の規定では住所地の確認ができないため、申請者に個人番号の記載を求めた上で住民票
の提出を求めることになり、住民にとって利便性の向上が図られない。また、住基ネットによる取得も可能であるが、端
末が本庁にしかなく申請を受付ける保健所では確認ができず、事務処理に時間を要することになる。
○現時点では情報連携が始まっていないが、本県においても毎年１万件程度の申請があり、職員が個別に住民基本
台帳システムで住所確認を行うと膨大な事務処理手間が増える。一方で、申請者の方にこれまで通りに住民記載事
項証明書を市町役場で取得するよう求めることは、個人番号制度導入の意義につながらないと考えている。
○難病法に基づく特定医療費の認定事務等において、本県においても、住所地を確認する必要があり、住民票の添
付を求めているところである。マイナンバーを利用した情報連携により住所地情報が取得できない場合、申請に際し、
住民票の提出を求めることになり、申請者の負担が軽減されないとともに、本県における認定事務の効率化も図れな
い。
○難病法に基づく特定医療費の認定事務等において、申請には対象者の住所地確認が必要となる。しかし、マイナン
バーによる情報連携では「住所地情報」が取得できないため、住基ネットによる検索を利用することとなるが、医療費
助成の認定までに時間がかかり、申請者に対し、不利益を生じさせるおそれがある。

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務については、番
号法において、情報提供ネットワークシステムによる情報連携の対象として住民票関係情報を規定
しているところであり、住民票関係情報に住所地情報を含めるかどうかについては、番号法を所管
する内閣府や住民基本台帳法を所管する総務省において検討いただきたい。
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

全国的に待機児童の解消が喫緊の課題となっている中、事業者の負担軽減や行政事務の効率化
によって認定こども園への移行が一層促進され、保育の受け皿確保へと繋がることから、早期に権
限移譲が実現されるよう検討していただきたい。

－ － － 【全国知事会】
指定都市以外の市町村については、市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲するこ
ととし、全国的に移譲の実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すこ
ととすべき。
【全国市長会】
中核市への移譲については、手挙げ方式も含めた検討を求める。

引き続き関係団体と協議・調整を行ってまいりたい。

国から「解釈通知について必要な見直しを検討し、今年度中に改正・周知することとしたい。」との
回答を得られたので、当村の希望は実現するものと解釈している。
解釈通知の見直しにおいて、（通いサービスの利用定員＋総合事業の利用定員）×３㎡以上の広
さが確保されれば問題がない等、具体例が追記されれば、より判り易いのではないかと考えられ
る。
なお、検討にあたっては、可能な限り早期に提案が実現するようご配慮いただけるようお願いした
い。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。
【全国町村会】
提案団体の支障事例が解消されるよう、適切な対応を求める。
（第１次回答において、当該通知の見直しを検討するとあるが、見直しにあたっては自治体の意見
を踏まえた内容とするとともに、関係団体への周知を求める。）

○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令
第34号）第67条第３項の解釈通知について必要な見直しを行い、平成28年度中に改正・周知する
とのことであるが、提案団体では新たな高齢者施設の建設を予定しており、本提案が実現すれば、
設計の一部変更も考えているため、できるだけ早い解釈通知の見直しが望まれることから、平成28
年末の閣議決定に間に合うよう、見直しの具体的内容を示していただきたい。また、当該解釈通知
の見直しに当たっては、抽象的な内容ではなく、具体的かつ分かりやすい内容となるようにしてい
ただきたい。
○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、例えば、第67条には
「従うべき基準」と「参酌すべき基準」が混在しており、その識別が付きにくいため、その区分が明確
になるように改正するか、又は当該区分が明確になるように解釈通知の書き方を改めるべきでは
ないか。

ご指摘の通知については、本年末の閣議決定前までに改正することを目指して対応したい。
なお、従うべき基準及び参酌すべき基準については指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準第１条において明確に規定されているところであり、特段の対応は不要と考
えている。

現行制度で対応可能ということであれば、自治体の判断で関係する医療機関に立入検査等を行う
ことができることを明確にするよう通知の発出を求める。

－ 【宇和島市】
その旨、医療系部局から事業者へ通知を行って頂きたい。

－ 【全国知事会】
所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体との
間で十分確認を行うべきである。
【全国市長会】
厚生労働省からの回答が「現行規定でも対応可能」という趣旨となっているが、事実関係について
提案団体との間で十分確認を行なうべきである。

介護保険法76条等において、「その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、そ
の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定されている。当該規定は、
事業所以外の関係場所への立入調査を認めており、立入調査の可否については、個別の案件に
応じて各自治体において文書提出命令や出頭命令等の手法も含めて検討した上で、必要性等を
勘案しながら適切に判断していただく必要があることから、こうした取り扱いについて、都道府県の
職員等を対象とした研修において周知することを検討する。

環境上の理由や経済的な理由に加え、被虐待者など複雑な課題を抱える高齢者が今後も増加す
ることが見込まれる中で、養護老人ホームの果たすべき役割は今後とも重要であると認識してい
る。
地域の限られた資源の活用により、増加する養護老人ホームの入所ニーズに対応するために、サ
テライト型養護老人ホームの設置を可能とすることを望むものであり、こうした提案の趣旨をお汲み
取りいただきご検討をお願いしたい。
併せて、検討にあたっては、可能な限り早期に提案が実現されるようご配慮いただきたい。

－ － － 【全国知事会】
「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は
標準もしくは参酌すべき基準へ移行するべきである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○養護老人ホームの果たすべき役割を視野に入れた全般的な検討に関しては、実施可能な調査
等は平成28年度から進めていただきたい。加えて、サテライト型養護老人ホームの設置は養護老
人ホームの役割まで変えることを念頭に置いたものではなく、また、特別養護老人ホームの場合と
同様に、本体施設とサテライト型施設が同じ種別の施設であればサービスの提供に支障があると
は考えられないため、養護老人ホームを本体施設としたサテライト型養護老人ホームの設置を認
めることについては先行して検討し、平成28年中に結論を得ることはできないか。
○検討の方向性としては、養護老人ホームの施設及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第
19号）第12条第６項（従うべき基準）を改正して、本体施設となりうるものに養護老人ホームを追加
することを考えているとのことであるが、養護老人ホームの果たすべき役割を視野に入れた全般的
な検討を行う際には、都道府県等が地域の実情に応じてより一層自主性・自立性を発揮できるよう
にするため、同項等の基準を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に変更することも検討してい
ただきたい。

○養護老人ホームを本体施設としたサテライト型養護老人ホームの設置については、利用者の処
遇への影響等を検討する必要があることから、ヒアリング時にご説明したとおり、関係団体や自治
体等関係者の意見を幅広く聴取しながら調査研究事業等において検討を行うための一定の時間
が必要であり、平成２９年度中に結論を得ることとしたいと考えている。

※養護老人ホームの施設及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号）第12条第６項の職
員の配置基準については、高齢者の生活に直接結びつくことから、高齢者の生活の一定水準以上
の処遇と生活の質を確保するために、全国一律で定めているところであり、「従うべき基準」から
「参酌すべき基準」に変更するのは適当ではないと考えている。

江戸川区は特別養護老人ホームと障害者グループホームの合築について、平成28年1月、都に実
現可能性を確認したところ、「障害者グループホームの設置基準により合築は不可能」と回答を得
た。その経緯では、同年同月に都から厚労省に本件について問い合わせたところ、厚労省から「障
害者グループホームと特別養護老人ホームは、同一敷地に建設してはいけない。さらに、特別養
護老人ホームと同一建物内に整備するマンション等を、障害者グループホームとして活用すること
も不可能」という見解が示された。その際に厚労省から、東京都の裁量で合築できる旨の明確な回
答はなかったとのことである。また事例として、両施設を分離しベッド数を減らさざるを得なかった事
案もあると聞くところである。
なお、都の見解としても「厚労省は参酌すべき基準とは言うものの、『入所施設』や『敷地外』の具
体的指針が厚労省から出されていない中で、特別養護老人ホームと障害者グループホームを同一
建物内に整備することが、地域の実情に応じて可能と判断することは困難であり、条例で変更でき
る範囲を逸脱している」とのことである。
よって、厚労省として基準省令又は解釈通知等により、入所施設と障害者グループホームの合築
を可能とする具体的指針を示し、都道府県がそれぞれ地域の実情に合わせ十分に参酌ができるよ
う、必要な措置を講じることを望む。

－ － － 【全国知事会】
所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体との
間で十分確認を行うべきである。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団
体との間で十分確認を行うべきである。

○指定障害福祉サービス基準第210条第１項に規定する「入所により日中及び夜間を通してサー
ビスを提供する施設（以下「入所施設」という。）」に含まれる施設の範囲が明確でないところ、静岡
県及び広島県では入所施設は障害者支援施設を指し特別養護老人ホームは含まれないと解釈し
て特別養護老人ホームと障害者向けのグループホームを同一建物内に整備することを認めている
と承知している旨の回答があったため、これを踏まえ、解釈通知を改正して、「入所施設は障害者
支援施設を指す（都道府県等の実情に応じて、これ以外の施設を含めることもできる）」ということを
明示していただきたい。
○指定障害福祉サービス基準第210条第１項は、入所施設の延長のような形で障害者向けグルー
プホームを合築することを禁止しているのであって、岐阜県、香川県等においては、これに抵触しな
い形で、条例で独自基準を規定しているとのことであるため、条例における独自基準の規定例とし
て、当該条例を都道府県等に周知していただきたい。
○指定障害福祉サービス基準は、都道府県等が条例で基準を定めるに当たっての基準であり、事
業者に直接適用されるものではないが、解釈通知では「事業者が法に規定する便宜を適切に実施
するため、必要な最低限度の基準を定めたもの」とされているなど、これと整合的でない部分があ
るため、解釈通知の内容を改めるべきではないか。
○指定障害福祉サービス基準は、例えば、第210条には「従うべき基準」、「標準」、「参酌すべき基
準」が混在しており、その識別が付きにくいため、その区分が明確になるように改正するか、又は当
該区分が明確になるように解釈通知の書き方を改めるべきではないか。

○指定障害福祉サービス基準第210条第1項の規定は、障害者向けグループホームは、障害者の
住まいであることを踏まえた適切な環境が確保されるよう、①一般の住宅と同様に利用者の家族
や地域住民との交流の機会が確保されること、②利用者の選択によらず日中及び夜間を通して利
用者の生活がグループホームと併設事業所で完結するような生活とならないことなどの観点から
定めたものであるという趣旨であり、都道府県等が当該趣旨を踏まえて適切に対応できるよう通知
を発出する等適切に取り組んでまいりたい。

　各府省からの回答にあるとおり、住民基本台帳ネットワークシステムにより住所地情報を確認す
る方法をとることで、具体的な支障の解消等が図られるものと認識しているが、他県における支障
事例にもあるとおり住基ネット端末を配備する方法による支障の解消は、自治体の現状等に即して
おらず、費用の面からも現実的ではない。
　申請者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、住基ネットの追加配備に依らない形
での情報検索が求められており、情報セキュリティを担保した上で、情報提供ネットワーク上の制
約を解消すべきである。

－ 【静岡県】
　静岡県では、住基ネットの利用について、安易に増設という形をとるのではなく、業務フローの見
直しによって運用を行う方針であるため、住基ネット端末の増設は予定しておらず、他業務で使用
している既存の住基ネット端末を利用する。
　その結果、他部署端末までの移動の手間と検索結果データの運搬リスクの課題が挙げられる。
　また、他業務と共用で住基ネット端末を利用することでの混雑や、難病受給者証更新時期は多く
の時間を窓口や電話対応に費やすことを踏まえても、患者情報を必要とする難病業務において住
基ネット端末で検索を行うことは難しいと考える。

－ 【全国市長会】
国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。

　住基情報については、住民基本台帳法に基づき、各地方公共団体が住民基本台帳ネットワーク
システムにより確認することが可能であることから、情報提供ネットワークシステムによる情報連携
の対象とはしていない。
　なお、マイナンバー制度は、個人情報保護の観点から、特定個人情報は分散管理を行い、情報
連携は個人を特定し得ないよう、個人番号とは異なる符号を用いて行う仕組みとしている。このた
め情報提供ネットワークシステムにおいては、個人を容易に特定し得る住所地情報を特定個人情
報と紐付けることは、この仕組みの根幹に反する。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

○本市では、障害支援区分認定調査については、職員と③の委託相談支援事業所において実施しており、現在、指
定特定相談事業者は市内に２３事業所設置されており、うち③の要件（市町村から相談支援事業の委託を受けてい
る）を満たす委託相談支援事業所は７事業所となっている。
委託相談支援事業所も受託できる調査件数は限りがあるため、障害支援区分の更新が集中する時期などは、障害支
援区分認定調査を受託できる事業所の不足のため、円滑な認定調査事務に支障が生じている。

障害支援区分認定調査は、介護給付費等の支給決定の基本となる重要な事務であり、その実施
に当たっては、専門性に加え、中立性・公平性・客観性の確保が重要である。
このため、市町村による実施を原則としつつ、中立かつ公平で客観的に調査を行える者に委託して
の実施も可能としているところ。
指定一般相談事業者及び指定特定相談事業者については、市町村から相談支援事業の委託を
受けている場合に認定調査の委託ができることとしているが、これは相談支援事業の委託を受け
た事業者については、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会等にてその事業運営
の公平性・中立性を評価することとされている点等をふまえて、認定調査の委託先としているもの
である。
ご提案のように、相談支援専門員の実務経験等の要件を設け、調査員の知識・能力の担保をは
かったとしても、必ずしも事業者による中立かつ公平で客観的な調査の実施は担保できないため、
ご提案の実現は困難である。

185 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 地方公共団体が設置
する施設に対し行わ
れる障害福祉サービ
ス等報酬における公
立減算の廃止

地方公共団体が設置する施設
等に対する障害福祉サービス等
報酬における公立減算の取扱い
を廃止すること

【現状】
障害福祉サービス等報酬を算定するに当たり、地方公共団体が設置する事業
所等※に対しては、その性質上、人件費や建物等の維持費等に公金が投入さ
れている点を踏まえ、民間事業者との収支バランスを考慮し、基本報酬の減算
（965/1000）が行われている。
※療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支
援、児童発達支援、障害児入所施設
なお、平成28年3月28日の事務連絡によって、指定管理者によって提供された障
害福祉サービス等に対する報酬について、原則として公立減算の対象となること
が明確化された。
【支障事例】
当該減算措置は、算定根拠が不明確であり、市の施設では、年間100万円から
300万近く減算されているため、施設運営を圧迫している。一方、類似制度であ
る介護保険制度には同様の減算措置はなく、制度間の均衡を失している。
とくに、指定管理者制度により、民間事業者が管理している施設においても、公
立減算がされることから、民間事業者であれば得られた収入が損なわれている
と言える。

減算措置が廃止されることにより、維持管理経費を押さえることができ、施設
の継続運営に資するほか、さらなる障害福祉サービスの充実を図ることができ
る。

障害者総合支援法律
に基づく指定障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ等及び基準該
当障害福祉ｻｰﾋﾞｽに
要する費用の額の算
定に関する基準別表
介護給付費等単位数
表
児童福祉法に基づく指
定通所支援及び基準
該当通所支援に要す
る費用の額の算定に
関する基準別表障害
児通所給付費等単位
数表

厚生労働省 兵庫県、川
西市、滋賀
県、大阪
府、和歌山
県、鳥取
県、京都
市、堺市、
関西広域連
合

岩手県、郡
山市、新宿
区、八王子
市、横浜市、
名古屋市、
豊田市、京
都府、豊中
市、広島市、
防府市、宇
和島市、西
条市、福岡
市、長崎市

○区において施設の安定した運営を行うためにも、公立減算措置による報酬の減算分を指定管理者に対する委託料
の中で補てんしている形態をとっている。区の一般財源による負担を軽減するためにも、民間事業者である指定管理
者が管理している施設においても、公立減算を行うことなく、報酬額を算定してほしい。
○当市直営施設において、平成29年度からの指定管理者制度導入に向けて進めているところである。指定管理者の
施設が公立減算の対象であることを廃止することによって、施設に係る経費を押さえ、真に利用者にとって必要な障
害福祉サービスの充実を図ることができると言える。公から民に事業を移行するにあたり、指定管理者制度はその一
翼を担う制度であるため、地方公共団体が設置する施設等に対する障害福祉サービス等報酬における公立減算の取
扱いの廃止を求める。
○当市にも市が設置し、運営及び維持管理を指定管理者に委託している施設があり、障害福祉サービス費報酬の公
立減算の対象となっている。自治体が設置する施設は、その地域のセーフティーネットの役割も担っている。本市も提
案自治体と同様、報酬の減算措置について、その算定根拠に疑問を持っており、減算措置を廃止することにより、より
質の高いサービスや効果的なサービスを利用者（障害者）に提供することが可能となる。
○本市においても、市施設で５施設を運営しており、地方公共団体減算の適用を受けて支援費を受給しており、５施設
合計で年間900万円前後の減算を強いられている。うち４施設では、指定管理者制度により民間事業者が管理運営を
行っているにもかかわらず公立減算が適用になっている。
民間事業者が運営を行うことと市が施設を所有して運営を行うことに差はなく、支援は直接処遇職員によってされるも
のであるので、公立減算を行うことは、市の負担を増やすだけであり、廃止すべきである。
○本市が設置する施設には、指定管理者制度により民間事業者が管理運営する施設がある。療養介護、障害児入所
施設（医療型障害児入所施設）及び短期入所事業を実施しているが、そのうち、障害福祉サービス等報酬の大半を占
める療養介護及び障害児入所施設の基本報酬が公立減算の対象となっている。
現在、開設から1年あまりで、段階的に利用者の受入れを増やしているところだが、満床で運営した試算では、年間
700万円以上の減算になると見込んでいる。運営費の負担が大きい施設であり、不足分は本市が負担していることか
ら、減算措置が廃止されれば施設の安定運営に資することとなる。
○本県においても、５つの施設が、指定管理者によって運営されているが、いずれも公立減算の対象となっている。５
つの施設は指定管理料を支払って、運用を行っているところであるが、公立減算による報酬減は、指定管理料の増額
につながる。
○市営施設として社会福祉法人に運営を委託している指定生活介護事業所が2ヶ所あり、公立減算の対象となってい
る。
減算分については、福祉サービスを低下させないよう市が委託者へ財源を補填することで対応しているが、両施設と
も重症心身障害者を対象とする通所施設であり、基準以上の人員体制が必要なことから減算による影響が大きい。
○本市では、公立減算により施設運営を圧迫している部分があり、減算措置が廃止されることにより、施設の継続運
営に資するほか、さらなる障害福祉サービスの充実を図ることができる。
○本県の県立療育センターでは、試算したところ、年間600万円近くの減算となり、施設運営を圧迫している。厚生労
働大臣が、高齢者、障害者といった縦割の福祉サービスを横断的に提供できるようにすべきではないかとの考え方を
示されている一方、類似の制度である介護保険制度には同様の減算措置はないものであり、制度間の均衡を失して
いる。
○本市が指定管理者により実施する障害福祉サービス等の事業は、市内で同一のサービスを提供している事業所は
なく、民間事業者に公立事業所による影響を与えているとは考えられない。また、年間300万円近く減算措置の影響を
受けているため、減算措置が廃止されることにより、その分委託に係る維持管理経費を抑えることができ、さらなる障
害福祉サービスの充実を図ることができる。

公立減算の取扱いを含め、障害福祉サービス等報酬のあり方については、医療、介護など他制度
の取組も参考としつつ、事業所の経営実態、サービスの利用実態等の客観的・具体的なデータに
基づき次期報酬改定（平成30年度）の議論において、対応を検討してまいりたい。

79 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 障害支援区分の認定
調査事務の委託要件
の緩和

障害者総合支援法に基づく障害
支援区分認定調査については、
①一般相談支援事業所
②指定障害者支援施設
③指定特定相談支援事業者のう
ち、市町村の相談支援事業の委
託を受けている者
④介護保健法第24条の2に規定
する指定市町村事務受託法人
に委託することができると規定さ
れている。
一般相談支援事業所及び特定
相談支援事業所は、1人以上の
相談支援専門員を置くことが指
定要件となっている。
現在の規定の他に、指定特定相
談支援事業所についても、例え
ば、相談支援専門員としての実
務経験を付すなどして、一定要
件を課した指定特定相談支援事
業所を認定調査委託先として規
定することを要望する。

平成27年度のサービス等利用計画の完全実施に伴い、特定相談支援事業所は
整備されつつあるが、一般相談支援事業所の整備が進んでいない現状にある。
現在、指定特定相談事業者は市内に１３社設置されているが、市町村の相談支
援事業の委託を受けているのは３社となっている。市町村の相談支援事業の委
託の有無により事業者の能力の大きな差はないと考えられるが、③の要件によ
り、障害支援区分認定調査を実施できるのは３社に限られており、円滑な認定
調査事務に支障が生じている。

北海道、鹿
角市、郡山
市、新宿区、
厚木市、新
潟市、金沢
市、伊豆の
国市、滋賀
県、城陽市、
豊中市、新
見市、広島
県、府中町、
山陽小野田
市、宇和島
市、愛媛県、
新居浜市、
西条市、大
刀洗町、長
崎県、延岡
市

○地域生活支援事業について、必須事業である移動支援事業が年々増加している中、基準額と実支出額とでは著し
い金額の乖離がある。その為、当初予定していた一般財源額が増えることになり、市の財政に負担をかけることになっ
ている。今後需要が高まっていく事業を実施するにあたり、計画的に事業を実施できるよう本補助金の配分基準を定
めていただきたい。
○＜支障事例＞
現在、補助金の配分基準等が明確でないことから、具体的にどの程度国の補助金額が期待できるか想定することが
困難であり、次年度の当該事業計画の検討の際、必要な事業規模を縮小して実施せざるを得ない状況となっている。
○地域生活支援事業費補助金の配分基準等が明確ではないことから、補助対象事業であるにもかかわらず特定財源
としての算出根拠が不明瞭である。このため、事業実施年度には予算額の範囲内で実施するものの、見込みどおり補
助されず、翌年度の事業計画においても財源確保の観点から新たな事業には着手しにくい現状があり、障害福祉行
政に支障をきたしている。
○地域生活支援事業補助金の補助額は、”予算の範囲内”とされており、実際の所要額と乖離し少ない歳入となる。
ニーズがある以上、事業を縮小・廃止することは困難であり、補助金として交付されない場合は、一般財源での負担を
余儀なくされる。平成27年度は、必須事業の実施により補助額は（平成26年度に比較し）増額しているものの、任意事
業を実施すればする程、市の負担が増加する仕組みであることには変わらず、補助額が少なくなれば、事業の縮小・
廃止せざるをえなくなる状況になることも考えられる。
【例】
26年度補助金額　19,246千円（1/2であれば26,546千円。7,300千円少ない）。
27年度補助金額　24,823千円（1/2であれば28,566千円。3,743千円少ない）。
○＜現行制度の概要＞
地域生活支援事業費補助金は、地方自治体が障害者の日常生活等を支援するために、実施要綱に掲げられている
事業メニュー（必須事業又は任意事業等）の中から実施する事業を補助するものである。
しかし、各自治体への補助金の配分ついては、障害保健福祉関係主管課長会議において「必須事業の実績等を最大
限配慮する」とされているものの、補助金交付要綱には「基準額：厚生労働大臣が必要と認めた額」とのみ記載されて
おり、明確な配分基準が示されていない。
また、補助金の交付額は、交付要綱において厚生労働大臣が必要と認めた基準額と実支出額とを比較して少ない方
の額に補助率を乗じて得た額とされているが、基準額の算定方法は事前に示されておらず、内示の際に補助額が示
されるのみである。また、その基準額は、実支出額とも著しく乖離している。
＜支障事例＞
現在、補助金の配分基準等が明確でないことから、具体的にどの程度国の補助金額が期待できるか想定することが
困難である。
○【支障事例】
毎年協議もなく、予算配分も明確に示されないまま、9月まで内示がない。国庫の見通しが立たないため、4月からの
事業の円滑な推進に支障をきたしている。
補助額も必要額からは大きく乖離しており、補正にて一般財源に振り替えている。
○本県においても、基準額が示されていないことにより、次年度の事業計画の際に補助金の見込が立たないことか
ら、事業規模を縮小するなどし、補助対象とする事業の総事業費が担当課で決めた上限額に収まるよう、調整を行っ
ている。予算配分の考え方及び基準額の具体的な算出方法が示されれば、次年度の事業の見通しを立てることがで
き、本県における障がい者施策の充実が図られる。
○地域生活支援事業については国庫補助配分基準が不明確であり、また、内示額が実支出額と著しく乖離しているこ
とから、次年度の補助額を想定することができず、事業を一部縮小するか、基金を取り崩すなど他の財源を確保して
事業を実施せざるをえない状況にある。
（H28縮小事業）
・字幕入り映像ライブラリー作品製作事業
・パソコンボランティア養成派遣事業
○当市としては国が定める必須事業に積極的に取組でおり、年々利用実績が増加傾向であるものの事業補助金に関
しては厚生労働大臣が必要と認めた基準額と実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とされて
いる、その基準額の算定方法は明確に示されておらず、ここ数年の基準額では十分に事業実支出額を担っているとは
言い難く、この状況が今後続けば事業を積極的に実施すればするほど、市の財源を圧迫する事業になると言わざるを
得ない状況であり、必要な事業規模を縮小して実施せざるを得ない状況となる。

地域生活支援事業は、障害を有する方が日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の
特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により実施する事業となって
おり、地域生活支援事業について、国が統一的、画一的に配分基準等を定めることはなじまないも
のと考えている。
このため、地方自治体への補助金の内示（配分）については、事業内容や取組実績等を踏まえ、
審査等を行っており、所定の期間を要することとなっているが、引き続き早期の内示に努めてまい
りたい。

＜現行制度の概要＞
地域生活支援事業費補助金は、地方自治体が障害者の日常生活等を支援する
ために、実施要綱に掲げられている事業メニュー（必須事業又は任意事業等）の
中から実施する事業を補助するものである。
しかし、各自治体への補助金の配分ついては、障害保健福祉関係主管課長会
議において「必須事業の実績等を最大限配慮する」とされているものの、補助金
交付要綱には「基準額：厚生労働大臣が必要と認めた額」とのみ記載されてお
り、明確な配分基準が示されていない。
また、補助金の交付額は、交付要綱において厚生労働大臣が必要と認めた基
準額と実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とされている
が、基準額の算定方法は事前に示されておらず、内示の際に補助額が示される
のみである。また、その基準額は、実支出額とも著しく乖離している。
＜支障事例＞
現在、補助金の配分基準等が明確でないことから、具体的にどの程度国の補助
金額が期待できるか想定することが困難であり、次年度の当該事業計画の検討
の際、必要な事業規模を縮小して実施せざるを得ない状況となっている。
また、県では４月から当該事業を実施しているにも関わらず、国からの補助額は
事業開始から半年後の９月まで示されず、仮に補助額が見込みよりも増加した
としても、この段階で事業額の変更を行うことは容易でないため、当初計画の範
囲内で事業を実施することとなる。
本県では、平成２７年度の実施事業を検討する際、予算編成上、事業費確保の
見通しが困難であったことから、以下の事業について規模を縮小して算定し、そ
の執行においても当初予算の範囲内で事業を実施しており、障害福祉施策の推
進に支障をきたしている。
・オストメイト社会適応訓練事業の規模縮小
・点字・音声即時情報ネットワーク事業に係る発送回数の縮小
・障害者ＩＴ支援事業に係る講習会の開催回数の縮小

予算配分や予算額の見通しがたつことで、事業の新設・継続の見通しを立て
ることができ、地域で生活する障害のある人の実情に応じた支援体制の構築
が可能となる。

地域生活支援事業費
補助金及び障害者総
合支援事業費補助金
交付要綱

厚生労働省34 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 地域生活支援事業補
助金に係る配分の考
え方の早期提示につ
いて

地域生活支援事業費補助金（国
庫補助金）において、計画的に
事業の実施ができるよう配分基
準等を定めていただきたい。

釧路市において、平成28年度委託事業所は4か所(一般相談支援事業所1か
所、特定相談支援事業所3か所）であるが、当該改正により、市内13か所の事
業所に委託することが可能となり、認定調査及び支給決定事務が円滑に実施
され、必要な障害福祉サービスの確保が図られる。

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援する法律第20
条

厚生労働省 釧路市 茅ヶ崎市

千葉県



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

－

○障害支援区分認定調査件数は、平成26年度は546件（事業所委託534件、直営12件）、平成27
年度は725件（事業所委託715件、直営10件）と増加している。障害支援区分認定調査に当たって
は、業務繁忙のため、当市の職員による直営ではなく、事業所に委託し実施しているが、障害支援
区分認定調査の委託先の１つである「一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者のう
ち、市町村の相談支援事業を受けている者」については、社会資源の不足や財政上の問題から、
地方都市や町村は新たに相談支援事業の委託先を増やすことができず、障害支援区分認定調査
の委託先が限定されてしまう状況である。
当市では、障害支援区分認定調査の委託先が３社しかなく、サービス等利用計画の作成と時期が
重なるなどから、認定調査が対応できず、必要な障害福祉サービスの利用が遅れる状況となって
いる。
○次のいずれかの方法により、「中立性・公平性・客観性」を確保できるのではないかと考えるた
め、市町村から相談支援事業の委託を受けていない者であっても、障害支援区分認定調査を委託
できるように、要件を緩和してほしい。
(1)指定一般相談支援事業者は都道府県から指定され、指定特定相談支援事業者は市町村から
指定されているため、指定を受けている段階で、中立性・公平性・客観性が確保できているのでは
ないか。
　障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第2条では、
指定計画相談支援の基本方針を定め、
　①当該利用者の立場に立って行わなければならない。
　②福祉サービス等が不当に偏ることのないよう公平中立に行わなければならない。
　③提供する計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
と規定している。
　指定特定相談支援事業所等の認可を受け、計画相談支援等を行うことは、一定の公平、中立性
をもち職務を遂行している。
(2)障害支援区分認定調査を委託するあたって、契約書等に「調査に当たっては、中立・公平に行
う」旨の記載をすることや実績報告の提出により、事業評価を行うなどで担保できないか。
(3)相談支援事業の委託を受けている事業者と同じく、認定調査の委託を受けた事業者にも、協議
会において、事業運営の公平性・中立性を評価することで、委託先として認定することはできない
か。

【長崎市】
公立減算の廃止により、維持管理経費を抑制し、さらなるサービスの質の向上につながるため、で
きるだけ早期の改正を求める。

－次期報酬改定に当たっては、公立施設の収支状況や民間施設との比較などを踏まえ、公立減算
（965/1000）が適切なものか、検討をお願いする。
その際には介護保険制度など他制度との均衡にも十分ご配意いただきたい。

地域生活支援事業の実施に要した費用に係る国の補助については、障害者総合支援法におい
て、予算の範囲内において、100分の50以内と定められている。
このため、交付要綱に定める基準額について、予算の範囲内において執行が可能となるよう、「厚
生労働大臣が必要と認めた額」としており、その額については、各自治体より報告される事業内容
や実績等を踏まえ、内示（配分）として示している。
各自治体への内示については、各自治体からの事業実績報告書等をもとに内示等を行うため、各
自治体に事業実績報告書の提出期限の厳守をお願いするとともに、来年度以降は内示の時期の
早期化を図ることとしたい。
また、地域生活支援事業に係る予算概要や配分方針等については、毎年3月に開催する全国主管
課長会議において提示しているが、内示等の考え方を各自治体と共有できるよう、今後改善してま
いりたい。

公立施設の報酬については、民間施設と比較した場合、報酬とは別に、
①人件費引当金相当額
②減価償却費相当額
が投入されていることを踏まえ、民間施設の報酬との均衡を考慮して報酬を減算しているものであ
るが、ご指摘の点も踏まえ、事業所の経営実態等の客観的・具体的なデータに基づき次期報酬改
定（平成30年度）の議論において、対応を検討してまいりたい。

○一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者は、その指定基準において、「当該利用者の立
場に立って事業を実施する」こととされており、計画相談支援事業等については適切な実施主体で
あると考えるが、支給決定の基礎資料となる障害支援区分の認定事務の実施主体としては、市町
村相談支援事業の委託先として、その事業運営の公平性や客観性を担保する必要があり、ご提案
の実現は困難である。
○一方で、ご提案いただいた自治体の背景事情を確認したところ、市域が南北に長い、飛び地が
ある等の地理的要因を踏まえ、委託できる事業はできるだけ委託する方針としており、障害支援区
分の認定調査についても市町村相談支援事業の委託を受けた相談支援事業所に認定調査件数
の９９％（平成27年度実績）を委託していた。
○障害支援区分認定調査については専門性に加え、中立性・公平性・客観性の確保が重要である
ことから、市町村による実施を原則としており、全国の認定事務の実施状況を見ると、委託調査の
割合は全体の３割弱程度にとどまっている。（平成27年度実績）また、障害支援区分の認定事務に
係る経費については、地方交付税により財源措置がされていることも踏まえ、嘱託職員や非常勤
職員を任用し、飛び地や遠隔地に設置されている各行政庁舎に認定調査に対応可能な人員を配
置する等、市の直接実施による調査について、ご配慮をいただきたい。
さらに、
・対象者の現住地が遠隔地の場合、他の市町村に委託する
・都道府県が指定する市町村事務受託法人に委託する
といった対応も可能であるので、都道府県や近隣市町村にも相談いただき、これらの対応をご検討
いただきたい。

－ －

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

【全国市長会】
中立性・公平性・客観性の確保に留意が必要。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

【厚木市】
地域生活支援事業については、地域の特性や利用者の状況に応じた事業形態により、市町村が
実施するものであると理解していますが、対象となる事業は国の要綱によって決められ、事業を実
施すればするほど、市町村の財政負担が増加していく状況であり、計画的な事業の実施が可能と
なるよう早期提示と配分基準の明確化を要望します。
【広島県】
地域生活支援事業補助金は、実施主体である自治体の実情に応じ柔軟な形態で実施できる事業
ではあるが、全ての事業について事前協議を行う訳ではなく(特別支援事業のみ)、国から独自の判
断で(過去の実績等に基づくものと思われるが)、内示される仕組みとなっていることから、計画的に
事業実施ができるよう配分基準等を示していただきたい。

－○地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱の「交付の目的」に記
載されている「地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施す
る」ためには、十分な補助額を確保していただくか、少なくとも各自治体が事業の実施計画（翌年度
の見込み）を立てられるような情報が必要不可欠であることから、配分基準の明確化について、引
き続き検討願いたい。
○併せて、実際に補助金の内示（配分）の審査業務を行うにあたって、どのように事業内容や取組
実績等を踏まえているのか具体的な配分の手法について示していただきたい。
○また、引き続き早期の内示に努めるとの回答であるが、現在は９月頃の内示となっており、この
段階では内示を反映させた事業額の変更を行うことは容易でない等、事業実施に大きな支障をき
たしている。ついては、具体的にどのような取組を行い、いつまでに内示をいただけるのか、明確に
していただきたい。

－

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

41 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 定期予防接種の受け
直しに伴う、定期予防
接種の要件の見直し
について

予防接種法施行令第一条の三
第２項の見直し、又は新設

　小児白血病の臍帯血移植や骨髄移植等を行った場合、移植前に接種した定
期予防接種の免疫が消失するため、医師から受けなおしを推奨された事例があ
る。
　現行では、再接種は定期接種とならないため全額自己負担となってしまい、経
済的負担が大きい。（市単独で助成を行っている自治体もある。）
また、事故の際の救済措置については、定期予防接種のように受けることがで
きない。

経済的負担の軽減及び事故の際の補償 予防接種法施行令第
一条の三第２項

厚生労働省 長岡市 旭川市、い
わき市、茨
城町、栃木
市、所沢市、
春日部市、
千葉県、新
宿区、横浜
市、新潟市、
長野市、豊
田市、大津
市、門真市、
八尾市、八
幡浜市、高
知県、久留
米市、大分
市、延岡市

○長岡市と同様に本市でも、小児がん等の治療過程で免疫抑制剤等を使用したことにより、発病前に受けた定期の
予防接種の免疫が消失したとして、医師から受け直しについて相談された事例があった。現行の制度では、受け直し
は定期の予防接種とならず全額自己負担であり、乳幼児期に受ける定期の予防接種の種類は多いため、受け直しの
ための保護者の経済的負担は大きいと考えられる。今後もこのような事例は全国的にあり得るので、定期の予防接種
の要件の見直し等制度改正が必要であると考える。
○本市においても過去５年の中で、１事例あり（年間出生数　約３，０００人）。厚生労働省に確認し、全額自費で再接
種となった。救済制度の面からも、定期接種として接種できるよう制度の見直しを求める。
○本市においても、小児白血病の臍帯血移植や骨髄移植等を行い、移植前に接種した定期予防接種を受け直した事
例がある。その際は、市単独で助成を行った。
○骨髄移植後に、移植前に接種した定期予防接種の免疫が消失したため、医師から受けなおしを推奨された事例が
あった。現行では、再接種は定期接種とならないため全額自己負担となってしまい、経済的負担が大きい。また、事故
の際の救済措置については、定期予防接種のように受けることができないため、制度改正の必要性を感じる。
○本年度に、市民から骨髄移植後の定期予防接種（Ａ類疾病）の再接種について、助成の有無の問合せが１件あっ
た。現在、本市に助成制度はなく、全額自己負担となっていることから、経済的負担の軽減及び事故の際の補償が必
要と考える。
○本市において過去５年、臍帯血移植後、既に受けている予防接種についての再接種の定期化の相談・要望は４件
あった。しかし、市単独の助成はなく任意接種（全額自己負担）での接種としているため、保護者の経済的負担が大き
い。法の見直しを行い定期接種とし、再接種可能な医療処置（臍帯血移植、骨髄移植等）及び（接種の上限年齢のな
いものについては）再接種の対象年齢を定めていただきたい。
○小児がん（神経芽腫）により臍帯血移植髄移植を行った後、移植前に接種した定期予防接種の免疫が消失するた
め、受け直す際の費用助成について相談があった。
○本市においても、再接種が必要な事例があり医療機関より問い合わせがあったが、定期接種として実施ができない
ため任意接種として対応してもらった。この場合、全額自己負担での実施となり、健康被害があった場合の国の制度も
適用とならないため、保護者の負担も大きく、子どもが必要な予防接種を受けられないことも想定される。このような場
合は、予防接種の制度改正により、再接種が必要な子どもの救済が必要である。

ご提案いただいた内容については困難と考えている。
予防接種法に基づく予防接種は、その実施によって、感染のおそれのある疾病の発生及びまん延
を予防し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。
疾病の発生及びまん延の予防という目的を達成する上で、各感染症に罹患しやすい年齢等を踏ま
え接種年齢や接種回数を法令で定めた上で実施しており、定期接種を既に終えた方が、医療行為
により免疫を失った場合の対応は、想定されていないものである。
なお、同種骨髄移植を受けられる方の年齢は、小児に限らず幅広い年代にわたっている。

45 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 孤立死防止対策の充
実

　居住者の異常を発見した地域
住民やライフライン事業者が自
治体へ通報しやすくなるように、
個人情報の利用・提供制限の例
外となる具体的な事例を国の通
知に明記することが必要。

【支障事例】
厚生労働省の通知（H24.5.11）では、「人の生命、身体又は財産の保護のために
必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する
場合は、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報の利用・個人データの提供
が可能としている。
また、例えば、電気・ガス事業者に対しては、資源エネルギー庁から同趣旨の通
知（H24.4.3）が発出されている。
都道府県は個人情報保護法第５条において、「個人情報の適正な取扱いを確保
するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 」とされて
いるが、上記の通知にはどのような時に通報するべきかの具体的な事例の記載
が不足しているため、県が事業者に指導したり、住民の方に説明したりすること
ができず困っている。
その結果、地域住民やライフライン事業者が居住者の異変を発見した場合で
あっても、個人情報の利用・提供制限の例外となるか否かの判断に時間を要し、
通報を躊躇してしまう可能性がある。

本提案の実現により、居住者の異常を発見した地域住民やライフライン事業
者が迷うことなくスピーディーに自治体への通報が可能となる。

個人情報保護法第16条
（利用目的による制限）、
第23条（第三者提供の
制限）
【平成24年5月11日付け
社援地発0511第1号厚
生労働省社会・援護局
地域福祉課長通知、平
成24年5月9日付け健水
発0509第1号健康局水
道課長通知、平成24年4
月3日付け経済産業省
資源エネルギー庁電力・
ガス事業部電力市場整
備課長、ガス市場整備
課長及び長官官房総合
政策課企画官（液化石
油ガス産業担当）通知】

厚生労働省、経済産業
省、個人情報保護員会

埼玉県 新潟市、軽
井沢町、豊
中市、広島
市、岩国市

○地域の住民と日常的に関わりを持っている協定団体の協力を得て、市内に居住する高齢者等の見守りを行い、高
齢者等の異変を発見した場合には、その情報を本市の地域包括支援センターに連絡する高齢者見守り協定を平成26
年に初めて締結し、現在もなお拡充に取り組んでいる。ライフライン事業者も協定団体に名を連ねているため、居住者
の自治体への通報がしやすくなってきたと認識しているところではある。ただし、具体的な事例の記載は見守り協定に
もないので、本来は必要な通報がなされていない可能性はある。
○生活保護受給者については、ケースワーカーや民生委員が定期的に訪問等により、異常を発見しやすい状況にあ
るが、最近、県内の他都市で、生活保護受給者が孤独死した事例が生じた。このことから、ケースワーカーや民生委
員による訪問等による孤独死の防止策には限界がある。
このように生活保護受給者でさえ、孤独死が生じたため、生活保護を受給していない者で、町内で何も関わりのない
者にあっては、孤独死の可能性がさらに高まるおそれがある。
もし提案しているようなことが実現すれば、生活保護受給者も含めて孤独死の可能性を減じることができることに資す
る。

個人情報取扱事業者ではない地域住民については、個人情報保護法が適用されないため、自治
体への情報提供に際し、同法に基づく制限はない。また、個人情報取扱事業者となる場合のライフ
ライン事業者等による個人情報の提供については、既に一部の自治体では独自のガイドライン等
を設け運用していると承知しており、国として、別途、画一的な具体的基準を示す必要はないと考え
ている。

49 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 介護福祉士修学資金
の返還免除要件緩和

介護福祉士修学資金の返還免
除に係る要件について、社会福
祉施設での勤務年数を5年から3
年に短縮する。

【支障事例】
本県では介護人材確保のため、「介護福祉士修学資金等の貸付けについて」
（平成28年3月2日厚生労働事務次官通知）に基づき、埼玉県社会福祉協議会を
実施主体として介護福祉士修学資金貸付事業を実施している。
本制度では、貸付けを受けた者が、養成施設卒業後に県内の社会福祉施設に5
年以上勤務した場合、当該貸付金の返還が免除される。しかし、「5年以上勤務」
の条件がハードルとなり、平成27年度の利用者数は、予定枠の約1/3の60人に
とどまった。
本制度を利用しない養成施設在学者からは、利用しない理由として「現時点で5
年間勤務できる確信がない」との声も上がっている。
【制度改正の必要性】
急速な高齢化により介護サービスに対する需要が今後更に高まると見込まれて
いる。「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計」（厚生労働省）によれば、
本県では2025年(平成37年)には約12万1千人の介護人材が必要となり、2万7千
人の不足が生じるとされている。
（公財）介護労働安定センターの平成26年度介護労働実態調査によると、事業
所が職員不足の理由として挙げた回答は、「採用が困難」（72.2%）が最も多く、
「離職率が高い」（17.0%）を大きく上回っている。
したがって、介護人材の確保に当たっては、職員の待遇改善などによる定着促
進策だけでなく、当該貸付金の返還免除要件を緩和することで、利用者の心理
的ハードルを下げ、介護労働市場への人材供給を促進することも重要である。

介護福祉士修学資金の利用者が増加し、ひいては養成施設への入学者が増
加することで、介護人材の供給促進につながり、質の高い人材の確保・定着
が実現できる。

介護福祉士修学資金
貸付制度実施要綱

厚生労働省 埼玉県 「ニッポン一億総活躍プラ
ン」（平成28年6月2日閣議
決定）P15において、「多様
な介護人材の確保・育成に
向けて、介護福祉士を目指
す学生に返済を免除する
月5万円の修学資金貸付制
度（略）の更なる充実（略）
等を図る。」とされている。

福島県、千
葉県、滋賀
県、宇和島
市、高知県

○本県においても返還免除の条件である「５年以上の勤務」は心理的なハードルとなっており、県内の介護福祉士養
成校から条件緩和の要望がある。
○不足している介護現場の雇用のすそ野を広げるには、当該提案のような介護人材の確保に向けた誘導的な施策が
必要ではないかと考える。
介護人材の確保にあたっては、外国人雇用の促進が図られるなど人材不足が叫ばれ久しく経ち、1自治体レベルでは
改善を図ることが困難な状況にある。
○本県においても、　県の（公財）介護労働安定センターの平成26年度介護労働実態調査によると、事業所が職員不
足の理由として挙げた回答は、「採用が困難」（67.1%）が最も多く、「離職率が高い」（15.7%）を大きく上回っている状況
である。
したがって、介護人材の確保に当たっては、職員の待遇改善などによる定着促進策だけでなく、当該貸付金の返還免
除要件を緩和することで、利用者の心理的ハードルを下げ、介護労働市場への人材供給を促進することも重要である
と思われる。
○本県でも介護人材確保のため、県の社会福祉協議会を実施主体として介護福祉士修学資金貸付事業を実施して
いるが、県内の養成施設の定員100人に対して、平成27年度の入学者数は37人と定員を大きく下回っている中、平成
27年度に本事業による貸付申請者は28名（うち県内の養成施設は14名）となっており、十分に活用されているとは言
い難い状況である。
その理由として、養成施設からヒアリングしたところ、在学生からは「申請時点で5年間勤務することについて判断がつ
かない」、「3年間に短縮してもらいたい」との声も一部あったと聞いている。
○平成27年度の利用者数は、予定枠の45人に対し39人にとどまり、年々減少傾向にある。
また、養成施設への入学者数も定員の約７割（専門学校だけでは約５割）となるなど、質の高い介護人材の不足が懸
念される。

○（公財）介護労働安定センターの「平成26年度介護労働実態調査」によると、離職する介護職員
のうち採用後３年未満の者が７割以上を占めており、現場で働く介護人材の定着促進は重要な課
題となっている。このような中で、本事業の返還免除の要件となる業務従事期間を短縮すること
は、介護現場での就労を継続するインセンティブを低下させ、早期の離職や他産業への人材流出
等を招く可能性があり、質の高い人材の確保とともに、その定着を図るという本事業の目的に資さ
ないことから適当でないと考える。
○なお、本事業の活用促進と介護人材の確保については、
①介護職のイメージアップや労働環境・処遇の改善等の取組を進めることにより、介護の仕事を目
指す若者の増加と、学生の卒業後の就労に対する不安の払拭を図るとともに、
②学生の確保のみならず、離職した介護人材の呼び戻しや、中高年齢者の新規参入促進等の取
組を併せ講じること等により、
介護労働市場への多様な人材の供給を促進していくことが重要であると考える。

184 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 小規模多機能型居宅
介護（地域密着型
サービス）にかかる人
員等の基準の緩和

小規模多機能型居宅介護サー
ビス事業者を利用する際には、
小規模多機能型居宅介護サー
ビス事業者に属している介護支
援専門員に変更せざるを得ない
こと、また、居宅介護支援専門員
は小規模多機能型居宅介護
サービスの介護支援専門員を兼
務することができないことから、
兼務を可能とするなど居宅介護
支援専門員が小規模多機能型
居宅介護事業の業務を行えるよ
う規制の緩和。

【現状】
国においては高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を送れるよ
う、必要とする医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域
包括ケアシステムの構築の実現を目指しており、兵庫県でも小規模多機能型居
宅介護サービスなど、地域包括ケアシステムの基礎となる介護サービスの充実
を図っている。
【支障事例】
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、「指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準」において、居宅サービス計画及び小規模多
機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置き、当該介護
支援専門員に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させ
なければならない。そのため、既に訪問介護等の支援サービスを受けている者
が小規模多機能型居宅介護事業を利用しようとすると、信頼関係ができている
居宅介護支援専門員から、小規模多機能型居宅介護事業者に属している介護
支援専門員に変更を余儀なくされる。
また、居宅介護支援専門員にとっても、現在居宅介護を行っている者に小規模
多機能型居宅介護事業者を紹介したくても、自らが支援を継続することができな
くなるため、ためらってしまう。
上記のことから、事業者から、小規模多機能型居宅介護事業を行いたくても利
用者が見込めず、参入できないとの声がある。

同一の介護支援専門員によるケアマネジメントが継続されることが選択できる
ことにより、利用者の安心感につながること、居宅介護支援専門員による紹介
が期待されること等から、小規模多機能型居宅介護サービス事業の利用促進
や事業者の参入促進につながる。

「指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設
備及び運営に関する
基準」第63条10、第77
条

厚生労働省 兵庫県、滋
賀県、和歌
山県、鳥取
県

名古屋市 ○小規模多機能の利用が増えない理由のひとつとして、利用しようとすると、信頼関係ができている居宅介護支援専
門員から、小規模多機能型居宅介護事業者に属している介護支援専門員に変更を余儀なくされることがある。そのた
め、居宅介護支援専門員からの支援が受けれるような形に変更することは望ましいと考える。
○在宅サービスを利用している人が小規模多機能型居宅介護へなかなか移行しないと聞いているが、その一つの要
因は、ケアマネが変わることだと考えている。
○本市においても、小規模多機能型居宅介護を利用するに至らない要因のひとつに介護支援専門員が変更となるこ
とによる利用者や利用者の家族の理解が得られないことがあると理解・認識をしています。
○当村では、高齢者の住宅サービスの充実を図るため、既存の通所介護・訪問介護を閉鎖し、小規模多機能型居宅
介護へサービスを集約する方向で検討している。
小規模多機能型居宅介護の運来は、既存通所介護・訪問介護を運営している社会福祉法人になる予定であり、介護
福祉人材確保の観点から、同法人が運営する居宅支援事業所においては閉鎖する可能性が示唆されている。
居宅介護支援事業所は村には1事業所しかなく、近隣町村の事業所は当村を対応エリア外としているため、仮に閉鎖
となった場合、小規模多機能型居宅介護サービスを希望しない利用者に対し、居宅介護支援を依頼する介護支援専
門員が居ない状況を作ることになり、かつ、当村は高齢化率が高く独居や高齢夫婦世帯が多いことから、セルフプラン
の作成は非常に困難と考えられる。
この提案が実現されることにより、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護を利用する
人のケアプランも作成できるようになれば、法人で運営する居宅支援事業所で全ての利用者を引き続き支援すること
が可能となり、利用者のサービス選択の拡充及び、より自立支援に即した個別性のある支援を実施することが可能に
なると考えられる。

小規模多機能型居宅介護については、介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護等の施
設・居住系サービスと同様に、小規模多機能型居宅介護以外に利用するサービスが限定されてい
ることに加え、利用者の日々の状態に応じたケアマネジメントを臨機応変に行うという観点から、計
画作成に専ら従事する介護支援専門員の配置としているところであり、平成26年の社会保障審議
会介護給付費分科会において、小規模多機能型居宅介護の利用を促進する観点からケアマネジ
メントのあり方を議論したところであるが、現時点では見直しを行わないとの結論となっている。
また、新規の利用者は、これまで利用してきた居宅のケアマネジャーとの関係が絶たれてしまうと
の指摘もあったことから、平成21年度の介護報酬改定において、居宅のケアマネジャーへの、小規
模多機能型居宅介護事業所との連携加算を創設している。

207 Ａ　権限移譲 医療・福祉 若年性認知症支援
コーディネーターの配
置に係る権限の指定
都市への移譲

「若年性認知症支援コーディ
ネーター（以下、コーディネー
ターという。）」を指定都市でも設
置できるよう権限移譲を求める。

若年性認知症は、いわゆる現役世代が発症するが、若年性認知症に対する認
識が不足し、診断される前に症状が進行し社会生活が事実上困難となるケース
や、活用可能な福祉や雇用の施策があまり知られていないことなどから、経済的
な面も含めて本人とその家族の生活が困難になりやすいとされている。
これらの問題点を解消し、若年性認知症の人やその家族等からの相談及び支
援に携わる者のネットワークを構築するため、平成28年度から都道府県を実施
主体としてコーディネーターを配置し、若年性認知症の特性に配慮した就労継続
支援や社会参加支援等を推進する「若年性認知症支援コーディネーター設置事
業」が制度化されたが、都道府県の同事業への取組は低調であり、未設置の県
が多い。また、仮に設置したとしても、限られた人員で広域を担当するため、各
地域の実情を踏まえた医療、介護、福祉、雇用等のネットワーク構築が困難であ
り、面談や、医療機関・就労相談への同行といったきめ細かい支援の展開も困
難である。
このため、コーディネーターの配置に係る権限について、指定都市に移譲するこ
とを提案する。

若年性認知症を含めた認知症施策を指定都市が総合的かつ主体的に実施す
ることができるため、指定都市が設置する地域包括支援センターや「認知症地
域支援推進員」と密接に連携したきめ細かい支援の展開が可能になり、住民
サービスの向上につながる。

若年性認知症施策総
合推進事業実施要綱
（平成26年7月9日老発
0709第3号 認知症施
策等総合支援事業の
実施について別添3）

厚生労働省 広島市 横浜市、名
古屋市

○いわゆる「現役世代」で発症する若年性認知症は、就労継続など高齢者の認知症とは異なる様々な深刻な問題が
存在する。本市においては、県単位よりも身近な市単位で、市内に約1,000人いると推計される若年性認知症の方や
その家族からの相談に対応し、関係機関との連携等による支援を実施する必要があると考え、平成25年10月より市
の認知症相談支援センターに専門職員を配置している。
しかし、若年性認知症施策総合推進事業実施要綱にある「ネットワーク会議の設置」や「企業関係者等への研修」につ
いても本市での実施が必要であると考えるが、現状の体制では財源不足等の理由で実施できないといった問題があ
る。若年性認知症コーディネーターを指定都市でも設置できるように権限委譲することによって、市域の実情をよく知
る若年性認知症コーディネーターが、本人や家族にとって身近な地域で支援体制づくりを推進することができると考え
る。
○若年性認知症は、他の認知症に対し、対象者が少なく、支援制度・窓口共に限られており、医療機関で若年性認知
症の診断を受けてから、実際の支援につながるまでの間に空白期間が生じていることが課題となっている。
都道府県を実施主体として、若年性認知症コーディネーターの設置が進められているものの、政令市を含む都道府県
では担当範囲が広域なため、各地域の実情に応じた支援、ネットワークの構築等は非常に困難である。
こうした課題を解決し、若年性認知症の人及び家族を支援するため、若年性認知症支援コーディネーターの配置に限
らず、相談窓口・体制、支援施策の充実に向けた措置が必要だと考える。

若年性認知症支援コーディネーターは予算事業であり法令上の位置づけられた事業ではないた
め、市区町村が各自治体の財源を活用して設置することが可能である。
なお、地域包括ケアの観点から、若年性認知症施策は市町村単位で実施していくことが望ましいも
のであると考えるが、全国でも3.8万人とその有病者が多くないことを踏まえ、市町村単位ではなく、
まずは都道府県単位でその施策を進めていくことが適当であると考えている。認知症施策推進総
合戦略（新オレンジプラン）においても、「若年性認知症施策の強化」を柱の一つとして掲げており、
具体的には若年性認知症の人の自立支援に関わる関係者のネットワークの調整役を担う者（若年
性認知症支援コーディネーター）の配置を含めて、平成２９年度末までにすべての都道府県におい
て若年性認知症施策総合推進事業を実施することとしている。
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

同種骨髄移植は、小児に限らず幅広い年代にわたって行われているが、今回提案した定期予防接
種の受け直しの対象は、すべての年代ではなく、現行の定期接種実施要領の「長期にわたり療養
を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保」で示されているものと同じ年齢を想
定しており、疾病の発生及びまん延の予防に寄与するものである。
今回挙げた支障事例は、定期予防接種の接種年齢内での再接種である。

－ 【横浜市】
長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接
種が受けられなかった場合には、定期接種の機会を認めています。
定期接種を既に終えた方が、医療行為により免疫を失った場合についても、長期療養等と同様の
考え方で接種機会が与えられるよう、検討していただきたい。
【八尾市】
今回の提案については、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接
種法に基づく必要な対応と考えている。骨髄移植等の特別な事情により、定期接種のワクチンの
再接種が必要な子どもが法令等の対象外と想定されるのであれば、制度改正について検討された
い。
現在、Ａ類疾病の定期接種については、予防接種法施行令第１条の３第１項に規定されており、各
ワクチンの有効性をふまえ、多くの予防接種が必要とされている。また、国の定期接種実施要領で
は、標準的な接種期間として、生後２月から定期接種が始まり、他のワクチン接種スケジュールと
の重なりが生じていることから、多くの医療機関では同時接種を実施している。
その中で、長期療養の特例等については、予防接種法施行規則第２条の５に規定されている特別
の事情に該当する場合、やむを得ず定期接種を受けることができなかったワクチンに限り、対象者
の範囲を超えて接種することが認められている。しかし、生後２月から定期接種が始まり、乳幼児
期にほとんどの予防接種が終了するため、この時期に特例として認められなければ、同条の規定
が適用されたとしてもほとんどの定期接種を受け終えている状況が想定される。また、本市におい
ても、国の定期接種実施要領に準じて、標準的な接種期間に定期接種を受けるよう市民に周知し
ており、特別な事情により再接種が必要な子どもがおられることも確認していることから救済が必
要と考えている。
このような状況をふまえ、再接種者も特例措置の対象とする制度改正（20歳未満対象）を実施し、
予防接種法に規定されるＡ類疾病の発生及びまん延を防ぐための定期接種としていただきたくご
提案申し上げる。

－ 【全国市長会】
提案の支障事例について、提案団体との間で十分に確認を行ない、十分な検討を求める。

予防接種法に基づく予防接種は疾病の発生及びまん延の予防という目的を達成する上で、各感染
症に罹患しやすい年齢等を踏まえ接種年齢や接種回数を法令で定めた上で実施しているが、免疫
は被接種者全員に必ずしもつくわけではなく、免疫がついていない場合の再接種まで予防接種法
において認めているものでは無い。そのため、医療行為により免疫を失った場合に別途対応するこ
とは予防接種法において想定していないものである。
なお、本件については現在実施している地方公共団体の担当者などを対象とした「予防接種従事
者研修会」において、内容について説明し、各自治体との質疑応答、意見交換の場を設けている。
また、定期接種実施要領の「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機
会の確保」は、一度も定期接種の機会がなかった者に対する接種機会の確保のための特例であ
り、すでに定期接種をした者の状況とは異なるため、同列のものとして取扱いはできない。

本提案は国民の命に関わる重要事項であり、居住者の異変を発見した際の自治体への通報は、
全国どの地域においても適切な運用がなされるよう国において配慮すべき重要事項と考える。
しかし、厚生労働省の通知（H24.5.11）などには、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要
がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する場合として、通報するべ
き状況等の具体的な事例の記載が不足している。
したがって、それら通知などに具体的事例を明記（追記）して、通報の基準例を全国にお示しいただ
くよう改めて求める。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

一部の自治体においては、独自のガイドライン等を設け、地域の実情に応じて適切な運用がなされ
ているところである。通報すべき状況等の具体的な事例は、個々の状況により様々なケースが考え
られることから、国として、別途、画一的な具体的基準を示すことは、その運用を硬直化させてしま
う恐れがあり、必要はないと考えている。

（公財）介護労働安定センター「平成27年度介護労働実態調査」（以下、「実態調査」という。）によ
る離職する介護職員のうち採用後３年未満の者が約75％というデータは、３年の壁を越えれば定
着傾向にあると捉えることができる。
一方、先述したとおり、急速な高齢化により介護サービスに対する需要が今後更に高まると見込ま
れており、介護労働市場への人材供給を促進することが重要である。
実態調査によれば、介護サービスに従事する従業員が不足している理由は、「採用が困難である」
が約７割を占め、採用が困難である原因としては「賃金が低い」（約６割）、「仕事がきつい」（約５
割）となっている。
したがって、介護人材の確保には介護職のイメージアップや労働環境・処遇の改善等も必要不可
欠と考えるが、本提案による介護労働市場への人材供給促進も同様に重要であると考える。
なお、県内の介護福祉士養成施設が介護福祉士修学資金を申請しなかった学生に対して行ったア
ンケート結果によると、修学資金を申請しなかった理由として「経済面で貸与を必要としていない」
「手続きが面倒」に続いて「返還猶予のために働く期間（５年）が長い」と答えた者が35％で３番目に
多く、返還猶予の勤務年数の短縮を望む声がある。

有 【宇和島市】
介護労働市場の負の連鎖を断ち切るためには、様々な部分の緩和が必要ではないかと考えてお
り、形式的なお礼奉公の期間を確保するため適さないという考えには疑問がある。
また、海外に人材を求める現状で、この理屈には説得力に欠ける。
なお、国においては労働環境の処遇改善を抜本的に改善する仕組みを創設して欲しい。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○第１次回答のとおり、本事業の返還免除の要件となる業務従事期間を５年から３年に短縮するこ
とは、介護現場での就労を継続するインセンティブを低下させ、早期の離職や他産業への人材流
出等を招く可能性があることから、質の高い人材の確保とともに、その定着を図るという本事業の
目的に資さないことから適当でないと考える。
○ご指摘のとおり、３年の壁を越えれば現場への定着傾向が見られることも踏まえ、３年で返還免
除とするのではなく、少なくとも３年を超える一定期間の業務従事を義務付けることが定着促進の
観点から必要であり、全額返還を免除するための期間を５年とすることについては、介護職員の平
均勤続年数が約５年であることからも妥当なものと考えている。
○被貸与者の立場からは返還免除要件の緩和を望むのは当然のことと思われるが、上記のとおり
業務従事期間の短縮は政策目的達成の観点から困難であるため、貴県提示のアンケート結果に
おいて「手続が面倒」がより上位にあることも踏まえ、募集や手続の方法を工夫すること等により、
本事業がより多くの方にご利用いただけるよう取り組んでいただきたい。

連携加算制度については、更なる周知とともに拡充をお願いしたいが、関係性のできた居宅介護
支援専門員から小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員へ変更を強いられることは、
利用者本位の考え方と矛盾する。
「現時点では見直しを行わないとの結論」とあるが、「平成27年度介護報酬改定に関する審議報
告」等には、そのようなことは記載されていない。
また、“現時点では”とあるが、過去の社会保障審議会の検討過程では賛否両方の意見が出され
ており、本提案等を踏まえ、平成30年度介護報酬改定に向けて、再度検討項目として取り上げて
いただきたい。
なお、「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第74条（居宅サービス
計画の作成）について、介護保険法第78条の４第５項及び法施行規則第131条の12の規定では、
運営に関する基準を下回らない範囲で市町村が基準を定めることができるとされている。当該規定
により市町村が独自に定めれば小規模多機能型居宅介護事業者に属する介護支援専門員でなく
ても、居宅サービス計画の作成が可能か、見解を示していただきたい。

－ － － 【全国知事会】
「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もし
くは参酌すべき基準へ移行するべきである。それまでの間については、提案団体の提案の実現に
向けて、積極的な検討を求める。
【全国市長会】
各利用者のケアプランや報酬請求の管理事務等において、混乱が生じることがないように、十分に
検討することを求める。

ご提案の内容も踏まえて、今後の議論の必要性について検討することとしたい。
なお、介護保険法施行規則第78条の4第5項の規定により、地域の実情に応じて、指定小規模多
機能型居宅介護事業者の介護支援専門員以外に、居宅サービス計画を作成させることは可能で
あるが、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」の注７において、利用者が
月を通じて小規模多機能型居宅介護を受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費
は算定しないこととされている。

若年性認知症支援コーディネーターの設置は、「早期の段階からの適切な診断と対応、認知症に
関する正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援などを通して地域単位での総合的かつ継続
的な支援体制を確立していくこと」を念頭に、認知症施策等総合支援事業の中の１事業に位置付
けられているものである。その趣旨に鑑みれば、認知症疾患医療センター運営事業等と同様に、
指定都市を実施主体に位置付け、指定都市として一貫した認知症総合対策が実施できるよう、制
度化すべきである。
認知症施策等総合支援事業の他事業においては、道府県と指定都市が共に事業の実施主体とさ
れ役割分担がされているにもかかわらず、本事業に関しては、法令上の位置付けがないために、
都道府県には予算措置するものの、指定都市については予算措置しないという状況を放置するな
らば、当該認知症施策等総合支援事業そのものの適切な役割分担と事業の執行が困難となる。
なお、「全国でも有病者が多くない」ことをもって都道府県単位で施策を進める根拠とされている
が、指定都市は道府県の中でも一定の人口、面積を占めており、若年性認知症の有病者数は一
部の県より多い場合もあると思われることから、指定都市へのコーディネーターの配置により、早
急に支援体制を充実・強化する必要があると考える。

－ － － 【全国知事会】
関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式による検討を求める。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

認知症施策等総合支援事業における各事業の実施主体については、各事業の趣旨を考慮して実
施主体を決めているものであり、若年性認知症施策総合推進事業同様都道府県が実施主体と
なっているものは他の事業にも存在している。
若年性認知症施策総合推進事業については、今年度より新たに若年性認知症支援コーディネー
ター設置事業を新設したものであり、これは認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づき
平成29年度末までに都道府県単位で設置していくこととされていることから、まずは都道府県単位
で網羅的にカバーできるように進めていきたいと考える。
ただ、指定都市については見解のとおり一定の人口・面積を有していることから、本件については
実施要望がある指定都市も実施主体に含めるよう検討してまいりたい。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

52 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 幼保連携型認定こど
も園の施設整備に関
する事務手続きの見
直し

幼保連携型認定こども園の施設
整備に際し保育所整備交付金及
び認定こども園施設整備交付金
を活用する場合の事務手続きの
見直し

平成27年の類似の提案に対する結論として、原則安心こども基金で対応するこ
ととし、安心こども基金が使えない場合の事務手続きの簡素化を図るため、協議
書の様式の一本化や申請の提出締め切りの調整が図られたが、安心こども基
金による対応については、交付元に応じた事業への活用に限定されるため、幼
保連携型認定こども園の施設整備を行う際に教育機能部分(文部科学省所管)
の基金の残額が足りない場合に、教育機能部分については認定こども園施設整
備交付金を、保育機能部分(厚生労働省所管)については安心こども基金を活用
することなり、事務手続きの簡素化の効果がない。
また、平成28年度安心こども基金要綱は現時点で示されておらず、契約等に着
手できない状況にあるため、平成29年４月から開設予定の幼保連携型認定こど
も園の事業着手の遅延を招くこととなっており、開園が遅れる危険性がある。
さらに、両交付金の申請の提出締め切りについては調整が図られたが、間接補
助である認定こども園施設整備交付金は県での予算措置と審査が必要であるこ
とから、保育所等施設整備交付金より事業者にとっての提出締め切りが前倒し
となるため、県、市町村及び事業者の作業時間の確保が困難な状況にある。

幼保連携型認定こども園に係る施設整備補助について、国庫の直接補助に
統一する等の事務の見直しを行うことで、県、市町村及び事業者の事務の効
率化が期待される。

・児童福祉法第５６条
の４の３
・保育所等整備交付金
交付要綱
・認定こども園施設整
備交付金交付要綱

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

岡山県、日
本創生のた
めの将来世
代応援知事
同盟

旭川市、岩
手県、秋田
県、茨城県、
栃木市、柏
市、長岡市、
豊田市、鳥
取県、島根
県、倉敷市、
防府市、徳
島県、徳島
市、宇和島
市、高知県、
北九州市、
大分市、沖
縄県

○厚労省、文科省と所管が分かれ補助要綱が分かれていることで、それぞれの内示を待って事業に着手する必要が
あるが、補助の内示時期に開きがあるため、早急に工事を進める必要がある際も、その影響で準備等の開始が遅く
なってしまう。
○本県においても、幼保連携型認定こども園の整備において、教育部分は文部科学省の認定こども園施設整備交付
金及び保育部分は安心こども基金（厚生労働省所管）を活用する事例が発生しており、事務手続きの簡素化の効果
が薄いと考える。
○本市においては、幼保連携型認定こども園の施設整備を行う際に、安心こども基金の残額及び国予算の不足によ
り、保育所等整備交付金と安心こども基金を併用することとなった。このため、双方で交付の基準や協議書の様式が
異なることにより、協議の手続きを別々に行う必要が生じ、結果として事務の簡素化が図られていないだけでなく、むし
ろ煩雑化することとなった。また、交付金と安心こども基金との併用により、県の審査期間を要することから、事前協議
書を前倒しして提出しなければならず、事前協議書の作成から事業着手までに相当の期間を要し、開園スケジュール
の遅れ等の影響が生じている。
○本市において幼保連携型認定こども園ではないものの、幼稚園型認定こども園化にむけた施設整備を予定している
幼稚園があり、安心こども基金により施設整備を進めていくこととしてる。現時点において、平成28年度安心こども基
金要綱は示されておらず、整備に着手することができない状態となっており、平成29年4月の認定こども園移行に支障
が生じかねない状況となっている。
○国交付金が分かれているのみならず、現在は都道府県の安心こども基金も併用する状態となっており、計3つの補
助制度が重複している。交付要綱の作成や内示スケジュールなどが省庁ごとに異なるため、円滑な事務の執行に支
障をきたしている状況にある。また、6月下旬に内示が出るのでは単年度で施設整備を終えることがほぼ不可能なス
ケジュールであるため、遅くとも5月中旬には内示が出せるようスケジュールを見直すべきである。
○厚生労働省より「全国的に所要額の満額は交付されない」及び「所要額に満たない部分は平成27年度保育所等整
備交付金を充てる（＝事業繰越はできない）」との連絡があった。「事業費が確保できない」及び「事業遅延が発生した
場合対応できない」という懸念があることから、実質的には平成28年度は安心子ども基金が利用できない状態である。

ご指摘を踏まえ、地方公共団体、事業者の事務負担の軽減されるよう申請書類の簡素化やあらか
じめ申請時期を明示しておく等申請期間が十分確保されるよう努めてまいりたい。

○本市では、高齢者数の増加に伴い、認定申請件数は毎年確実に増加しており、被保険者、介護認定調査員、介護
認定審査委員等関係者の負担が増大している。認定までの期間が遅れたり、また、主治医意見書、介護認定審査委
員報酬など認定までに係る費用負担も増加している。
申請件数の増加に対応するとともに、被保険者の状態に応じた細かい対応もできるよう、今後の状態に変化が見込ま
れない被保険者については更新申請の有効期間の上限を36カ月に延長をすることを可能としていただきたい。
○本県における直近の要介護等認定者数（平成２８年１月末現在）は，平成１２年４月末と比較して，３倍以上に増加し
ている。重度者等を中心に要介護等認定期間の上限を延長することで，介護保険認定審査会の質の向上が期待され
るとももに，市町村における事務負担が軽減される。
○本市では、認定申請件数の増大に対応する認定調査員や認定審査委員の確保の困難さや、当該業務量の増大が
認定結果遅延の要因となっており、その結果、処分延期通知発送業務が発生する悪循環となっている。
今後もこの傾向はさらに増大することが見込まれ、地方分権改革に関する他市と同様の状況で、当該業務の効率化
を加速し、負担軽減を図る必要があると考えている。
このような状況の中、本市の平成26年度認定審査実績では、要介護４、または、要介護５の更新時の認定結果が、要
介護３以下に改善するケースが、1031人中162人の15.7％、要介護４・５から変化しないケースが、1031人中869人の
84.3％との結果を踏まえ提案したものである。
○本市においても，提案団体と同様の状況にあり，今後の状態に変化が見込まれない重度者について，24ヶ月を越え
る期間の認定が妥当ではないかという意見が認定審査会委員から出されることもあり，これらの事例について，有効
期間の更なる延長を求める。
○本市においても高齢者の増加に伴い、提案自治体と同様に要介護５及び要介護４の状態にあたる状態の方々の認
定申請件数は増加している状況にある。
このような状況から、被保険者、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員及び保険者等の認定に携わる関係者に
おける負担も増しており、また、認定までに要する必要経費も比例して増加している状況にある。
○提案団体同様、認定申請件数も増加しており、被保険者、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員及び保険者
等の関係者の負担となっており、 今後も申請件数の増加が見込まれている現状である。また、窓口では家族やケアマ
ネ、介護認定審査会では委員からも、同様のケースについて期間延長の意見が多数出ていることもあり期間延長が
可能となるよう求める。
○高齢者人口が増加する中、今後も認定申請件数は増加していくと考えられ、認定をするにあたって必要な被保険者
への認定調査、主治医からの意見書提出、介護認定審査会による審査の負担が今後ますます増えていくと見込まれ
ている。
また、介護保険法では認定結果は申請から３０日以内とされているが、現在も３０日以内の認定が困難な状況である
にも関わらず、認定申請件数の増加に伴い、今後ますます困難な状況になると想定される。
要介護４、５と判定され、状態の改善が見込まれない被保険者については、介護度の変化も期待することは困難であ
ることから、更新期間の上限を３６か月にしても不利益になることはない。また、更新期間の延長により、認定調査や
主治医意見書、介護認定審査会の負担が軽減され、かつ、申請から認定結果までの期間短縮につながるものと考え
ている。
○要介護認定１件当たり平均約１万３千円の経費を要するため、増え続ける財政負担が保険者にとって課題となって
いるため、有効期限の上限を延長するなど、弾力的な運用が必要である。
○高齢社会の進展とともに認定申請件数が増加し、これに係る事務が負担となっている。今後も認定申請件数の増大
が見込まれるなか、事務の効率化が喫緊の課題となっているため、当該制度の見直しが必要である。
○当市においても，申請件数の増加に伴い，介護認定審査会委員や事務局などの関係者の事務量も増加し，認定の
遅れが常態化しており、認定の遅れは市民サービスの低下や苦情につながっている。
申請件数の増加に対応するとともに、被保険者個々の状態に応じたきめ細かい対応もできるよう、今後の状態に変化
が見込まれない重度者の更新申請の有効期間の上限を36か月に延長するなど、より弾力的な運用が可能となるよう
求める。
○本市においても、高齢者数の増加に伴い、認定申請が増加している。そのため、認定有効期間の延長により、介護
認定のために必要な事務の効率化や被保険者においては申請回数が減少し手続きの負担軽減につながると考える。
○年々、要介護認定者数が増加する中、介護保険の更新申請の手続きについては、介護サービス利用者やご家族
の大きな負担となるとともに、行政の事務負担も増えています。そのため、要支援・要介護認定の有効期間の延長
や、一定の要件を満たす重度者の更新申請を廃止するなど、制度の見直しが必要。
○高齢者数の増加に伴い、認定申請件数も増加しており、被保険者、認定調査員、主治医、介護認定審査会委員及
び保険者等の関係者の負担となっている。
提案のとおり、今後の状態に変化が見込まれない重度者（要介護５及び胃ろう等により要介護４と判定された被保険
者）の更新申請の有効期間の上限を36か月に延長するなど、より弾力的な運用が可能となるよう求めたい。
○当県では、認定審査の結果、2割の方が改善されているものの、8割の方が改善していない状況がある。今後、高齢
化の進行が見込まれるが、現行制度では、市町村における認定作業の事務負担が大きい。
○高齢者数の著しい増加に伴い、申請件数も増加しており、関係者の負担にもなっている外、認定調査員や審査会委
員の医療関係者の確保も困難になってきている。
平成27年度の更新申請の状況をみると、更新前に介護４・５の被保険者は、無条件で更新後も８割が介護４・５となっ
ていることから、有効期間を36か月にすることは合理性があり、効率化に寄与するものと思われる。

要介護認定の有効期間については、平成27年４月より介護予防・日常生活支援総合事業を全域で
実施している市町村において、更新申請時の要介護認定に係る有効期間を一律に原則12か月、
上限24か月に延長したところであり、要介護認定の有効期間の更なる延長については、その施行
状況を見守りたい。

広島市高齢者数の増加に伴い、認定申請件数も増加しており、被保険者、認定調査
員、主治医、介護認定審査会委員及び保険者等の関係者の負担となっている。
介護保険法及び同法施行規則において、要介護・要支援認定の有効期間は原
則６か月又は１２か月、上限１２か月又は２４か月とされており、今回の制度改正
により、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している市町村においては、
更新申請時の認定に係る有効期間が、一律原則１２か月、上限２４か月に延長
された。
しかしながら、今後も都市部においては申請件数の増加が見込まれており、関
係者の更なる負担軽減が必要である。申請件数の増加に対応するとともに、被
保険者個々の状態に応じたきめ細かい対応もできるよう、今後の状態に変化が
見込まれない重度者（要介護５及び胃ろう等により要介護４と判定された被保険
者）の更新申請の有効期間の上限を36か月に延長するなど、より弾力的な運用
が可能となるよう求める。

認定期間の延長により、介護認定のために必要な調査や主治医の意見書等
の作成数が減少し、事務の効率化に資する。
また、重度の被保険者においては、申請回数が減少することで手続の負担軽
減につながる。

介護保険法施行規則
38条、52条

厚生労働省208 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 要介護・要支援認定
期間の一層の弾力化

申請件数の増加に対応するた
め、要介護５及び要介護４で状
態の変化が見込まれない被保険
者については、更新申請におけ
る認定の有効期間を、個々の状
態に応じた判定が可能となるよ
う、上限を３６か月に延長するこ
とを求める。

茨城県、栃
木市、小山
市、大田原
市、東京都、
新宿区、横
浜市、厚木
市、新潟市、
軽井沢町、
浜松市、豊
田市、宇部
市、宇和島
市、大村市



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

申請期間の確保のみならず、幼保連携認定こども園の整備において補助金等の手続きの都合に
より、整備計画に遅延が生じることのないよう、年度当初に交付要綱や年間スケジュール等を発出
するとともに、厚生労働省と文部科学省のスケジュールや手続等について、差異が生じないよう調
整を図られたい。
また、予算措置についても、同一施設の整備において、地方公共団体や事業者が、複数の補助制
度の併用などの余分な事務負担を強いられることのないよう、十分な予算枠の確保、あるいは基
金方式による都道府県からの補助とするなど、柔軟な制度設計に努めていただきたい。

－ 【栃木市】
・現行では、認定こども園の施設整備に係る補助としては、保育所等緊急整備交付金(厚生労働省
所管)、認定こども園施設整備交付金(文部科学省所管)の他、安心こども基金による補助もある
が、申請書類の簡素化にあたっては、安心こども基金による補助も含めて、申請書類の簡素化及
び統一化を図っていただきたい。
・上記の各補助制度においては、補助制度ごとに取扱い基準のバラつき(一方の補助においては
対象経費として認められる経費が他方の補助では対象経費として認められない等)が見られるた
め、これについても統一した基準としていただきたい。
・申請期間の確保については、実施要綱及び交付要綱の発出時期による部分が大きいため、平成
29年度分にあっては、早期に示していただきたい。
・支障事例に記載があるとおり、各補助制度における内示時期について、遅れ及びバラつきがある
ために、施設整備のスケジュールにも支障が生じていることから、内示時期を同一時期とするよう、
関係省庁間で調整を図っていただきたい。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

ご指摘を踏まえ、あらかじめ申請スケジュール等を事前に示し、地方公共団体、事業者が見通しを
立てて事業申請ができるようにするとともに、申請書類の簡素化等、事務負担の軽減が図られるよ
う努めてまいりたい。

認定件数が増加するということを考えた時に関係者の負担軽減のため、症状の改善が見込まれな
い要介護5及び胃ろう等により要介護4と判定された重度の要介護者について、さらに有効期間を
延長するということを是非考えていただきたい。

－ 【全国知事会】
要支援・要介護認定については、有効期間の延長及び判断基準の簡素化を検討するべきである。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

要介護認定に係る業務負担の軽減については、平成28年9月7日の社会保障審議会介護保険部
会において、厚生労働省より「更新認定の有効期間のさらなる延長」及び「状態安定者に係る二次
判定の簡素化」を提案したところである。
今後、当部会の議論等を踏まえ、検討してまいりたい。

【新宿区】
制度改正により更新申請の有効期間が延長されたが、今回、求めている対象となる重度（要介護
４・５）の被保険者であって、今後の状態に変化が見込まれない者は多くが８０歳以上の高齢者で
あり、被保険者への認定調査及び主治医意見書の作成等に大きな負担が生じているため、負担
軽減の配慮を求める。
【横浜市】
介護認定の有効期間は、期間満了後も引き続き要介護状態と見込まれる場合は、「更新申請」を
繰り返す必要があり、利用者や家族の大きな負担であるとともに、行政の事務負担が増える原因
にもなっています。そこで、負担軽減のため、申請区分ごとに定められている設定可能な有効期間
の範囲の更なる延長が必要と考えています。
【厚木市】
団塊の世代が７５歳到達する2025年には爆発的な認定申請件数となることが想定されるため、そ
の時期までに、更なる認定有効期間の延長を検討いただきたい。
【宇和島市】
総合事業の導入を理由とする回答は提案の主旨に沿っていないのではないか。
例えば、要介護5で24ヵ月間の認定を受けている方が、そのような状態に至った理由を医学的見地
の面から理由付けし、これを基に認定期間の弾力化を図るべきかどうか検討すべきであると考えて
いるため。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

旭川市、湯
沢市、いわき
市、春日部
市、東金市、
市原市、神
奈川県、横
浜市、茅ヶ崎
市、三浦市、
厚木市、新
潟県、新潟
市、浜松市、
名古屋市、
京都府、城
陽市、伊丹
市、宇部市、
西条市、北
九州市、久
留米市

○本市においても国民健康保険の高額療養費については、対象者から対象月につき１枚ずつ申請書を提出してもらう
ことで申請を受け付けている。そのため、対象月が多数にわたる対象者の場合、記入する申請書も多数となり手続き
が煩雑になり、その受付によって窓口が長時間使用不能になることも発生している。
後期高齢者医療制度においては初回の申請のみでその後の申請は不要となっている。国民健康保険と後期高齢者
医療制度で申請手続きには大きな差があるものの、国保の70～74歳については後期高齢者と自己負担限度額が同
じであり、支給額算定の際の計算対象となる診療も同じである。よって後期高齢者医療と差を設ける必要はないと考
えられるため、国民健康保険の70～74歳の方については初回以外申請不要とすることで申請や事務の削減をするこ
とができると思われる。
○高額療養費支給申請にあたり、該当世帯に対しては申請案内を送付している。直近の発送数は平成28年4月は309
件（内、70歳から74歳世帯　207件）、平成28年5月は310件（内70歳から74歳世帯　209件）、平成28年6月は341件（内
70歳から74歳世帯　232件）と70歳から74歳世帯の占める割合が約3分の2となっている。70歳から74歳世帯の高額療
養費申請を後期高齢者医療保険と同様の扱いとして、初回のみの申請という形にすることにより、次の効果が期待で
きる。
①該当者にとっては、その都度申請することが省けるため、大幅に利便性が向上する。
②行政側にとっても、申請書の受付事務や申請書類の送付事務の事務を削減することが期待できる。
○国民健康保険の高額療養費支給対象者に対し、毎月申請案内を郵送している。その件数は平成28年4月及び5月
の2月分実績で1,201件であるが、そのうち70歳から74歳の被保険者のみの世帯に対する案内が910件となっている。
70歳から74歳までの被保険者の高額療養費支給申請を後期高齢者と同様の初回のみの申請という形にすれば、当
該被保険者の利便性が向上するのみならず、市区町村の事務負担が軽減されるものと考えている。
○本市においても、該当者には領収書を添付して申請書を窓口へ提出してもらっており、高齢者にとっては大きな負
担となっている。平成28年3月の高額療養費償還払い支給件数全285件のうち、70歳から74歳分が206件であり、全体
の約7割を占めている。支給手続きが簡素化されれば、大幅な事務量の削減及び効率化を図ることができる。
○提案市同様に、70歳以上75歳未満の高額療養費の支給申請手続が煩雑なものとなっているとともに、申請勧奨通
知の発送などの事務量が増加している。
高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、レセプト単位による額を合算した額であり、その合算の対象とな
るものは、70歳未満の被保険者については、一部負担金の額が21,000円以上のレセプトである一方で、70歳以上75
歳未満の被保険者についてはすべてのレセプトが対象とされている。そのため、70歳以上の被保険者の方が、高額療
養費の支給対象となることが多く、いわゆる団塊の世代が70歳に達することに伴い、対象件数は今後ますます増加す
ることが想定される。
○国民健康保険高額療養費の支給を受けようとするときは、発生の都度、該当者は高額療養費支給申請書を提出す
ることとされている。本市においては、国民健康保険の高額療養費制度の対象となった方に、行政サービスとして毎
月、申請勧奨通知を送付しており、対象者に占める申請件数は非常に高いものになっている。その件数は平成28年4
月の実績で207件あるが、このうち159件が70歳以上の申請となっており、3/4を占めている。
現状では、高額療養費の支給を受けようとする70歳以上の被保険者は、申請する月ごとに領収書をまとめ、市に提出
するという煩雑な手続きが必要となっており、被保険者に負担が生じている。市の窓口においても、受診機会の多い70
歳以上の被保険者の領収書を点検・複写する作業には多くの時間を要し、待ち時間が長すぎるといった苦情を受けた
り、窓口が混雑したりといった弊害が生じており、被保険者、保険者双方にとって大きな負担となっている。
この状況は、平成26年4月以降、段階的に自己負担割合が1割から2割に引き上げられた一方で、高額療養費の自己
負担限度額は据え置きとなったことが大きな要因であり、高額療養費の支給対象件数は、2割負担の対象者の増加と
比例して、年々増加し、今後も更なる増加が予想されるところである。
○70歳から74歳の前期高齢者の方にとって、毎月の申請は負担になっていると考えられる。さらに、申請者の中に
は、遠方から来られる方も多数いるため、より大きな負担増になっていると考えられる。後期高齢者の被保険者の申
請と同様に申請事務を簡素化すれば、前期高齢者の方にとって大きな負担減になり、また、行政側の事務量も大幅に
削減することができる。
○【現状・課題】
本市では、国民健康保険の高額療養費制度の対象となった該当者に、毎月、１０００件を超える申請書を送付してい
る。該当者は申請する月ごとに領収書等をまとめ、原則、市の窓口へ提出することになるが、該当者の７割以上は70
歳から74歳の方であり、事務量の大半を占めている。
【制度改正の必要性】
国民健康保険の70歳～74歳における高額療養費の申請にかかる手続きが、後期高齢者と同様に初回申請のみと簡
素化されれば、該当者にとって大幅な負担の軽減につながるだけでなく、行政にとっても大幅な事務量の削減及び効
率化が見込まれる。
○当町が、行政サービスとして送付している高額療養費の申請案内の件数は平成28年4月の実績で169件、5月の実
績で139件となっている。その内、70歳から74歳未満の該当者数は、4月分113件（対総数66.9%）、5月分91件（同
65.5%）となっている。　後期高齢者医療制度と同様の申請手続きが可能になれば、現状の高額療養費申請案内の送
付及びその受付という事務のうち過半数を超える70歳から74歳の方の分として年間約1,000件削減することができ、大
幅な事務量の削減及び効率化を図ることができる。
○当市においても、国民健康保険の高額療養費制度の対象となった方に、行政サービスとして毎月申請案内を送付
している。その件数は平成28年4月の実績で1,393件、5月で1,458件となっています。70歳から74歳の方が過半数を占
めているため、後期高齢者と同様の手続方法となれば、被保険者、被保険者双方の負担も軽減されると思われる。
○高額療養費の支給対象について、昭和１９年４月２日以降生まれの２割負担の前期高齢者（70歳から74歳）が増え
たことにより、高額療養費の申請件数が増加している。高額療養費の申請については領収書の提示を求めているが、
紛失している場合があることから、前期高齢者については後期高齢者医療のような支給システムでなくとも、領収書の
提示を無くすことにより前期高齢者の負担軽減が図られる。
また、行政の側としても領収書の確認作業がなくなることで、事務の効率化を図ることができ、窓口の混雑も緩和され
る。
○国民健康保険法施行規則において、高額療養費の支給を受けようとする者は、保険者に対して高額療養費支給申
請書を提出しなければならないことと定められており、高額療養費が発生した月毎に領収書を添えて申請する必要が
ある。申請者である重い疾病や傷病を抱えた被保険者は申請手続きのため窓口へ出向く負担がかかること、また保
険者としては高額療養費の申請案内の送付事務及び窓口での申請受付事務などに稼動を要することから、双方、毎
月の支給手続きに多大な負担を強いられている。
被保険者等の肉体的、精神的負担の軽減、保険者における支給事務の効率化及び各種保険者間における事務取扱
い格差の解消のため、国民健康保険における高額療養費の自動払いを実施すべく国民健康保険施行規則を改正す
ることを強く要望する。
○70歳から74歳の被保険者の多くは、自己負担限度額が低いため、定期受診・調剤等により高額療養費申請対象に
該当することが多い。申請にあたっては、診療月ごとに領収書を整理抽出して市の窓口へ持参しなければならず、申
請者は領収書の紛失や申請の失念といった雑事に気を配らなければならない。そもそも申請来庁のために往復のタク
シー代を支出したり、医療機関から自己負担額支払済証明書を得るために発行手数料を支出したりすることになる方
も少なくない世代であり、また、不備から一件の申請について一度の来庁で手続きを達せられない方もあったりで、心
情的な負担も看過すべきでない。後期高齢者と同様に初回のみの申請で済むようになれば、該当者にとっての利便は
大幅に向上することになる。
保険者にとっても高額療養費申請勧奨状の送付数削減や、窓口での対面受付処理が大幅に減ることによる事務負担
の削減、それに伴う事務効率向上に資する効果は非常に大きいと考えられる。
○高額療養費の支給申請にかかる手続きの簡素化については，市民からの要望が多く，当市では，70歳から74歳ま
での方で外来のみの受診の場合は，郵送による申請も可能としているが，2回目以降の申請省略については，法に規
定があるため，要望に応えられていない。
70歳から74歳の方の負担を軽減し，さらに利便性を高めるため，後期高齢者と同様に，一度申請を行えば次回以降
は申請をしなくても高額療養費が支給されるよう手続きが簡素化されることを要望する。
○本市では平成27年度に約18,700件の申請書を送付しており、そのうち約５５％の10,000件程度が70歳から74歳まで
の被保険者であると考えられる。 高額療養費制度は、70歳から74歳の方と後期高齢者の間で自己負担限度額につ
いて差を設けていないが、それぞれの制度で手続きに差があり、現状では、高額療養費の支給を受けようとする70歳
から74歳の方は、申請する月ごとに領収書をまとめ、市に提出するという煩雑な手続きが必要となっており、後期高齢
者と比較して被保険者にとって大きな負担となっている。また、保険者にとっても、手続きの簡素化により、申請書の送
付に関する事務及び費用の負担を軽減することが可能である。
○本県でも高額療養費の支給申請の６割以上を前期高齢者が占めており、中でも70歳から74歳の割合が高い市町村
が多い。（市部においても１１市中、１０市で前期高齢者からの申請が多い状況。）被保険者は月ごとに領収書をまとめ
て申請手続きを行う必要があり、被保険者にとっても、交付手続きを行う市町村にとっても負担が生じている。
　H26年度：高額療養費115,742件
　　　　　うち前期高齢者76,613件（約66%）

○後期高齢者医療の高額療養費の支給に係る申請の負担軽減等については、対象者が高齢者
であること、医療保険者間の異動が少ないこと及び個人単位で高額療養費を支給していることか
ら、特例的な対応を行っているものである。
○高額療養費の支給申請における被保険者の負担の軽減という意味では、国民健康保険におい
ても、
　・同一医療機関で自己負担の上限額を超える場合には、保険医療機関等の窓口において上限
額を超えた支払いを不要にできる仕組みの構築や
　・国から保険者に対して、被保険者の利便性の向上のための取組が積極的に実施されるよう依
頼しており、一部の保険者では、高額療養費の支給予定額があらかじめ印字された高額療養費支
給申請書を対象となる被保険者に送付し、世帯主が、世帯主の氏名、申請年月日、口座番号など
を記入して返送すれば手続きが完了する、被保険者にとって簡便な手法がとられているところであ
る。
○ご提案いただいた方法により運用を行うことについては、
　・国民健康保険においては、医療保険者間の異動による資格得喪が多く、毎回の申請が不要な
方法での高額療養費の支給（振込）を行った場合には過誤給付が多く発生することが考えられ、そ
の場合、保険者は過誤給付分の返還請求等の事務が必要になること
　・さらに、世帯単位で自己負担額を合算して世帯主が申請を行うことになっており、同一世帯に70
歳以上の被保険者と70歳未満の被保険者がいる世帯に係る事務手続等を整理する必要があるこ
と
といった課題も踏まえつつ、どのような方法が可能か検討していきたい。
○なお、一般的に、領収書により一部負担金の支払いを確認することは保険医療機関等の未収金
を防ぐ点で有効であるが、高額療養費の支給申請の際は、原則として、支払った額に関する証拠
書類の添付は必ずしも必要ではなく、保険者判断により、領収書の添付を省略して良いこととして
いる。

63 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 前期高齢者のうち高
齢者受給者証の適用
を受ける70歳から74
歳の国民健康保険被
保険者の高額療養費
支給申請手続きの簡
素化

70歳から74歳の方が高額療養
費の支給を受けようとするとき
は、被保険者の属する世帯の世
帯主又は組合員が、国民健康保
険法施行規則第27条の17で示さ
れた事項を記載した高額療養費
支給申請書を提出しなければな
らないとされている。
一方、後期高齢者医療制度の被
保険者は高額療養費の支給申
請に際し、申請書を広域連合に
提出するものとされている（高齢
者の医療の確保に関する法律
施行規則第70条）が、その内容
は簡易なものであり、更に一度
申請を行えば次回以降は申請が
なくても高額療養費が支給され
るという運用になっていることか
ら、70歳から74歳の方の高額療
養費支給申請手続きについても
簡素化することを求める。

国民健康保険高額療養費の支給を受けようとするときは、発生の都度、該当者
は高額療養費支給申請書を提出することとされている。本市においては、国民
健康保険の高額療養費制度の対象となった方に、行政サービスとして毎月申請
案内を送付しており、その件数は平成28年4月の実績で1,913件、5月で2,053件
となっている。また、そのうち毎月6割程度が前期高齢者のうち70歳から74歳の
方となっており過半数を占めている。
高額療養費制度は、70歳から74歳の方と後期高齢者の間で自己負担限度額に
ついて差を設けていない。また、本市の平成26年度の実績で1人当たりの受診
件数を算出したところ、70歳未満は1年間で13.5回であるのに対し、70歳から74
歳の方で26.3回、後期高齢者で29.9回となっており、70歳から74歳の方と後期高
齢者の間での差はわずかなものとなっている。これらのことから、70歳から74歳
の方と後期高齢者の間で高額療養費制度の手続きに差を設ける必要がないと
考えられるが、現状では、高額療養費の支給を受けようとする70歳から74歳の
方は、申請する月ごとに領収書をまとめ、市に提出するという煩雑な手続きが必
要となっており、後期高齢者と比較して被保険者にとって大きな負担となってい
る。

70歳から74歳の方に対し、本市が行政サービスとして送付している高額療養
費の申請案内の件数は平成28年4月の実績で1,161件、5月の実績で1,289件
となっている。申請に際しては、申請書に領収書を添えて市に提出することと
なっており、該当者にとっては、申請する月ごとに領収書をまとめ、市に提出
するという煩雑な手続きが必要である。後期高齢者と同様に初回のみ申請す
るという形になれば、該当者にとって大幅に利便性が向上する。
また、行政の側からは、高額療養費申請案内の送付及びその受付という事務
のうち過半数を占める70歳から74歳の方の分として毎月約1,200件削減するこ
とができ、大幅な事務量の削減及び効率化を図ることができる。

国民健康保険法、国
民健康保険法施行
令、国民健康保険法
施行規則

厚生労働省 川越市



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

○現在、市町村国保の都道府県化に向けて、自治体と緊密に協議しており、高額療養費の支給申
請手続の簡素化についてもその俎上にのせて、協議していきたい。また、その結果等を踏まえ、平
成28年中に見直しの方向性をお示ししたい。
○領収書の取扱いについては、見直しの方向性と併せ、一部負担金の支払い状況の確認等といっ
た保険給付の適正な執行を担保するために必要な事務とともに、平成28年中に医療保険者に対し
て通知等を行いたいと考えている。

【全国市長会】
被保険者の負担軽減、事務の効率化等の観点から、十分な検討を求める。

○本提案については、どのような方法が可能か検討していきたいとのことであるが、75歳以上の後
期高齢者と70歳から74歳までの前期高齢者とでは医療機関の受診状況にそれほどの相違はなく、
70歳から74歳までの前期高齢者にとって高額療養費を毎月申請することは大きな負担となってい
ることから、その負担を軽減するため、高額療養費の自動支給が可能となる方向で、地方公共団
体と早急に協議を進め、平成28年の閣議決定に間に合うよう、結論を出していただきたい。また、
結論に向けた検討スケジュールを示していただきたい。
○「保険者判断により、領収書の添付を省略して良いこととしている」とのことであるが、そのように
理解していない医療保険者（地方公共団体等）も存在することから、その旨を平成28年中に医療保
険者（地方公共団体等）に対して通知していただきたい。

【いわき市】
厚生労働省からの回答において、「国から保険者に対して、被保険者の利便性の向上のための取
組が積極的に実施されるよう依頼しており、一部の保険者では、高額療養費の支給予定額があら
かじめ印字された高額療養費支給申請書を対象となる被保険者に送付し、世帯主が、世帯主の氏
名、申請年月日、口座番号などを記入して返送すれば手続きが完了する、被保険者にとって簡便
な手法がとられているところである。」とあるが、自治体においては、対象となる被保険者に係る高
額療養費支給申請書を作成する事務や郵送料等のコストなどの負担が生じていること、また、被保
険者においても、毎回、申請書に口座番号等を記入し返送するという手間がかかっていることか
ら、厚生労働省におかれては、当該事務が、簡便な手法ではないことを理解し、自治体及び被保
険者の負担軽減のための方策を講じられたい。
また、過誤給付が多く発生するという課題に対しては、過誤給付が発生した後の保険者間調整に
ついて被保険者の同意を不要とするなど、事務手続きの簡素化を図る制度を、併せて講じられた
い。
【神奈川県】
今回の提案の趣旨は、申請手続きの簡素化であり、支給決定において資格の確認を省略するとい
うことではないと承知している。よって、過誤給付に係る返還請求等の事務が増加するということに
は当たらないものと考える。
また、70歳未満の被保険者と同一の世帯への対応を含め一定の整理は必要であるが、区分する
合理的理由がないのであれば、全体への簡素化の拡大も視野に入れた検討を求める。
【厚木市】
国民健康保険は他の医療保険に比べ被保険者が行う手続きに煩雑なところがある。
前期高齢者該当の被保険者で高額療養費の対象者は健康ではない割合が高いにも関わらず毎
月申請させることは結果的に病状を悪化させ、ひいては高齢者の医療費の増加の要因の一端を
担っているようにも思われる。
被保険者にとって利用しやすい制度となるようぜひとも手続きの簡素化に向けて検討をお願いした
い。

－○医療保険者間の異動に伴う過誤給付の発生について
医療保険者間の異動に伴う過誤給付が多く発生するのではないかとの懸念については、本市にお
ける平成28年4月・5月の70歳から74歳の被保険者の異動状況を調査したところ、同年齢階層の全
ての被保険者数に対する異動者数の割合は、平均で0.14％とごく僅かなものとなっており、全体と
して大きな影響とはならないものと考える。
また、過誤給付が発生した場合においても、一定の条件付きで、「保険者間調整」による対応が可
能となる事案もあり、対応策の一つとして検討できるものと考えている。
○70歳以上と70歳未満の被保険者が混在する世帯の取扱いについて
「事務手続き等を整理する」に当たっては、被保険者の利便性向上を図るため、最大限、被保険者
の負担を軽減できるよう検討していただきたい。
なお、将来的には、全年齢層の被保険者に対して負担軽減となるよう、70歳未満の被保険者に対
する支給手続きの簡素化についても、御検討いただきたいと考える。
○領収書添付の省略について
「保険者の判断により領収書の添付を省略してよい」と理解していない地方公共団体も多いと考え
られることから、その旨を地方公共団体に対して再周知をしていただきたい。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

66 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 延長保育と放課後児
童クラブを併設運営す
る場合の職員配置基
準の緩和

保育所及び認定こども園（以下
「保育所等」という。）において
は、保育士を最低２人（朝夕時間
帯は保育士１人がいれば他１人
は子育て支援員等も配置可）配
置することが義務付けられてお
り、同施設に併設して放課後児
童クラブを開所している場合に、
同クラブも放課後児童支援員を
最低２人（支援員１人がいれば
他１人は補助員でも配置可）配
置することが必要である。
保育所等の延長保育（又は一時
預かり）及び放課後児童クラブの
利用児童数がいずれも少数でか
つ
（１）保育士２人を配置する場合
（２）保育士１人を配置し、他１人
が放課後児童支援員を配置する
場合
（※ただし、平成３２年度までは
保育士を放課後児童支援員とみ
なす特例あり）
であれば、いずれかの施設に児
童を集約して、保育士等２人によ
る両施設の兼務を認めて欲し
い。

保育所等と放課後児童クラブが同一敷地内の１つの建物に併設している場合
で、17時30分から18時00分の間、延長保育事業の利用児童が３人、放課後児
童クラブの利用児童が６人のとき、それぞれ２人ずつの職員を配置し、運営して
いる現状にあり、職員（特に保育士）の確保に苦慮している。

延長保育事業（又は預かり保育事業）及び放課後児童クラブの両事業を同一
施設（同じ居室）で実施する場合に、保育士及び放課後児童指導員の配置基
準を緩和することによって、効率的な人員配置が可能となり、両事業の人員確
保及び職員の負担軽減につながる。

児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準（昭和23年厚生省令
第63号）
延長保育事業実施要
綱（雇児発０７１７第１０
号平成２７年７月１７
日、厚生労働省雇用
均等・児童家庭局長発
出）
放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準（平成二
十六年四月三十日厚
生労働省令第六十三
号、最終改正：平成二
八年二月三日厚生労
働省令第一二号）

内閣府、厚生労働省 東広島市 石狩市、相
模原市、宇
和島市

○ 保育所等と放課後児童クラブが同建物内で行っている場合、延長利用時間（本市の児童クラブは概ね１８時以降）
は、現在はそれぞれで規定の職員を確保しているが、その勤務の確保に苦慮している児童クラブがある。
○本市においても放課後児童クラブと幼保連携型認定子ども園の一時預かり事業(幼稚園部分)を併設実施し同様の
課題を有する施設があることから、これらの用件が緩和・改善されることで、限られた人材を有効に活用することがで
きる。

○延長保育（又は一時預かり）は、家庭において保育を受けることが困難な乳幼児に対して保育を
提供する事業であり、乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置することとなっている。
○一方、放課後児童クラブは、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、
学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その
健全な育成を図る事業であり、放課後児童支援員を支援の単位ごとに２人以上配置することとなっ
ている。
○よって、延長保育（又は一時預かり）及び放課後児童クラブについては、目的や制度内容が異な
るものであり、そうした違いを考慮せず、人材不足への対応の観点から一方の施設に児童を集約
することは、両サービスの質の低下と運営への支障をもたらしかねず、対応は困難。

68 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 放課後児童健全育成
事業における要件緩
和

放課後児童健全育成事業にお
ける通所児童数の少ない日に２
つの学童クラブを合同で実施し
た場合に、双方の開所日数に合
同開催日数をふくめることができ
るよう要件緩和を図られたい。

土曜日については、通所児童数が10人にも満たない学童クラブ（放課後児童健
全育成事業所）が多くあり、放課後児童支援員の人財が限られていることから、
同一学校において複数の学童クラブを有する場合は、１つの学童クラブに集約し
合同で行った方が効率的である。しかしながら、合同で実施した場合、１か所し
か開所扱いとならない。開所扱いとならない学童クラブは、年間開所日数250日
以上の事業所に該当しなくなる可能がある。

放課後児童健全育成事業所の効率的な運営
放課後児童支援員（職員）等の確保及び処遇改善

・「放課後児童健全育
成事業の実施につい
て」（平成27年雇児発
0521第8号）
・子ども・子育て支援
交付金交付要綱

内閣府、厚生労働省 三鷹市 鶴岡市、小
山市、新宿
区、長野市、
名古屋市、
門真市、伊
丹市、宇部
市、宇和島
市、八幡浜
市、久留米
市

○開所した支援の単位分しかカウントされないことから、年間の開所日数を維持するため、無理をして支援の単位ごと
に人員配置し開所しているところが多い。
○当市でも、土曜保育は複数の学童クラブを１つの学童クラブに集約し合同で行っている事例があるが、利用人数の
実績からこのような対応にならざるを得ない。
○本市においても、土曜日については、通所児童数が10人にも満たない学童クラブ（放課後児童健全育成事業所）が
あり、放課後児童支援員の人材が限られていることから、同一学校区内において２つの学童クラブは、１つの学童クラ
ブに集約し合同で行った方が効率的である。
○本市においても、土曜日のクラブ利用希望については、各クラブごとに少ないながらも利用希望があるため、各クラ
ブごとに少ない参加人数による個別開所を実施するよりも、同一地域のクラブにおいて合同実施の希望がある場合
は、合同で実施して子ども達の交流を図ると共に、職員配置についても合理的な配置をすることが放課後児童健全育
成事業に資すると考えられる。また、年間開所日数加算である250日以上の要件を満たすために、利用ニーズが少な
い日も複数クラブ開設を余儀なくされており、非効率的な運営となっていることから、左記提案事項に共同提案団体と
して参画するもの。
○当市においても、土曜日の利用については、平日の２室または３室運営から１室で行っているところがある。
○土曜日については、通所児童数が通常時の半数にも満たない学童クラブが多くある。放課後児童支援員の確保に
苦慮している現状において、同一の学校区において複数の学童クラブを有する場合は、１つの学童クラブに集約した
方が効率的である。しかしながら、２クラブ合同で実施した場合、支援員を４名以上（２クラブ相当分）配置しなければ２
か所を開所扱いにできないとすると、開所日数250日以上の事業所に該当しなくなる可能性があり、合同実施ができな
い。
○当市では同一学校に複数の学童クラブは存在しないが、土曜日の開所については同様の課題がある。当市では土
曜日は月２回の開所としているが、通所児童が１０人に満たないクラブがほとんどである。土曜日の開所を必要とする
利用者のニーズもあり、今後は土曜日開所の増加を検討する必要もあると考えている。しかしながら、支援員の人材
不足による負担増や経費の増加などの課題があり、個々のクラブでの土曜日開所日数の増加は大変厳しい状況と
なっている。
○同一学校において複数の学童クラブ（支援の単位）を有する場合は、土曜日は利用児童数が少ないことから１つの
学童クラブに集約し合同で行った方が効率的である。

根拠法令等として掲げている「「放課後児童健全育成事業」の実施について（以下「通知」という。）」
は、補助の対象となる放課後児童クラブの要件を定めるものであるため、当該通知中の「開所日
数」や「職員体制」については、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」により
定められた日数や職員数に沿うべきものと考えている。
そのため、放課後児童クラブを合同で実施した場合においても、放課後児童支援員等が支援の単
位ごとに２人以上という基準を満たしていない場合は開所日数に含めることは困難である。

【現状】
国民健康保険の高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険法施
行規則第27条の17において、保険者に対して高額療養費支給申請書を提出し
なければならないことと定められており、高額療養費が発生した月毎に申請する
必要がある。
一方、同様の高額医療費の償還制度を持つ後期高齢者医療保険における高額
療養費の制度では、「後期高齢者医療の高額療養費の支給、食事療養費標準
負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」（厚生労働省保険
局高齢者医療課長H21.5.11）により、初回のみ高額療養費の申請を行い、その
後は申請がなくても高額療養費の払い戻しが行われている。
【支障事例】
同様の償還制度を持ちながら、国民健康保険と後期高齢者医療保険とで取り扱
いが異なっており、後期高齢者と比較して、70歳から74歳の前期高齢者は、申
請する月毎に領収書をまとめ、市に提出しなければならず煩雑な手続きが必要
となっているため、大きな負担となっている。
しかし、①前期高齢者のうち、70歳から74歳までの者と後期高齢者との間には
自己負担限度額に差が設けられていないこと、②本県のある市では１年間にお
ける病院の受診回数は、70歳から74歳の前期高齢者が18.0回、後期高齢者が
20.1回と両者の間に差がないことを踏まえると、70歳から74歳の前期高齢者と後
期高齢者との間で高額療養費制度の手続きに差を設ける必要がない。

後期高齢者医療制度における高額療養費の償還について、大きなトラブルが
起こっていない現状において、70歳から74歳の国民健康保険被保険者につい
ても領収書の添付を省略することは、住民並びに市区町村の事務的負担軽減
に資するものと考える。
なお、平成26年度における高額療養費の申請件数は全国で約1,090万件であ
り、今回の提案が実現すれば約834万件削減することができる。

国民健康保険法　第
57条の２
国民健康保険法施行
令　第29条の２、第29
条の３、第29条の４
国民健康保険法施行
規則　第27条の17
高齢者の医療の確保
に関する法律施行規
則第70条
「後期高齢者医療の高
額療養費の支給、食
事療養費標準負担額
及び生活療養標準負
担額の減額の取扱い
について」（厚生労働
省保険局高齢者医療
課長H21.5.11）

厚生労働省186 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 国民健康保険の高額
療養費の請求に際し
ての手続きの簡素化

国民健康保険の高額療養費の
請求に際し、70歳から74歳まで
の前期高齢者については、後期
高齢者医療保険と自己負担限度
額の差がないことから、後期高
齢者医療保険の高額療養費と同
様に一度申請すれば、その後は
申請がなくても高額療養費が支
給されるよう手続きを簡素化する

旭川市、中
標津町、湯
沢市、いわき
市、春日部
市、東金市、
市原市、小
平市、神奈
川県、横浜
市、茅ヶ崎
市、厚木市、
新潟県、新
潟市、三条
市、浜松市、
名古屋市、
京都府、城
陽市、伊丹
市、三田市、
宇部市、西
条市、北九
州市、久留
米市

○本市においても国民健康保険の高額療養費については、対象者から対象月につき１枚ずつ申請書を提出してもらうことで申請を受け付けてい
る。そのため、対象月が多数にわたる対象者の場合、記入する申請書も多数となり手続きが煩雑になり、その受付によって窓口が長時間使用不
能になることも発生している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療制度においては初回の申請のみでその後の申請は不要となって
いる。国民健康保険と後期高齢者医療制度で申請手続きには大きな差があるものの、国保の70～74歳については後期高齢者と自己負担限度額
が同じであり、支給額算定の際の計算対象となる診療も同じである。よって後期高齢者医療と差を設ける必要はないと考えられるため、国民健康
保険の70～74歳の方については初回以外申請不要とすることで申請や事務の削減をすることができると思われる。
○高額療養費支給申請にあたり、該当世帯に対しては申請案内を送付している。直近の発送数は平成28年4月は309件（内、70歳から74歳世帯
207件）、平成28年5月は310件（内70歳から74歳世帯　209件）、平成28年6月は341件（内70歳から74歳世帯　232件）と70歳から74歳世帯の占め
る割合が約3分の2となっている。70歳から74歳世帯の高額療養費申請を後期高齢者医療保険と同様の扱いとして、初回のみの申請という形にす
ることにより、次の効果が期待できる。
①該当者にとっては、その都度申請することが省けるため、大幅に利便性が向上する。
②行政側にとっても、申請書の受付事務や申請書類の送付事務の事務を削減することが期待できる。
○国民健康保険の高額療養費支給対象者に対し、毎月申請案内を郵送している。その件数は平成28年4月及び5月の2月分実績で1,201件であ
るが、そのうち70歳から74歳の被保険者のみの世帯に対する案内が910件となっている。
70歳から74歳までの被保険者の高額療養費支給申請を後期高齢者と同様の初回のみの申請という形にすれば、当該被保険者の利便性が向上
するのみならず、市区町村の事務負担が軽減されるものと考えている。
○提案市同様に、70歳以上75歳未満の高額療養費の支給申請手続が煩雑なものとなっているとともに、申請勧奨通知の発送などの事務量が増
加している。
高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、レセプト単位による額を合算した額であり、その合算の対象となるものは、70歳未満の被保
険者については、一部負担金の額が21,000円以上のレセプトである一方で、70歳以上75歳未満の被保険者についてはすべてのレセプトが対象と
されている。そのため、70歳以上の被保険者の方が、高額療養費の支給対象となることが多く、いわゆる団塊の世代が70歳に達することに伴い、
対象件数は今後ますます増加することが想定される。
○国民健康保険と後期高齢者医療保険では高額療養費支給申請の取り扱いが異なっており、後期高齢者は一度申請すれば、領収書等の提出
をすることなく高額療養費が支給されるが、国民健康保険の70歳から74歳の被保険者は、申請する月毎にすべての領収書を市に提出しなければ
ならず大きな負担となっている。
当市においては高額療養費申請勧奨通知の70％以上が70歳以上の被保険者に係る分であり、後期高齢者と同じ扱いにすることにより、被保険
者の負担軽減並びに事務の軽減が図られる。
○国民健康保険高額療養費の支給を受けようとするときは、発生の都度、該当者は高額療養費支給申請書を提出することとされている。本市に
おいては、国民健康保険の高額療養費制度の対象となった方に、行政サービスとして毎月、申請勧奨通知を送付しており、対象者に占める申請
件数は非常に高いものになっている。その件数は平成28年4月の実績で207件あるが、このうち１５９件が70歳以上の申請となっており、3/4を占
めている。
現状では、高額療養費の支給を受けようとする70歳以上の被保険者は、申請する月ごとに領収書をまとめ、市に提出するという煩雑な手続きが
必要となっており、被保険者に負担が生じている。市の窓口においても、受診機会の多い70歳以上の被保険者の領収書を点検・複写する作業に
は多くの時間を要し、待ち時間が長すぎるといった苦情を受けたり、窓口が混雑したりといった弊害が生じており、被保険者、保険者双方にとって
大きな負担となっている。
この状況は、平成26年4月以降、段階的に自己負担割合が1割から2割に引き上げられた一方で、高額療養費の自己負担限度額は据え置きと
なったことが大きな要因であり、高額療養費の支給対象件数は、2割負担の対象者の増加と比例して、年々増加し、今後も更なる増加が予想され
るところである。
○70歳から74歳の前期高齢者の方にとって、毎月の申請は負担になっていると考えられる。さらに、申請者の中には、遠方から来られる方も多数
いるため、より大きな負担増になっていると考えられる。後期高齢者の被保険者の申請と同様に申請事務を簡素化すれば、前期高齢者の方に
とって大きな負担減になり、また、行政側の事務量も大幅に削減することができる。
○【現状・課題】
本市では、国民健康保険の高額療養費制度の対象となった該当者に、毎月、１０００件を超える申請書を送付している。該当者は申請する月ごと
に領収書等をまとめ、原則、市の窓口へ提出することになるが、該当者の７割以上は７０歳から７４歳の方であり、事務量の大半を占めている。
【制度改正の必要性】
国民健康保険の７０歳～７４歳における高額療養費の申請にかかる手続きが、後期高齢者と同様に初回申請のみと簡素化されれば、該当者に
とって大幅な負担の軽減につながるだけでなく、行政にとっても大幅な事務量の削減及び効率化が見込まれる。
○当町が、行政サービスとして送付している高額療養費の申請案内の件数は平成28年4月の実績で169件、5月の実績で139件となっている。そ
の内、70歳から74歳未満の該当者数は、4月分113件（対総数66.9%）、5月分91件（同65.5%）となっている。　後期高齢者医療制度と同様の申請手
続きが可能になれば、現状の高額療養費申請案内の送付及びその受付という事務のうち過半数を超える70歳から74歳の方の分として年間約
1,000件削減することができ、大幅な事務量の削減及び効率化を図ることができる。
○高額療養費の支給対象について、昭和１９年４月２日以降生まれの２割負担の前期高齢者（７０歳から７４歳）が増えたことにより、高額療養費
の申請件数が増加している。高額療養費の申請については領収書の提示を求めているが、紛失している場合があることから、前期高齢者につい
ては後期高齢者医療のような支給システムでなくとも、領収書の提示を無くすことにより前期高齢者の負担軽減が図られる。
また、行政の側としても領収書の確認作業がなくなることで、事務の効率化を図ることができ、窓口の混雑も緩和される。
○国民健康保険の高額療養費制度の対象となった方に、行政サービスとして毎月申請案内を送付しており、その件数は平成28年5月の実績で95
件、6月で109件となっている。また、そのうち毎月8割程度が70歳から74歳の方となっており、大きな割合を占めている。
高額療養費制度は、70歳から74歳の方と後期高齢者の間で自己負担限度額について差はなく、すべての受診分が高額療養費の合算対象とな
る。
これらのことから、70歳から74歳の方と後期高齢者の間で高額療養費制度の手続きに差を設ける必要がないと考えられるが、現状では、高額療
養費の支給を受けようとする70歳から74歳の方は、申請する月ごとにすべての受診分の領収書をまとめ、町に提出するという煩雑な手続きが必
要となっており、後期高齢者と比較して被保険者にとって大きな負担となっている。
また、申請時に「手続きが煩雑なので、なんとか簡素化してほしい」と要望する声も多い。
７０歳未満との世帯合算の場合を除いて、７０歳から７４歳の方が高額療養費に該当となった場合、初回の申請以降は、申請手続きがなくても払い
戻しができるよう求める。
○国民健康保険法施行規則において、高額療養費の支給を受けようとする者は、保険者に対して高額療養費支給申請書を提出しなければなら
ないことと定められており、高額療養費が発生した月毎に領収書を添えて申請する必要がある。申請者である重い疾病や傷病を抱えた被保険者
は申請手続きのため窓口へ出向く負担がかかること、また保険者としては高額療養費の申請案内の送付事務及び窓口での申請受付事務などに
稼動を要することから、双方、毎月の支給手続きに多大な負担を強いられている。
被保険者等の肉体的、精神的負担の軽減、保険者における支給事務の効率化及び各種保険者間における事務取扱い格差の解消のため、国民
健康保険における高額療養費の自動払いを実施すべく国民健康保険施行規則を改正することを強く要望する。
○70歳から74歳の被保険者の多くは、自己負担限度額が低いため、定期受診・調剤等により高額療養費申請対象に該当することが多い。申請に
あたっては、診療月ごとに領収書を整理抽出して市の窓口へ持参しなければならず、申請者は領収書の紛失や申請の失念といった雑事に気を配
らなければならない。そもそも申請来庁のために往復のタクシー代を支出したり、医療機関から自己負担額支払済証明書を得るために発行手数
料を支出したりすることになる方も少なくない世代であり、また、不備から一件の申請について一度の来庁で手続きを達せられない方もあったり
で、心情的な負担も看過すべきでない。後期高齢者と同様に初回のみの申請で済むようになれば、該当者にとっての利便は大幅に向上すること
になる。
保険者にとっても高額療養費申請勧奨状の送付数削減や、窓口での対面受付処理が大幅に減ることによる事務負担の削減、それに伴う事務効
率向上に資する効果は非常に大きいと考えられる。
○高額療養費の支給申請にかかる手続きの簡素化については，市民からの要望が多く，当市では，70歳から74歳までの方で外来のみの受診の
場合は，郵送による申請も可能としているが，2回目以降の申請省略については，法に規定があるため，要望に応えられていない。
70歳から74歳の方の負担を軽減し，さらに利便性を高めるため，後期高齢者と同様に，一度申請を行えば次回以降は申請をしなくても高額療養
費が支給されるよう手続きが簡素化されることを要望する。
○本市での、70～74歳の方に対する申請案内の件数は、平成28年４月で212件、5月で236件となっている。提案が認められ手続の簡素化が図ら
れる場合には、この方々の申請の手間が省かれ、市窓口での事務改善にもつながるため、改正による効果は大きいと考えられる。
○本市においても、高額療養費支給対象者には申請案内毎月600件程度送付している。申請に際して申請書に領収を添えて提出することとなっ
ており、初回のみ申請ということであれば対象者にとっても利便性が向上し、行政としても事務量の削減が見込める。
○本市では平成27年度に約18,700件の申請書を送付しており、そのうち約５５％の10,000件程度が70歳から74歳までの被保険者であると考えら
れる。 高額療養費制度は、70歳から74歳の方と後期高齢者の間で自己負担限度額について差を設けていないが、それぞれの制度で手続きに差
があり、現状では、高額療養費の支給を受けようとする70歳から74歳の方は、申請する月ごとに領収書をまとめ、市に提出するという煩雑な手続
きが必要となっており、後期高齢者と比較して被保険者にとって大きな負担となっている。また、保険者にとっても、手続きの簡素化により、申請書
の送付に関する事務及び費用の負担を軽減することが可能である。
○本県でも高額療養費の支給申請の６割以上を前期高齢者が占めており、中でも70歳から74歳の割合が高い市町村が多い。（市部においても１
１市中、１０市で前期高齢者からの申請が多い状況。）被保険者は月ごとに領収書をまとめて申請手続きを行う必要があり、被保険者にとっても、
交付手続きを行う市町村にとっても負担が生じている。
　H26年度：高額療養費115,742件
　　　　　うち前期高齢者76,613件（約66%）

○後期高齢者医療の高額療養費の支給に係る申請の負担軽減等については、対象者が高齢者
であること、医療保険者間の異動が少ないこと及び個人単位で高額療養費を支給していることか
ら、特例的な対応を行っているものである。
○高額療養費の支給申請における被保険者の負担の軽減という意味では、国民健康保険におい
ても、
　・同一医療機関で自己負担の上限額を超える場合には、保険医療機関等の窓口において上限
額を超えた支払いを不要にできる仕組みの構築や
　・国から保険者に対して、被保険者の利便性の向上のための取組が積極的に実施されるよう依
頼しており、一部の保険者では、高額療養費の支給予定額があらかじめ印字された高額療養費支
給申請書を対象となる被保険者に送付し、世帯主が、世帯主の氏名、申請年月日、口座番号など
を記入して返送すれば手続きが完了する、被保険者にとって簡便な手法がとられているところであ
る。
○ご提案いただいた方法により運用を行うことについては、
　・国民健康保険においては、医療保険者間の異動による資格得喪が多く、毎回の申請が不要な
方法での高額療養費の支給（振込）を行った場合には過誤給付が多く発生することが考えられ、そ
の場合、保険者は過誤給付分の返還請求等の事務が必要になること
　・さらに、世帯単位で自己負担額を合算して世帯主が申請を行うことになっており、同一世帯に70
歳以上の被保険者と70歳未満の被保険者がいる世帯に係る事務手続等を整理する必要があるこ
と
といった課題も踏まえつつ、どのような方法が可能か検討していきたい。
○なお、一般的に、領収書により一部負担金の支払いを確認することは保険医療機関等の未収金
を防ぐ点で有効であるが、高額療養費の支給申請の際は、原則として、支払った額に関する証拠
書類の添付は必ずしも必要ではなく、保険者判断により、領収書の添付を省略して良いこととして
いる。
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

本市は、兼務者が相互に放課後児童支援員研修や子育て支援員研修を受講して質を確保でき、
同一場所で兄弟が保育されることは保護者の安心感にも資すると考える。
また、「特別保育事業の実施について（平成12年3月29日児発第247号厚生省児童家庭局長通
知）」で、別添１「延長保育促進事業及び長時間延長保育促進基盤整備事業実施要綱」３（２）で対
象児童について「事業に支障が生じない範囲内で放課後児童（保護者が労働等により昼間家庭に
いない小学校１年生から３年生の児童をいう。）を対象とすることができる」とあり、別添５「保育所
地域活動事業実施要綱」中で、⑥保育所の地域に開かれた社会資源としての機能を活用するため
に小学校低学年児童の受入れについて「小学校低学年児童（１年生から３年生程度）を一時保育
の場を活用して５名程度受入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る。」として、以前は
類似する国事業が実施されており、本市では当該事業を単市事業で継続しているが、平成１５年度
以降、事故は発生していない。
さらに、「特別保育事業の実施について」の取扱いについて（児保第９号平成１２年３月２９日）１
（４）②で「実施要綱において、『事業に支障が生じない範囲内で放課後児童を対象とすることがで
きる』とされているが、通常の対象児童に対する処遇に支障がなく、かつ、放課後児童が、昼間の
時間帯において延長保育実施保育所と同一建物内又は同一敷地内で実施する放課後児童クラブ
を利用している場合には、放課後児童についても適切な処遇が確保されるものを対象とすること。」
とあり、適切な処遇を確保した上で、両サービスを実施することは可能と考える。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

○過去に厚生労働省では、保育士２名以上を配置基準として、保育所で未就学児と放課後児童を
対象とする延長保育促進事業を実施していたと承知しているが、今回の提案と類似した事業であ
り、このような事業例があれば、目的や制度内容が異なり、安全性や衛生上の問題があるとは必
ずしも言えないのではないか。どのような条件設定であれば、合同開催が可能か示すべきではな
いか。
○（（対象とする年齢を限定するなど）安全・衛生面での一定の配慮を行った上で）職員の合理的な
配置、同一の場所で運営できることによる保護者の負担軽減等のメリットを活かすという趣旨で検
討する余地はないか。

○延長保育（又は一時預かり）及び放課後児童クラブについては、過去の類似の事業の実施状況
も踏まえたうえで、適正かつ円滑な実施のために現行の基準を設けているものであり、前回の回答
のとおり、両サービスの目的や制度内容の相違を考慮せず、人材不足への対応の観点から一方
の施設に児童を集約することについては、対応は困難である。
○ただし、過去の経緯も踏まえ、放課後児童クラブの利用児童数が極めて少人数に留まり、また、
延長保育事業の利用児童に３歳未満の児童がいない場合であって、
延長保育に係る基準の遵守や間仕切りの設置、放課後児童支援員研修を受講している保育士の
配置、安全面・衛生面に配慮した保育プログラムの実施等、両サービスの目的や制度内容に十分
配慮した措置がとられている場合については、延長保育（又は一時預かり）と放課後児童クラブを
併設する施設において、放課後児童クラブを閉所し、放課後児童クラブの利用児童を延長保育事
業において受け入れることは可能であると考えられるため、今後、具体的な事例を含め、柔軟な対
応が可能である場合について示した事務連絡を各自治体宛てに発出することとする。

放課後児童支援員については、資格が保育園等とも重なることから人員の確保に苦慮している状
況である。週休日や有給休暇の取得等など職員が働き易い環境を整えることも、事業を進めていく
ことが大切であることから、あらかじめ出席児童数が少ない土曜日については、合同での実施をし
た場合、どちらとも開所日数としてカウントできるよう基準の改正を要望したい。
三鷹市の学童保育所27か所の土曜日の利用状況は、平均で4.2人（平成28年４月実績）となってお
り、職員1人に対し児童2.1人となっている。
一方で、平成28年４月時点で、市内の学童保育所の待機児童数は78人となっており、来年度に向
けて学童保育所の新設も計画されていることから、施設の円滑な運営のためにも更なる職員の確
保が必要となってきている。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

提案団体のように２つのクラブを合同で実施する場合は、支援員を２名配置している１つのクラブに
限り、実施日数に加算可能としているが、開所日数が仮に250日未満であっても、200日から249日
開所し、平均して一定数の児童が所在する場合には、特例として補助金を交付することとしてい
る。
こうした措置を活用していただき、事業の円滑な実施をお願いしたい。

【いわき市】
厚生労働省からの回答において、「国から保険者に対して、被保険者の利便性の向上のための取
組が積極的に実施されるよう依頼しており、一部の保険者では、高額療養費の支給予定額があら
かじめ印字された高額療養費支給申請書を対象となる被保険者に送付し、世帯主が、世帯主の氏
名、申請年月日、口座番号などを記入して返送すれば手続きが完了する、被保険者にとって簡便
な手法がとられているところである。」とあるが、自治体においては、対象となる被保険者に係る高
額療養費支給申請書を作成する事務や郵送料等のコストなどの負担が生じていること、また、被保
険者においても、毎回、申請書に口座番号等を記入し返送するという手間がかかっていることか
ら、厚生労働省におかれては、当該事務が、簡便な手法ではないことを理解し、自治体及び被保
険者の負担軽減のための方策を講じられたい。
また、過誤給付が多く発生するという課題に対しては、過誤給付が発生した後の保険者間調整に
ついて被保険者の同意を不要とするなど、事務手続きの簡素化を図る制度を、併せて講じられた
い。
【神奈川県】
今回の提案の趣旨は、申請手続きの簡素化であり、支給決定において資格の確認を省略するとい
うことではないと承知している。よって、過誤給付に係る返還請求等の事務が増加するということに
は当たらないものと考える。
また、70歳未満の被保険者と同一の世帯への対応を含め一定の整理は必要であるが、区分する
合理的理由がないのであれば、全体への簡素化の拡大も視野に入れた検討を求める。
【厚木市】
国民健康保険は他の医療保険に比べ被保険者が行う手続きに煩雑なところがある。
前期高齢者該当の被保険者で高額療養費の対象者は健康ではない割合が高いにも関わらず毎
月申請させることは結果的に病状を悪化させ、ひいては高齢者の医療費の増加の要因の一端を
担っているようにも思われる。
被保険者にとって利用しやすい制度となるようぜひとも手続きの簡素化に向けて検討をお願いした
い。

○現在、市町村国保の都道府県化に向けて、自治体と緊密に協議しており、高額療養費の支給申
請手続の簡素化についてもその俎上にのせて、協議していきたい。また、その結果等を踏まえ、平
成28年中に見直しの方向性をお示ししたい。
○領収書の取扱いについては、見直しの方向性と併せ、一部負担金の支払い状況の確認等といっ
た保険給付の適正な執行を担保するために必要な事務とともに、平成28年中に医療保険者に対し
て通知等を行いたいと考えている。

【全国市長会】
被保険者の負担軽減、事務の効率化等の観点から、十分な検討を求める。

○本提案については、どのような方法が可能か検討していきたいとのことであるが、75歳以上の後
期高齢者と70歳から74歳までの前期高齢者とでは医療機関の受診状況にそれほどの相違はなく、
70歳から74歳までの前期高齢者にとって高額療養費を毎月申請することは大きな負担となってい
ることから、その負担を軽減するため、高額療養費の自動支給が可能となる方向で、地方公共団
体と早急に協議を進め、平成28年の閣議決定に間に合うよう、結論を出していただきたい。また、
結論に向けた検討スケジュールを示していただきたい。
○「保険者判断により、領収書の添付を省略して良いこととしている」とのことであるが、そのように
理解していない医療保険者（地方公共団体等）も存在することから、その旨を平成28年中に医療保
険者（地方公共団体等）に対して通知していただきたい。

－○本県提案に対する１つ目の意見「保険者は過誤給付分の返還請求等の事務が必要になること」
については、70歳以上の被保険者は医療保険者間の異動は少ないこと、高額療養費の償還払い
は早くても診療月の３か月後に行うため、その間資格得喪を確認できることから、過誤給付が発生
することは少ないと考えられる。そのため、提案の実現に向けた検討をお願いする。
○同２つ目の意見「同一世帯に70歳以上の被保険者と70歳未満の被保険者がいる世帯に係る事
務手続等の整理」については、現状では、同一世帯に70歳以上の被保険者と70歳未満の被保険
者がいる場合は、その都度申請することはやむを得ないと考えている。
○なお、領収書等の添付の必要性については、保険医療機関等における未収金の実情把握等を
行った上で、改めて地方自治体に通知していただきたい。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

75 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 都道府県を跨ぐ転居
における自立支援医
療（精神通院医療）受
給者証の発行手続き
の簡略化

自立支援医療（精神通院医療）
受給者証の発行において、都道
府県を跨ぐ転居の場合、新規発
行の手続きが必要であるが、そ
の手続きを簡略化されたい。
例えば、転居に伴う変更が必要
な部分のみ変更することで速や
かに継続した形で発行できること
としたい。

現在、都道府県を跨ぐ転居の場合、自立支援医療受給者証の新規発行の手続
きを行う必要があり、医師診断書又は意見書、支給認定申請書、健康保険証・
課税情報及び世帯情報の閲覧同意書などの多くの書類を提出する必要があり、
受給者の負担となっている。
また、新規発行の手続には、都道府県とのやり取り等も含めて３週間程度の時
間を要し、受給者が希望するタイミングで、受給者証を発行できず、結果、通院
することができなくなることもある。

住所変更のみの手続で済めば、ただちに交付することが可能となり、受給者
へのサービス向上につながる。

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律

厚生労働省 南会津町 柏市、新宿
区、茅ヶ崎
市、厚木市、
軽井沢町、
浜松市、伊
豆の国市、
豊田市、府
中町、山陽
小野田市、
延岡市、那
覇市

○都道府県や政令市をまたぐ転入については、医療費の請求事務を都道府県単位で行っている関係上、新規扱いと
して認定まである程度時間がかかるのは仕方がないとは理解しているものの、前居住の自治体へ診断書の請求をか
ける作業等は、提案団体同様、認定までかなりの時間を要してしまうため，自治体間の聞き取り等のやりとりで可能な
限り事務を簡略化するにも限界がある。
○新規の手続きで必要な書類のうち、課税証明書については、前住所地で取得することとなり、受給者の負担が大き
くなっている。また、取得に要する日数もかかることから、制度の適応が遅れることも予想される。
○現在、自立支援受給者が他都道府県からの転入（県内政令市からの転入も同様）した場合、新規発行の手続きを
行うため、自立支援医療用診断書（前住所地で提出した診断書等）、健康保険証、課税証明書などの多くの書類を提
出する必要があり、転入者（受給者）の負担となっている。
　また、この場合、新規発行の手続には前住所地の都道府県等とのやり取り等も含めて３～４週間程度の時間を要
し、転入者が希望する時期に受給者証を発行できず、当該制度の利用をせず通院したり、通院を当分の間取りやめる
などしていることが考えられる。
○県内政令市や都道府県を跨ぐ転居の場合、自立支援医療受給者証の新規発行の手続きを行う必要があり、医師
診断書又は意見書、支給認定申請書、健康保険証・課税情報及び世帯情報の閲覧同意書などの多くの書類を提出す
る必要があり、受給者の負担となっている。また、事務担当者においても事務の煩雑さに悩まされている。
○他都道府県からの転入の場合、診断書の取り寄せ等で受給者証交付まで１か月以上要している。住所、保険者、
指定医療機関、薬局の変更のみでよければ、申請から交付までの期間が短縮されるので賛同である。

自立支援医療（精神通院医療）の受給者が都道府県を跨ぐ転居を行い、引き続き自立支援医療
（精神通院医療）費を受給するためには、新たに制度実施主体となる転居先の都道府県が、改め
て診断書等により自立支援医療（精神通院医療）を受ける必要性を判断する必要があることから、
障害者総合支援法第52条に基づき転居先の都道府県に対して再度支給申請を行うことを求めて
いるところである。都道府県を跨ぐ転居を行う場合であっても再度の申請を不要として、住所変更
手続のみで引き続き自立支援医療（精神通院医療）費を受給できることとすることは、制度実施主
体であ、費用の２分の１を負担する都道府県が、何ら関わることなく支給が行われることとなり、適
切ではないと考える。
なお、都道府県を跨ぐ転居を行う場合においては、申請者の利便性を考慮し、「自立支援医療にお
ける支給認定有効期間内に居住地を移転した場合の取扱いについて（H18.7.14事務連絡）」によ
り、申請窓口である転居先の市町村が転居元の市町村から転居者の支給認定に係る意見書・診
断書を取り寄せること等できることとしている。また、当該事務連絡において、通院医療の受診に支
障が生じることがないよう、支給認定の有効期間の始期については、転居先の市町村において申
請書を受理した日とするよう示しており、このような取扱いになることについて広報等により周知い
ただくことや、申請書を受理した際に申請者にお伝えいただくことによって、受給者証が発行できな
いことにより通院することができないような支障事例は回避できるものと考えている。

81 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 放課後児童支援員認
定資格研修の弾力的
運用

「放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準」に基
き、平成27年４月１日から都道府
県が実施する放課後児童支援
員認定資格研修を修了した放課
後児童支援員を、１クラブにつき
２名（うち１名を除き、補助員の
代替可）を配置することが義務付
けられた。平成27年４月1日以前
から勤務している職員について
も一律に研修を受講することが
義務付けられているため、研修
制度導入前から従事している放
課後児童支援専門員について
は、研修の内容の一部免除を求
める。

これまでに県が実施した「資質向上研修」を受講するほか、現場経験を十分に積
み、知識・技能を習得している勤務継続職員に対しても、16科目24時間の基礎
的研修の受講を一律に求めていることから、現場職員の負担となっており、経過
措置終了後の放課後支援相談員の確保に支障が生じる可能性もある。 

真に受講が必要と認められる者に対してのみ研修を実施することで、現場の
負担を軽減できるとともに、放課後児童支援員の確保に資する。また、県や市
町にとっては、研修開催経費や受講者旅費等の経費縮減にもつながる。

・「放課後児童健全育
成事業の設備及び運
営に関する基準」（平
成26年４月30日厚生
労働省令第63号）
・「放課後児童支援員
等研修事業実施要綱」

厚生労働省 愛媛県、松
山市、今治
市、宇和島
市、八幡浜
市、新居浜
市、西条
市、大洲
市、伊予
市、四国中
央市、西予
市、東温
市、上島
町、久万高
原町、松前
町、砥部
町、内子
町、伊方
町、松野
町、鬼北
町、愛南町

新宿区、豊
田市、東海
市、寝屋川
市、門真市、
島根県、防
府市、徳島
県、久留米
市、八女市

○現場経験を十分に積み、知識・技能を習得している勤務継続職員に対しても、16科目24時間の基礎的研修の受講
を一律に求めていることから、現場職員の負担となっており、対応する放課後児童クラブにおいても、代替職員の確保
が負担となっている。
○最低限の指導員数で運営を行っているため、研修参加に伴う他の指導員への負担は大きい。
○本市においても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が制定される以前より、放課後児童クラ
ブ指導員の半数以上を保育士等の資格を有する職員としており、一定のスキルをもった指導員が多いことから、提案
事項に共同提案団体として参画するもの。
○放課後児童支援員の資質向上のため必要な研修であるが、全課程を受講するための日程調整やローテーション勤
務の調整が困難である。また、限られた人員での保育を実施しているため、研修実施日の現場の負担が大きく、児童
の保育の質に影響しかねない状況である。
○長期にわたり指導員として従事し、その間民間が実施する各種研修を受講しているものも、今回の改正による支援
員の資格を得るためには、改めて県主催の研修の受講が義務付けされているため現場や本人にとって負担となって
いる。

平成27年４月に施行した子ども・子育て支援新制度のもとで研修制度の導入を行ったところであ
り、また保育士等の資格を有している者には一部科目免除を行っているところ。研修の免除は、児
童の生活のケアを行う支援員の質の低下につながるおそれがあるため対応困難。

98 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 放課後児童支援員認
定資格研修の受講免
除

都道府県が行う「放課後児童支
援員認定資格研修」について、
保育士等の国家資格を有する者
については、研修を受講しなくと
も支援員の有資格者と認定され
るよう要件緩和をお願いしたい。

有資格者については、一部免除科目があるため、受講者に対する資格確認業
務や、受講実績等の個別管理が必要であり、事務が煩雑である。今後は一部修
了者の受講実績管理も発生することから、研修事務が一層煩雑化すると見込ま
れる。
また、研修受講の義務化により、受講者本人の負担だけではなく、対応する放
課後児童クラブにおいても、職員不足等の負担が生じるほか、経過措置終了
後、児童数増加に伴う創設、分割または新たな支援単位の追加等の必要性が
生じた場合において、放課後児童支援員の確保が困難となることが想定される。

本県の放課後児童支援員の有資格者率は、56.7%であり、また、平成27年度
受講者の約6割が有資格者だった。制度改正により受講対象者は半数以下に
なると見込まれ、さらに一部免除者がいないことで、事務の効率化と大幅な研
修経費の削減が図られる。
また、有資格者及び所属クラブの負担が軽減される。

放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準第10条
第3項
放課後児童支援員等
研修事業実施要綱

厚生労働省 栃木県 西郷村、新
宿区、長野
市、門真市、
防府市、宇
和島市、八
女市

○研修受講の義務化により、職員不足等の負担が生じクラブ運営に支障をきたすことが予想される。現在でも、職員
確保が難しいため、経過措置終了後の職員確保がさらに困難となることが想定される。
○有資格者については、一部免除科目があるため、受講者に対する資格確認業務や、受講実績等の個別管理が必
要であり、事務が煩雑である。今後は一部修了者の受講実績管理も発生することから、研修事務が一層煩雑化すると
見込まれる。また、研修受講の義務化により、受講者本人の負担だけではなく、対応する放課後児童クラブにおいて
も、代替職員の確保が負担となっている。
○本市は、支援員を380人確保しているが、年間の受講可能者は30人程度に留まる。一方、本市の県研修の有資格
者の内、保育士の有資格者は27％を超えているため、重ねて全ての科目を受講することは効率が悪い。
○本市においても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が制定される以前より、放課後児童クラ
ブ指導員の半数以上を保育士等の資格を有する職員としており、一定のスキルをもった指導員が多いことから、提案
事項に共同提案団体として参画するもの。
○保育士等の資格が有るにも係らず無資格者と同様に認定研修の受講を義務付けることで、現支援員が経過措置期
間後の退職を示唆する状況であり、今後、支援員の確保に支障をきたす恐れがある。
○保育士等の有資格者が改めて研修を受けることで本人や学童保育所の負担が増えている。

保育士の資格を有している者には４科目６時間分の一部科目免除を行っているところ。その一方
で、研修科目の中には、放課後児童クラブに関する理解等、放課後児童支援員として必要な専門
性に係る知識及び技能の習得に関するものであるため、研修そのものを免除することは困難であ
ると考えている。

76 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 自立支援医療（精神
通院医療）受給者証
の更新手続きの期間
延長

自立支援医療（精神通院医療）
受給者証の更新の期間を１年毎
から２年毎に延長されたい。

本町においては、自立支援医療受給者証を５年以上所持している人が所持者の
約７割を占めており、症状が改善される例は少ないにも関わらず、障害者総合支
援法施行令により１年以内の更新手続きが必要となり、受給者にとって負担と
なっている。
また、原則２年毎に更新となっている精神保健福祉手帳を５年以上所持している
人の割合は約５割という状況に比して、更新期間が短い自立支援医療受給者証
を５年以上所持している人が約７割いるという状況を鑑みると、自立支援医療受
給者証を２年毎に更新しても大きな支障はないと考えている。
また、本町において、更新は年間約170件程度あり、受給者によって、更新のタ
イミングも区々となっていることから、事務も煩瑣となっている。

更新における所持者の負担が減ることが期待される。
また、更新期限を延長することで、事務の平準化が図られる。

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律
障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律施行令第43条

厚生労働省 旭川市、川
越市、所沢
市、八王子
市、茅ヶ崎
市、厚木市、
新潟市、柏
市、軽井沢
町、伊豆の
国市、豊田
市、門真市、
兵庫県、広
島市、那覇
市

○自立支援医療の診断書の添付が2年に1度でよくなったことにより、本人負担の軽減となった。精神障害保健福祉手
帳の取得者は10年で3.4倍の80人から272人に、自立支援医療の利用者は1.5倍の394人から598人に増加している。
上限負担額の見直しは必要であると思うので、税務情報の見直しだけ行うようにし、利用者負担と事務負担の軽減を
お願いしたい。窓口に手続きに来ることさえ負担でできない人もいる。精神保健福祉手帳の更新期間が2年間であり、
同時に申請できる人は申請行為が2年に1度で済むので、統一されたい。
○本市においては、自立支援医療受給者証を５年以上所持している人が多く、症状が改善される例は少ないにも関わ
らず、障害者総合支援法施行令により１年以内の更新手続きが必要となり、受給者にとって負担となっている。
　また、原則２年毎に更新となっている精神保健福祉手帳を５年以上所持している人の割合も約６割であり、更新期間
が短い自立支援医療受給者証も５年以上所持している人が多い状況を鑑みると、自立支援医療受給者証を２年毎に
更新しても大きな支障はないと考えている。
　また、本市において、更新は年間約1、200件を超えており、受給者によって、更新のタイミングも区々となっているこ
とから、事務も煩瑣となっている。
○継続して自立支援医療受給者証を更新する人が多く、毎年増加傾向になっているのが現状である。また、自立支援
医療（精神通院）における診断書の提出が２年であることや病気の特性上長期的な治療が必要であること等をふまえ
ると、２年毎の申請でも問題はないと思われる。また、申請者の負担の軽減や事務効率化が図れると考えられる。
○本市においては、昨年の自立支援支給認定者のうち更新者は８割を占めており、毎年の更新手続きに対する受給
者の負担は大きい。
また受給者数は31、934名（H２７末）で、毎年5％ほど増加しているため、事務も煩雑となっている。
○本市では、自立支援医療（精神通院医療）の申請が年間で2、500件あり、事務が繁雑となっているため、受給者証
の有効期限を２年とすることで、受給者及び本市の手続き上の負担を軽減したい。
○更新手続きにおいて、更新期限間際に手続きされる方が多く、新受給者証を受領するまで、おおむね1か月半程度
要している。医療機関等によっては、新受給者証の提示がない場合は、制度の不適用等の対応をするところもあり、
受給者の医療費負担等が発生しているケースがある。また、多くの方が更新していることから、適用期間を２年とする
ことにより、受給者の更新手続き負担も軽減され、本市においては約4、000件の手続きが半分程度になることが想定
されることから、事務軽減にもつながる。
　また、精神保健福祉手帳の2年間と合わせることにより、診断書が兼用できることから、この点においても、手続きの
合理化や手続きのし忘れ、受給者負担の軽減につながる。
〇自立支援医療（精神通院）の受給者は、1年以内で受診が終了するケースはほとんどなく、複数年の通院が通例と
なっている。また、精神障害者保健福祉手帳同様、診断書の提出が2年ごとになっている現状を踏まえると、2年ごとの
更新に変更しても支障はないと思われる。
受給者にとっても毎年の更新は負担となっており、その内容を確認するため医療機関等から更新の有無等の問い合
わせも頻繁にあり医療機関の負担にもなっている。
本市では、自立支援医療（精神通院）の受給者は約8、000人、変更の手続きも含めると約10、000件以上の申請件数
があるが、更新の手続きも複雑で、自治体の事務処理も都への進達事務が必要となるため、自治体の事務効率化に
もつながる。
○意見書による症状の認定は２年毎、所得区分の更新は１年毎となっているが、これを２年毎とする場合、世帯所得
により負担上限額等を決定する仕組みの見直しとともに検討する必要があると思われる。
当市における当制度の年間申請件数（新規や変更を含む。）は1、000件を超えていることから、提案が実現された場
合、事務の大きな負担軽減になる。
○自立支援医療（精神通院医療）は１年ごとに更新が必要であるが、更新時に直近の申請時点から病状の変化及び
治療方針の変更がない場合は診断書の添付を省略することができるとされており、本県においては殆どの受給者が
診断書の提出は２年に１度となっているのが現状である。
本県における受給者数は毎年増加傾向にあり、年間交付件数は5万件超と事務が繁雑を極めており、有効期間を１年
以内から２年以内に延長されたい。
○診断書の提出が２年に１度になったことで、受給者にとって制度が複雑になり分かりづらくなった。診断書の提出に
あわせて受給者証の有効期限を２年にすることで、受給者の負担軽減と事務の煩雑さの解消になる。
○自立支援医療（精神通院医療）については、診断書の提出が２年に１度となったが、制度が複雑化し、受給者にとっ
てはわかりづらい制度となっていることから、受給者の負担軽減を図るため、診断書の提出にあわせ、自立支援医療
受給者証の有効期限を２年とすることを要望する。
○毎年更新しているのは所得を見るためなので住民税の所得割額がマイナンバーで確認できれば所得割額の確認
は職権で済ませ、受給者の申請は2年に1回の診断書提出のみの申請にしてほしい。
○現在、本市における自立支援医療受給者証の所持者は４、０００人程度であるが、一年ごとの更新再認定を要する
施行令の規定により、受診者の手続き上の負担、及び受付窓口での事務負担ともに過重なものとなっている。また、
毎年２００件程度の新規申請を受理している状況であり、更なる事務量の増加も想定されていることから、２年ごとの
更新とされることが望ましい。
○自立支援医療受給者証所持者193名のうち、更新手続き160件（Ｈ27年度）　5年以上所持している方101名である。
2年毎の更新としたほうが受給者にとっての負担と職員にとっての事務負担の軽減になる。
○受給者証の更新申請は毎年度だが、その都度病状把握をする必要がなく、治療方針に変更がない限り診断書の提
出は１年おきとされていることから、診断書の提出にあわせた更新手続でも支障はないものと思われる。なお、本市に
おける平成27年度の自立支援医療（精神通院）に係る処理件数は、新規申請９２６件、再認定６、０５９件、変更２、０２
７件等となっており、手続が緩和されることにより、受給者の負担軽減はもとより、行政コストや医療機関の負担軽減に
もつながるものである。

自立支援医療制度は、自立支援医療費を受給する障害者等の市町村民税の課税状況等に応じて
自己負担上限月額を設定した上で、公費による医療費の負担軽減措置を講じているところである。
市町村民税の課税状況等は毎年変動する可能性があることから、毎年、自立支援医療費を受給
する年度の市町村民税の課税状況等（世帯の状況及び前年の所得）を確認し、自己負担上限月
額を設定する必要があるとともに、対象となる障害の状態や医療の具体的な内容等を踏まえ、自
立支援医療費支給の必要性を判定しなければならないことから、支給認定の有効期間を１年以内
としており、有効期間を緩和することは困難である。
なお、自立支援医療（精神通院医療）については、支給認定の有効期間満了後に引き続き当該精
神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請を行う場合は、当該申
請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係
る申請において診断書を添付している場合は、診断書の添付を省略できることとしており、更新を
行う受給者の負担軽減を行っている。

南会津町



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

当該事務連絡の取扱いについては、追加共同提案団体の数からも分かるとおり、地方公共団体に
浸透していないと考えられるため、再度、十分な周知をしていただきたい。
また、周知するに当たっては、受給者証の提示を受ける医療機関等での理解（受給者証の手続き
中であること）も必要であることから、医療機関に対しても周知をしていただきたい。
なお、№76の＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞に記載さ
れているように、「医療機関等によっては、新受給者証の提示がない場合は、制度の不適用等の
対応をするところもあり、受給者の医療費負担等が発生している」との事例があることから、このよ
うなことがないよう、国からの周知が重要だと考える。

－ 【厚木市】
本提案は、都道府県（政令市を含む。）を跨ぐ転居をした場合の手続きの簡略化を求めるもので、
費用の２分の１を負担する都道府県等間で合意することなどにより、残期間の支給決定を簡略化
できるものと考えます。
なお、転居先から意見書・診断書を取り寄せ提出した申請が不受理になった案件はありません。

－ 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、所管省からの回答が「通院医療の受診に支障が生じることがないよう対応可能」となっている
が、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきである。

○１次回答のとおり、新たに制度実施主体となる転居先の都道府県が、改めて診断書等により自
立支援医療（精神通院医療）を受ける必要性を判断する必要があることから、転居先の都道府県
に対して再度申請を行うことを求めているところである。
平成18年７月14日付け事務連絡（自立支援医療における支給認定有効期間内に居住地を移転し
た場合の取扱いについて）が浸透していないと考えられるとの指摘については、改めて都道府県に
対して周知を行う。

本研修に関して、実際の現場では、
・保育士の免許を取得したばかりで社会経験の乏しい職員より、保育士の免許を有しないが勤務
経験の長い職員の方が、児童に対する指導（教育・保育）等を援助について精通しており、保護者
や子どもから信頼関係の構築や指導について高い評価を得ていて、現場の指導者として機能して
いることが多い。
・保育士等の有資格者については、受講科目の一部免除が認められているが、勤務継続者につい
てはそのような措置が認められていないため、現場職員の不満が大きく、現在認定資格研修を受
講していない勤務継続者から、経過措置後に未受講であることを理由に離職するといった声も一部
で上がっている。
・放課後児童支援員認定資格研修の内容は、県が実施している放課後児童支援員の資質向上研
修と遜色ない内容で実施しているものがあり、資質向上研修を受講している勤務継続者にとって
は、重複した内容の研修を受講しなければならない。
といった支障事例が生じている。
ついては、都道府県が実施する放課後児童支援員の資質向上を目的とした研修の中で既に受講
した科目については、当該研修の該当科目の一部免除を行うことが適当と考える。
なお、本県では、平成25年度から、放課後児童支援員、補助員、児童厚生員、放課後子ども教室
関係者等を対象とした「放課後支援員等資質向上研修」を開催しており、その中で実施している障
害児童担当支援員研修会では「障害のある子どもの理解」と遜色ない内容の研修を行っているた
め、当該科目の一部免除を行ったところで、児童の生活のケアを行う支援員の質の低下にはつな
がらない。
（全文は、補足資料を参照。）

有 － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　下記の個別のパターンについて、事務局と調整の上、免除を検討すべきではないか。
　　①放課後児童支援員自身が認定資格研修の講師要件を満たす科目
　　②資質向上研修において、既に類似の内容を受講している科目
○　経過措置の延長については、子ども・子育て支援事業計画の第１期の進捗状況の把握し、検
討を行うとのことだが、研修科目の一部免除については、運用上の問題であり、放課後児童支援
員の確保は喫緊の課題であることから、それとは別に中間的な見直しをすべきではないか。

認定資格研修は、放課後児童クラブの支援員となるために必要な知識等を身につけるものであ
り、放課後児童健全育成事業の質の確保という観点を考慮する必要がある。
その中で、認定資格研修とは別の資質向上研修等において、ある研修科目について、認定資格研
修において行われるものと同等以上のものを受講したと研修実施者が認める場合においては、当
該科目については、認定資格研修を受講したこととみなせる形で運用、さらには、研修実施者の判
断において、講師実施者が講義を行った科目について研修受講を免除しても構わないと認めたも
のについては、そのような形での運用ができるよう検討して参りたい。

保育士等の国家資格を有する者は、その資格取得過程で子どもを理解するための基礎知識等は
習得しており、例えば、資格取得のための研修は免除し、代わりに放課後児童支援員として必要な
知識等に関するテキスト等を配布して、放課後児童健全育成事業に関する理解と認識を深めても
らうとともに、毎年多くの職員が受講している現任研修に専門性を高める内容を組み込んで必須研
修として実施する等、資格取得後の現任研修を更に強化していくことで、支援員の質の低下にはつ
ながらないと考える。
また、放課後児童支援員については、処遇面や勤務時間等の理由により希望者が少なく、人材確
保が困難であるといった現状に加え、平成27年度以降は「放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準」に基づく適正な児童数及び面積の基準を確保するため、新たなクラブの創設
や支援の単位の追加等を要するクラブが多く、必要な放課後児童支援員の確保が課題となってい
る。資格取得のための研修を免除することで、保育士等の有資格者が放課後児童支援員として就
労しやすくなり、人材確保の促進にもつながる。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

○　経過措置の延長については、子ども・子育て支援事業計画の第１期の進捗状況の把握し、検
討を行うとのことだが、研修科目の一部免除については、運用上の問題であり、放課後児童支援
員の確保は喫緊の課題であることから、それとは別に中間的な見直しをすべきではないか。

保育士等の国家資格を有するものであっても、放課後児童クラブの質の確保という観点から、放課
後児童クラブに関する最新の知見等を、認定資格研修において習得して頂くことが必要。
なお、経過措置として、平成31年度までは、放課後支援員について、研修を終了することを予定し
ている者も、配置すべき放課後支援員としてみなしてよいこととしている。今後、経過措置終了時を
見据えつつ、研修の受講状況等を含め、有識者の意見も聴きながら、放課後児童クラブの質の確
保に向け、研修内容も含めて必要な見直しについての検討を加えていく予定である。

○提案団体以外の都道府県や関係団体等の意見を聞きながら、支給認定の有効期間を２年とす
ることが妥当かどうかについて検討を行う。
なお、自立支援医療（精神通院医療）の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
について、マイナンバーを用いることについては、平成27年12月28日付け事務連絡（障害保健福
祉分野における番号制度の取扱いに係る留意事項等について）において示しているとおり、市町村
が実態として審査の事務を行っている場合には、市町村を個人番号利用事務実施者と解すること
ができ、市町村が審査の事務を行うことについて、地方自治法に基づく事務処理特例条例を制定し
た場合には、市長村がマイナンバーを用いた情報連携を行うことが可能となる。
ただし、この場合、都道府県は、市町村が特定個人情報の安全管理措置を講じるよう適切かつ必
要な監督を行わなければならない。

【全国市長会】
毎年課税状況が変わる受給者もおり、自己負担上限額の設定を簡素化する等の対策をしなけれ
ば、更新手続を２年毎にした時に、自己負担上限額によっては、受給者に不利益が生じる可能性
がある点に留意が必要。

【厚木市】
現行でも手続き月（１月～６月）により直近が前年度の課税状況により自己負担額を設定すること
となっており、必ずしも受給者の自己負担額が現状の収入額に応じた課税状況により決定している
ものとは言えない。課税状況に変更が生じた場合は、その都度申請により対応することも可能で、
自己負担額の決定方法を検討することが重要と考えます。
また、精神障害者保健福祉手帳の有効期間が２年間であることから、自立支援医療の更新期間を
２年間としても対象となる障がいの状態や医療の具体的な内容を踏まえていないとは考えられな
い。
【豊田市】
所得年度の切り替えの際にマイナンバーを用いて所得の審査をし、所得区分を切り替えることは検
討はされないのか。
また、更新をする人は８割を超えているため、更新を２年毎にすることは市民負担の軽減になると
考える。

－回答の「当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないとき」として条件を付
し、診断書の添付を省略し負担軽減を図る主旨は理解した。
しかし、具体的な支障事例の所持者の割合等に対する考え方、症状が改善される例の少なさ、長
期的な治療の必要性、更新者の多さ、精神保健福祉手帳が２年更新であることから、自立支援医
療（精神通院医療）受給者証の更新の期間を１年毎から２年毎に延長することについて、再度検討
していただきたい。
診断書の提出が２年に１度になり制度が複雑となったなどの意見が出ている状況や県レベルでは
年間交付件数が５万件を超える状況を踏まえ、是非検討していただきたい。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

111 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 放課後児童支援員研
修の受講要件の緩和

放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準（以下
「省令」という。）第１０条第３項の
放課後児童支援員認定資格研
修の受講要件に、放課後児童支
援員の補助員経験者のうち子育
て支援員研修（放課後児童コー
ス）を修了した者（以下単に「子
育て支援員」という。）に関する
要件を明記の上、受講に必要と
される従事年数を他の児童福祉
事業の従事者よりも短期化す
る。または、子育て支援員につい
ては、放課後児童支援員認定資
格研修の受講科目のうち、子育
て支援員研修の受講科目と重複
するものの受講を免除する。

放課後児童健全育成事業では、省令で定められた基準に従い、支援の単位ごと
に２人以上の放課後児童支援員を置かなければならないが、そのうち１人を除
いては、補助員をもって代えることができる。なお、補助員には、子育て支援員と
それ以外の者が存在するが、それらの待遇はほとんど同じである。
放課後児童支援員になるには、都道府県知事が実施する研修を修了する必要
があり、当該研修を受講できる者は省令で定められた要件を満たす者（保育士
等の有資格者と実務経験者とに大別される）に限られているが、実務経験者に
関する要件の中には、補助員経験者や子育て支援員に関する規定は明記され
ておらず、補助員（特に子育て支援員）が放課後児童支援員認定資格研修を受
講しようとしても、他の児童福祉事業の従事者と同じ経験年数を求めざるを得な
い。
また、放課後児童支援員の研修科目の中には、子育て支援員の研修科目と一
部重複するものがあるにもかかわらず、子育て支援員は再度その科目を受講し
なければならず、現場職員の負担となっている。
今後、放課後児童健全育成事業を充実させるに当たっては、一定の実務経験を
有する放課後児童支援員をできるだけ多く確保する必要があるところ、一定の研
修を修了した子育て支援員を段階的に育成していくことが効率的であり、子育て
支援員研修の受講の促進にもつながることから、省令等で定める受講要件の緩
和を求めるものである。

子育て支援員研修を受講する意欲の醸成が図れるとともに、子育て支援員を
段階的に短期間で放課後児童支援員に育成していくことで、人材不足を解消
でき、ひいては対象学年の拡大に伴う放課後児童クラブの増設をさらに進め
ることができる。

放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準第10条
第3項
放課後児童支援員等
研修事業実施要綱

厚生労働省 松山市 別添資料あり
①参考資料
②関係法令

厚木市、長
野市、寝屋
川市、倉敷
市、宇和島
市

－ 現に放課後児童クラブで補助員として働いている子育て支援員の、研修受講に必要な従事年数の
取扱いについては、実施状況なども踏まえつつ、検討の余地があると考えている。
なお、受講の一部免除については、子育て支援員研修は、放課後児童支援員の補助員となるため
の研修であるため、放課後児童支援員認定資格研修とは同等に扱うことが難しく、科目が同じでも
あっても統一的な質の担保の確保という観点から認めることはできない。

213 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 放課後児童支援員資
格要件等の緩和等

１放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準（以下
「省令」という。）第10条第3項に
定める「都道府県知事が行う研
修」を指定都市が実施できるよう
権限移譲を求める。
２省令附則第２条の経過措置に
ついて、平成32年4月1日以降
も、例えば「省令第10条３項第1
号から第9号の資格を有する者
を採用後、１年以内に研修を受
講・修了することを予定している
者」を含むとするなど、省令を見
直すよう求める。
３省令第１０条第５項の併設施設
への兼務について、利用児童が
帰宅するなど受入時に比べ利用
児童数が減少し、他の利用者に
支障が無い場合、市町村の判断
により、放課後児童支援員を当
該施設の専任とせず、２人の放
課後児童支援員により、当該施
設及び併設される放課後児童ク
ラブを兼務により運営できるよう
省令を見直すよう求める。

1,2　厚生労働省令（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準）
において、放課後児童健全育成事業所ごとに放課後児童支援員を配置すること
が義務化され、その資格要件として、①保育士等の資格を有し、かつ②都道府
県が実施する研修を修了した者とされた（②については、経過措置があり、平成
３１年度末までに受講すれば良いとされている。）。
しかし、都道府県が実施する研修について、平成３１年度末までに予定する研修
修了者数（クラブ数×２名）では、特に放課後児童クラブの開設時間の長い長期
休業期間中等において必要とされる放課後児童支援員の人数が不足するた
め、放課後児童クラブの運営に大きな支障をきたすことが予測される。
また、経過措置期間が経過した平成３２年度以降は、新規採用職員が②の研修
を受講していない場合、当該研修を受講するまでの間、当該採用職員は支援員
として業務に従事することができなくなるため、放課後児童クラブの運営に大きな
支障をきたすことが予想される。
3　放課後児童クラブの職員配置基準として、利用児童が２０人未満の放課後児
童健全育成事業所については、専任の放課後児童支援員を除いた者又は補助
員が同一敷地内にある他の施設に兼務できることとなっている。
本市では、帰宅等により利用児童数が減少する１７時以降において、支障が無
い範囲で、当該放課後児童クラブと併設の放課後児童クラブがそれぞれ２０人
未満となる場合、補助員１名が併設の放課後児童クラブを兼務している。
しかしながら、補助員の確保が依然厳しい状況が続いており、補助員が確保で
きない場合に、職員配置基準を満たせず、開設できない恐れが生じる。このた
め、開設時間中途に一つの放課後児童クラブが２０人以上でも併設の放課後児
童クラブと合わせて３８人以下となった場合（例えばＡクラブが２１人、Ｂクラブが
５人）、放課後児童支援員を専任とせず、放課後児童支援員２名が互いのクラブ
を兼務することにより、運営できるよう規定の緩和を求める。
なお、厚生労働省に確認したところ、児童を受入れた後に、中途から複数のクラ
ブを合同にすることはできないとの回答を得ている。

指定都市が自ら研修を行えるようになることで職員が受講しやすいスケジュー
ルとすることができ、研修の受講者を増やすことができる。また、研修修了予
定の職員も一時的に支援員として業務に従事することが可能となり、安定して
放課後児童クラブを運営できるため、放課後における児童の生活の場が確保
される。
さらに、併設施設への兼務要件を緩和することにより、より少ない補助員で放
課後児童クラブを運営することができる。

平成２６年厚生労働省
令第６３号（放課後児
童健全育成事業の設
備及び運営に関する
基準）第10条及び附則
第２条

厚生労働省 広島市 新宿区、青
梅市、神奈
川県、相模
原市、長野
市、豊田市、
防府市

○（１について）放課後児童支援員認定資格研修の実施主体に政令市がなることで、認定事務の効率化が期待でき、
また、地域の実情に応じた柔軟な日程設定等が可能となり、平成31年度末までの研修受講者数の増加が期待でき
る。
○（２について）増加する保育需要（放課後児童クラブの需要）に対応するため年々施設の増設をしており、研修を修
了するまで支援員として従事できないとなれば、運営に大きな支障をきたす可能性がある。
○(２について)現状でも放課後児童支援員の確保には苦慮している状況である。平成３２年度以降は有資格者である
ことに加え、研修修了が必須となるが、更なる人材不足が見込まれる。また、放課後児童支援員の確保ができない場
合、民間事業者の新規参入、あるいは待機児童対策等による公立児童クラブの定員拡大が困難となることが予測さ
れる。
○(３について)、放課後児童支援員の配置人数を時間単位で減らすことで経費を削減できるとともに、支援員にとって
も勤務時間が短縮化し、心身の負担軽減が図れる。さらに、利用児童にとっては、支援単位の児童が少なくなること
で、一日の後半は遊び相手が少なくなり、さみしい思いをしているが、支援を合同化することで、この状況も改善するこ
とができる。

213.1：指定都市においても、県と協議の上、研修の実施について委託を受ける形で、研修を実施
することは現状でも可能である。
213.2：平成27年４月に施行した子ども・子育て支援新制度のもとで研修制度の導入を行ったばかり
であり、まずは、残り４年弱の経過措置期間中に研修を受講していただけるよう取り組んでいくこと
が必要と考えている。
213.3：平成27年４月に施行した子ども・子育て支援新制度のもとで、放課後児童健全育成事業の
設置及び運営に関する基準による放課後児童支援員の配置用件を定めたところであるが、放課後
児童支援員の配置要件の緩和は、複数の職員による充実した支援の実施や子どもの安全確保と
いう観点からすると、放課後児童クラブの質の低下につながるおそれがあるため対応不可。
なお、利用児童の数が減った時間帯において、二つの放課後児童クラブを合同で一つの放課後児
童クラブとして運営することは可能。

97 Ａ　権限移譲 医療・福祉 一時預かり事業及び
病児保育事業の届出
提出先並びに立入検
査事務の市町村への
移譲

現行、県で行っている一時預か
り事業及び病児保育事業の届出
提出先並びに立入検査事務を
市町村に移譲する。（市町村以
外のものが実施するものに限
る。）
【備考】
○「市町村以外のもの」にあたる
事業者
一時預かり事業・・・社会福祉法
人、学校法人、宗教法人等
病児保育事業 ・・・社会福祉法
人、学校法人、医療法人、医師
等

【経緯】
一時預かり事業については、以前は、全て県が行っていた（実施主体は保育所
等）が、子ども・子育て支援新制度では、指導監査は県に残り、事業（補助事業）
の実施主体は市町村となった。
病児保育事業については、以前は、指導監査はなかったが、新制度では、指導
監査（法令違反事案）は県の業務となり、事業の実施主体は市町村となった。
【支障事例】
一時預かり事業及び病児保育事業の実施主体は市町村であり、実施主体として
の指導内容と立入検査における指導内容の整合をとるのが困難となる。例え
ば、顕在化はしていないが、指摘事項の改善策（重要事項説明をどの程度行う
か等）の意見を求められた場合、検査主体としては回答が難しいことがある。
なお、病児保育事業の検査については、違反とならない範囲での指導事項が
あった場合に、履行確認等は市町村に委ねることとなっている。

事業実施から検査まで同一の主体が行うことにより、一貫した指導監督が可
能となる。この点、実際に事業を実施している市町村の方が現場の課題や問
題点について良く把握していると考えられるため、検査主体としても適当と考え
らえる。

児童福祉法第３４条の
１２、第３４条の１４、第
３４条の１８、第３４条
の１８の２

内閣府、厚生労働省 栃木県 茨城県、神
奈川県、北
九州市、大
分市

－ 事業規制としての指導監督に当たっては、広域的な病児保育事業や一時預かりの状況、専門的な
見地からの指導を行うことが必要であることから、広域自治体でありかつこれまで病児保育事業・
一時預かり事業を実施してきた専門的な知見の蓄積のある都道府県を届出先及び指導監督実施
主体としているものであり、対応は困難。

99 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 番号法の規定による
個人番号を利用した
情報連携に関し、難病
法に基づく特定医療
費の支給に関する事
務における情報連携
で提供が受けられる
住民票関係情報の対
象について住所地情
報を追加

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律（以下、「番号法」とい
う。）第１９条第７号の規定による
個人番号を利用した情報連携に
関して、難病の患者に対する医
療等に関する法律（以下、「難病
法」という。）に基づく特定医療費
の支給に関する事務における情
報連携で提供が受けられる「住
民票関係情報」の対象に、「住所
地情報」が含まれるよう、改善を
求める。

【支障事例】
　難病法に基づく特定医療費の支給認定、認定内容の変更の事務等において
は、対象者の住所地を確認することが必要となるが、現行の番号法及び「行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第
二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成26年12月12日省令）」
の規定では、住所地情報が確認できないため、対象者に対し、個人番号の記載
の他に住民票の添付を求める必要があり、対象者の負担が大きい状況である。
　また、住所地情報については、住民基本台帳ネットワークシステム（以下、「住
基ネット」という。）を通じて情報を取得することも可能だが、住基ネットを利用す
るためには、専用端末が必要となる。申請書は各健康福祉センターで受付事務
を行うが、各健康福祉センターには端末が配備されていないため、住基ネットを
利用するために端末が配備された部署まで出向く必要があり、住基ネットを利用
する場合は事務の効率化が図れない。

　申請等の際の住民票の添付省略が可能となり、対象者の利便性が向上され
るとともに、都道府県において支給認定に必要な情報を円滑に取得できること
から、行政事務の効率化につながる。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第１９条
第７号、別表第二第１
１９の項、行政手続に
おける特定の個人を
識別するための番号
の利用等に関する法
律別表第二の主務省
令で定める事務及び
情報を定める命令

内閣府、総務省、厚生
労働省

栃木県 連絡・確認等を行う際は、
必ず窓口課を通していただ
きますよう、お願いします

山形県、茨
城県、神奈
川県、静岡
県、長野県、
豊田市、滋
賀県、鳥取
県、島根県、
岡山県、沖
縄県

○本県でも同様の支障事例が生じており、申請者に対し住所地情報と共に同一保険に加入している世帯員を確認す
るため住民票の添付を求めざるを得ず、利便性の向上は図られていない。
○提案県と同様に番号法の規定では住所地の確認ができないため、申請者に個人番号の記載を求めた上で住民票
の提出を求めることになり、住民にとって利便性の向上が図られない。また、住基ネットによる取得も可能であるが、端
末が本庁にしかなく申請を受付ける保健所では確認ができず、事務処理に時間を要することになる。
○現時点では情報連携が始まっていないが、本県においても毎年１万件程度の申請があり、職員が個別に住民基本
台帳システムで住所確認を行うと膨大な事務処理手間が増える。一方で、申請者の方にこれまで通りに住民記載事
項証明書を市町役場で取得するよう求めることは、個人番号制度導入の意義につながらないと考えている。
○難病法に基づく特定医療費の認定事務等において、本県においても、住所地を確認する必要があり、住民票の添
付を求めているところである。マイナンバーを利用した情報連携により住所地情報が取得できない場合、申請に際し、
住民票の提出を求めることになり、申請者の負担が軽減されないとともに、本県における認定事務の効率化も図れな
い。
○難病法に基づく特定医療費の認定事務等において、申請には対象者の住所地確認が必要となる。しかし、マイナン
バーによる情報連携では「住所地情報」が取得できないため、住基ネットによる検索を利用することとなるが、医療費
助成の認定までに時間がかかり、申請者に対し、不利益を生じさせるおそれがある。

　難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務については、
番号法において、情報提供ネットワークシステムによる情報連携の対象として住民票関係情報を規
定しているところであり、住民票関係情報に住所地情報を含めるかどうかについては、番号法を所
管する内閣府や住民基本台帳法を所管する総務省において検討いただきたい。

100 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 里親が行う児童の養
育として「里親が昼間
家庭にいない場合の
放課後児童クラブの
利用による養育の確
保」が必要であること
を明確に位置付け。

「里親制度の運営について」(平
成14年雇児発第0905002号・局
長通知)に、里親が行う児童の養
育として「里親が昼間家庭にいな
い場合の放課後児童クラブの利
用」について位置づける。

近年では、共働きなどの里親が増えており、里子の放課後児童クラブの利用
ニーズが高まっている。「里親制度の運営について」（平成１４年９月５日付け雇
児発第０９０５００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）によると、第６
里親が行う児童の養育で「10　里親は、学校教育法に規定する保護者に準じ
て、受託中の児童を就学させなければならないこと。」また第７　里親が行う養育
に関する最低基準で「６教育　里親は、委託児童に対し、学校教育法の規定に
基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならないこ
と。」とされているが、放課後児童クラブの利用を必要とする委託児童に対し、そ
の利用が確実に進むよう、各通知等に位置づけることが必要である。

児童の就学機会の確保や、また児童の処遇向上、里親制度の利用促進を図
る。

「里親制度運営要綱」
及び「児童福祉法によ
る児童入所施設措置
費等国庫負担金につ
いて」

厚生労働省 三重県、広
島県、日本
創生のため
の将来世代
応援知事同
盟

岩手県、京
都市、徳島
県、高知県

○近年、現役世代の里親の登録者数は増加傾向にあり、それに伴い共働きの里親の数も増加している。共働きなど
の里親の場合、里子に対する養育の場を確保する観点からも放課後児童クラブ等利用を必要とする里子に対し、そ
の利用が養育に必要なこととして位置付けることで安定した養育環境を提供することができる。
○共働き世帯の中には、里親制度に関心はあるが、共働きによって里親としての十分な養育ができないと誤解又は不
安を持っている潜在的な里親候補がいると考えられる。「里親制度の運営について」に放課後児童クラブの利用を位
置づけることによって、そういった誤解又は不安を取り除くことができる一因となり、共働き世帯への里親制度の利用
促進を図ることができる。

通知における明確化については、今般の児童福祉法改正を踏まえた各種通知改正に係る検討と
合わせて検討を行う。

103 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 結核医療費負担申請
時に記載する個人番
号の削除

平成２７年１１月２４日厚生労働
省健康局長通知（「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律による医療の公
費負担の取扱いについて」）によ
り，入院患者及び結核患者の医
療に係る費用負担の申請に記載
すべき事項として個人番号を追
加する等の規定の整備がなされ
たが，結核患者の医療に係る費
用負担の申請に関し，個人番号
を削除すること。

感染症法において平成２８年１月１日から，結核医療費公費負担申請書に個人
番号を記入することになったが，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第３７条（入院患者の医療）の結核医療費公費負担については，
個人の所得税額等の調査のため個人番号の利用が想定されるが，同法第３７
条の２（結核患者の医療）における結核医療公費負担申請については，前者と
違い入院等の措置はなく，申請受付先となる保健所において個人番号を活用す
ることはない。そのため，個人番号使用による申請者の負担を軽減できないば
かりか，不必要な情報を入手するという個人負担を負わせることになり，保管す
る保健所においても，不必要な個人番号の取扱い，管理等が困難な状況であ
る。
※当該取扱いの施行後，患者からも不要な情報まで取るのかと，苦情が寄せら
れているところ。

・記載項目が減ることで，申請者にとって記載等に係る負担が軽減され，行政
にとっても不要な情報を管理するコスト及び漏えい等のリスクを回避でき，事
務の効率・簡素化に資する。

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律施
行規則第２０条の３

内閣府、総務省、厚生
労働省

茨城県、福
島県、栃木
県、群馬
県、新潟県

いわき市、埼
玉県、東京
都、横浜市、
長野県、豊
田市、大津
市、京都市、
大阪府、大
牟田市、大
分市

○法第３７条の２について活用する予定は今後も無いこと、また、管理に係るコスト削減・漏えいリスク回避のため、個
人番号の記載は削除すべきと考える。
○通院医療の際は、マイナンバーが不必要にも関わらず、未記載の場合、再度保健所に来所してもらい記載してもら
うため、患者の負担となっている。不必要な個人情報を管理しなければならないことから、行政側の管理の手間がか
かっている。
○申請手続きに不要な個人番号を申請書に記載させることは、申請者の負担となる。また、情報管理の安全性確保
の面からも、不要な個人情報を保有することは望ましくない。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条（入院患者の医療）の結核医療費公費負担に
ついては、申請者世帯の所得税額等の調査のため個人番号の利用が想定されるが、同法第37条の2（結核患者の医
療）における結核医療公費負担申請については、所得税額の調査は不要であるにも関わらず、個人番号を収集する
取扱いとなっている。マイナンバー法による特定個人番号の厳しい取扱いの中で、前述の不必要な収集は管理上好ま
しくないため、法第37条の2の公費負担申請に係る個人番号は削除が妥当。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」という。）第37条
の２第１項に係る事務については、個人番号を利用して個人情報を効率的に検索し、及び管理す
ることができる。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別
表第一の主務省令で定める事務を定める命令第52条第３号)また、感染症法第39条第１項の費用
の調整に関する事務において、他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報を、個人番
号を用いて連携することができ、保険の加入状況等を把握することができる。（行政手続における
特定の個人を識別するための法律別表第２第97項）
感染症法第37条の２第１項に係る事務については、以上のように、個人番号を用いて保険加入状
況等を把握し公費負担額決定を迅速に行う等、事務の効率化を行うために個人番号の記入を求
めているものであり、引き続き記入を求めることとしたい。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

（１）子育て支援員に対する認定資格研修の必要経験年数の短期化
本市児童クラブの従事職員は、パートタイム勤務のため受講要件を満たすまでに３～４年かかるこ
とから、経過措置終了後の各児童クラブの放課後児童支援員は２～３名しか見込めず、健全な労
働環境の確保ができないおそれがある。
また、子育て支援員研修を受けた補助員には、児童に対する対応レベルの向上などの効果が確
認されており、認定資格研修を受ける際の必要経験年数の短期化は十分可能と考えられることか
ら、例えば「１年かつ1,000時間以上」に短期化するなどの検討を早急に進めていただきたい。
（２）子育て支援員に対する認定資格研修の一部科目免除
放課後児童支援員と補助員は、その職責は異なれど、児童を預かって支援するという点では同様
のスキルが求められるのであるから、両研修間で類似する科目について、同等の内容で実施する
ことで受講免除は十分可能であると考える。
また、現行の子育て支援員研修は、補助員になるための資格要件となっていないなど、受講するメ
リットが乏しく、本市の子育て支援員の有資格者が全体の１％にすぎない点からしても、制度その
ものが形骸化しているといわざるを得ない。
今後は、現任研修なども活用しながら、無資格者の補助員から子育て支援員、子育て支援員から
放課後児童支援員へと段階的にステップアップできる仕組みを構築することが、子育て支援員研修
の受講の促進や放課後児童支援員の確保につながり、児童の健全育成に資するものと考える。
児童クラブの現場で働く職員の負担も考慮の上、意欲的な補助員が、できるだけ早期に放課後児
童支援員となれるよう、研修内容を工夫していただきたい。

有 － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○下記の個別のパターンについて、事務局と調整の上、免除を検討すべきではないか。
　　・子育て支援員研修（放課後児童コース）において、既に類似の内容を受講している科目
○経過措置の延長については、子ども・子育て支援事業計画の第１期の進捗状況の把握し、検討
を行うとのことだが、研修科目の一部免除については、運用上の問題であり、放課後児童支援員
の確保は喫緊の課題であることから、それとは別に中間的な見直しをすべきではないか。

経過措置として、平成31年度までは、放課後支援員について、研修を終了することを予定している
者も、配置すべき放課後支援員としてみなしてよいこととしている。今後、経過措置終了時を見据え
つつ、研修の受講状況等を含め、有識者の意見も聴きながら、放課後児童クラブの質の確保に向
け、研修内容も含めて必要な見直しについての検討を加えていく予定である。

1　受託の場合、児童館担当の指導員は対象外とする県の方針から、本市が計画している人数を
受講させることができないなどの問題が生じる。このため、本市の研修計画に基づき研修を実施で
きるよう委託ではなく実施主体に政令指定都市を含めることとしたい。
2　平成３２年度以降の新規採用職員について、研修を修了していない者は、研修を修了するまで
の間、放課後児童支援員として業務に従事できないことから、職員のシフトによっては放課後児童
クラブを開設できない場合が発生する。このことは、保護者の就労に著しい支障を及ぼすことにな
るため、提案内容どおり検討していただきたい。
3　今後、利用児童の数が減った時間帯において、二つの放課後児童クラブを合同で一つの放課
後児童クラブとして運営することが可能であるとの見解に従い、適切に運営することとしたい。

有 【神奈川県】
「子育て支援員研修」では、市町村も実施主体として研修を実施できるのだから、「放課後児童支
援員認定資格研修」でも、市町村が実施主体として研修を実施できるよう権限移譲すべきである。

－ 【全国市長会】
１については、「指定都市においても、県と協議の上、研修の実施について委託を受ける形で、研
修を実施することは現状でも可能」となっているが、事実関係について提案団体との間で十分確認
を行うべきである。
２については、提案の実現に向けて積極的な検討を求める。
３については、提案の実現に向けて、十分に検討すること。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

（１について）
○　認定資格研修の実施主体に政令指定都市を含めることについて、委託方式に限定する理由
はあるのか。むしろ、資質向上研修の実施主体が政令指定都市である現状からみて、同一の実施
主体による、資格認定と資質向上の切れ目のない研修の実施により、支援員の質の向上に効果
的ではないか。

１　実施要綱に規定されているように、研修実施の事業計画や人材の確保を行うことは県の責務で
あり、研修を独自に行いたい市町村については、委託という形で行っていただくことが適切。なお、
都道府県においては、市町村のニーズの把握や日程調整などを行っていただくよう、各種会議等
において伝えていきたい。
２　経過措置として、平成31年度までは、放課後支援員について、研修を終了することを予定してい
る者も、配置すべき放課後支援員としてみなしてよいこととしている。今後、経過措置終了時を見据
えつつ、研修の受講状況等を含め、有識者の意見も聴きながら、放課後児童クラブの質の確保に
向け、研修内容も含めて必要な見直しについての検討を加えていく予定である。

　病児保育事業と一時預かり事業については、既に市町村が実施主体であり、委託している場合
は補助も行うなど、実務上の関わりも深くなっている。むしろ、事業者からの問い合わせが多い実
務や現場対応等については、実施主体である市町村の方が詳しく把握している状況であり、これら
に関する専門的見地については、市町村の方が有していると言える。
　このため、現行制度下における運用では、都道府県が行う立入検査等において事業者から質問
を受けた際に、都道府県としては要綱等に明確に定められた事項の範囲でしか回答できず、仮に、
要綱等に明確に定められていない事項に関する質問等を受けた場合、一度持ち帰って市町村に
確認した上で事業者に回答するなど、非効率な運用とせざるを得ない状況である。また、届出提出
事務においても、実施主体である市町村が届出の状況を把握、確認する必要があることから、当
県においては既に市町村を経由して届出を受理することとしており、非効率な運用となっている。
　これらの実情を鑑みると、専門的見地を理由として都道府県を届出先及び指導監督実施主体と
して位置づける意義は薄く、総合的な事務の効率化や事業者にとっての利便性等の観点から、住
民や事業者に身近な市町村が届出先及び指導監督実施主体として対応することが合理的である。

－ － － 【全国市長会】
指導監督の公正性や専門性の担保、事務負担の増加について配慮が必要。

○　一時預かり事業及び病児保育事業の事業実施要綱上の実施主体が市町村であることを踏ま
えると、市町村が当該事業に関する専門的見地に欠けているとは言えないのではないか。むしろ、
事業を実施している現場との関係性においては、都道府県の方が現場の状況を十分に把握できて
おらず、届出受理や立入検査の主体として不適当と言えるのではないか。

○　同じ地域子ども・子育て支援事業である放課後児童健全育成事業については市町村が届出受
理・指導監査の権限を有している。子ども・子育て支援新制度によって、統一的に市町村が実施主
体と位置づけられている地域子ども・子育て支援事業において、届出受理・指導監査の権限は統
一すべきではないか。また、権限を統一することを考えた場合、地域や事業者に身近な市町村が
権限を有することが適切ではないか。

○ご提案を踏まえ、現在、各自治体に対して、仮に移譲が行われた場合の支障の有無等について
の調査を実施しているところであり、今後、当該調査の結果をみて、具体的な対応について検討し
てまいりたい。

　対象者の利便性向上のため、住所地情報を住民基本台帳ネットワークシステム（以下、「住基
ネット」という。）を通じて取得することは可能だが、住基ネットを利用するための専用端末が申請書
受付事務を行う各健康福祉センターに配備されていないため、住基ネットを利用するためには端末
が配備された部署まで出向く必要がある。そのため、現状では情報連携が不十分と言わざるを得
ず、行政事務の無駄を排除できていないのではないかと思慮する。
　また、各健康福祉センターへ住基ネット端末を配備するためには追加的な予算措置を要するた
め、費用の面からも効率化が図れるとはいい難い。
　以上から、対象者の利便性の向上と行政事務の効率化の双方を同時に達成するためには、住
基ネットの追加配備に依らない形での情報検索が求められており、情報セキュリティを担保した上
で、制度上の制約を解消すべきである。

－ 【静岡県】
　静岡県では、住基ネットの利用について、安易に増設という形をとるのではなく、業務フローの見
直しによって運用を行う方針であるため、住基ネット端末の増設は予定しておらず、他業務で使用
している既存の住基ネット端末を利用する。
　その結果、他部署端末までの移動の手間と検索結果データの運搬リスクの課題が挙げられる。
　また、他業務と共用で住基ネット端末を利用することでの混雑や、難病受給者証更新時期は多く
の時間を窓口や電話対応に費やすことを踏まえても、患者情報を必要とする難病業務において住
基ネット端末で検索を行うことは難しいと考える。

－ 【全国市長会】
国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。

　住基情報については、住民基本台帳法に基づき、各地方公共団体が住民基本台帳ネットワーク
システムにより確認することが可能であることから、情報提供ネットワークシステムによる情報連携
の対象とはしていない。
　なお、マイナンバー制度は、個人情報保護の観点から、特定個人情報は分散管理を行い、情報
連携は個人を特定し得ないよう、個人番号とは異なる符号を用いて行う仕組みとしている。このた
め情報提供ネットワークシステムにおいては、個人を容易に特定し得る住所地情報を特定個人情
報と紐付けることは、この仕組みの根幹に反する。

改正児童福祉法が施行される平成２９年４月１日までに、通知に明確化されるよう、検討を進めて
いただきたい。

－ － － 提案団体の提案の実現に向けて、積極的に検討すること。 児童福祉法改正を踏まえ、施行に関連する各種通知改正に係る検討と合わせて検討を行う。

　厚生労働省，内閣府，総務省からの一次回答では，特定個人情報の必要性や事務の効率性の
うえで，本件については，感染症法第３９条第１項に関する事務において，保険の加入状況等を把
握するため必要であるとの回答であった。
　しかし，今回，要望している感染症法３７条の２に基づく公費負担医療申請時の記載事項につい
ては，同法施行規則第２０の３に示されているが，その記載事項に保険の加入状況は，明確な記
載事項になっておらず，今回指摘のあった法３９条第１項に関する必要な保険加入状況の確認に
ついては，申請前に医療機関が保険証の提示を求め確認している事項である。
　従って，法３９条第１項で必要となる保険の加入状況は医療機関で把握することから，申請を受
付する保健所では，個人番号を以て保険の加入状況を確認しない情報であり，そのために個人番
号を求めることは，マイナンバー法の主旨に反して，不必要な情報入手のために，あえて特定個人
情報の提供を求めることとなるため，引き続き法３７条の２の申請における個人番号記載を求めな
いことを強く求める。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を尊重されたい。

御指摘のとおり、感染症法第37条の２第１項に基づく公費負担申請時の記載事項として、保険の
加入状況は求めていない。しかし、申請時の添付書類の省略のために個人番号の記入を求めてい
るわけではなく、感染症法第39条第１項により、公費負担額の決定の際には、金額のみならず都
道府県において保険情報を確認する必要性が生じるため、この点における事務の効率化を行うた
めに個人番号の記入を求めているものである。マイナンバー法に反した不必要な情報の入手では
ないため、引き続き個人番号の記入を求めることとしたい。
なお、本取扱いについては通知を発出し周知させていただくこととしたい。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」
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104 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 児童扶養手当受給資
格認定手続きにおけ
る居住地申請特例の
要件緩和

勤務地近くの保育所に入所する
ためや区域外の学校へ就学する
ことを理由として、やむを得ず住
民票と現住所が異なる場合に、
現住所を管轄する自治体におい
て受給資格申請の受理ができる
旨を、児童扶養手当の受給資格
認定申請に係る事務取扱につい
ての通知に明記すること。

【支障事例】
児童扶養手当の受給資格認定申請は、住所地を管轄する市区町村にて行うこと
とされているが、夫の暴力、酒乱等から逃れるために住所を移し、現住所が当該
父に知られると危害が加えられる恐れが強い場合や、夫または本人のサラ金の
取り立てや児童のいじめ等、住民票の移動ができないことに真にやむを得ない
理由がある場合には、現実の住所地の市区町村において申請を受理して差し支
えないこととされている。ひとり親の場合で、市町村教育委員会間の協議が整わ
ず区域外就学ができない、又は保育所広域利用ができないことにより、やむを得
ず居住地以外の場所へ住民登録し、住民登録市町村における学校や保育所へ
通うような場合、居住実態がないために住民登録地では受給資格認定を受けら
れず、児童扶養手当の受給資格があるにも関わらず、受給できない。

児童扶養手当の受給資格認定申請の居住地申請特例を緩和することで、ひと
り親の不利益がなくなり、生活の負担軽減に繋がる。

昭和60年11月16日
児企第37号厚生省児
童家庭局企画課長通
知「児童扶養手当の受
給資格認定に係る事
務取扱について」及び
平成22年8月厚生労働
省雇用均等・児童家庭
局家庭福祉課発行「児
童扶養手当事務処理
マニュアル」

厚生労働省 丸亀市 八幡浜市 － そもそも居住地と住民票が異なることは想定していないが、父のＤＶや酒乱等から逃れるために住
所を移し、父に現住所が知られると危害が加えられる虞が強い場合など、住民票の移動ができな
いことに真にやむを得ない場合に限り、住民票と異なる現実の住所地からの申請を受けることを限
定的に認めている。就学や保育所利用のために居住地と住民票を別にすることは、危害が加えら
れる虞が強い限定的な場合とはいえないため、ご提案を認めることは困難である。

115 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 指定保育士養成施設
の定員弾力化

保育士の人材供給を確実に増
やすため、指定保育士養成施設
の定員弾力化が可能である旨、
厚生労働省から都道府県に通知
を発出するなど、指定保育士養
成施設の定員基準の弾力化を
求めるもの。

本市では、平成２６年４月、平成２７年４月と２年連続待機児童ゼロを達成した
が、平成２８年４月の待機児童は１１人となった。保育所等の申込数は年々増加
しているが、それに見合った保育士の確保が難しくなっている。
指定保育士養成施設の指定等については、児童福祉法施行令第5条の規定に
より都道府県（昨年度までは厚生労働省）の承認を必要としているところである
が、入学定員については、「指定保育士養成施設の運営適正化について」（平成
17年11月17日雇児保発1117001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長
通知）を基準として、運用上、入学定員を超過して学生を受け入れることが認め
られていない状況にある。
結果として学生の辞退を考慮して、余裕のある合格通知を出すことができず、定
員割れとなる場合や、定員を超過した場合は、都道府県（昨年度までは厚生労
働省）に対し、改善方策の提出が必要となるなど、養成施設での柔軟な対応が
できない状況である。

本市においても、年々保育士の確保は難しくなってきており、例えば私立大学
等経費補助金の取扱いに準じて約１．１倍までは許容するなどの措置を講ず
ることにより、市内の保育士確保状況が改善され、待機児童解消にも資するも
のである。

児童福祉法第１８条の
６第１号
児童福祉法施行令第
５条第３項
児童福祉法施行規則
第６条の３第２項

厚生労働省 千葉市 浜松市 ○本市においても、保育需要増加に応えるために、施設整備を進めているが、保育士確保が難しい状況である。本市
の養成施設の卒業生全てが保育所等に就労するとは限らない。保育士の数を増やすためにも、指定保育士養成施設
の定員弾力化が必要であると考える。
○当区においても、私立認可保育所における保育士の確保が厳しい状況にある。提案のとおり、一定程度、運用上の
入学合格者数を許容する措置は保育士確保の困難な状況の改善のひとつであると考える。

以前に同様の要望を受け、すでに指定保育士養成施設の定員の弾力化が可能である旨、自治体
宛周知しており（「指定保育士養成施設の定員超過に関する取扱いについて」（平成28年６月13日
雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡））、ご提案に係る支障は解消されている。

116 Ｃ　Ａ又はＢに関連
する見直し

医療・福祉 生活保護医療扶助の
医療券の交付対象者
の変更

医療扶助運営要領第3医療扶助
実施方式（本提案において「実施
方式」という。）2-(5)-ｵ-(ｳ)では、
「医療券の交付に当たっては、被
保護者をして医療券交付処理簿
に受領印を押させ、又は被保護
者から受領証を徴すること。」とさ
れているが、医療券の交付及び
受領印等の徴取を医療機関に
対して行うものとするよう変更さ
れたい。

【支障事例】
病気や障がいを抱え、支援者が近くにいない被保護者は、医療券受領のため業
務所管課窓口に来られず、治療を諦める事例がある。地区担当員が被保護者
宅に医療券を持参する場合、事務負担となり通常の支援の支障となる。
障がい等で管理能力に欠ける被保護者が多く、医療券を紛失する事例がある。
この場合、医療券を再交付するが、被保護者の治療が遅れるほか、事務手続が
増える。また、実際は紛失していないのに再交付すると、先に交付した医療券を
対象者以外の者に使用させる等の悪用が、過去の類似の事例から懸念される。
再交付の申出がないと、医療券を持参せず受診しようとして医療機関との間でト
ラブルとなり、医療機関から診療、医療費請求等の事務に遅延等の支障が生じ
るとの声がある。
今後、高齢世帯が増加する見込みであり、同じ理由による支障が多くなることが
懸念される。
なお、各給付要否意見書及び診療依頼書の交付も同じ問題がある。

【制度改正による効果】
被保護者は、必要な医療行為を適切に受けられるだけでなく、早期治療によ
る治癒が見込まれる。
実施機関は、医療券再交付等の事務負担の軽減分を通常の支援に充てら
れ、被保護者は今以上の支援の中、保護の脱却を図ることが可能となる。
医療機関は、直接交付により確実な医療券の受領が可能となり円滑な事務手
続きが行える。
【参考】
医療券は診療の際の受給資格の証明書となるが、受給資格の証明は業務所
管課から医療機関への状況説明、医療機関での本人確認等で代替可能であ
る。
指定医療機関医療担当規程第9条の規定により医療券は最終的に医療機関
で保管するため、医療機関から受領証を徴すればよい。

医療扶助運営要領 厚生労働省 岐阜市 鹿角市、群
馬県、川越
市、秩父市、
春日部市、
千葉県

○医療券は被保護者への交付が原則であるが、被保護者への交付が困難な場合のほか、既に被保護者が医療機関
で受診している場合など、医療機関から実施機関へ医療券の交付を催促されることも多い。
○医療券は受診する方が生活保護の医療扶助て適用者であることの確認及び請求の際の根拠書類として医療機関
が必要とするものであることから、提案のとおり医療機関への直接送付となれば被保護者による紛失や窓口に来てか
ら医療機関に行くという被保護者の負担の軽減にもつながる。
○特に総合病院への受診には、予約や初診は受診できない等トラブルが多々発生している。医療機関への直接交付
となると、確実な医療券の受領が可能であることから、検討すべき事項である。
○当市においても、既に窓口で交付済みであるにもかかわらず、その医療機関から「受領していない。」として、医療券
の請求があり、再発行することがあります。また、医療機関の中には、「患者が本当に被保護者かどうかの確認が必
要なので、医療券を持参しないと診ない。」としている所がありますが、被保護者が直接、医療券を持参するという方
式は、管理上問題があると考えます。医療券を直接、医療機関に送付し、資格確認は福祉事務所への電話確認等で
となれば、少なくとも、医療券発行にかかる事務量及び経費の削減になります。

　医療扶助の実施にあたっては、医療扶助の決定のみならず、医療費の自己負担分や受診する
医療機関といった事項につき、医療券を用いて、その給付内容を本人に示している。
　上記の目的に加え、保護の実施機関が事前に認めた医療扶助給付を最終的に利用するかどう
かの判断は、他の扶助と同様に被保護者自身の意思に委ねられていることなどから、原則として
医療券を本人に直接交付することとしており、これを医療機関に直接送付するといった方式に変更
することは適当でないと考えている。
　ただし、被保護者が入院中で扶養義務者等がいないなど特別な事情がある場合は、例外的に所
定の医療機関へ直接交付しても差し支えないとしている。
　なお、疾病または障害等により被保護者自身が適切に医療券を管理できないケースにおいて
は、被保護者の他の財産や権利を擁護するという観点から、自立支援プログラムの活用や地域の
福祉サービス利用援助事業の利用など被保護者が適切な支援を受けられるようご検討されたい。

117 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 生活保護医療扶助変
更等の決定に係る通
知の一部廃止

生活保護法第24条から第26条ま
での規定による保護の決定の
際、要保護者に対しその旨書面
をもって通知するが、保護の変
更（医療扶助運営要領第3（医療
扶助実施方式）-2-(3)に規定す
る変更決定のうち、「指定医療機
関の変更、入院と入院外の変
更、介護老人保健施設から医科
への変更、医科と歯科の変更、
他法による負担の程度の変更、
訪問看護の決定及び変更」及び
医療扶助の廃止決定のうち、「治
癒による廃止」については、書面
による通知を不要とするよう改め
られたい。

【支障事例】
医療扶助の決定のうち、特に決定件数が多い種類の通知については、これが大
量に被保護者に届くと、他扶助の通知と混同したり、医療扶助の廃止決定を保
護の廃止決定と誤解する等、被保護者に混乱を来す懸念がある。
実施機関としても、医療扶助の決定件数は多く（医療券の交付ごとに一つの決
定があったとすると、月10,000件程度）、その全てについて通知を行うことは、実
施機関の事務負担が過大となるだけでなく、通知の印刷代、郵送代等の費用が
多額となり財政面での負担が大きくなっている。
なお、本人支払額の変更等の本人の負担となる決定又は不利益となる決定につ
いては、被保護者が自身の権利利益を保全するためにも通知をすることが必要
であると考えている。

【制度改正による効果】
被保護者に混乱を来すような通知を不要としても、医療機関から次回の診察
日や治癒による治療終了の説明を受けたり、また、地区担当員からの連絡に
よって、被保護者は医療扶助の継続又は廃止を認識することが十分可能であ
り、被保護者の保護の受給及びその生活に影響はないものと考えられる。
被保護者に混乱を来すような通知を不要とし、被保護者が生活に真に必要な
決定内容のみを通知することは、むしろ被保護者がその決定内容を正しく、か
つ、容易に把握でき、今まで以上に安心して生活することはできるようになると
考える。
実施機関は、通知に係る事務及び費用の負担の軽減ができ、軽減した事務負
担分を通常の支援に充てられる結果、被保護者は今まで以上の支援の中、生
活保護からの脱却を図ることが可能となる。

生活保護法第24条、
第25条、第26条、
医療扶助運営要領、
生活保護問答集

厚生労働省 岐阜市 群馬県、川
越市、秩父
市、千葉県、
軽井沢町

○生活保護被保護者のほとんどが医療扶助の適用を受けており、医療機関の変更、完治による医療扶助廃止の決定
等の通知は被保護者にとっても必要性を感じるものではなく、かえって福祉事務所からの通知に対する認識を下げて
しまうものになっていると思われる。
○医療扶助運営要領の中には、現状の生活保護事務にそぐわない規定が少なからず見受けられます。当市において
も、各ケースワーカーが約100世帯を抱えており、医療・介護担当の業務量も年々、増大しております。本来の支援業
務の充実のために、業務の削減につながる要領改正は必要と考えます。

各書面による通知を不要とされたいとするご提案の中で、前半部分の「指定医療機関の変更、入
院と入院外の変更、介護老人保健施設から医科への変更、医科と歯科の変更、他法による負担の
程度の変更、訪問看護の決定及び変更」が、生活保護法第25条第2項に規定された職権による変
更決定である場合は、書面をもってこれを被保護者に通知する必要がある。
一方、当該変更決定が、傷病届による変更申請を受けて決定されたものであって、明白に医療の
必要性が認められる場合は、必要な決定後ただちに医療券を発行しその医療券を直接交付するこ
とによって十分決定の内容を伝達することができるため、当該決定通知書を省略して差し支えない
としている。
後半部分の「治癒による廃止」についてであるが、医療扶助の給付決定の際、本人に直接交付す
る医療券において予め有効期限を定めており、当該終期の到来をもって医療扶助の給付は終了す
る。保護の変更は通知をもって行うことが原則であるものの、当該医療扶助の給付の終了につい
ては、保護の変更の処分が行われているものではないため、当該変更の通知は不要である。
なお、医療券における有効期限到来前に医療扶助の給付を終了する必要がある場合は、当該変
更につき被保護者に対して通知を行う必要があると考える。

旭川市、鹿
角市、川越
市、秩父市、
名古屋市、
春日井市、
豊田市、城
陽市、堺市、
茨木市、寝
屋川市、加
古川市、大
村市、雲仙
市

○相続人がいないか明らかでない被保護者が死亡した場合、墓地埋葬等に関する法律に基づき、葬祭を執り行う。こ
のとき、遺留金品のうち現金であれば、当該費用に即座に充てることはできるが、金融機関に預けている預貯金であ
れば、後ほど明らかになった相続人又は選任された相続財産管理人から当該費用を弁償してもらうまで数年におよぶ
恐れがある。また、本市が繰替支弁した費用に係る県負担金の償還も同様に遅れることになる。 また、遺留金品を死
亡した被保護者の葬祭費用に充て残余金があったとしても、これを被保護者に対する戻入金等の生活保護債権に充
てることは現状できず、明らかになった相続人又は相続財産管理人に引き渡した上で納付してもらうことになる。なお、
相続財産管理人の選任には多額の費用を必要とするため、法令上定められた手続きを行うことで、結果的に債権額
以上の費用を負担しなければならない恐れもある。 本市としては、事務の効率化、事務負担の軽減及び債権の早期
回収を図るため、葬祭費用及び生活保護債権に充てる場合に限り、死亡した被保護者の預貯金の払戻しを簡便に受
けることができる制度改正を望むものである。
○当市においても、死亡廃止となった後の戻入金・法第63条返還金・法第78条徴収金について、相続人が明らかでな
い場合や疎遠や遠方であるため、必要な処理が行えず未納分が滞納となっている。また、相続財産管理人の選定を
行う場合でも、累積金が少額等の理由により、裁判所等との調整が必要となり速やかな処理ができない事案も発生し
ている。また、選定手続きについても、担当ケースワーカーが行うことになるため負担が大きく、特に職員数が少ない
自治体では手続きの停滞が懸念される。提案事項は、死亡廃止した生活保護受給者の遺留金品を生活保護債権へ
充当することにより、未収債権の改善に寄与するものと考えられる。
活保護債権に充てることが可能となれば、債務の保全とともに事務の軽減につながると考える。
○遺留品や残余財産の取扱いについて、債権に充てるためには、過大な事務量、時間、予算が必要とされる。生活保
護債権は速やかに国庫に帰属されることが必要なことから、改正の必要があると思われる。
○死亡した被保護者の口座からの払い戻しについて、金融機関には、被保護者の葬祭に要する実費さえも、応じても
らえていない。結果として、被保護者の遺留金品があるにも関わらず、葬祭扶助を支給することになる。厚生省社会局
保護課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第13の問２について、民間金融機関に対し改
めて徹底していただきたい。提案市と同意見である。

死亡した被保護者の遺留金品は、当該被保護者の財産の一部であり、一般的な相続財産として民
法上の規定に沿って処理されるものである。
ただし、死亡した被保護者の葬祭については、死亡後にその者が必要とするものであることから、
葬祭を行う者に対して葬祭扶助を給付するとともに、生活保護法第76条第1項にて、遺留金品によ
る充当が例外的に認められているところである。
葬祭扶助へ充当後なお遺留金品に残余がある場合については、生活保護制度において特別な取
り扱いを定めることはできず、地方公共団体が持つ生活保護債権（生活保護費の戻入金、法第63
条による返還金、法第78条による徴収金）についても、民法に定められた手続きにより行使される
ものと考える。

相続人がいないか明らかでない生活保護受給者が死亡し、自治体が遺留金品
を管理することとなる場合、当該遺留金品は生活保護法第７６条第１項の規定に
より、死亡後に支給される保護費（葬祭扶助費）にのみ充てることができ、なお残
余が生じたときは、生活保護法施行規則第２２条第２項の規定により、家庭裁判
所に対し相続財産管理人の選任を申立てることとなる。
一般に、単身の生活保護受給者が死亡した場合、死亡月に前渡した扶助費のう
ち、廃止日以降月末までの扶助費を日割計算し、過扶助戻入金として相続人に
請求する債権が生じる（自治体の債権）。
このような中で、自治体が有する死亡した生活保護受給者に対しての債権は少
額であることが多いにもかかわらず、相続財産管理人の選任には高額な予納金
が必要となるため、債権者である自治体は、法令上定められた手続きを行うこと
で、結果的に債権額以上の費用を負担することとなり、費用対効果の面から相
続財産管理人選任の申立てに消極的にならざるをえない状況になっている。
また、遺留財産には金融機関の口座に預貯金があることも多く、自治体による
預貯金の払戻しが受けられず、そのまま休眠口座となってしまう現状もある。

自治体の適切な債権保全が図れるとともに、遺留金品や残余財産の取扱い
についての事務負担軽減を図ることができるものである。
また、残余財産については検察官の請求により速やかに手続きが行われるこ
とで、最終的に国庫に帰属できることが可能となる。
なお、一般に遺留財産は生活保護費によって形成されたものであり、生活保
護債権に優先して充当することは、他債権者を害するものではない。

生活保護法第７６条
生活保護法施行規則
第２２条
【参考】
厚生省社会局保護課
長通知「生活保護法に
よる保護の実施要領
の取扱いについて」第
１３の２
厚生労働省社会・援護
局保護課長事務連絡
「生活保護問答集につ
いて」問１３－１０
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医療・福祉 死亡した生活保護受
給者の遺留金品の生
活保護債権への充当

死亡した生活保護受給者の遺留
金品を、生活保護債権（生活保
護費として支給したものに対する
戻入金・法第６３条返還金・法第
７８条徴収金）へ充当することが
できるよう、生活保護法第７６条
第２項に「第１項の保護費に充て
ても、なお遺留金品に残余が生
じた場合は、これを死亡した被保
護者に対する生活保護債権に充
てることができる」ことを加え、従
来の第２項を第３項とした上で、
「前項の費用」を「前２項の費用
及び生活保護債権」に改正する
こと。

千葉市



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

　提案の背景としては、現状の児童扶養手当の制度が事実婚を支給不可としており、そのための
生活実態調査等を行う必要があり、自治体にとって大きな負担となっているという現実がある。ま
た、居住地と住民票が異なることが想定されていないにしても、実態として、住民登録地と現住所が
一致しないケースはある。そういった場合には、児童扶養手当の受給資格要件を備えていても、実
態がないため受給資格認定ができない場合があり、手当が必要な世帯への支援が届かないことと
なる。この状況を改善するためには、区域外の学校へ就学したり、保育所へ入所するために住民
票と現住所が異なる場合等、やむを得ない事由があると市町村が判断した場合に、現住所で児童
扶養手当を受給できる旨を明記することにより、実態把握が容易になり、本当に児童扶養手当が
必要な世帯に行き渡る等のメリットがあるため、受給資格認定手続きの改善について再検討をお
願いしたい。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　住民基本台帳法において、複数の住所を認めると、各種行政サービスの重複や、戸籍の複数
登録などにつながり、正確な情報把握が困難であることから、生活の本拠であるもののみを住所と
しており、住民票上の住所と実際の居住地とが異なることを認めているのは、入院している者（１年
未満の入院に限る）等の例外的な場合のみである。

※住民基本台帳法第３条第１項及び第３項において、「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備
し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に
行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」「住民は、常に、住民としての地
位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台
帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。」とされており、市町村において、住民票の移
動が適切でない事実を確認した場合は、まず是正措置を講じる必要がある。

○　全額公費で賄われている児童扶養手当については、適正な支給を担保することは極めて重要
であり、他の行政サービスと同様、二重支給等の問題が生じないよう、住民票の移動ができない真
にやむを得ない理由がある場合に限り、住民票と異なる現実の居住地からの申請を受けることを
限定的に認めているところである。
○　こうした例外的な取扱を拡大することについては、住民基本台帳法における違法状態を容認す
るばかりでなく、二重支給の問題が生じる等の理由から、ご提案を認められない。

※本件については、区域外の学校へ就学したり、保育所へ入所したりするためだけに現実の住所
地でない自治体に住民票をおくことの是非といった住民登録のあり方自体や、区域外の学校や保
育所へ入学・入所する際に住民票の移動が必要であることの是非について問われるべき問題であ
る。

今回の提案については、第一次回答について了解いたしました。今後も、児童福祉の将来を見据
えた安定的な保育施設運営が可能となる体制の整備を引き続きお願いしたい。

－ － － 【全国知事会】
所管省からの回答が「支障は解消されている」となっているが、事実関係について提案団体との間
で十分確認を行うべきである。
【全国市長会】
所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体との
間で十分確認を行うべきである。

　医療券により給付内容を提示する点であるが、本人への提示は、通常、保護決定通知書により
行うもので、医療券によらなければならないものではない。
医療扶助給付の最終的な利用判断については、被保護者が診療のために医療機関に行くかを最
終的に判断することから、医療券交付の有無に関わらず被保護者の意思に委ねられるものであ
り、むしろ、給付利用しない医療券が本人の手元に残ると、紛失、悪用等により医療券が他人に渡
り、不正利用される等の大きな問題が生じる。
　本提案にあたり支障事例は示したところであるが、特に、病気や障がいを抱え、支援者が近くに
いない被保護者の支障を懸念している。体調不良の場合、いち早く医療機関に受診する必要があ
るが、市まで医療券を受け取りに来る体力がなかったり、市までの交通費を負担しなければならな
い等、被保護者の身体的・金銭的な負担は大きい。当然、市職員が医療券を本人に届けることも
現実的でない。そうなると、医療機関への受診を躊躇して病気が悪化し、生活保護法で保障する最
低生活を送ることはできない。
　また、被保護者ではなく、医療機関に医療券を送付できれば、市の事務・費用負担は少なくなる。
当該事務の軽減分を被保護者への支援業務に充てることができれば、より細やかな生活指導等も
可能となり、被保護者の自立した生活に資する。
　なお、自立支援プログラム等では、対象者が限定されることから支障が解決されない場合が多く
想定される。支援内容が医療券を市で管理し、医療券を本人に代わって医療機関に提出すること
等であるとすれば、それこそ医療券を医療機関へ直接送付すれば足りる。
　よって再検討を求める。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

医療扶助の実施にあたっては、被保護者の受診する医療機関を福祉事務所において選定し、当
該医療機関につき被保護者に対して示す必要があり、これを実現するために医療券を本人に交付
することとしている。また、被保護者を介さず医療券を医療機関へ直接送付する場合、生活保護法
第２５条第２項の規定により、本人に対して当該保護決定の内容を別途書面により通知する必要
が生じるため、結果として自治体の事務負担の軽減にはつながらない。
なお、提案団体が懸案として示されている支障事例については、緊急の受診に関して、例外的に医
療券の事後の交付などを認めているところである。

　本提案は、管理番号116（医療券の医療機関への直接交付）を前提としている。
現状、医療扶助運営要領第3-2-(5)-ｵ但し書の規定により医療券を直接医療機関へ送付する場合
があるが、書面による通知を省略すること（同要領3-2-(4)但し書）ができず、本来すべき被保護者
への生活支援の時間を割いて通知業務を行わざるを得ず、結局、被保護者の自立支援が思うよう
に進まない。
　そもそも、高齢・障がい等の諸事情を抱える被保護者にとって、生活保護制度は複雑かつ難解で
あり、各扶助の給付申請、届出、報告等に関する通知が多く届くことで、何に対する通知なのか把
握できず、他の決定と混同する等の支障があることは提案で示すとおりである。これらの支障が解
消されれば、被保護者はストレスなく、安心した生活を送ることができ、これは生活保護法の趣旨に
も合致する。
　1次回答にある「傷病届による変更申請を受けて決定されたものであって、明白に医療の必要性
が認められる場合は、医療券を交付することで書面による通知を省略することができる」のは、本
人が認識すべき事項が医療券の記載事項であることにほかならない。当該事項は単純・明確な内
容であり、書面によらなくても十分に伝達可能なものである。加えて、被保護者からすると、現に医
療機関を受診している事実があるのであるから、医療扶助の決定や内容を常に把握することがで
きる。
　廃止等不服申立ての可能性があるものや書面によらなければ被保護者に伝達ができない内容
の決定は別として、提案に挙げた種類の決定についての通知は不要と考えるため、再検討を求め
る。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

管理番号116で示している通り、医療券は原則として本人に交付することを前提としており、医療扶
助運営要領の中でも、医療券の交付をもって十分決定内容を伝達できる場合には、一部決定通知
書を省略し、その他適切な方法によることも差し支えないとしているところであるが、上記以外の場
合に、当該決定が単純・明確であるという理由をもって書面による通知を不要とすることは、被保護
者の保護法益を守るという観点でも不適切である。
保護の実施機関においては、保護の決定通知書や医療券等の書面を被保護者に交付すること
で、各扶助の決定内容について、被保護者に対して確実に通知する必要があると考える。

「葬式費用」及び「日用品費」の先取特権（民法第309条，第310条）は、貧困者が葬式を営んだり生
活に必要な物品を購入したりすることができるようにするという債務者保護の趣旨をも含む規定で
あり、御指摘のような生活保護債権への充当に関する特別な取扱いを定めることの根拠とはなら
ない。
また、他の一般債権者（このような者の中には，被保護者に生活資金を貸し付けたような者も想定
される。）との均衡という意味からも、葬祭扶助へ充当後なお遺留金品に残余がある場合につい
て、生活保護法において、生活保護債権の優先的な取扱いを設けることは困難である。

【全国知事会】
遺留財産の原資は、生活保護費だけに限定されないなど、課題が多いことから慎重な検討が必要
である。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

－ －貴省回答のとおり、死亡した被保護者の遺留金品は、当該被保護者の財産の一部であって、一般
的な相続財産として民法上の規定に沿って処理されるものであるが、死亡した被保護者の葬祭に
ついては、葬祭扶助を給付するとともに、生活保護法第76条において、遺留金品による充当及び
先取特権が認められているところである。
このことは、民法第306条第3号及び第309条において、一般の先取特権として「葬式費用」が認め
られていることから、生活保護法においても特別の規定を設けているものであると考えられる。
回答では、葬祭扶助へ充当後なお遺留金品に残余がある場合については、生活保護制度におい
て特別な取り扱いを定めることはできないとされているが、民法第306条第4号及び第310条におい
て、一般の先取特権として「日用品供給」の先取特権が認められていることからも、支障事例の生
活保護債権（生活保護費として支給したものに対する戻入金・法第６３条返還金・法第７８条徴収
金）への充当ができるよう、特別法である生活保護法に特別な取り扱いを定めることを求めている
ものであり、実現可能なものであると考える。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

【制度改正による効果】
支給される保護金品から直接返還に充てることで、被保護者の支払手続が簡
略化され、負担が軽減される。
実施機関としても、納付書の発行等返還手続に係る事務負担の軽減となる。
【参考】
本提案は、法第59条に規定する受給権の保護の例外となるものだが、平成27
年提案（管理番号181）の回答から、本人同意のある場合に適用を限ること
で、被保護者は権利として保障される最低生活水準を下回る状態となることを
自身の判断で許容したととらえることが可能なのであれば、当該返還方法は、
通常の返還方法と性質を異にするものではなく、毎月計画的に返還を行う被
保護者には、通常の返還方法に代わる利便性の高いものと考える。ただし、
実施にあたり、直接返還を希望する意思に変わりないかを定期的に確認する
等の配慮が必要と考える。

生活保護法第63条118 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 生活保護法第63条の
規定による費用の返
還方法の追加

生活保護法第63条（以下、本提
案において「法」という。）の規定
による費用返還について、法第
78条の2の規定のように、被保護
者の最低限度の生活を維持する
ことができる範囲で、かつ、被保
護者から保護金品の一部を返還
金の納入に充てる旨の申出があ
るという要件のもと、当該申出に
係る費用返還ができるよう規定
を新設されたい。

【支障事例】
返還金を各月に分割して支払う被保護者の中には、病気や障がい等を抱えなが
ら毎月金融機関等の窓口で支払うことは負担となるため、支給される保護金品
から直接返還に充てたいとの希望が多くある。今後、高齢世帯が増加する見込
みであることから、同様の理由による要望が多くなることが懸念される。
法第78条に規定する徴収金と比較し強制徴収性に違いはあるが、被保護者が
保護金品の一部を返還金に充てる真摯な意思がある以上、返還金についても
同様の方法を認められない根拠は乏しく、上述の申出のある被保護者に直接納
入できない旨の説明ができない。

厚生労働省 岐阜市 旭川市、青
森県、湯沢
市、川越市、
秩父市、春
日部市、千
葉県、千葉
市、新宿区、
青梅市、横
浜市、浜松
市、春日井
市、刈谷市、
豊田市、滋
賀県、京都
府、城陽市、
堺市、茨木
市、八尾市、
寝屋川市、
加古川市、
宍栗市、広
島市、西条
市、長崎市、
雲仙市、大
村市、大分
県

○返還金を各月に分割して支払う被保護者の中には、家族が金銭管理を行っている場合、毎月金融機関等の窓口で
支払うことは負担となる。特に金銭管理者が遠方に住んでいる場合、支払うことができる金融機関を探すことが困難と
なるケースもあり、支給される保護費から直接返還に充てたいとの希望がある。
○返還金については、各担当ケースワーカーが被保護者に説明を行い返還を求めているが、被保護者の中には高齢
や疾病等により、納付のために福祉事務所や金融機関の窓口まで出向くことが難しい者もおり、こうした被保護者から
は、生活保護費から調整してほしいという依頼を受けることも少なくない。また、返還を忘れ本来返還すべき金銭を
使ってしまい、納付が困難になるケースも発生している。平成25年の法改正により、不正受給を原因とする徴収金に
ついては、本人の同意があれば生活保護費との調整が可能となったが、生活保護法第63条に基づく返還金について
も、本人の同意があれば被保護者が自身の判断で調整を許容しているといえるため、同様の改正を行うことにより、
返還金の徴収の効率化が図れる。
○本市における生活保護受給者も高齢者世帯が増加傾向にあり、そのような中、返還金を各月に分割して支払う被
保護者においては、毎月金融機関等の窓口で支払うことが負担となっているところである。また、障害や傷病世帯にお
いても高齢者世帯と同様の事例が生じている。
○本市では、法第６３条返還金の納付方法について、被保護者の申出により、保護費口座から自動的に納付額を引き
落とす口座振替の手法を取り入れている。この納付方法により、被保護者は福祉事務所の窓口や金融機関まで出向
くことなく返還金を納めることが可能となり負担軽減となっているが、口座残高不足による振替不能が発生しておりこ
れからの課題となっている。
○法第６３条の返還金においては、生活保護費との調整が認められていない状況から、納付の際に福祉事務所や金
融機関の窓口に出向き納めていただく必要がある。しかし、被保護者の中には、高齢や障害、就労の状況等により、
納付のために福祉事務所や金融機関の窓口に出向くことが難しい場合や納付を忘れ、本来返還すべき金銭を使用し
てしまい、返還が困難になる場合もある。このことから、法第７８条と同様の取り扱いが認められることで、返還金等の
適正な管理と被保護者の負担軽減を図ることができる。
○本市では、生活保護法第６３条に基づく返還金が、平成２６年度は１，８６８件あり、それに伴い、実施機関は、毎月、
納付書発行等の事務及び被保護者への納付書の郵送代等の負担が生じている。また、被保護者は、直接、金融機関
の窓口に出向いて納付する方法となるため、それが加重な負担となっており、納付忘れ等が発生する要因の一つと
なっている。制度改正により、被保護者の利便性の向上及び未納の防止、実施機関の事務負担軽減及び経費の節減
に大きな効果があると考える。
○本市でも、法第63条返還金の回収は十分ではない。返還金については、ケースワーカーが被保護者に説明を行い
一括返還を求めているが、結局のところ被保護者が一部又はその大半を費消している事例も数多くあり、やむをえず
納付書払による分割納付を認めている。しかしながら、納付書払による方法は、納付が滞ることが多く、未納債権は増
大する一方で、今後の適正な債権管理に支障をきたすことが懸念される。  生活保護費の支給日当日又はその数日
以内に納付書払の指導を行うも、日中は就労中、あるいは高齢や障がい等により本市福祉事務所や金融機関等の窓
口まで出向くことが難しい者もおり、こうした被保護者から毎月の生活保護費から天引きしてほしいという依頼を受ける
ことも少なくない。  このような中、最低限の生活を維持できる範囲内で、被保護者からの依頼（同意）の下、保護費と
の調整ができれば、被保護者の納付漏れの防止、並びに福祉事務所の納付指導に費やす事務負担が軽減される。
法改正は、未納の減少及び適切な債権管理に資するなど、両者にとって有益であることは明らかであり、早期の実現
を望むものである。
○法第６３条返還金及び法第７８条徴収金については，保護費との調整と納付書による対応が混在しており，現場の
ケースワーカーや債務者から保護費との調整に統一できないかという意見がある。
○法第63 条返還金については、本来であれば一括で返還すべきものを、収入があったことを被保護者がすみやかに
申告せずに消費してしまう事例が見受けられる。一括での返還が不可能の場合は、履行延期の特約により、やむを得
ず分割での返還を認めることとなるが、納付書払では納付が滞ることが非常に多く、未納の債権額が増大する原因と
なっている。
○当市は複数町村合併があったため行政域が広く、また都市部と違い、十分な公共交通機関もない。よって法第63条
費用返還金の分割納付を行う被保護者については、納付月ごとに金融機関等での納付手続きに、少なくない負担を
強いている。被保護者の同意が前提ではあるが、保護金品からの直接返還が可能となれば本人の負担減となるだけ
ではなく、分納計画に基づく確実な納付も見込まれると考える。
○当市においても、法６３条返還金の支払いについて、高齢や傷病、障害等で金融機関や区役所窓口での納付が困
難な生活保護受給者を中心に、支給保護費から直接差し引きを求める声は以前から多く寄せられている。今後、法７
８条徴収金の取り扱いと同様に、本人が申し出た場合に限り保護費との調整が可能となれば、保護受給者の利便性
の向上が図れるほか、回収率の向上につながるものと考えられる。但し、法６３条返還金と法７８条徴収金では、発生
の性質が異なるため、より慎重な検討が必要である。
○本県内の各福祉事務所においても、法第６３条による債権について、一括納付できない場合の債権管理や納入指
導に多大な時間や労力が割かれている現状にある。また、対象者から、納入手続が煩わしいため、支給される保護費
と調整してほしいとの要望が寄せられることも度々ある。このように対象者からの要望・同意がある場合に、法第７８条
と法第６３条とで保護費との調整の可否を区別する必要性は薄いと考えられる。制度改正により、対象者と実施機関
双方にメリットをもたらすものと考えられる。
○生活保護法に基づく返還金について、ケースワーカーが被保護者に説明を行い返還を求めているが、被保護者の
中には高齢や疾病等により、納付のために福祉事務所や金融機関の窓口まで出向くことが難しい者もおり、こうした
被保護者からは、生活保護費から調整してほしいという依頼を受けることも少なくない。また、返還を忘れて本来返還
すべき金銭を使ってしまい、納付が困難になるケースも発生している。これらは、返還金の回収率が改善しない原因
の１つになっており、現場のケースワーカーの中にも保護費との調整を求める声がある。平成25年の法改正により、不
正受給を原因とする徴収金については、本人の同意があれば生活保護費との調整が可能となったが、生活保護法第
63条に基づく返還金についても、本人の同意があれば被保護者が自身の判断で調整を許容しているといえるため、岐
阜市と同様に改正をお願いしたい。
○返還金を毎月支払う意思があるが、近所に金融機関がないため支払いが滞っているケースがある。また、保護費か
らの代納を希望するケースもある。生活保護費から直接返還金に充当することで、被保護者の負担軽減、事務の効率
化及び徴収率の向上につながる。
○生活保護法第６３条返還金については、保護費との調整が認められていないため、納付書払いによる納入指導を
行っているが、納付が滞ることが多く、未納額は増大する一方である。また、高齢や疾病、障害等により、納付に出向
くことが困難な被保護者もおり、保護費から調整してほしいという要望を受けることも少なくない。法第６３条返還金に
ついても法７８条徴収金と同様に、保護費と調整することが可能となるよう法が改正されると、不良債権の減少、不納
欠損の減少による国庫負担金の減少、事務負担の軽減、また、返還する者にとっても利便性の向上が図られる。
○本市における63条債権に係る収入未済額は、平成26年度960件、172,387千円と年々件数、金額とも増加傾向が顕
著である。63条債権の場合、生活保護法第78条の2に規定する毎月の保護費との調整という手法が法的に整備され
ていないことから、より返済が滞りやすい傾向にある。63条債権の円滑かつ確実な徴収業務に資するもであることから
本提案に賛同するものである。
○本市においても、法第63条による返還金の多くは一括返還が困難で分割納付となっている。納付にあたっては被保
護者本人に金融機関で納入してもらっているが、被保護者には高齢者や障害・傷病を持つ者が多く、毎月の納付手続
きが負担になっている状況が見られ、支給される保護費から差し引いてもらいたいとの要望が多い。
○法第63条による返還金については、被保護者に対して、少しずつでも分納に応じてもらうよう、ケースワーカーが働
きかけている。しかし、被保護者が納付書を持って金融機関に支払いに行くという現行の方法では、納付の効率性や
確実性に欠け、結果として翌年度に繰り越す債権額が増大している。また、被保護者への返還金の督促や債権管理
は、ケースワーカーの負担にもなっている。提案市と同様に制度改正が必要だと考える。
○63条返還金は強制徴収公債権ではありませんが、78条徴収金と同じく返還してもらわなければいけない債権に変
わりはありません。債権の数としても、63条返還金の方が多く、被保護者が支給された保護費からお金を納付書にて
払うという手間があります。適正な債権管理という点からも、被保護者の同意を得られれば納め忘れもなくなり効率的
ではないかと考えます。

生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国民に対し最低限度の生活を保障する制度であ
り、生活保護費は、その最低限度の生活の需要を満たし、かつそれを超えない基準で支給されるも
のである。また、生活保護法（昭和25年法律第144号）（以下「法」という。）第58条において被保護
者の保護金品を受ける権利の差押禁止規定が設けられている。
このような制度のもと、先般の法改正において、法第78条による徴収金債権については、あくまで
被保護者本人に帰責事由のある不正受給によるものであることや、本人からの申出があった場合
に限定することなどから、法第78条の2にて保護費と調整する規定が例外的に設けられたところで
ある。
これに対し、法第63条による返還金債権をあらかじめ保護費と調整することについては、例えば、
法第63条の債権発生原因を見ると、地方公共団体による事務手続き上の瑕疵など被保護者に責
がないものが含まれることから、こうした債権について保護費とあらかじめ調整することが生活保護
法の趣旨に反しないか、といった課題があり、慎重な検討を要すると考えている。
なお、現行法に基づく各地方公共団体による運用の中でも、例えば地方自治法施行令第155条に
おいて歳入の納付方法の1つとして口座振替が認められており、被保護者本人の同意に基づきこう
した方法を活用することにより、被保護者が福祉事務所や金融機関に出向いて返還金を支払うと
いった負担を軽減し、また保護の実施機関が債権を適正に回収することが可能になると考える。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

生活保護法第63条の費用返還義務に基づき生じる債権をあらかじめ保護費と調整することについ
ては、法第78条の2における不正受給による徴収金と保護費との調整規定と同様に、憲法第25条
の理念に基づき最低限度の生活を過不足なく満たす生活保護制度の趣旨に反しない規定となりう
るかといった論点を法的に整理し、既存の調査結果の分析や地方公共団体の意見の聴取等を経
た上で、生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104号）附則第２条に基づき同法施
行後５年を目途に行われる生活保護制度の見直しの中で検討していく必要があると考える。今年
度中を目処に、審議会の部会を設置し、制度見直しに向けた議論を開始する予定である。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。
なお、検討に当たっては、生活保護制度が、憲法第25条の理念に基づき、国民に対し最低限度の
生活を保障する制度であることに留意すること。

○　「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）及び「経済・財政再生
計画改革工程表」（平成27年12月24日経済財政諮問会議）において、平成29年度の次期生活扶
助基準の検証に合わせ、生活保護制度全般について、関係審議会等において検討し、検討の結
果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る平成30年通常国会への法案提出
を含む）とされているため、本提案についても、この中で実現に向けて検討していただきたい。ま
た、事前調査の実施など今後の検討スケジュールを示していただきたい。
○　口座振替は、振替前に保護費が全額引き出されてしまう等の課題があり、債権回収手段として
十分ではないことを認識しているのであれば、差押え可能な資産等が乏しいと考えられる被保護者
については地方自治法等の規定に基づく強制執行等の手続による債権回収はほぼ見込めないた
め、確実な債権回収手段を確保する必要があるとの前提で、本提案の実現を図っていただきた
い。
○　「(生活保護)法第63条の債権発生原因を見ると、地方公共団体による事務手続き上の瑕疵な
ど被保護者に責がないものが含まれる」とのことであるが、被保護者の帰責事由の有無により、債
権額の調定に当たって一定の配慮をすることなどで、本提案を実現できるのではないか。
○　返還金の債権者となる保護の実施機関は保護の決定権限も有しているため、被保護者の（生
活保護法第78条の２に規定する）申出の任意性に疑義が生じうるとのことであるが、被保護者の申
出の任意性を担保する手段を併せて講じることで、本提案を実現できるのではないか。

【八尾市】
生活保護法の性質上、被保護者の保護金品については、法第58条の差押禁止規定によるべく、こ
れは絶対的なものであって、弾力的解釈を許さないものとして、法が構築されたと認識しています。
しかし、生活保護行政運営上の現実的要請を受けた法第78条の2の創設は、「徴収金の確実な徴
収を図る観点から、受給権譲渡禁止（法第59条）の例外となるが、本人の申出による（本人の同意
がある）ものであるため、受給権保護との関係で問題にはならず、また、保護費との相殺に係る規
定は、不正受給徴収金の徴収方法の特例であり、法律的には、差押禁止規定（法第58条）と矛盾
をするということはない。」と説明されてはいますが、まさしく、「弾力的解釈」に道を開いた規定で
あったと理解しています。
法第63条による返還金債権をあらかじめ保護費と調整することについては、慎重な検討を要すると
は考えますが、「自ら申し出をした生活保護の受給者に限るということ、また、保護費から差し引く
金額についても、保護の実施機関が最低生活の保障に支障がないと個別具体的に判断をされた
範囲内にとどめること」等々の要件を明確化すれば、次期法改正のメニューのひとつに充分なると
考えます。
法改正については、基準部会とは別の検討の場が開始されると聞いています。平成29年度の次期
生活保護制度の在り方等の見直しに当たっては、十分な時間的余裕をもって地方と協議し、地方
の意見を十分に踏まえていただくようお願いします。
【長崎市】
口座振替については、被保護者の負担軽減の観点からも有効であると判断されるが、何らかの事
情で預貯金口座を持たない被保護者が存在すること及び口座振替時における残高不足等による
振替不能ケースが生じる可能性も考えられることから、債権発生原因や被保護者の生活状況を考
慮したうえで、本人からの申出又は同意があった場合に限定する等の条件の下、納入の利便性等
に寄与する方法として、口座振替の方法と併せて、保護費との調整による徴収方法も一つの選択
肢として運用できた方が、徴収経費の軽減、徴収手続きの簡素化及びより確実な収納指導に繋が
るとともに、収納率増加への効果も期待されることから、当該意見も踏まえて今後検討を行ってほ
しい。

－－　本提案は、返還金債権と徴収金債権の本質は、「定められた額を市に納入しなければならず、そ
のため、返還・徴収の実効性を確保する必要がある。」という点で一致することから、返還金も法第
78条の2と同様の規定を設けることを求めるものである。
　平成27年提案（管理番号181）二次回答によると、法第78条の2は「本人の同意がある。」、「市と
被保護者双方が生活維持に支障ないと判断する。」という2つの要件が満たされる前提で新設され
たものであり、提案する返還金の保護費調整も当該要件を満たしている。
　また、提案で示す被保護者の要望は、債権発生に責のない者の意見を含んでおり、返還金の債
権発生原因を含む決定内容は、予め通知や市との協議で被保護者に伝達しており、被保護者は
自身に責任がないことを認識の上でなお保護費調整を望んでいるものである。
返還金と徴収金の違いは、一次回答のとおり債権発生原因のみだが、上述から、被保護者の帰責
性の有無で保護費調整の可否を判断すべきでなく、両債権を別異に取り扱う必要はない。
　以上から提案する返還金の保護費調整は、法第78条の2と同様に上限額、返還方法等を法制度
で保障するものであり、被保護者の受給権を保護し、最低生活を保障する法の趣旨に合致する。
　加えて、被保護者の納付手続を簡略化する等、特に今後増加が見込まれる高齢者の手続負担
を軽減できる利便がある。
　よって再検討を求める。
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団体名 支障事例
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
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管理
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求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

○返還金については、各担当ケースワーカーが被保護者に説明を行い返還を求めているが、被保護者の中には高齢や疾病等に
より、納付のために福祉事務所や金融機関の窓口まで出向くことが難しい者もおり、こうした被保護者からは、生活保護費から調
整してほしいという依頼を受けることも少なくない。また、返還を忘れ本来返還すべき金銭を使ってしまい、納付が困難になるケース
も発生している。　平成25年の法改正により、不正受給を原因とする徴収金については、本人の同意があれば生活保護費との調
整が可能となったが、生活保護法第63条に基づく返還金についても、本人の同意があれば被保護者が自身の判断で調整を許容し
ているといえるため、同様の改正を行うことにより、返還金の徴収の効率化が図れる。
○本市における生活保護受給者も高齢者世帯が増加傾向にあり、そのような中、返還金を各月に分割して支払う被保護者におい
ては、毎月金融機関等の窓口で支払うことが負担となっているところである。また、障害や傷病世帯においても高齢者世帯と同様
の事例が生じている。
○本市では、法第６３条返還金の納付方法について、被保護者の申出により、保護費口座から自動的に納付額を引き落とす口座
振替の手法を取り入れている。この納付方法により、被保護者は福祉事務所の窓口や金融機関まで出向くことなく返還金を納める
ことが可能となり負担軽減となっているが、口座残高不足による振替不能が発生しておりこれからの課題となっている。
○返還金を各月に分割して支払う被保護者の中には、毎月金融機関等の窓口で支払うことは負担となるため、支給される保護金
品から直接返還に充てたいとの希望者は多く、債権管理上もこうした制度が導入されれば、事務担当者の負担は少なからず軽減
される。法第78条に規定する徴収金と比較し強制徴収性に違いはあるが、被保護者が保護金品の一部を返還金に充てる真摯な意
思が確実に確認された場合は、返還金についても徴取金と同様の方法を認められたい。
○当市においても、法第６３条による返還金を分割して返還しているケースが多数あるが、支払う意思があるのに、納付書を紛失し
てしまったり、病気などで金融機関まで支払いに行くのが困難になる等の理由で、支払いが滞る場合がある。保護金品からの直接
返還に充てることは、被保護者の支払手続きの簡略化や負担軽減になると伴に、実施機関においても事務が軽減されるため、そ
の効果は非常に大きい。
○法第６３条の返還金においては、生活保護費との調整が認められていない状況から、納付の際に福祉事務所や金融機関の窓
口に出向き納めていただく必要がある。しかし、被保護者の中には、高齢や障害、就労の状況等により、納付のために福祉事務所
や金融機関の窓口に出向くことが難しい場合や納付を忘れ、本来返還すべき金銭を使用してしまい、返還が困難になる場合もあ
る。このことから、法第７８条と同様の取り扱いが認められることで、返還金等の適正な管理と被保護者の負担軽減を図ることがで
きる。
○本市では、生活保護法第６３条に基づく返還金が、平成２６年度は１，８６８件あり、それに伴い、実施機関は、毎月、納付書発行
等の事務及び被保護者への納付書の郵送代等の負担が生じている。また、被保護者は、直接、金融機関の窓口に出向いて納付
する方法となるため、それが加重な負担となっており、納付忘れ等が発生する要因の一つとなっている。制度改正により、被保護者
の利便性の向上及び未納の防止、実施機関の事務負担軽減及び経費の節減に大きな効果があると考える。
○本市でも、法第63条返還金の回収は十分ではない。返還金については、ケースワーカーが被保護者に説明を行い一括返還を求
めているが、結局のところ被保護者が一部又はその大半を費消している事例も数多くあり、やむをえず納付書払による分割納付を
認めている。 しかしながら、納付書払による方法は、納付が滞ることが多く、未納債権は増大する一方で、今後の適正な債権管理
に支障をきたすことが懸念される。 生活保護費の支給日当日又はその数日以内に納付書払の指導を行うも、日中は就労中、ある
いは高齢や障がい等により本市福祉事務所や金融機関等の窓口まで出向くことが難しい者もおり、こうした被保護者から毎月の生
活保護費から天引きしてほしいという依頼を受けることも少なくない。このような中、最低限の生活を維持できる範囲内で、被保護
者からの依頼（同意）の下、保護費との調整ができれば、被保護者の納付漏れの防止、並びに福祉事務所の納付指導に費やす事
務負担が軽減される。法改正は、未納の減少及び適切な債権管理に資するなど、両者にとって有益であることは明らかであり、早
期の実現を望むものである。
○本市においても、法６３条返還金の支払いについて、高齢や傷病、障害等で金融機関や区役所窓口での納付が困難な生活保護
受給者を中心に、支給保護費から直接差し引きを求める声は以前から多く寄せられている。今後、法７８条徴収金の取り扱いと同
様に、本人が申し出た場合に限り保護費との調整が可能となれば、保護受給者の利便性の向上が図れるほか、回収率の向上に
つながるものと考えられる。但し、法６３条返還金と法７８条徴収金では、発生の性質が異なるため、より慎重な検討が必要である。
○法第６３条返還金及び法第７８条徴収金については，保護費との調整と納付書による対応が混在しており，現場のケースワー
カーや債務者から保護費との調整に統一できないかという意見がある。
○法第63 条返還金については、本来であれば一括で返還すべきものを、収入があったことを被保護者がすみやかに申告せずに
消費してしまう事例が見受けられる。一括での返還が不可能の場合は、履行延期の特約により、やむを得ず分割での返還を認め
ることとなるが、納付書払では納付が滞ることが非常に多く、未納の債権額が増大する原因となっている。
○当市は合併により行政域が広く、また都市部と違い、十分な公共交通機関もない。法第63条費用返還金の分割納付を行う被保
護者については、納付月ごとに金融機関等での納付手続きに、少なくない負担を強いている。被保護者の同意が前提ではあるが、
保護金品からの直接返還が可能となれば本人の負担減となるだけではなく、分納計画に基づく確実な納付も見込まれると考える。
○本県内の各福祉事務所においても、法第６３条による債権について、一括納付できない場合の債権管理や納入指導に多大な時
間や労力が割かれている現状にある。また、対象者から、納入手続が煩わしいため、支給される保護費と調整してほしいとの要望
が寄せられることも度々ある。このように対象者からの要望・同意がある場合に、法第７８条と法第６３条とで保護費との調整の可
否を区別する必要性は薄いと考えられる。制度改正により、対象者と実施機関双方にメリットをもたらすものと考えられる。
○返還金を毎月支払う意思があるが、近所に金融機関がないため支払いが滞っているケースがある。また、保護費からの代納を
希望するケースもある。生活保護費から直接返還金に充当することで、被保護者の負担軽減、事務の効率化及び徴収率の向上に
つながる。
○本市における63条債権に係る収入未済額は、平成26年度960件、172,387千円と年々件数、金額とも増加傾向が顕著である。63
条債権の場合、生活保護法第78条の2に規定する毎月の保護費との調整という手法が法的に整備されていないことから、より返済
が滞りやすい傾向にある。63条債権の円滑かつ確実な徴収業務に資するもであることから本提案に賛同するものである。
○本市においても法第63条による返還金は毎年100件以上発生している。納付にあたっては被保護者本人に金融機関で納入して
もらっているが、被保護者には高齢者や障害・傷病を持つ者が多く、納付手続きが負担になっている状況が見られ、支給される保
護費から差し引いてもらいたいとの要望が多い。また、一括返還が困難なため長期間に渡る分割納付となるケースも多く、過年度
分を含めると法第63条による返還金の債権は件数・金額ともに増え続けており、ケースワーカーと経理担当者にとって催告等の債
権管理の事務の負担も大きくなっている。
○法第63条による返還金については、被保護者に対して、少しずつでも分納に応じてもらうよう、ケースワーカーが働きかけてい
る。しかし、被保護者が納付書を持って金融機関に支払いに行くという現行の方法では、納付の効率性や確実性に欠け、結果とし
て翌年度に繰り越す債権額が増大している。また、被保護者への返還金の督促や債権管理は、ケースワーカーの負担にもなって
いる。提案市と同様に制度改正が必要だと考える。
○63条返還金は強制徴収公債権ではありませんが、78条徴収金と同じく返還してもらわなければいけない債権に変わりはありませ
ん。債権の数としても、63条返還金の方が多く、被保護者が支給された保護費からお金を納付書にて払うという手間があります。適
正な債権管理という点からも、被保護者の同意を得られれば納め忘れもなくなり効率的ではないかと考えます。

生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国民に対し最低限度の生活を保障する制度であ
り、生活保護費は、その最低限度の生活の需要を満たし、かつそれを超えない基準で支給されるも
のである。また、生活保護法（昭和25年法律第144号）（以下「法」という。）第58条において被保護
者の保護金品を受ける権利の差押禁止規定が設けられている。
このような制度のもと、先般の法改正において、法第78条による徴収金債権については、あくまで
被保護者本人に帰責事由のある不正受給によるものであることや、本人からの申出があった場合
に限定することなどから、法第78条の2にて保護費と調整する規定が例外的に設けられたところで
ある。
これに対し、法第63条による返還金債権をあらかじめ保護費と調整することについては、例えば、
法第63条の債権発生原因を見ると、地方公共団体による事務手続き上の瑕疵など被保護者に責
がないものが含まれることから、こうした債権について保護費とあらかじめ調整することが生活保護
法の趣旨に反しないか、といった課題があり、慎重な検討を要すると考えている。
なお、現行法に基づく各地方公共団体による運用の中でも、例えば地方自治法施行令第155条に
おいて歳入の納付方法の1つとして口座振替が認められており、被保護者本人の同意に基づきこう
した方法を活用することにより、被保護者が福祉事務所や金融機関に出向いて返還金を支払うと
いった負担を軽減し、また保護の実施機関が債権を適正に回収することが可能になると考える。

広島市

指定都市市
長会

204 Ｂ　地方に対する規
制緩和

262 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 生活保護費と返還金
の調整

生活保護法（以下「法」という。）
第63条に基づき生じる債権の非
免責化については、平成27年の
地方からの提案等に関する対応
方針で、今後検討を行い必要な
措置を講ずるとされているが、公
的扶助を適切に運用する観点か
ら、法第63条による返還金につ
いて、法78条による徴収金と同
様に被保護者から申出があった
場合、保護費と調整をすることが
出来るなど早期に法改正を検討
し、適切な措置を講じること。

広島市では、平成28年3月時点で約27,000人が生活保護を受給しているが、年
金の遡及受給や一時的な所得など、様々な理由によって被保護者に対する返
還金に係る債権が発生している（生活保護法第63条に基づく返還金については
平成26年度は1,646件）。
こうした返還金については、ケースワーカーが被保護者に説明を行い返還を求
めているが、被保護者の中には高齢や疾病等により、納付のために福祉事務所
や金融機関の窓口まで出向くことが難しい者もおり、こうした被保護者からは、生
活保護費から調整してほしいという依頼を受けることも少なくない。
また、返還を忘れて本来返還すべき金銭を使ってしまい、納付が困難になる
ケースも発生している。
これらは、返還金の回収率が改善しない原因の１つになっており、現場のケース
ワーカーの中にも保護費との調整を求める声がある。
平成25年の法改正により、不正受給を原因とする徴収金については、本人の申
出があれば生活保護費との調整が可能となったが、生活保護法第63条に基づく
返還金についても、本人の申出があれば被保護者が自身の判断で調整を許容
しているといえるため、同様の改正をお願いしたい。

被保護者にとって、福祉事務所の窓口や金融機関まで出向くことなく返還金を
納めることが可能になり、負担の軽減になる。
また、被保護者に対して督促を行うことが不要となるなどケースワーカーの負
担の軽減にも資する。
さらに、生活保護費と調整することで被保護者による納付忘れを防ぐことがで
きることにより未納が減少となる結果、適切な債権管理に資する。

生活保護法第63条 厚生労働省

法第63 条返還金については、保護費との調整が認められておらず、納付書払
等による納入指導を行うものの、納付が滞ることが多く、未納の債権額が増大し
てしまうのが現状である。
例えば、年金の遡及受給や交通事故保険金等の一時的な所得は、本来であれ
ば法第63 条返還金として一括で返還すべきものを、すみやかに収入申告せず
に消費してしまう事例が後を絶たない。
この場合、やむを得ず分割での返還を求めることとなるが、納付書払となるため
納付が滞ることが非常に多く、未納の債権額が増大する原因となっている。
被保護者の中には高齢や疾病等により、納付のために福祉事務所や金融機関
の窓口まで出向くことが難しい方もおり、こうした被保護者からは、生活保護費か
ら調整してほしいという依頼を受けることも少なくない。また、現場のケースワー
カーの中にも保護費との調整を求める声がある。

返還率の向上による不良債権の減少、不能欠損の減少、ひいては国庫負担
金の減少につながるものと考える。これは会計検査院の求める「生活保護費
に係る返還金等の適正な債権管理」の趣旨に沿ったものとなる。
また、実施機関にとっては、納付書払いによる納入指導や、未納による督促の
作業等、実施機関の業務量軽減にもつなげることができる。
さらに、返還する側にとっても、「納付書払いによる金融機関に毎月出向く手
間を省くこと」、「納付忘れを防ぐこと」が可能となり、利便性の向上が期待でき
るものである。

生活保護法第63条 厚生労働省

旭川市、青
森県、川越
市、秩父市、
千葉県、千
葉市、新宿
区、青梅市、
横浜市、浜
松市、春日
井市、刈谷
市、豊田市、
滋賀県、京
都府、城陽
市、堺市、茨
木市、八尾
市、寝屋川
市、加古川
市、宍栗市、
新見市、西
条市、長崎
市、雲仙市、
大村市、大
分県

医療・福祉 生活保護の返還金の
徴収方法の弾力化

生活保護費との調整を可能と
し、被保護者の負担軽減や納付
忘れ防止に繋げることができる
よう、法の改正を求める。

旭川市、青
森県、川越
市、秩父市、
千葉県、新
宿区、青梅
市、横浜市、
浜松市、安
曇野市、春
日井市、刈
谷市、豊田
市、滋賀県、
城陽市、茨
木市、八尾
市、寝屋川
市、加古川
市、西条市、
長崎市、雲
仙市、大村
市、大分県

○本市においても、生活保護法第６３条に基づく返還金に関する債権について、適切な管理に務め、未納債権の発生防止の取組
みを行っているが、一部の債権においては、左記事例と同様に収入後に消費してしまい、未納となるものが発生している。未納債
権が発生すると、督促をはじめ、相続の確認等の様々な事務が発生し、職員の業務量の増加や事務の複雑化により保護の実施に
支障をきたしかねない状況になっている。未納債権の発生防止には保護費との調整が効果的であり、生活保護法第７８条による徴
収金の徴収事務において実証されている。
○返還金については、各担当ケースワーカーが被保護者に説明を行い返還を求めているが、被保護者の中には高齢や疾病等に
より、納付のために福祉事務所や金融機関の窓口まで出向くことが難しい者もおり、こうした被保護者からは、生活保護費から調
整してほしいという依頼を受けることも少なくない。また、返還を忘れ本来返還すべき金銭を使ってしまい、納付が困難になるケース
も発生している。平成25年の法改正により、不正受給を原因とする徴収金については、本人の同意があれば生活保護費との調整
が可能となったが、生活保護法第63条に基づく返還金についても、本人の同意があれば被保護者が自身の判断で調整を許容して
いるといえるため、同様の改正を行うことにより、返還金の徴収の効率化が図れる。
○本市における生活保護受給者も高齢者世帯が増加傾向にあり、そのような中、返還金を各月に分割して支払う被保護者におい
ては、毎月金融機関等の窓口で支払うことが負担となっているところである。また、障害や傷病世帯においても高齢者世帯と同様
の事例が生じている。
○本市では、法第６３条返還金の納付方法について、被保護者の申出により、保護費口座から自動的に納付額を引き落とす口座
振替の手法を取り入れている。この納付方法により、被保護者は福祉事務所の窓口や金融機関まで出向くことなく返還金を納める
ことが可能となり負担軽減となっているが、口座残高不足による振替不能が発生しておりこれからの課題となっている。
○当市においても、法第６３条による返還金を分割して返還しているケースが多数あるが、支払う意思があるのに、納付書を紛失し
てしまったり、病気などで金融機関まで支払いに行くのが困難になる等の理由で、支払いが滞る場合がある。保護金品からの直接
返還に充てることは、被保護者の支払手続きの簡略化や負担軽減になると伴に、実施機関においても事務が軽減されるため、そ
の効果は非常に大きい。
○法第６３条の返還金においては、生活保護費との調整が認められていない状況から、納付の際に福祉事務所や金融機関の窓
口に出向き納めていただく必要がある。しかし、被保護者の中には、高齢や障害、就労の状況等により、納付のために福祉事務所
や金融機関の窓口に出向くことが難しい場合や納付を忘れ、本来返還すべき金銭を使用してしまい、返還が困難になる場合もあ
る。このことから、法第７８条と同様の取り扱いが認められることで、返還金等の適正な管理と被保護者の負担軽減を図ることがで
きる。
○本市においても、法６３条返還金の支払いについて、高齢や傷病、障害等で金融機関や区役所窓口での納付が困難な生活保護
受給者を中心に、支給保護費から直接差し引きを求める声は以前から多く寄せられている。今後、法７８条徴収金の取り扱いと同
様に、本人が申し出た場合に限り保護費との調整が可能となれば、保護受給者の利便性の向上が図れるほか、回収率の向上に
つながるものと考えられる。但し、法６３条返還金と法７８条徴収金では、発生の性質が異なるため、より慎重な検討が必要である。
○法第６３条返還金及び法第７８条徴収金については，保護費との調整と納付書による対応が混在しており，現場のケースワー
カーや債務者から保護費との調整に統一できないかという意見がある。
○法第63 条返還金については、本来であれば一括で返還すべきものを、収入があったことを被保護者がすみやかに申告せずに
消費してしまう事例が見受けられる。一括での返還が不可能の場合は、履行延期の特約により、やむを得ず分割での返還を認め
ることとなるが、納付書払では納付が滞ることが非常に多く、未納の債権額が増大する原因となっている。
○当市は合併により行政域が広く、また都市部と違い、十分な公共交通機関もない。よって法第63条費用返還金の分割納付を行
う被保護者については、納付月ごとに金融機関等での納付手続きに、少なくない負担を強いている。被保護者の同意が前提では
あるが、保護金品からの直接返還が可能となれば本人の負担減となるだけではなく、分納計画に基づく確実な納付も見込まれると
考える。
○本市における63条債権に係る収入未済額は、平成26年度960件、172,387千円と年々件数、金額とも増加傾向が顕著である。63
条債権の場合、生活保護法第78条の2に規定する毎月の保護費との調整という手法が法的に整備されていないことから、より返済
が滞りやすい傾向にある。63条債権の円滑かつ確実な徴収業務に資するもであることから本提案に賛同するものである。
○本市においても法第63条による返還金は毎年100件以上発生している。納付にあたっては被保護者本人に金融機関で納入して
もらっているが、被保護者には高齢者や障害・傷病を持つ者が多く、納付手続きが負担になっている状況が見られ、支給される保
護費から差し引いてもらいたいとの要望が多い。また、一括返還が困難なため長期間に渡る分割納付となるケースも多く、過年度
分を含めると法第63条による返還金の債権は件数・金額ともに増え続けており、ケースワーカーと経理担当者にとって催告等の債
権管理の事務の負担も大きくなっている。
○法第63条による返還金については、被保護者に対して、少しずつでも分納に応じてもらうよう、ケースワーカーが働きかけてい
る。しかし、被保護者が納付書を持って金融機関に支払いに行くという現行の方法では、納付の効率性や確実性に欠け、結果とし
て翌年度に繰り越す債権額が増大している。また、被保護者への返還金の督促や債権管理は、ケースワーカーの負担にもなって
いる。提案市と同様に制度改正が必要だと考える。
○63条返還金は強制徴収公債権ではありませんが、78条徴収金と同じく返還してもらわなければいけない債権に変わりはありませ
ん。債権の数としても、63条返還金の方が多く、被保護者が支給された保護費からお金を納付書にて払うという手間があります。適
正な債権管理という点からも、被保護者の同意を得られれば納め忘れもなくなり効率的ではないかと考えます。

生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国民に対し最低限度の生活を保障する制度であ
り、生活保護費は、その最低限度の生活の需要を満たし、かつそれを超えない基準で支給されるも
のである。また、生活保護法（昭和25年法律第144号）（以下「法」という。）第58条において被保護
者の保護金品を受ける権利の差押禁止規定が設けられている。
このような制度のもと、先般の法改正において、法第78条による徴収金債権については、あくまで
被保護者本人に帰責事由のある不正受給によるものであることや、本人からの申出があった場合
に限定することなどから、法第78条の2にて保護費と調整する規定が例外的に設けられたところで
ある。
これに対し、法第63条による返還金債権をあらかじめ保護費と調整することについては、例えば、
法第63条の債権発生原因を見ると、地方公共団体による事務手続き上の瑕疵など被保護者に責
がないものが含まれることから、こうした債権について保護費とあらかじめ調整することが生活保護
法の趣旨に反しないか、といった課題があり、慎重な検討を要すると考えている。
なお、現行法に基づく各地方公共団体による運用の中でも、例えば地方自治法施行令第155条に
おいて歳入の納付方法の1つとして口座振替が認められており、被保護者本人の同意に基づきこう
した方法を活用することにより、被保護者が福祉事務所や金融機関に出向いて返還金を支払うと
いった負担を軽減し、また保護の実施機関が債権を適正に回収することが可能になると考える。
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見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

生活保護法第63条の費用返還義務に基づき生じる債権をあらかじめ保護費と調整することについ
ては、法第78条の2における不正受給による徴収金と保護費との調整規定と同様に、憲法第25条
の理念に基づき最低限度の生活を過不足なく満たす生活保護制度の趣旨に反しない規定となりう
るかといった論点を法的に整理し、既存の調査結果の分析や地方公共団体の意見の聴取等を経
た上で、生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104号）附則第２条に基づき同法施
行後５年を目途に行われる生活保護制度の見直しの中で検討していく必要があると考える。今年
度中を目処に、審議会の部会を設置し、制度見直しに向けた議論を開始する予定である。

生活保護法第63条の費用返還義務に基づき生じる債権をあらかじめ保護費と調整することについ
ては、法第78条の2における不正受給による徴収金と保護費との調整規定と同様に、憲法第25条
の理念に基づき最低限度の生活を過不足なく満たす生活保護制度の趣旨に反しない規定となりう
るかといった論点を法的に整理し、既存の調査結果の分析や地方公共団体の意見の聴取等を経
た上で、生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104号）附則第２条に基づき同法施
行後５年を目途に行われる生活保護制度の見直しの中で検討していく必要があると考える。今年
度中を目処に、審議会の部会を設置し、制度見直しに向けた議論を開始する予定である。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。
なお、検討に当たっては、生活保護制度が、憲法第25条の理念に基づき、国民に対し最低限度の
生活を保障する制度であることに留意すること。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。
なお、検討に当たっては、生活保護制度が、憲法第25条の理念に基づき、国民に対し最低限度の
生活を保障する制度であることに留意すること。

○　「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）及び「経済・財政再生
計画改革工程表」（平成27年12月24日経済財政諮問会議）において、平成29年度の次期生活扶
助基準の検証に合わせ、生活保護制度全般について、関係審議会等において検討し、検討の結
果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る平成30年通常国会への法案提出
を含む）とされているため、本提案についても、この中で実現に向けて検討していただきたい。ま
た、事前調査の実施など今後の検討スケジュールを示していただきたい。
○　口座振替は、振替前に保護費が全額引き出されてしまう等の課題があり、債権回収手段として
十分ではないことを認識しているのであれば、差押え可能な資産等が乏しいと考えられる被保護者
については地方自治法等の規定に基づく強制執行等の手続による債権回収はほぼ見込めないた
め、確実な債権回収手段を確保する必要があるとの前提で、本提案の実現を図っていただきた
い。
○　「(生活保護)法第63条の債権発生原因を見ると、地方公共団体による事務手続き上の瑕疵な
ど被保護者に責がないものが含まれる」とのことであるが、被保護者の帰責事由の有無により、債
権額の調定に当たって一定の配慮をすることなどで、本提案を実現できるのではないか。
○　返還金の債権者となる保護の実施機関は保護の決定権限も有しているため、被保護者の（生
活保護法第78条の２に規定する）申出の任意性に疑義が生じうるとのことであるが、被保護者の申
出の任意性を担保する手段を併せて講じることで、本提案を実現できるのではないか。

○　「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）及び「経済・財政再生
計画改革工程表」（平成27年12月24日経済財政諮問会議）において、平成29年度の次期生活扶
助基準の検証に合わせ、生活保護制度全般について、関係審議会等において検討し、検討の結
果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る平成30年通常国会への法案提出
を含む）とされているため、本提案についても、この中で実現に向けて検討していただきたい。ま
た、事前調査の実施など今後の検討スケジュールを示していただきたい。
○　口座振替は、振替前に保護費が全額引き出されてしまう等の課題があり、債権回収手段として
十分ではないことを認識しているのであれば、差押え可能な資産等が乏しいと考えられる被保護者
については地方自治法等の規定に基づく強制執行等の手続による債権回収はほぼ見込めないた
め、確実な債権回収手段を確保する必要があるとの前提で、本提案の実現を図っていただきた
い。
○　「(生活保護)法第63条の債権発生原因を見ると、地方公共団体による事務手続き上の瑕疵な
ど被保護者に責がないものが含まれる」とのことであるが、被保護者の帰責事由の有無により、債
権額の調定に当たって一定の配慮をすることなどで、本提案を実現できるのではないか。
○　返還金の債権者となる保護の実施機関は保護の決定権限も有しているため、被保護者の（生
活保護法第78条の２に規定する）申出の任意性に疑義が生じうるとのことであるが、被保護者の申
出の任意性を担保する手段を併せて講じることで、本提案を実現できるのではないか。

【八尾市】
生活保護法の性質上、被保護者の保護金品については、法第58条の差押禁止規定によるべく、こ
れは絶対的なものであって、弾力的解釈を許さないものとして、法が構築されたと認識しています。
しかし、生活保護行政運営上の現実的要請を受けた法第78条の2の創設は、「徴収金の確実な徴
収を図る観点から、受給権譲渡禁止（法第59条）の例外となるが、本人の申出による（本人の同意
がある）ものであるため、受給権保護との関係で問題にはならず、また、保護費との相殺に係る規
定は、不正受給徴収金の徴収方法の特例であり、法律的には、差押禁止規定（法第58条）と矛盾
をするということはない。」と説明されてはいますが、まさしく、「弾力的解釈」に道を開いた規定で
あったと理解しています。
法第63条による返還金債権をあらかじめ保護費と調整することについては、慎重な検討を要すると
は考えますが、「自ら申し出をした生活保護の受給者に限るということ、また、保護費から差し引く
金額についても、保護の実施機関が最低生活の保障に支障がないと個別具体的に判断をされた
範囲内にとどめること」等々の要件を明確化すれば、次期法改正のメニューのひとつに充分なると
考えます。
法改正については、基準部会とは別の検討の場が開始されると聞いています。平成29年度の次期
生活保護制度の在り方等の見直しに当たっては、十分な時間的余裕をもって地方と協議し、地方
の意見を十分に踏まえていただくようお願いします。
【長崎市】
口座振替については、被保護者の負担軽減の観点からも有効であると判断されるが、何らかの事
情で預貯金口座を持たない被保護者が存在すること及び口座振替時における残高不足等による
振替不能ケースが生じる可能性も考えられることから、債権発生原因や被保護者の生活状況を考
慮したうえで、本人からの申出又は同意があった場合に限定する等の条件の下、納入の利便性等
に寄与する方法として、口座振替の方法と併せて、保護費との調整による徴収方法も一つの選択
肢として運用できた方が、徴収経費の軽減、徴収手続きの簡素化及びより確実な収納指導に繋が
るとともに、収納率増加への効果も期待されることから、当該意見も踏まえて今後検討を行ってほ
しい。

－

【八尾市】
生活保護法の性質上、被保護者の保護金品については、法第58条の差押禁止規定によるべく、こ
れは絶対的なものであって、弾力的解釈を許さないものとして、法が構築されたと認識しています。
しかし、生活保護行政運営上の現実的要請を受けた法第78条の2の創設は、「徴収金の確実な徴
収を図る観点から、受給権譲渡禁止（法第59条）の例外となるが、本人の申出による（本人の同意
がある）ものであるため、受給権保護との関係で問題にはならず、また、保護費との相殺に係る規
定は、不正受給徴収金の徴収方法の特例であり、法律的には、差押禁止規定（法第58条）と矛盾
をするということはない。」と説明されてはいますが、まさしく、「弾力的解釈」に道を開いた規定で
あったと理解しています。
法第63条による返還金債権をあらかじめ保護費と調整することについては、慎重な検討を要すると
は考えますが、「自ら申し出をした生活保護の受給者に限るということ、また、保護費から差し引く
金額についても、保護の実施機関が最低生活の保障に支障がないと個別具体的に判断をされた
範囲内にとどめること」等々の要件を明確化すれば、次期法改正のメニューのひとつに充分なると
考えます。
法改正については、基準部会とは別の検討の場が開始されると聞いています。平成29年度の次期
生活保護制度の在り方等の見直しに当たっては、十分な時間的余裕をもって地方と協議し、地方
の意見を十分に踏まえていただくようお願いします。
【長崎市】
口座振替については、被保護者の負担軽減の観点からも有効であると判断されるが、何らかの事
情で預貯金口座を持たない被保護者が存在すること及び口座振替時における残高不足等による
振替不能ケースが生じる可能性も考えられることから、債権発生原因や被保護者の生活状況を考
慮したうえで、本人からの申出又は同意があった場合に限定する等の条件の下、納入の利便性等
に寄与する方法として、口座振替の方法と併せて、保護費との調整による徴収方法も一つの選択
肢として運用できた方が、徴収経費の軽減、徴収手続きの簡素化及びより確実な収納指導に繋が
るとともに、収納率増加への効果も期待されることから、当該意見も踏まえて今後検討を行ってほ
しい。

－　法第63条の債権発生原因の中には、法第78条と異なり、被保護者に責がないものもあるが、法
第63条の返還金も法第78条の徴収金も、過払いとなった生活保護費を回収するものであり、被保
護者が地方公共団体に支払い、地方公共団体が収納しなければならない債権であることに違いは
ない。
　法第63条の返還金を生活保護費と調整することにより、被保護者にとっても、福祉事務所や金融
機関に出向く必要がなくなり、また、払い忘れを防ぐことができるようになるなどの利点がある。法
第63条の返還金の生活保護費との調整については、被保護者から月々の調整額を付して返還金
に充てることの申出がある場合に限定することにより、生活保護法の趣旨に反しないものとなると
考える。
　口座振替による方法については、振替手数料が1件あたり毎月10円程度かかるほか、被保護者
が口座振替処理の前に、保護費を引き出すと、振替ができない可能性がある。
　このため、被保護者に責がないものも含めて、法第63条による返還金について、本人からの申出
がある場合は、生活保護費との調整を行うことができるよう法改正を行っていただきたい。

－

－今回の提案は、強制的に調整することができるように求めるものではなく、あくまでも本人からの申
出があれば調整することができるように求めるものである。
生活保護法では、第63条による返還金について返還義務が明記されており、債権発生原因によっ
て、返還義務に軽重が生じるものでもなく、全額公費で賄われている生活保護制度において、確実
に被保護者に返還を求めなければならないという点では第78条による徴収金と何ら差異はない。
また、第63条返還金の中には、被保護者が保険金等を未申告のまま消費した結果、一括納付でき
ず止む無く分割納付しているものがあり、被保護者に責がありながら調整納付できるのが78条徴
収金に限定するのは公平性に欠けていると考える。
「生活保護費はその最低限度の生活の需要を満たし、かつそれを超えない基準で支給されるもの
である」という法の趣旨から調整が困難ということであれば、保護費のやり繰りにより返還金を求め
ること自体が、そもそも法の趣旨に反していないかという疑問が生じる。
なお、差押禁止規定については、①本人の申出、②月々の返還金の額への配慮、③撤回の自由
の担保、これらの手続を踏むことで生活保護法の趣旨に反しないと考える。
口座振替については、①手数料の負担②口座振替前に全ての預金を引き出されることによる振替
不能などのため納付書払への振り替えや納付指導・督促等債権管理や手続きが煩雑となる問題
がある。また一部の指定都市において口座振替による返還金の納付を実施しているが、口座振替
を実施していない指定都市と比べて収納率が高くなっているというデータはなく、口座振替の実施
が適正な債権の回収に繋がるものではない。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

120 Ｂ　地方に対する規
制緩和

消防・防災・安全 災害救助法に規定す
る救助の種類への「福
祉」の追加

災害救助法第４条の救助の種類
に「福祉（介護を含む。）」を、同
法第７条の「救助に従事させるこ
とができるもの」に「福祉（介護）
関係者（社会福祉士、介護福祉
士、介護支援専門員等の専門職
員）」を規定し、災害時における
高齢者、障がい者等の要配慮者
への福祉的支援（要配慮者に必
要な支援の把握・調整、避難環
境の整備・調整、介護、相談援
助など）が、災害救助の基本施
策の一つであることを明確化す
る。

【現状】
　災害救助法による救助の種類には「医療」についての規定はあるものの、「福
祉（介護を含む）」に関する規定はなく、位置づけが不明確。
　東日本大震災津波では県内福祉専門職能団体が行った要配慮者の支援のう
ち、避難所及び福祉避難所における活動と見なされたものは、避難所設営に係
る経費として後付けで整理され、災害救助費から支弁された。
【支障事例】
　災害時において、要配慮者に対する様々な福祉的支援が必要となるが、福祉・
介護等専門職員による支援について、災害時の位置付けが不明確であることか
ら、救助に必要な際に、都道府県知事が従事命令を行うことができず、適切な支
援体制の確保が困難である。
【制度改正の必要性】
  東日本大震災津波では被災者の避難所生活が長期間に及び、要配慮者に対
する福祉・介護サービスの提供や相談支援等の適切な対処、避難所環境の改
善など、様々な福祉的課題への対応の必要性が強く認められたところ。

  災害救助法の救助の種類に福祉を規定することで、位置付けが明確となり、
福祉・介護等専門職員の派遣が速やかに行われ、災害時における要配慮者
への支援が迅速かつ適切に行うことができる。

災害救助法第4条、第
7条
平成23年4月15日付事
務連絡「「東日本大震
災」による社会福祉施
設等に対する介護職
員等の派遣に係る費
用の取り扱いについ
て」

内閣府、厚生労働省 岩手県 補強資料
　①28.6.7（予定）岩手県か
らの政策提言
　②27.11北海道東北地方
知事会　震災提言
　③28.5.29岩手日報

北海道、茂
原市、上越
市、静岡県、
滋賀県、京
都府、徳島
県、宇和島
市、大牟田
市、宮崎県

○災害救助法において「福祉（介護を含む）」が明確に規定されておらず、位置付けが不明確である。本県において
は、「災害福祉広域支援ネットワーク」の構築を検討しているが、その福祉人材派遣の費用負担の規定の根拠につい
て、法令上の位置づけが不明確なため苦慮している。災害救助法における救助の種類に福祉を位置づけることで、介
護職員等の福祉人材の派遣が迅速かつ適切に行われるものと考えられる。
○本市の高齢化率は36.0％で、今後、将来的には40％を超えることが予想されている。このような背景をもとに、介護
あるいは要配慮者への支援は重要課題として取り扱われるべきであり、災害時の支援について、明確に位置付ける
必要があると思われる。
○過去の災害において、要配慮者支援が避難所設営に係る経費として整理され、災害救助費から支弁された実績が
あり、それが各種災害において一般化できるのであれば、制度の改正を検討してもよいと考える。
○当団体地域防災計画　震災編（平成２６年修正）において、当団体（福祉保健局）は、福祉関係団体等の協力による
ボランティア派遣について、区市町村に対する広域的支援を実施することとされている。　しかし、福祉支援が災害救
助法上に位置付けられていないことが、発災時の円滑な支援活動の妨げとなるおそれがあることは、当団体において
も同様である。
○熊本地震においても避難所における福祉的な支援の重要性は再認識されたところであり、要配慮者の対応を迅速
かつ適切に行うためには、「福祉」を災害救助法に規定する救助の種類に追加することが必要であると考える。
○東日本大震災においても熊本地震においても、福祉的支援へのニーズは高く、災害毎の取扱ではなく、法に明確化
することで、要配慮者支援に係るより迅速な対応が可能となる。
○現在、要配慮者に対する救助の種類には「避難所の設置」しかなく、どこまでが要配慮者に対する救助として対象と
なるのか不明確な部分があるため、「福祉（介護を含む。）」の救助の種類を明確に規定し、災害時における要配慮者
に対する福祉的支援を実施し、要配慮者への適切な支援を行う必要がある。

災害救助法に規定する救助の種類等への「福祉」の追加することについては、災害救助法を所管
する内閣府において、必要性等を検討していただくことになると考えている。

121 Ｂ　地方に対する規
制緩和

消防・防災・安全 災害派遣福祉チーム
の制度化

 災害時に避難所や福祉避難所
において、要配慮者個々の状態
に応じた介護など、緊急に必要
な支援の把握・調整を行うととも
に、要配慮者にとって良好な避
難環境の整備・調整や介護、相
談援助などを担う、福祉専門職
員で構成する「災害派遣福祉
チーム」を制度化し、その組成、
研修、訓練等の災害福祉支援体
制の整備をすすめ、都道府県の
相互応援体制を構築するため、
当該チームを派遣・調整する全
国的なシステムを設ける。

【支障事例】
厚生労働省において平成26年度から「災害福祉広域ネットワーク構築支援事
業」が創設され、一部の都道府県においては、体制整備が進められてきているも
のの、「災害派遣福祉チーム」を派遣・調整するシステムが存在しないため、被
災県へのチーム派遣手順が不明確であるなど、都道府県の相互応援体制が構
築されておらず、迅速にチーム派遣を行うことが困難。
熊本地震では、岩手県災害派遣福祉チームを熊本県に派遣したが、派遣・調整
システムが存在しないため、直接、被災県と交渉せざるを得ず、チーム派遣まで
相当の時間を要した。

   「災害派遣福祉チーム」が制度化されることにより、全ての都道府県におい
て災害福祉支援体制の整備が進むほか、都道府県の相互応援体制が構築さ
れる。また、災害派遣福祉チームの派遣や調整を行う全国的な組織ができる
ことで、大規模災害時でも要配慮者への支援が迅速かつ適切に行うことがで
きる。

災害救助法第4条、第
7条
平成28年3月4日付事
務連絡
（生活困窮者就労準備
支援事業費等補助金
⑱災害福祉広域支援
ネットワークの構築支
援事業）

内閣府、厚生労働省 岩手県 補強資料
　①28.6.7（予定）岩手県か
らの政策提言
　②27.11北海道東北地方
知事会　震災提言
　③28.5.29岩手日報

北海道、宮
城県、上越
市、新宿区、
静岡県、浜
松市、滋賀
県、徳島県、
大牟田市、
熊本県

○本県では、施設間の福祉人材の派遣、受入れの相互支援体制を構築するため、県内福祉団体等で構成する福祉
的支援の広域ネットワークの構築を進めている。
　上記の構築を進める上では、現在、災害時における福祉人材の派遣、受入れに関する全国的なルールがなく、取組
状況も都道府県で異なっているため、大規模災害時における都道府県の枠を越えた相互支援体制を確立することが
課題となっている。都道府県を越えた派遣、受入れを円滑に行うことができるよう、国として全国統一のルールを設け
ることが必要である。
○東日本大震災において高齢者、障害者等の要援護者を避難所等で支援するための福祉・介護の専門職の派遣の
仕組みがなく、必要な支援が困難となっていたことから、提案のあった制度化は必要なものと考える。
○当団体においても、「災害福祉広域ネットワーク構築支援事業」により、社会福祉協議会を事務局として検討を継続
している。災害派遣福祉チームを派遣・調整する全国的なシステムを設ける必要性は当団体においても同様である。
○本県ではまだ「災害派遣福祉チーム」の組成について検討段階ではあるが、今後、チームの組成・研修・訓練等を
実施するにあたり、都道府県単独では、困難な課題も多いと考えられることから、岩手県のご提案のとおり、災害派遣
福祉チームの制度化は必要であると考える。
○市町村における福祉避難所の指定を進めるにあたり、生活支援・心のケア・相談等を行う専門知識をもつ生活相談
職員の配置の確保が課題の一つとなっており、当団体の派遣チーム（災害派遣ケアチーム）による支援のほか、全国
的な制度化による都道府県単位での相互応援も可能となれば、福祉避難所の指定に係る民間施設等の協力も得や
すい。
○本県では，災害発生時の介護福祉ニーズを把握し，支援調整に対応するため，県職員による「県介護福祉コーディ
ネーター」を配置しており，「災害派遣福祉チーム」が制度化されることにより，広域的な支援活動をよりスムーズに行
うことが可能になる。
○災害時に福祉避難所等において、高齢者及び障害者等要配慮者の個々の状況に応じた介護・介助などを支援す
る、事業者やボランティアの確保は大きな課題である。そのために、人材の育成をはじめ、広域にわたり相互の支援
や派遣ができる体制を整備することは重要である。
〇熊本地震の発災直後の時期において、本県には、他県のチーム派遣について調整する余裕はなかった。
災害福祉チームの派遣については、派遣の可否、被害の状況、被災者のニーズ、交通や宿泊の状況など、調整する
項目が多岐にわたるため、全国的なシステムを設けることで、被災した自治体に過重な負担をかけることなく、スムー
ズにチームを派遣することができるものと考える。

　災害時要援護者に対する広域的な福祉支援体制の構築については、平成２６年度より、「災害福
祉広域ネットワーク構築支援事業」を創設し、体制構築に向けた検討や派遣チームの編成・訓練、
関係団体のネットワークづくりなど、各都道府県による取組を支援しているところ。
　現状、本事業の交付実績（平成２７年度）は２０自治体であるとともに、具体的な支援体制を構築
済みの自治体は１０自治体に留まっており、多数の自治体において未だ具体的な体制の構築には
至っていない状況にある。
　こうした状況を踏まえれば、本事業を着実に推進していくこと等を通じて、まずは各都道府県にお
ける体制整備を図ることが必要と考えており、厚生労働省としては、岩手県を始め、先駆的な自治
体の実践の内容や課題等を十分に把握し、これらを関係者間で幅広く共有することなどを通じて、
本事業の一層の普及を図りつつ、全国的な災害福祉支援体制の構築に努めてまいりたい。
　なお、熊本地震における岩手県の活動内容については、詳細を十分にご教授いただき、今後の
検討の参考とさせていただければありがたい。

122 Ａ　権限移譲 医療・福祉 認定こども園に関する
情報提供等の権限移
譲

就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進
に関する法律（認定こども園法）
第２８条から第３０条に基づく情
報の提供、変更の届出の受理、
報告の徴収等について、認可、
認定または届出の受理に係る権
限を有する自治体等が行えるよ
う法令を改正する。

認定こども園法第２８条から第３０条の権限について、第１９条の規定により、政
令指定都市・中核市が幼保連携型認定こども園の認可等の権限を有するにも関
わらず、市で変更届の受理などができないこととなっている。
変更届の受理（第２９条）や運営状況報告（第３０条）は、全ての認定こども園に
おいて府に権限があり、政令市・中核市に所在する幼保連携型認定こども園に
おいては、市が認可しているにも関わらず、変更届等は府に届け出ることとなっ
ている。
そのため、変更内容が市の認可基準に適合しているか確認できず違法状態が
生まれる可能性があり、指導監査等他の事務への影響も大きい。
例えば、市が認可⇒事業者が変更届を府に提出⇒市が指導監査を実施　となっ
た場合、市は変更届が出された事実をわからないまま指導監査を行うこととなっ
てしまう。

認可・認定等の権限と、認定こども園法第２８条から第３０条の権限の所在を
一致させることで、認可・認定等の権限を有する自治体等が、第２８条から第３
０条に係る事務を行うことが可能となり、業務の効率化につながる。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律
第２８条、第２９条、第
３０条

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、滋
賀県、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市、堺市、
関西広域連
合

北海道、福
島県、神奈
川県、長野
県、倉敷市、
広島県、高
知県、北九
州市、大分
市、沖縄県

○認可権限と教育･保育の実施主体を一致すべきであり、本県でも既に国に要望している内容である。
実際にも事務の迅速化の観点で支障が生じている。
○認可権限と合っておらず、事業者にとってわかりにくく、自治体の事務も繁雑になっている。
○本県では、実務上、政令指定都市・中核市に所在する幼保連携型認定こども園からの変更届及び運営状況報告の
提出については、当該政令指定都市・中核市を経由して提出を受けているが、制度的に認可等の権限を有する自治
体が受理するかたちにすることは、業務の効率化につながると考える。

　情報の提供については、都道府県が管内の情報を集約して行うこととしているが、当然市町村も
それぞれで管内の情報提供を行うことは差し支えない。変更の届出等の規定については、幼保連
携型認定こども園以外の認定権限の移譲と併せて検討してまいりたい。

133 Ｂ　地方に対する規
制緩和

農業・農地 農村地域工業等導入
促進法第２条第２項に
規定する「工業等」の
弾力的な運用

農村地域工業等導入促進法第２
条第２項に規定する、農村地域
に導入する工業等の業種につい
て、社会経済情勢や地域の実情
に応じて弾力的に運用できるよう
にすること

【提案の背景】
農工法第２条第２項は、農工団地に進出できる工業等の業種を工業（製造業）、
道路貨物運　送業、倉庫業、梱包業及び卸売業に限定されている。
本県では、農工法に基づき、県が４計画、市町村が19計画を策定し、農工団地
58団地、511ｈａを造成し、141社の企業が操業しているが、造成したものの企業
立地が進んでいない面積が約28ｈａあり、また、計画上は、農工団地を造成する
こととなっているが、立地を希望する企業がないことから、未整備の団地が７団
地、31ｈａある。
【具体的支障事例】
地域再生法の改正により、整備後５年以上工場等用に供されていない遊休工場
用地については、特例により農工法第２条２項で定める業種以外の産業用に供
することができるようになったが、未整備地や整備後５年未満の工場用地につい
てはその特例が適用されない。
本県においては、実際に昨年度に農工団地への参入を希望した業者は６業者
があったが、農工法で定める業種ではないため、また、整備後あるいは工場撤
退後５年未満の用地であったため、地域再生法の特例を受けられず、工場立地
を断念し、結果、遊休工場用地の解消に至らなかった例がある。

未利用の農工団地の活用だけではなく、例えば植物工場や木質バイオマス発
電施設など雇用が期待できる業種や天然ガス発電施設や熱供給業など、雇
用に加え、団地内へのエネルギーの安定供給に寄与する業種が追加できるこ
とで、農工団地の一層の発展に資することができる。

農村地域工業等導入
促進法

厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省

山梨県 秋田県 ○　本県においても、コールセンターなど、農工法で定める業種以外の企業からの立地希望が寄せられる事例があっ
たが、当該規制により分譲を断念している。
進出可能な業種が増加することによって、長期的な未分譲用地の解消が進むとともに、多様な企業の進出による新た
な雇用の創出が期待できる。

農村地域工業等導入促進法（以下、「農工法」という。）に基づき整備され、５年を経過した遊休工
場用地等における地域再生法の特例は、既に造成が完了しており、水路などの付帯設備が整備さ
れている場合なども多く、迅速な立地を目指す企業にとってメリットが多いと考えられるところ、地方
創生を実現するためには地域に「しごと」を作り出すことが重要であり、その実現に資する速効性の
ある措置を重点的に講ずることが必要との観点から、措置されたものである。
なお、農工法は、農業従事者の就業を促進し、農業構造の改善に資することを狙いとするものであ
ることから、①常勤雇用等により農村地域における安定的な雇用を継続的に確保できる業種であ
ること、②必ずしも専門的な知識や高度な技能を必要としないこと、等の考え方から業種が限定さ
れており、直ちに弾力的な運用を行うことは困難である。
いずれにしても、農村地域において地域資源の活用や地域内発型産業の振興も求められているこ
とから、農業者の就業構造改善の仕組みについては、農工法を始めこれまで各省も含めて講じら
れてきた様々な施策の効果を検証の上、農業・農村を取り巻く情勢の変化と課題を十分踏まえつ
つ、対象となる地域、産業等を明確にした上で、必要な施策を検討しているところ。

134 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 半島振興計画に係る
主務大臣の協議、同
意の廃止

都道府県が半島振興計画を作
成する際には、あらかじめ主務
大臣へ協議し同意を得ることとさ
れているが、半島振興計画の作
成に関して主務大臣が都道府県
に変更を求めることができること
とした上で、計画策定後の主務
大臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければなら
ない。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なけ
ればならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興
基本方針では、都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による
都道府県への勧告が可能であることから、主務大臣への同意協議は行われて
いない。
【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意
を得るために多大な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事
前確認を含めて国協議に約７か月を要している）

同意協議を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるとと
もに、半島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効
果の早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上や、定住
促進等）が期待できる。

半島振興法第３条第１
項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

山口県、中
国地方知事
会

北海道、長
崎県

○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために、多大な時間と労力を
要している。（H27計画策定時にも、事前確認を含めて国協議に約７か月を要している。また、都道府県は出先機関で
ある総合振興局・振興局を通じての作業となるため、計画策定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間
がかかる。）
○同意手続きが廃止され、報告のみとなれば、手続きの迅速化や事務的負担の軽減が見込まれる。国による支援が
担保される前提であれば、反対するものではなく制度改正の必要性はあるものと考える。
○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために多大な時間と労力を
要している。（H27計画策定時には、事前確認を含めて国協議に約７か月を要した。）

　○貴県が指摘している「多大な時間と労力」の具体的な内容について、内閣府地方分権改革推
進室に情報提供を依頼したところ、同室から、提案団体の提出した半島振興計画案に対する国か
らの意見については、その都度、関係４市町に意見照会・確認した上で関係各課による確認を行っ
ており時間と労力を要したこと、また、作業スケジュールについて、１回目の計画案の提出から最終
提出までに４か月以上を要し、さらに、最終提出から同意までに３か月を要した旨、御回答を頂い
た。
   ○半島振興計画とは、国と関係地方公共団体とが密接な連携の下、半島振興対策実施地域に
おける将来的な交通施設の整備、産業の振興等の半島振興施策の方向性を定めるものである。
   ○半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとされていることから、
半島振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよう、計画策定段階における主務大臣への
協議・同意をお願いしているところである。
   ○貴県からは、「主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために、多大な時間と労
力を要している。」との御意見を頂いているが、今般の半島振興計画の策定手続において、国から
の指摘は、事実誤認や誤字の指摘等のみであるため、御指摘の「多大な時間と労力を要し」たもの
とは考えていない。
　○なお、国土交通省は、貴県を含む関係22道府県からの全23計画案の提出を受け、半島振興
法第３条第２項に基づき関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなけれ
ばならないこととされており、関係道府県との協議等に一定の期間を要することはやむを得ないと
考えている。今般の協議等においては、関係道府県に短期間での回答等の提出を求めることとな
らないよう配慮し、早い段階で調整を開始する余裕を持ったスケジュールで作業を進めてきたところ
である。

鹿角市、川
越市、秩父
市、新宿区、
多摩市、名
古屋市、春
日井市、豊
田市、城陽
市、堺市、八
尾市、寝屋
川市、雲仙
市

広島市広島市では、平成28年3月時点で約27,000人が生活保護を受給しているが、収
入があるにも関わらず未申告であったり、年金を過去に遡って受給するなど、
様々な理由によって被保護者に対する返還金債権が発生している（生活保護法
第63条に基づく返還金については平成26年度は1,646件）。
こうした返還金債権の取扱いについて、平成27年12月に厚生労働省の通知が
改正され、より厳格な管理が求められることとなった。公債権であり厳格に管理
すべきことは当然であるが、返還金等を未納のまま本人が死亡するケースも存
在する。
このようなケースに対して厚生労働省の通知通りの厳格な債権管理を行うこと
は、回収が極めて困難な債権の管理に時間を費やすこととなり、費用対効果の
面からも合理的とはいえない。また、保護受給中の債務者への納付指導や、生
活保護法の本来の目的である世帯の自立助長に係る指導に時間をあてること
ができなくなる。
この点、扶養義務者の多くが債務者に対して援助ができない経済状況であり、
債務者が死亡した場合であっても劇的に経済状況が好転していることは極めて
稀であるため、大半は相続放棄を申し出てくることとなる。　しかしながら、厚生
労働省の通知通りの手続きを行うとなると、相続人全員から家庭裁判所が発行
する相続放棄の申述書を徴取する必要があり、過大な事務が発生する。
このため、例えば、相続人からの相続放棄の申立書で代用することや申立書を
提出するよう２回依頼しても相続人からの回答がない場合は、相続放棄したもの
と取り扱うなど手続きの簡素化を認めていただきたい。

生活保護受給者は増加傾向にあり、平成21年度には約22,000人であったが、
平成28年3月には約27,000人と５年間で20％以上も増加している。
広島市においてもケースワーカーを増員するなどして対応を図っているが、職
員一人当たりの担当世帯数は、全市の平均で約８６世帯であり、地区によって
は、９０世帯を超えて担当している者もいることから、ケースワークに必要な時
間が十分に確保されているとはいえない。
このため、債権管理の方法を合理化することができれば、事務負担が軽減さ
れ、ケースワークに必要な時間を確保できるため、被保護者の自立助長に係
る指導に時間をあてることができるようになる。

生活保護法第75条、
厚生労働省社会・援護
局課長通知「生活保護
費国庫負担金の精算
に係る適正な返還金
等の債権管理につい
て」（平成27年12月8日
改正）

厚生労働省205 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 生活保護費における
返還金等取扱事務の
規制緩和について

遺族が申立書を提出した場合や
連絡しても回答がもらえない場
合には、相続放棄があったもの
として扱えるよう、運用改善を求
める。

○本市でも返還金等を未納のまま本人が死亡廃止となるケースが数多く存在する。このようなケースに対し、厚生労働省の通知通
りの債権管理を行うことは、極めて困難な債権の管理に時間を費やすこととなる。特に死亡したケースが高齢者の場合、扶養義務
者である親兄弟も既に死亡しているケースや８０代、９０代であることが多く、相続人から何の回答も得られないことが多い。
○死亡した債務者の債権管理については苦慮しているところである。　死亡した債務者と相続人との関係が途絶していることが多
く、民法に基づく法定相続人の調査をし、連絡を取ろうと試みることは極めて困難となっている。相続人とのこれまでの経緯や関係
により（幼少期の遺棄、借金を負わされた、相続人の家庭を壊しかねない等）、取扱い事務の緩和を求めるところである。
○債務者と相続人の間では、長年に渡り音信不通となっているケースが多く、実施機関から相続人に対し相続についての申立書
の送付を求めても回答が無いことが非常に多い。このため、回答が無い場合についての取り扱について、運用の改善が必要と考
える。
○生活保護債権について、債務者である被保護者が死亡した場合、相続放棄がされるまでは、相続人に対して返還を求めることと
なる。また、相続人への督促等がされていないと、国費の精算対象ともされない。しかし、現実的には、被保護者の生活歴から相続
人との関係が悪化している事例が多く、返還を求めることや相続放棄を求めることは非常に困難である。特に相続放棄をすることに
ついて法的な義務はなく、経費や手間がかかることから相続放棄を求める事務は本県においても相当な負担となっている。
○当市でも、各ワーカーが標準数を超えてケースを担当している。その中で厚生労働省の通知通りの債権管理を行うことは、合理
的ではない。また、保護廃止後の債権管理に時間を割くことで、保護受給世帯の自立助長に係る指導に時間をあてることができな
くなることも問題である。これに対して、広島市の事例案のように、相続人からの相続放棄の申立書で代用することや申立書を提出
するよう２回依頼しても相続人からの回答がない場合は、相続放棄したものと取り扱うなど手続きの簡素化が可能となれば合理的
な事務処理となるものと思われる。
○本市においても単身の高齢世帯の受給者が増加しており、返還金等が未納のまま死亡するケースが増えている。その際に相続
を拒否するケースが多数発生しているが、返還金については、相続人を特定するために死亡した債務者の戸籍を調査し、相続人
の確認や相続の有無の確認、相続人が複数いる場合は各相続人に対し法定相続分に応じた額の支払いの請求や相続放棄の場
合は、相続人全員からの相続放棄申述受理通知書等の徴取など、本来の生活保護業務とは関係ない業務負担が増大している。
このため、相続放棄の場合の確認については、相続人からの申立書や回答なしの状況でも適正な債権管理として認められるよう
運用の改善を求める。
○経済的理由で扶養義務者からの援助が期待できないケースが多く、ＤＶ等様々な事情で扶養照会さえもできないケースもある。
被相続人となった被保護者は生活保護基準を満たしていたものであり、承継する資産があることは稀であって、相続人があえて相
続することは期待できない中、全ての相続人から相続放棄の申述書の提出を求めることは、事務負担が過大となるため、相続人か
ら実施機関の市等に対する相続放棄の意思表示によって対応できるよう認めていただきたい。
○法第63条の返還金については、市のマニュアルに定める債権管理に従い回収を行って、回収不能な債権については地方自治
法等により不納欠損していくことになる。しかし、厚労省社会・援護局通知による返還金等取扱事務の内容は厳しいものであり、債
権管理に要するケースワーカーの労力や時間を考慮すると、生活保護事務に係る市の財政負担は増大する。提案市と同意見であ
る。
○生活保護を受けるにあたり扶養調査を行い、経済的支援が出来ない場合が多いなか、被保護者死亡したことにより債権を相続
人に請求しても納付できないことが多いと思われます。また、相続人の調査を行い相続放棄手続を勧めても、なかなか相続放棄の
手続きをしないケースもありえる中、費用対効果がないように思えます。当市においても職員人数が限られている中、保護受給中
の者に対する本来のケースワークに支障が生じます。

平成22年10月6日付け社会・援護局保護課長通知（社援保発1006第1号、第2次改正 平成27年12
月8日）では、生活保護に係る返還金等債権の督促等の手続きに関して、債務者が死亡した場合
には、「すみやかに法定相続人及び法定受遺者の存否や居住地等について調査を行うとともに、
死亡した債務者の債務内容及び金額等をあらかじめ伝えたうえですみやかに相続の意思を確認
すること。」と記載している。
その具体的な内容については、国庫負担金の適切な精算を行う観点から、地方公共団体が不能
欠損を適切に処理しているか確認する「不能欠損調書」において、家庭裁判所が発行する申述書
をその手続き上の確認手段のひとつとして例示している。
これは、地方公共団体における他の一般的な債権管理と比較して、生活保護に係る債権について
特別な取り扱いを定めるものではない。生活保護法に基づく返還金等債権については、地方公共
団体の債権として、地方自治法等を遵守した上で適切に対処されるものと考えている。
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各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

　大規模災害時において、発災直後から膨大な福祉的支援ニーズが緊急的に発生する場合があ
り、一般の避難所に避難し混乱した住民の中から要配慮者を把握した上で、福祉避難所への移送
や福祉施設への緊急入所などの判断、受け入れ先との調整などを行うため、相当数の福祉専門
職が集中的に必要となる。
　災害救助法に基づく応急救助に「福祉」を追加することを求める理由は、被災等により自治体や
福祉施設等の機能が著しく低下している中で、自らも被災者となり得る被災地の福祉専門職のみ
で、これらの膨大な福祉的支援に対応することが困難であることは、東日本大震災津波の経験か
らも明らかで、避難後、直ちに福祉的支援を行うことにより、環境の変化への対応が困難な要配慮
者個々の状態に応じた適切な生活環境を確保するとともに、生命の危機にも至りかねない急激な
心身の機能の低下等を防ぐ観点から、一刻も早い対応が強く求められるためである。
　発災後から継続的な福祉的支援につなげるまでの緊急的な対応が必要とされる期間（被災した
自宅等や一般の避難所及び福祉避難所から長期的支援を行う福祉施設へ移行するまで）におけ
る被災地での福祉的支援活動について、災害救助法による救助に福祉を位置付けるとともに、災
害派遣福祉チームなどの福祉専門職を迅速かつ適切に派遣できる体制を整備することが必要で
あるので再検討を求める。

－ 【北海道】
・福祉的支援が災害救助法の応急救助として位置づけられれば、現地の施設職員が被災した場合
などにおいても、他の都道府県から、広域的な派遣調整の際の経費協議などなく迅速な派遣が可
能となる。
・災害救助法における応急救助は、医師帯同という制約があるが、東日本大震災でも熊本地震で
も、災害発生の都度、介護職員等における避難所等支援への災害救助法適用の通知が発出され
ており、災害時の介護職員等福祉的支援が必要なことは明確であり、応急救助に福祉的支援を明
文化していただくことで、今後、通知の発出の手間を省略し、通知を受けずとも迅速な派遣を行うこ
とができる。

－ 【全国知事会】
所管府省からの回答が「現行制度下において対応可能」となっているが、事実関係について、提案
団体との間で十分確認を行うべきである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、所管府省からの回答が「現行制度により対応可能」となっているが、事実関係について提案
団体との間で十分確認を行うべきである。

災害救助法に規定する救助の種類等への「福祉」の追加することについては、災害救助法を所管
する内閣府において、必要性等を検討していただくことになると考えている。

　各都道府県による災害派遣福祉チーム設置等の取組は、全国的に共通化されたものではなく、
熊本地震において本県のチームを派遣するに当たっても熊本県と直接調整せざるを得ず、チーム
派遣まで相当の時間を要した。
　今後想定される大規模災害に備えるためには、具体的な支援体制を構築済みの自治体を中心
に、早急に災害派遣福祉チームを制度化し、都道府県のチームを派遣・調整する全国的なシステ
ムを構築することにより、活動内容の共通化など相互応援体制が整備され、被災地の要配慮者へ
の福祉支援を迅速に行うことが可能となるものと思われることから、全国的な災害福祉支援体制の
速やかな構築についてお願いしたい。

－ 【熊本県】
災害はいつ起こるか分からないものであり、具体的な支援体制を構築済みの自治体が１０自治体
である現在の状況においても、都道府県の相互応援体制の構築のために全国的な派遣・調整の
システムが必要である。
また、災害派遣福祉チームの取り組みを全国的に広げるため、今後とも「災害福祉広域ネットワー
ク構築支援事業」の推進により、各都道府県における支援体制の構築についても併せてお願いし
たい。

－ 【全国知事会】
所管府省からの回答が「現行制度下において対応可能」となっているが、事実関係について、提案
団体との間で十分確認を行うべきである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、所管府省からの回答が「現行制度により対応可能」となっているが、事実関係について提案
団体との間で十分確認を行うべきである。

厚生労働省としては、熊本地震において、熊本県や関係団体と連携を図りつつ、震災の影響により
一時的な人手不足が生じている被災地の社会福祉施設等に対して、広域的な福祉・介護人材の応
援派遣の調整を行った。
これまでも上記のとおり、現行制度の枠組みを最大限活用しつつ必要な支援を行っているところで
あるが、引き続き「災害福祉広域ネットワーク構築支援事業」を推進するとともに、岩手県を始め、
先駆的な自治体の実践の内容や課題等を十分に把握し、これらを関係者間で幅広く共有・周知す
ることなどを通じて、内閣府と連携しながら、災害福祉支援体制の構築に努めてまいりたい。
 

第28条（情報の提供）、第30条（運営状況の報告）についても、認可権限を有している者と事務実
施者が異なっているため、業務効率化の観点から、第29条の変更届と併せての移譲を検討いただ
きたい。

－ 【福島県】
　認可、認定等の権限と各種手続きの権限の主体は一致させるべき。

－ 【全国知事会】
提案団体の提案に沿って、政令市・中核市に所在する幼保連携型認定こども園における変更届等
については、市で受理できるようにするべきである。
【全国市長会】
第28条（情報提供）に関し、所管府省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事
実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきである。
第29条（変更届の受理）及び第30条（運営状況報告の徴収）に関し、指定都市への移譲について
は積極的な検討を求める。中核市への移譲については手挙げ方式も含めた検討を求める。

第29条及び第30条については、引き続き幼保連携型以外の認定こども園の認定権限の移譲と併
せ、措置する方向で検討を行ってまいりたい。
なお、第28条の情報の提供については、認可・認定権に関わらず、都道府県知事が自治体の長と
して管内の情報を集約し、一括して公開することを目的として定めているものであり、利用者の利便
性等に鑑みても広域的な情報が有用であることから、都道府県に存置することとする。（第１次回
答にもあるとおり、各市町村が個別に情報提供をすることを妨げるものではない。）。

　地方創生の観点からは、即効性のある措置が必要であることから造成済みに対して措置された
ことは理解できるが、事前に造成工事を済ませて工場等を誘致しようとする地域は、インターチェン
ジの近隣など交通の便が良く誘致しやすいところが多く、真に就業構造改善が必要な農村部にお
いては、参入企業が見つかるまでは農業生産も行いながら、見つかり次第造成するところが多くあ
る。
　農工法は、農村地域への工業等の導入とともに、農村部での工業等への就業を促進することを
目的としており、工業等の導入が進めにくい農村部における就業構造改善、更には、農業構造の
改善を促進するためには、業種の拡大が必要と考えている。
　また、貴省からの回答では「対象となる地域、産業等を明確にした上で、必要な施策を検討してい
るところ」とあるが、具体的な検討状況やスケジュール等をお示しいただいた上で、社会経済情勢
の変化や地域の実情に応じた弾力的な運用が可能となるよう検討をお願いしたい。

－ 【秋田県】
　昨今のグローバル経済の拡大や技術革新の進展に伴い、農家世帯を取り巻く労働環境は、この
法律が制定された時代（1971）からは劇的に変化しており、「②必ずしも専門的な知識や高度な技
能を必要としない」と見られる労働集約型産業は減少傾向にあり誘致困難となっている。
　一方で、必ずしも給与にこだわらず、ワークライフバランスを重視した多様な働き方を求める動き
もある中、コールセンターなど、前出②の条件にマッチするとともに、一定の雇用規模があり、地方
が抱える地理的デメリットにとらわれない産業については農工法の既定により、誘致困難となって
いる。
　世界農業センサス2015によると、日本の農家戸数は、2010年比約18％減となっており、このうち、
兼業農家の割合は2010年の72％から66％に縮小してはいるものの、依然、高い水準を維持してい
る。
　本提案は、以上のような状況を考慮しながら、農家世帯の多様な就業ニーズにマッチする幅広い
働き方の選択肢を提供できる環境を整備し、この法律の主要な目的である「農家世帯の安定的・継
続的な雇用確保」の促進にも資するものであるので、更なる検討を期待する。

－ － 御提案のとおり、農工法第２条第２項に規定する工業等以外の業種を農工団地に導入することが
できるようにするためには、同法を改正する必要があり（ただし、地域再生法の特例を活用する場
合を除く）、本年秋を目途に、対象業種の在り方等の検討を進めているところである。その中で、御
提案内容を踏まえながら、引き続き検討してまいりたい。
なお、農工法は、支障事例で述べられた、工業等以外の導入を阻むかのような「規制」ではなく、農
村地域への工業等の導入を促進するための仕組みである。このため、農工法の適用が地域の実
情に適さない場合には、同法以外の手段によって地域の実情に即した産業の導入を図ることも検
討されたい。

　半島振興計画の作成に当たっては、国からの通知（「半島振興法の一部改正に伴う半島振興計
画作成指針の制定について」（平成27年4月１日付け））に基づき作成していることから、計画は国
の半島振興施策と同一の方向性となっている。
　地方の自主性等を確保し、行政改革による事務改善の観点からも、山村振興基本方針と同様に
国の同意を廃止し、提出制度に改めることを求める。
　なお、協議が廃止できない場合であっても、計画案の修正・追加等はその都度関係庁内各課との
意見調整や市町への事前協議が必要であることから、一次から三次まである計画案の提出を一度
にする等の簡素化を願いたい。

－ 【北海道】
　現行法における事前協議の趣旨については理解するが、H27の半島振興計画の協議において
は、協議に７ヶ月もの長期間を要していること、また、協議に係る国からの指摘は、軽微な変更によ
るものであったことから、事務簡素化に向けて引き続き検討を願いたい。

－ － ○一次回答のとおり、半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとされ
ていることから、半島振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよう、計画策定段階におけ
る主務大臣への協議・同意をお願いしているところである。

○貴県の見解のとおり、半島振興計画の作成に当たっては、国・道府県の双方の事務手続きの簡
素化のために、国の半島振興施策と半島振興計画とが同一の方向性となるよう計画の作成作業
の前に通知文を発出している。

○今般の半島振興計画の策定手続における国から貴県への指摘は、事実誤認や誤字の指摘等
のみであり、方向性はもとより地方の自主性等を妨げるものでもないと考えている。

○なお、当省としても地方の負担はできる限り減らすよう対処してきたところであるが、御提案の主
旨を踏まえ、計画案の提出を一度にすることを原則とする等、次回の半島振興計画策定時におい
ても、引き続き事務簡素化について検討してまいる所存。

【八尾市】
平成27年10月20日の会計検査院の強い指摘を受けて、同年12月8日に、すぐさま厚労省が改正し
た課長通知「生活保護費国庫負担金の精算に係る適正な返還金等の債権管理について」は、確
かに原則的な内容ですが、実務的には事務の過大な負担をもたらすものと考えます。
今後、肝要となるのは、債権管理体制の強化であり、引き続き、地方の意見を十分に踏まえていた
だき、返還金等取扱事務にかかる運用改善をお願いします。

－ 当該通知は地方公共団体における他の一般的な債権管理と比較して、生活保護に係る債権につ
いて特別な取り扱いを定めるものではない。生活保護法に基づく返還金等債権については、地方
公共団体の債権として、地方自治法等を遵守した上で適切に対処されるものと考えている。
なお、地方公共団体が不納欠損を適切に処理しているか確認する「不納欠損調書」については、
家庭裁判所が発行する申述書以外にもどのような方法で債権管理を行ったかを記載できるように
なっている。こうした記載内容をふまえ、地方公共団体が不納欠損を適切に処理しているか個々の
ケースごとに確認することとしている。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。

－　生活保護受給者の場合、その多くは、扶養義務者からの経済的援助を期待できない現状があ
り、中には、絶縁状態にいる者も少なくない。また、生活保護受給者が死亡した後にその扶養義務
者の経済状況が劇的に好転することは稀であるため、扶養義務者が生活保護受給者の死亡後に
相続した債務を率先して返済することはほとんどなく、債権回収の可能性が極めて低い。
　こうした実態を踏まえた中で、地方公共団体も生活保護に係る費用を負担しており、適切な精算
を行う義務を市民に対して負っているので、事務の簡素化を図る観点から、遺族が相続放棄の申
立書を提出した場合や遺族に連絡しても回答が無い場合には、返還金債権の不納欠損を適切な
処理として認めていただきたい。
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302 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 半島振興計画に係る
主務大臣の協議、同
意の廃止

都道府県が半島振興計画を作
成する際には、あらかじめ主務
大臣へ協議し同意を得ることとさ
れているが、半島振興計画の作
成に関して主務大臣が都道府県
に変更を求めることができること
とした上で、計画策定後の主務
大臣への提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければなら
ない。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なけ
ればならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興
基本方針では、都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による
都道府県への勧告が可能であることから、主務大臣への同意協議は行われて
いない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意
を得るために多大な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事
前協議を含めて国協議に約７か月を要している）

同意協議を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるとと
もに、半島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効
果の早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上や、定住
促進等）が期待できる。

半島振興法第３条第１
項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

九州地方知
事会

山口県提案分 北海道 ○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意を得るために、多大な時間と労力を
要している。（H27計画策定時には、事前協議を含めて国協議に約７か月を要している。また、都道府県は出先機関で
ある総合振興局・振興局を通じての作業となるため、計画策定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間
がかかる。）
○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために多大な時間と労力を
要している。（H27計画策定時には、事前確認を含めて国協議に約７か月を要した。）

　○貴県が指摘している「多大な時間と労力」の具体的な内容について、内閣府地方分権改革推
進室に情報提供を依頼したところ、同室から、提案団体の提出した半島振興計画案に対する国か
らの意見については、その都度、関係４市町に意見照会・確認した上で関係各課による確認を行っ
ており時間と労力を要したこと、また、作業スケジュールについて、１回目の計画案の提出から最終
提出までに４か月以上を要し、さらに、最終提出から同意までに３か月を要した旨、御回答を頂い
た。
   ○半島振興計画とは、国と関係地方公共団体とが密接な連携の下、半島振興対策実施地域に
おける将来的な交通施設の整備、産業の振興等の半島振興施策の方向性を定めるものである。
   ○半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとされていることから、
半島振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよう、計画策定段階における主務大臣への
協議・同意をお願いしているところである。
   ○貴県からは、「主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために、多大な時間と労
力を要している。」との御意見を頂いているが、今般の半島振興計画の策定手続において、国から
の指摘は、事実誤認や誤字の指摘等のみであるため、御指摘の「多大な時間と労力を要し」たもの
とは考えていない。
　○なお、国土交通省は、貴県を含む関係22道府県からの全23計画案の提出を受け、半島振興
法第３条第２項に基づき関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなけれ
ばならないこととされており、関係道府県との協議等に一定の期間を要することはやむを得ないと
考えている。今般の協議等においては、関係道府県に短期間での回答等の提出を求めることとな
らないよう配慮し、早い段階で調整を開始する余裕を持ったスケジュールで作業を進めてきたところ
である。

135 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 離島振興計画に係る
主務大臣の事前審査
の廃止

都道府県が離島振興計画を定
めたときには、直ちに、これを主
務大臣に提出し、主務大臣は離
島振興基本方針に適合していな
いときは都道府県に変更すべき
ことを求めることができるとされ
ているが、実務上行われている
離島振興計画案の事前提出に
よる審査について、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興
計画を定めた際にこれを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に
適合していないと認めるときは、当該都道府県に対しこれを変更すべきことを求
めることができる。」と定められているが、実務上、計画策定前に離島振興計画
案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が行われて
いる。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興
基本方針においては、国への事前提出による審査は行われていない。
【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と
労力を要している。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

事前審査を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるとと
もに、離島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効
果の早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上等）が期
待できる。

離島振興法第４条第
10項、第11項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

山口県、中
国地方知事
会

北海道、長
崎県

○離島振興計画の策定において、実務上行われている事前審査に多大な時間と労力を要している。（H25計画策定時
にも、国協議に３か月を要している。また、都道府県は出先機関である総合振興局・振興局を通じての作業となるた
め、計画策定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかかる。）
○手続きが廃止されれば、手続きの迅速化や事務的負担の軽減が見込まれる。国による支援が担保される前提であ
れば、反対するものではなく制度改正の必要性はあるものと考える。
○離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要している。（H25計画策定
時には、国協議に５か月を要している。）

○離島振興法（昭和28年法律第72号）（以下「法」という。）第４条第８項の規定に基づき都道府県
から主務大臣に提出された離島振興計画は、同条第１０項及び第１１項の規定に基づき、離島振
興基本方針に適合するかの確認を実施しており、離島振興基本方針に適合していないと認めると
きは、主務大臣は当該都道府県に変更を求めることができることとされている。
○離島振興計画の事前提出は、これら適合性の確認を円滑かつ迅速に実施し、国と都道府県双
方の事務負担を軽減するため、正式提出に先んじて離島振興計画案を提出いただけるよう、平成
２４年１１月２９日付事務連絡「各都道県の離島振興計画案の事前提出等について（依頼）」におい
て都道府県に任意で依頼しているものである。
○本提案は、「離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労
力を要している。」とのことであるが、平成２５年度計画策定時、離島振興計画の事前審査に要した
期間は、関係行政機関への意見照会も含めて約１か月であり、また、その後の法第４条第９項及び
第１０項に基づく手続きにおいて特段変更や調整を求めていないことから、ご指摘の「多大な時間と
労力を要している」ものとは考えていない。
○もとより事前提出は都道府県に対して任意で依頼しているものであるが、仮に事前提出が廃止さ
れた場合、事前の調整を経ること無く法第４条第９項及び第１０項に基づき関係行政機関への通知
及び意見照会の手続きを実施する必要があるが、事前に確認が行われていないため、仮に関係
行政機関の長から主務大臣に対して意見が申し出られた場合、法第４条第１０項の規定に基づき、
都道府県に対して離島振興計画の変更を求めることとなる可能性が高い。離島振興計画を変更す
る際には、法第４条第12項にの規定により、 同条第３項、第４項及び第６項から第１１項までの規
定が準用されるため、都道府県と市町村との調整、主務大臣への再提出、主務大臣から関係行政
機関への通知及び意見照会手続きを、場合によっては複数回行う必要があり、事前の確認手続を
廃止することはかえって国と都道府県双方の事務的負担を増大させるものとなる。
○こうしたことから、離島振興計画を策定・変更する際には、引き続き事前の調整にご協力いただ
きたい。なお、政府としては事前の調整の際に都道府県の事務負担が増大することのないよう、適
切に対応して参りたい。

303 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 離島振興計画に係る
主務大臣の事前審査
の廃止

都道府県が離島振興計画を定
めたときには、直ちに、これを主
務大臣に提出し、主務大臣は離
島振興基本方針に適合していな
いときは都道府県に変更すべき
ことを求めることができるとされ
ているが、実務上行われている
離島振興計画案の事前提出に
よる審査について、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興
計画を定めた際にこれを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に
適合していないと認めるときは、当該都道府県に対しこれを変更すべきことを求
めることができる。」と定められているが、実務上、計画策定前に離島振興計画
案の事前提出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が行われて
いる。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興
基本方針においては、国への事前提出による審査は行われていない。
【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と
労力を要している。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

事前審査を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるとと
もに、離島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効
果の早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上等）が期
待できる。

離島振興法第４条第
10項、第11項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

九州地方知
事会

山口県提案分 北海道 ○離島振興計画の策定において、実務上行われている事前審査に多大な時間と労力を要している。（H25計画策定時
には、国協議に３か月を要している。また、都道府県は出先機関である総合振興局・振興局を通じての作業となるた
め、計画策定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかかる。）
○離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を要している。（H25計画策定
時には、国協議に５か月を要している。）

○離島振興法（昭和28年法律第72号）（以下「法」という。）第４条第８項の規定に基づき都道府県
から主務大臣に提出された離島振興計画は、同条第１０項及び第１１項の規定に基づき、離島振
興基本方針に適合するかの確認を実施しており、離島振興基本方針に適合していないと認めると
きは、主務大臣は当該都道府県に変更を求めることができることとされている。
○離島振興計画の事前提出は、これら適合性の確認を円滑かつ迅速に実施し、国と都道府県双
方の事務負担を軽減するため、正式提出に先んじて離島振興計画案を提出いただけるよう、平成
２４年１１月２９日付事務連絡「各都道県の離島振興計画案の事前提出等について（依頼）」におい
て都道府県に任意で依頼しているものである。
○本提案は、「離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労
力を要している。」とのことであるが、平成２５年度計画策定時、離島振興計画の事前審査に要した
期間は、関係行政機関への意見照会も含めて約１か月であり、また、その後の法第４条第９項及び
第１０項に基づく手続きにおいて特段変更や調整を求めていないことから、ご指摘の「多大な時間と
労力を要している」ものとは考えていない。
○もとより事前提出は都道府県に対して任意で依頼しているものであるが、仮に事前提出が廃止さ
れた場合、事前の調整を経ること無く法第４条第９項及び第１０項に基づき関係行政機関への通知
及び意見照会の手続きを実施する必要があるが、事前に確認が行われていないため、仮に関係
行政機関の長から主務大臣に対して意見が申し出られた場合、法第４条第１０項の規定に基づき、
都道府県に対して離島振興計画の変更を求めることとなる可能性が高い。離島振興計画を変更す
る際には、法第４条第12項にの規定により、 同条第３項、第４項及び第６項から第１１項までの規
定が準用されるため、都道府県と市町村との調整、主務大臣への再提出、主務大臣から関係行政
機関への通知及び意見照会手続きを、場合によっては複数回行う必要があり、事前の確認手続を
廃止することはかえって国と都道府県双方の事務的負担を増大させるものとなる。
○こうしたことから、離島振興計画を策定・変更する際には、引き続き事前の調整にご協力いただ
きたい。なお、政府としては事前の調整の際に都道府県の事務負担が増大することのないよう、適
切に対応して参りたい。

140 Ｂ　地方に対する規
制緩和

雇用・労働 就労継続支援A型事
業における暫定支給
決定を要しない場合
の基準の明確化及び
同事業における特定
求職者雇用開発助成
金の支給のあり方の
見直し

就労継続支援Ａ型事業につい
て、暫定支給決定期間中に行う
アセスメントと同等のアセスメント
が既に行われていると市町村が
認めるときは、暫定支給決定は
要しないとされているが、その基
準が具体的に示されていないた
め国の責任において明確にする
こと。
また、障がい者を雇用する就労
継続支援Ａ型事業所が、暫定支
給決定期間経過後に継続雇用
を決定した場合、特定求職者雇
用開発助成金の支給対象となら
ない取扱いになっていることか
ら、その見直しを行うこと。

【制度改正の必要性】
国は、就労継続支援事業について、地方自治法に基づく技術的助言により、原
則、暫定支給決定を行うよう市町村に求めており、例外として、暫定支給決定中
に行うアセスメントと同等のアセスメントが既に行われていると市町村が認めると
きは、暫定支給決定を要しないとしている。しかし、暫定支給決定の実施は義務
ではなく市町村判断とし、暫定支給決定を要しない場合の基準が定められておら
ず、市町村における実務において、混乱が生じている。
その一因として、就労継続支援A型事業（以下「A型事業」という。）所に対する特
定求職者雇用開発助成金（以下「特開金」という。）の支給の取扱いが指摘され
ており、暫定支給決定の有無が特開金の支給の可否に繋がることから、A型事
業所からは「暫定支給決定をしなくてもよいのでは」という声もきかれ、事業所の
理解と協力が得られにくいところ。
障がい者福祉の観点から技術的助言として暫定支給決定が推奨されている一
方で、雇用施策では不利に取り扱われるアンバランスな運用となっている上、暫
定支給決定期間の経過後に継続して雇用しても特開金の対象外とする現在の
運用は、暫定支給決定に対する市町村の方針に影響を与えかねず、また、より
適切なサービス提供を求める障がい者本人の本来確保されるべき利益を損なう
ことにも繋がりかねない。

暫定支給決定とそれに関わる評価及び支援が適切に行われることで、障がい
者へのより適切な支援の実施が可能となる。

介護給付費等の支給
決定について（平成19
年3月23日付障発第
0323002号厚生労働
省社会・援護局障害保
健福祉部長通知）
就労移行支援事業、
就労継続支援事業（A
型、B型）における留意
事項について（平成19
年4月2日付障障発第
0402001号厚生労働
省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課
長通知）
就労継続支援Ａ型事
業所に対する特定求
職者雇用開発助成金
の支給について（平成
27 年10 月13 日付職
雇企発1013第2号厚生
労働省職業安定局雇
用開発部雇用開発企
画課長通知）

厚生労働省 鳥取県、関
西広域連
合、滋賀
県、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、徳島
県、堺市

新宿区、相
模原市、茅ヶ
崎市、静岡
県、伊豆の
国市、名古
屋市、豊田
市、京都市、
島根県、広
島市、府中
町、愛媛県、
北九州市

○就労継続支援Ａ型事業に係る暫定支給決定については、要しない場合の基準が具体的に示されていないため、各
自治体において取扱いが異なるという問題が生じている。そのため、提案内容のとおり、国の責任において基準を明
確にする必要があると考える。また、暫定支給決定の有無が特定求職者雇用開発助成金の支給の可否につながるこ
とは、障害者への適切なサービス提供の支障になりかねない。
○本市においては、平成27年度に、暫定支給決定を要しない事例の取扱いについて県及び県内の他市と調整を行っ
たところである。しかしながら、他県との取扱いの差は残存しており、事業者及び利用者に混乱を与えている状況であ
る。国から明確な基準が示されれば、統一的な暫定支給決定の取扱いが可能となり、円滑に利用手続を行うことので
きる制度となると考えられる。　また、特定求職者雇用開発助成金については、暫定支給決定のある者の雇用を事業
所が避けようとする事例も発生しているため、暫定支給決定の有無に関わらない助成制度とすることで、より適切な
サービス利用につながると考えられる。
○国は、就労継続支援Ａ型事業について、地方自治法に基づく技術的助言により、原則、暫定支給決定を行うよう市
町村に求めており、例外として、暫定支給決定中に行うアセスメントと同等のアセスメントが既に行われていると市町村
が認めるときは、暫定支給決定を要しないとしている。しかし、暫定支給決定を要しない場合の基準が定められていな
いため、他市の取り扱いと本市の取り扱いが異なる場合や、暫定なしを希望する事業所の場合等、事業所からの理
解・協力が得ることが難しく、実務において支障をきたしている状況である。

（就労継続支援Ａ型事業における暫定支給決定を要しない場合の基準の明確化について）
暫定支給決定を要しない場合の基準に関しては、これまでの地方自治体の要望等を踏まえ、「就
労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービスの提供の推進について」（平
成28年３月30日障障発0330第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
において、同基準を具体的に示したところであるので参考にされたい。
（就労継続支援Ａ型事業における特定求職者雇用開発助成金の支給のあり方の見直しについて）
年内に、暫定支給決定を受けた障害者を雇い入れた就労継続支援Ａ型事業所のうち、暫定支給決
定期間終了後に、当該者を引き続き適切に継続して雇用するものについても、特定求職者雇用開
発助成金の助成対象とするための措置を講じる。

143 Ａ　権限移譲 医療・福祉 施設型給付費等に係
る「処遇改善等加算」
の加算率の認定に関
する事務権限の都道
府県から指定都市・中
核市への移譲

施設型給付費等に係る「処遇改
善等加算」の加算率の認定に関
する事務権限を都道府県から指
定都市・中核市へ移譲することを
求める。

【背景】
国通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」において，「処遇改
善等加算の加算率の認定は，その施設・事業所を管轄する市町村が取りまとめ
た上で，都道府県知事が行うこと」とされているが，「子ども・子育て支援新制度」
の施行（平成27年４月）前は，当該認定に関する権限についても，中核市が有し
ていた。
【支障事例】
当該権限が都道府県に移行したことにより，新制度施行前と比較し，加算率の
認定までに，相対的に多くの期間を要している状況であり，年度当初から加算率
の認定までの期間は，概算による給付で対応している中，概算給付とせざるを
得ない期間が，以前よりも長期化している。
施設・事業所の中には，概算給付の期間中は，保育士等に対する加算分の賃
金の支払いを留保しているところもあり，当該施設・事業所に勤務する保育士等
に対する賃金支払いにこれまで以上の遅れが生じている。
なお，市町村において審査等の作業を早期に実施したとしても，認定に係るスケ
ジュールは都道府県に従わざるを得ない状況である。

都道府県のスケジュールに左右されることなく，認定までの作業を進めること
ができるため，現在よりも数か月程度，概算給付の期間を短縮できる。その結
果，施設・事業所が保育士等に対し，より早期から本来の賃金を支払うことが
できる。

・子ども・子育て支援
法第27条～第30条
・施設型給付費等に係
る処遇改善等加算に
ついて（平成27年３月
31日　府政共生第349
号・26文科初第1463
号・雇児発0331第10
号）

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

宇都宮市 秋田県、神
奈川県、浜
松市、豊田
市、大阪府、
伊丹市、北
九州市、大
分市

○申請から認定までの期間が短くなることと、申請時期を市町村が自由に設定できるので繁忙期を避けることができ
る。
○本市でも処遇改善を県に申請してから、認定の通知が出るまでの期間が、以前より長期化している。
○新制度施行前同様に、市で認定することが可能であれば、市で認定する他の加算の認定作業と並行して事務を進
めることができ、給付費の精算に係る事務が円滑に実施できると考える。
○処遇改善等加算の加算率の認定は、市町村が確認を行い取りまとめた上で、都道府県知事が行うこととされている
が、新制度(平成２７年４月)前は、当該認定に関する権限についても、指定都市・中核市が有していた。
指定都市・中核市が管轄する多くの施設・事業所の認定を都道府県が行うには、多くの期間を要するため、「処遇改善
等加算」の加算認定についても、権限を移譲することを求める。
○処遇改善等加算について、認定権者は都道府県知事となっていることから、事務処理スケジュールも都道府県に従
う必要がある。
県内市町村全てに認定を行うため、認定時期が遅くなってしまうことが想定される。
政令・中核市のように件数が多い場合、認定後さらに多大な事務を行わなければならないことを考えると、施設への給
付が更に遅くなってしまう。
よって、提案のとおり処遇改善等加算の認定事務を政令・中核市に移譲することは良いと考える。
○給付の主体は各市町村であること、また、処遇改善等加算の認定に係わる書類も市町村を通じて都道府県に提出
している現状から、施設数が多い指定都市、中核市においては提案市同様、事務を移譲することによって概算給付の
期間を短縮可能と考えられる。

処遇改善等加算の認定については、①従前の民間施設給与等改善費における対応、②平均勤続
年数の算定に当たっては、市町村を超えて情報を集約することが必要、③教育・保育の提供に当
たって必要な人材の確保や資質向上に対する関与の必要性、といった要素を考慮し、都道府県が
認定する仕組みとなっている。以上の仕組みは、子ども・子育て支援新制度について審議するた
め、内閣府に置かれている「子ども・子育て会議」における議論を経て決定したものであることか
ら、今回の提案を踏まえ同会議にお諮りをした上で、対応を検討させていただきたい。
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

　半島振興計画の作成に当たっては、国からの通知（「半島振興法の一部改正に伴う半島振興計
画作成指針の制定について」（平成27年4月１日付け））に基づき作成していることから、計画は国
の半島振興施策と同一の方向性となっている。
　地方の自主性等を確保し、行政改革による事務改善の観点からも、山村振興基本方針と同様に
国の同意を廃止し、提出制度に改めることを求める。
　なお、協議が廃止できない場合であっても、計画案の修正・追加等はその都度関係庁内各課との
意見調整や市町への事前協議が必要であることから、一次から三次まである計画案の提出を一度
にする等の簡素化を願いたい。

－ 【北海道】
　現行法における事前協議の趣旨については理解するが、H27の半島振興計画の協議において
は、協議に７ヶ月もの長期間を要していること、また、協議に係る国からの指摘は、軽微な変更によ
るものであったことから、事務簡素化に向けて引き続き検討を願いたい。

－ － ○一次回答のとおり、半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとされ
ていることから、半島振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよう、計画策定段階におけ
る主務大臣への協議・同意をお願いしているところである。

○貴県の見解のとおり、半島振興計画の作成に当たっては、国・道府県の双方の事務手続きの簡
素化のために、国の半島振興施策と半島振興計画とが同一の方向性となるよう計画の作成作業
の前に通知文を発出している。

○今般の半島振興計画の策定手続における国から貴県への指摘は、事実誤認や誤字の指摘等
のみであり、方向性はもとより地方の自主性等を妨げるものでもないと考えている。

○なお、当省としても地方の負担はできる限り減らすよう対処してきたところであるが、御提案の主
旨を踏まえ、計画案の提出を一度にすることを原則とする等、次回の半島振興計画策定時におい
ても、引き続き事務簡素化について検討してまいる所存。

　平成24年から25年の離島振興計画の作成スケジュールでは、国の離島振興基本方針の策定と
並行して計画作成を行っているが、国からの情報提供により離島振興計画に盛り込む事項等は確
認しており、計画は離島振興基本方針に適合する内容で策定している。
　また、国への事前提出で頂いた修正意見は語句等の修正や削除にとどまっており、計画案の基
本的内容を修正する必要があるものではなかったと思われる。
　地方の自主性の確保や、行政改革による事務改善の観点からも、離島振興計画案の事前提出
の廃止を求める。
　なお、任意で行われる事前提出であっても、修正にはその都度関係庁内各課及び関係市町への
意見照会が必要であり、前計画策定時には国からの事前提出案の回答からは修正期間が短かっ
たことから、余裕を持った期限の設定を願いたい。

－ 【北海道】
　事前提出に係る事前審査の趣旨については理解するが、H25離島振興計画策定時は事前提出
から審査終了まで約３ヶ月を要していること、また、その際の国からの指摘は、軽微な変更によるも
のであったことから、事務簡素化に向けて引き続き検討を願いたい。

－ － 〇一次回答のとおり、事前提出は、事務負担の簡素化の観点から都道府県に対して任意で依頼し
ているものであり、ご指摘の地域の自主性を妨げるものとは考えていない。

〇なお、事前提出に応じて頂けた場合、都道府県の個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整
を依頼するとともに、よく生じやすい間違い点等を情報提供するなど調整に要する時間の短縮に努
めてまいりたい。

　平成24年から25年の離島振興計画の作成スケジュールでは、国の離島振興基本方針の策定と
並行して計画作成を行っているが、国からの情報提供により離島振興計画に盛り込む事項等は確
認しており、計画は離島振興基本方針に適合する内容で策定している。
　また、国への事前提出で頂いた修正意見は語句等の修正や削除にとどまっており、計画案の基
本的内容を修正する必要があるものではなかったと思われる。
　地方の自主性の確保や、行政改革による事務改善の観点からも、離島振興計画案の事前提出
の廃止を求める。
　なお、任意で行われる事前提出であっても、修正にはその都度関係庁内各課及び関係市町への
意見照会が必要であり、前計画策定時には国からの事前提出案の回答からは修正期間が短かっ
たことから、余裕を持った期限の設定を願いたい。

－ 【北海道】
　事前提出に係る事前審査の趣旨については理解するが、H25離島振興計画策定時は事前提出
から審査終了まで約３ヶ月を要していること、また、その際の国からの指摘は、軽微な変更によるも
のであったことから、事務簡素化に向けて引き続き検討を願いたい。

－ － 〇一次回答のとおり、事前提出は、事務負担の簡素化の観点から都道府県に対して任意で依頼し
ているものであり、ご指摘の地域の自主性を妨げるものとは考えていない。

〇なお、事前提出に応じて頂けた場合、都道府県の個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整
を依頼するとともに、よく生じやすい間違い点等を情報提供するなど調整に要する時間の短縮に努
めてまいりたい。

　このたび「暫定支給決定を受けた障がい者でも特開金の対象とするための措置を講じる」という
回答が示されたこともあり、暫定支給決定を回避する動きに一定の歯止めがなされるものと思料す
るが、追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例を見ると、暫定支給決定を要しな
い場合の基準について、自治体によって取り扱いが異なっている状況が見て取れるため、改めて
国の考え方について御教示頂きたい。
　「介護給付費等の支給決定等について」（平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部長通知）において、対象者については原則暫定支給決定を行うものとさ
れ、例外的に「就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービスの提供の推
進について」平成28 年３月30 日障障発0330 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障
害福祉課長通知）にて具体的に示された基準（及び事務処理要領で示されている就労移行支援
（養成施設）の例）により暫定支給決定は不要とされている事を踏まえると、原則すべての者につい
て暫定支給決定を行うべきであり、例外的に当該具体的な基準により不要とすることが出来る、と
いうことでよいか。
　また「介護給付費等の支給決定等について」本文「アセスメントを要しないものと市町村が認める
とき」については、国としては「就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービ
スの提供の推進について」に拠るべきであり、暫定支給決定が不要な場合の基準について、市町
村に幅広な解釈の余地がある、との想定はしていないということでよいか。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見の実現に向けて、積極的な検討を求める。

暫定支給決定を要しない場合の基準については、これまでの地方自治体の要望等を踏まえ、「就
労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービスの提供の推進について」（平
成28年３月30日障障発0330第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
において、示したところである。
厚生労働省では、市町村が例外的に暫定支給決定によるアセスメントを要しないこととすることが
できるのは、当該通知で示した基準に該当する場合のみと考えており、それ以外の場合は想定し
ていない。

全国同様、本市においても待機児童が発生しており、その解消に向けて、現在、施設整備と保育
士確保に取り組んでいるところである。特に、保育士の処遇改善は喫緊の課題と捉えている。
このような中、保育士賃金は他の職種との格差が大きく、栃木県のアンケート調査においても、７割
を超える保育士が給与改善を求めている。保育現場での保育士等の確保や就業定着の観点か
ら、保育士等に対し、早期に本来の賃金を支払うことは重要であると考えているため、制度見直し
の緊急性を理解いただき、実現に向け、速やかに結論を得るようお願いしたい。

－ － － 【全国市長会】
指定都市への移譲については、積極的な検討を求める。
中核市への移譲については、手挙げ方式も含めた検討を求める。

○子ども・子育て会議に諮りつつ対応を検討するとのことだが、年末の閣議決定に間に合うよう、
早急に結論を出していただきたい。
○また、子ども・子育て会議において本件を議論する際には、都道府県が認定を行うことによる認
定期間の遅れという支障を明確にした上で議論し、議論の経過・内容について事務局に情報提供
いただきたい。

次回の子ども・子育て会議にお諮りし、対応を検討してまいりたい。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

144 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 保健衛生分野の補助
金交付申請における
手続きの簡素化

感染症予防事業費等国庫負担
金等の保健衛生分野の補助金
交付申請における請求に係る手
続きについて、指定都市が直接
国に請求し、国から指定都市に
直接支払いを行うよう改めるこ
と。

感染症予防事業費等国庫負担（補助）金や保健衛生施設等施設・設備整備費
補助金など保健衛生分野の補助金の交付申請・実績報告は、直接、市から国
（厚生労働省）に提出するが、補助金の請求については、県会計管理者あて関
係書類を添付し請求書を提出し、その後補助金が交付される。県を経由すること
で、手続きの標準的な事務処理として、直接国とのやりとりであれば、請求・支払
い段階でそれぞれ１～２日、往復で計２～４日ほど多く時間を要し（担当者が出
張・不在の場合はさらに増加）、市における会計手続きの時間的余裕の不足に
つながっている。

補助金を国に直接交付請求し、国から直接支払いを受けることで、標準的な
事務処理として計２～４日程度かそれ以上、支払いを受けるまでの時間の短
縮が図られる。

 ・感染症予防事業費
等国庫負担（補助）金
交付要綱第７項
・保健衛生施設等施
設・設備整備費補助金
交付要綱第８項
・会計法第48条第１項

厚生労働省 仙台市 栃木県、横
浜市、長野
市、浜松市、
豊田市、京
都市

〇補助金関係書類が県を経由することで、事務処理に時間を要している実態は、当市においても同様である。
○国庫負担（補助）金等の歳入に係る手続きは、諸々の業務が集中する年度末に行われることが多いことから、補助
金の請求等を直接国に対して行うことが可能となれば、県を経由しない分時間的余裕を得ることが可能と考える。

当該補助金の支払については、会計法第48条第１項に基づく都道府県知事への委任により、都道
府県会計管理者が国の出納機関として、市から請求を受け、直接国費の支払事務を行っているも
のであり、当該手続きは国を経由しているものではない。
したがって、当該団体が主張する、請求及び支払い手続きが「県を経由して国と市の間で行われて
いる」という事実及びそのために時間を要しているという事実はなく、認識誤りである。
仮に提案内容のとおり、都道府県から国（厚生労働省）に支出事務が移ったとしても、市からの請
求先が変わるだけであり、事務手続きに差異はなく、むしろ、全国の市町村の支払い事務が国に
集中し、国の事務負担が大幅に増加し、期間が短縮されるどころか現状より多くの期間を要するこ
とになる。
よって、当該提案については実施すべきでないと考える。

147 Ａ　権限移譲 医療・福祉 地域医療介護総合確
保基金における市の
主体的な計画策定

地域医療構想を実現するための
財政措置である地域医療介護総
合確保基金の医療分について、
県ではなく市が主体的に計画を
策定して、執行できるようにす
る。

基金は県全域を対象に県が事業計画を策定するが、その事業効果が県域全体
に及ぶことが必要とされている。その中で、県立の施設の整備費に予算が優先
的に配分されるなど、本市も含めた地域医療の課題解決につながるような配分
になっていない。基金を活用しようと提案したにもかかわらず、県の意向に合わ
ないという理由で採用されない事業もある。
県内でも地域間で医療に関する事情や課題は異なることから、県が一律に計画
を定めるには限界があり、地域の実情を把握している市が計画を策定すべきで
ある。

県単位ではなく、市として主体的に計画を策定して基金を執行する仕組みを作
ることで、2025年に向けて地域の医療関係団体の意見を取り入れながら、地
域特性に応じたさまざまな施策に活用することができる。
また、基金の活用の可否等については、県を通じて国に照会しているが、市が
国の担当者と直接やりとりできるようになれば、活用方法の幅も広がり、より
効果的・効率的に事業を進めることができる。

医療介護総合確保促
進法第４条、第５条

厚生労働省 横浜市 伊丹市 － ○地域医療介護総合確保基金は、都道府県毎に策定する地域医療構想の実現等のために、都道
府県が地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号。
以下「総合確保促進法」という。）第４条に基づく都道府県計画に掲載された事業の実施に要する
経費の全部又は一部を支弁するために設けるものである。
○この都道府県計画の策定に当たっては、あらかじめ市町村長等地域の関係者の意見を反映さ
せるために必要な措置を講ずるよう努めること（総合確保促進法第４条第４項）としている。
○このように都道府県には都道府県内市町村間の広域的な調整をしていただくことを期待してい
る。都道府県との意見交換の場等を通じて、地域の関係者の意見が反映され、また公平性や公正
性、透明性が確保されるよう、働きかけてまいりたい。

163 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 地域医療介護総合確
保基金【介護】のスケ
ジュールの見直し

地域医療介護総合確保基金【介
護】のスケジュールの見直し

・当初予算を組む段階で規模感が示されず、新規事業の実施可否等も不明なの
で、新規事業の大部分は補正予算で対応せざるを得ず、事業実施期間が短く
なってしまう。年度当初から事業を実施できるようなスケジュールで交付する必
要がある。

・年度当初から、必要な事業を全て実施できるようになり、貴重な財源を有効
に活用することができる。
・地域の実情に応じた多彩なニーズへの柔軟な対応を可能とすることにより、
個別性の高い、効果的な地域包括ケアシステムの構築、運用が期待できる。

地域医療介護総合確
保促進法

厚生労働省 京都府、滋
賀県、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市、関西広
域連合

岩手県、い
わき市、千
葉県、神奈
川県、静岡
県、名古屋
市、島根県、
広島県、広
島市、高知
県、宮崎県

○介護分の内示の時期が6月であり、例えば本県が実施している小学生親子向け介護の仕事親子見学会は夏休み
前の7月上旬に周知しなければならないが、委託業者と契約もできず十分な周知期間がとれず事業実施に支障をきた
す状況となっている。このため、年度当初から事業を実施できる交付スケジュールの見直しが必要である。
○県の当初予算編成時に国の基金の規模感が不明であり苦慮している。内示の時期が遅くなることで、事業実施期
間を十分に確保できない状況である。
○本市の平成28年度予算を組む段階において、新規事業について地域医療介護総合確保基金の対象となるか否か
不明であったため、介護人材確保に関する懇談会の設置について、予算編成後に基金の対象とならないことが判明
し、事業の執行に支障をきたしている。
○昨年、県から照会があったのは8月末であったが、本市においては、次年度実施計画の聴取終了後であった。実施
計画案作成時点で、基金のメニューも不明であり、照会自体が遅い。さらに、事業の実施の可否、決定時期、補助率も
未定であることなどから、年度当初からの事業実施が困難なうえ、包括的支援事業で実施したほうが有利である場合
も考えられるなど、当該基金の活用については非常に手間がかかる印象である。こうしたことから、スケジュールの見
直しが必要と考える。
○当初予算を組む段階で規模感が示されず、新規事業の実施可否等も不明なので、新規事業の大部分は補正予算
で対応せざるを得ず、事業実施期間が短くなってしまう。年度当初から事業を実施できるようなスケジュールで交付す
る必要がある。
○新規事業の財源規模、実施の可否などが不明のまま、当初予算に計上することは困難であり、補正予算で対応せ
ざるを得ないことから、事業を実施する市町や法人等によっては、準備が間に合わず、年度内実施が困難となる場合
もある。
○本市では、地域密着型特別養護老人ホームの整備にあたり、基金の活用を計画している。しかし、年度当初に補助
金額及び補助対象事業が確定しないことにより、十分な工期が確保できず、今期プラン中の整備完了が困難となる恐
れがある。よって、プラン中に確実に整備を完了させるため、年度当初からの事業開始を可能とするスケジュールの
見直しが必要である。
○本県では、平成27年度新規事業（介護ロボット導入支援事業）において、事業開始が11月となり、補助件数、補助
額が伸びなかった。（予算20,000千円に対して支出額は647千円）
○本県では当年度事業については当初予算で計上しているが、その財源となる国庫交付金の交付が年度当初では
明らかでないため、早期の予算執行に支障が生じている。
○本県でも補正予算対応となり，事業実施期間が短くなる事例がある。特に新規事業については，既存事業と比べ
て，事業規模が確定しないこと，新規事業の執行の可否が不明なことから，補正予算での対応となっている。
○本県では、前年度の基金配分額を一定の目安として当初予算を組んでいるが、その後示された配分額が不足して
いた場合には、事業の縮小、取りやめをせざるを得ない状態となる。

本年度は熊本地震対応等によってスケジュールが後ろ倒しになっているが、年度当初より、速やか
に内示ができるよう努めていく。その際、各都道府県におかれては、所要な作業にご協力いただく
ことについてご理解賜りたい。

212 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 連携協約を締結した
連携中枢都市への地
域医療介護総合確保
基金の設置権限の移
譲

連携中枢都市において地域医療
介護総合確保基金を設置できる
よう改正を求める。

広島市では、経済面や生活で深く結び付いている広島広域都市圏の２３市町
（山口県の市町を含む。）と連携協約を締結し、圏域全体の経済活力とにぎわい
の創出、高次都市機能の整備に積極的に取り組むこととしている。
中でも、医療の分野の取組としては、広島都市圏の救急医療体制の構築、救急
相談センター事業の実施やＩＣＴを活用した地域医療支援など、効果的・効率的
な医療サービスの提供体制の構築に取り組む方針である。
こうした取組を推進するために地域医療介護総合確保基金を活用して体制整備
を行うことが考えられるが、同基金は都道府県計画を策定し、当該計画に基づき
事業を実施する都道府県に設置されることになっており、県を跨る広島広域都市
圏の事業では、広島、山口のいずれの県の基金も活用することができない。
こうした状況を解消し、連携中枢都市においても同様に基金事業計画を策定し、
同基金を活用して、圏域の特性に応じた施策を推進することができるよう、地域
医療介護総合確保基金の設置権限について、連携協約等に広域的な医療連携
を位置付けている連携中枢都市への移譲を求める。

都道府県の枠にとらわれず、一定の広がりを持った都市圏ごとに医療体制の
整備を進めることが容易になり、住民サービスの向上に繋がる。

地域における医療及
び介護の総合的な確
保の促進に関する法
律第６条

厚生労働省 広島市 － － ○地域医療介護総合確保基金は、都道府県毎に策定する地域医療構想の実現等のために、都道
府県が地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号。
以下「総合確保促進法」という。）第４条に基づく都道府県計画に掲載された事業の実施に要する
経費の全部又は一部を支弁するために設けるものである。
○この都道府県計画の策定に当たっては、あらかじめ市町村長等地域の関係者の意見を反映さ
せるために必要な措置を講ずるよう努めること（総合確保促進法第４条第４項）としている。
○連携中枢都市のように他の都道府県にまたがる事業に地域医療介護確保総合確保基金を活用
することは、連携中枢都市に含まれる各市町村に応じた事業をそれぞれの市町村計画、都道府県
計画に盛り込むことにより、現状でも可能である。まずは市町村間、連携中枢都市の位置する都道
府県間でご相談いただきたい。

153 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 マイナンバー制度に
おける情報連携（庁外
連携）に関する要件緩
和（法定事務における
入手可能な特定個人
情報を実際の事務に
即して拡大）

マイナンバー制度における情報
連携（庁外連携）に関し、法定事
務における入手可能な特定個人
情報を実際の事務処理に即して
対象拡大する（特別支援学校へ
の就学支援のため必要な経費
の支弁に関する事務の申請にお
いて、生活保護受給者情報も入
手可能とする）

【制度の概要】
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第19条第7号に基づく別表第二において、マイナンバーを利用できる事務及び当
該事務を実施するに当たり入手できる特定個人情報（情報提供者含む）が規定
されている。
　しかし、別表第二に規定されている特定個人情報のみでは事務処理に支障が
生じる事務がある。
【支障事例】
　特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務の申請におい
て、添付書類の省略を図るためマイナンバーを利用した情報連携を行う場合、
市町村から入手できる特定個人情報は、地方税関係情報又は住民票関係情報
に限られる（マイナンバー法別表第二37の項）。
　当該事務の申請に当たり、生活保護受給者については、それを証する書類の
提出が必要（文部科学省「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第
２条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要
領」）。
　しかし、当該事務において、生活保護受給情報は情報連携の対象ではないた
め、生活保護受給証明書を添付する必要があり、住民サービスの向上が期待で
きない。

生活保護受給証明書について書類の添付を省略することができ、申請者の利
便性を向上させることができる。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第7号、別表第二 37の
項
特別支援学校への就
学奨励に関する法律
施行令第２条に基づく
保護者等の属する世
帯の収入額及び需要
額の算定要領Ⅱ２
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令

内閣府、総務省、文部
科学省、厚生労働省

京都府、滋
賀県、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市、関西広
域連合

北海道、神
奈川県、島
根県、大牟
田市、鹿児
島県、沖縄
県

〇提案団体同様，当該事務の申請に当たっては，生活保護受給者は，それを証する書類の提出が必要（文部科学省
「特別支援学校への就学に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の
算定要領」）であるが，今後，添付書類の省略を図るためマイナンバーを利用した情報連携を行う場合，市町村から入
手できる特定個人情報は，地方税関係情報又は住民票関係情報に限られる（マイナンバー法別表第二37の項）。
　生活保護受給情報が情報連携の対象とならない場合，現行どおり生活保護受給証明書を添付する必要があり、住
民サービスの十分な向上が期待できない。
○特別支援学校へ就学する児童等の保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者等の負担能力の程度に応じて
就学のため必要な経費について支弁している。
　経費の支弁の基準とするため、生活保護受給証明書の提出が必要な場合があるが、マイナンバー制度における情
報連携の対象とならない場合、該当者は別途証明書を徴取する必要が生じるため、情報連携の対象である市町村民
税情報等を基準とする対象者との不均衡が生じることになる。
○生活保護受給証明書については、引き続き申請者に取得を求める必要があるが、地方税関係情報とともに、情報
連携が可能になると、申請者の負担が軽減されるとともに、行政側の事務も簡素化できる。

まずは、「特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務」に係る制度を所管する
文部科学省において、当該事務を行う上で生活保護関係情報の特定個人情報の必要性等を検討
していただくことになると考えている。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

当市において改めて手続きを確認したところ、感染症予防事業費等国庫負担（補助）金や保健衛
生施設等施設・設備整備費補助金に係る交付申請と支出については、国と県が共通の財務会計
システムを使用しており、交付決定後、国が支出負担行為をしているが、補助金の請求は市が県
に行い、県が同システムで直接支出命令をしていることを確認した。
事実認識に錯誤があったことから、今回提案による要望の継続は行わないこととしたい。

－ － － 【全国市長会】
厚生労働省からの回答が「認識誤り」となっているが、事実関係について提案団体との間で十分確
認を行なうべきである。

―

大都市ならではの医療需要や課題に対応するため、各都道府県は市と十分に調整したうえで計画
を策定するよう、国から通知等により働きかけていただく必要があると考える。
本市のように方面別の地域中核病院や救急医療体制の整備など独自に医療政策を展開している
政令市に関しては、市単位で基金の事業計画を策定できるような仕組みを創設することが望まし
い。

－ － － 【全国知事会】
地域医療介護総合確保基金における事業計画は、市域を超えた広域的な計画であるため、その
策定は引き続き都道府県の事務・権限とするべきである。
【全国市長会】
個々の市域内で医療提供体制が完結できない場合もあり、医療圏等広域的な視点での対応が必
要なことに留意が必要。

○地域医療介護総合確保基金については、都道府県全体として医療計画と整合性
のある医療提供体制を整備するために、広域的な観点から都道府県計画を策定す
る必要がある。
○このため、都道府県計画の策定権限を市へ権限移譲するというよりは、第一次回
答でお示ししたとおり、都道府県が、都道府県計画を策定する際に、あらかじめ市町
村長等地域の関係者の意見を反映させるよう、例えば、協議の場を設け意見交換を
する、関係者の意見を個別に聴取する機会を設けるなど、必要な措置を講ずること
が求められる。
○国としても、都道府県計画に地域の関係者の意見が反映されるよう、都道府県と
の意見交換の場等を通じて、引き続き働きかけてまいりたい。

地域医療介護総合確保基金【介護】のスケジュールの見直しについては、本府だけでなく複数の共
同提案団体等が同様の支障を抱えている状況である。
貴重な財源を有効に活用し、効果的な地域包括ケアシステムの構築、運用を行っていくため、年度
当初から事務スケジュールやスケジュールを実行するための都道府県の所要な作業等の事前提
示を行い、事業が着実に実行できるようにしていただきたい。

－ 【千葉県】
基金全体の規模感を早期に提示する等、県の予算編成のスケジュールに配慮していただきたい。
【静岡県】
事業執行に著しく支障が生じている。毎年度、不足の事態は考えられるので、前年度内に必要な
手続きを終えておくなど、不足の事態があっても対応できる仕組みを作っていただきたい。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

本年度は熊本地震対応等によってスケジュールが後ろ倒しになっているが、年度当初より、速やか
に内示ができるよう努めていく。その際、各都道府県におかれては、所要な作業にご協力いただく
ことについてご理解賜りたい。
なお、基金全体の規模については、全国課長会議等の場を通じ、周知を図っているものであるが、
十分に周知されるよう対応していきたい。

広島県においては、地域医療介護総合確保基金の都道府県計画を作成するに当たり、「地域医療
介護総合確保事業に係る事業整理方針」を定めている。
その中で、「事業効果がより広域にわたる事業」、「事業主体が民間」等が優先されることとなってお
り、広島広域都市圏の自治体が圏域に限定して実施する事業は、対象とならない状況である。
山口県においても、県が設定する目標に基づいた計画を作成することとしており、広島広域都市圏
の取組が対象となる可能性は低い。
こうした実情を踏まえ、連携中枢都市において事業計画を策定し、同基金を活用して、圏域の特性
に応じた施策を推進することができるよう、地域医療介護総合確保基金の設置権限について、連
携協約等に広域的な医療連携を位置付けている連携中枢都市への移譲を求めたものである。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○地域医療介護総合確保基金については、都道府県全体として医療計画と整合性
のある医療提供体制を整備するために、広域的な観点から都道府県計画を策定す
る必要がある。
○このため、地域医療介護総合確保基金の設置権限を連携中枢都市へ権限移譲す
るというよりは、第一次回答でお示ししたとおり、都道府県が、都道府県計画を策定
する際に、あらかじめ市町村長等地域の関係者の意見を反映させるよう、例えば、協
議の場を設け意見交換をする、関係者の意見を個別に聴取する機会を設けるなど、
必要な措置を講ずることが求められる。
○国としても、都道府県計画に地域の関係者の意見が反映されるよう、都道府県と
の意見交換の場等を通じて、引き続き働きかけてまいりたい。

　本制度は法律や国の基準に基づくものであり、全国一律の対応が必要である。
　申請者が提出すべき資料の１つに保護者等の生活保護の受給を証明する書類がある以上、マイ
ナンバー制度による情報連携の対象外となった場合、生活保護受給者のみが別途、市役所等で
証明書を取得する必要が生じるため、申請者の負担が他の申請者よりも大きく、住民サービス面
において不平等である。
　また、経済的に困難な家庭環境にある子どもたちへの就修学支援の充実の観点からも対応が必
要であり、前向きに検討願いたい。

－ 【北海道】
北海道では、当該事務に係るマイナンバー制度における情報連携（情報照会）を平成30年４月から
開始する予定としているため、開始までに所要の措置を講じるよう要望する。

－ 【全国市長会】
国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。

○　第１次ヒアリングにおいて、文部科学省から、提案の実現に向けて、関係府省と相談しながら
対応について検討していきたいとの趣旨の発言があったところであり、文部科学省において早急に
検討いただきたい。

特別支援学校への就学奨励に関する法令によれば、生活保護関係情報について情報連携を行う
必要性が認められるため、生活保護関係情報を連携対象とするよう、関係省庁と連携して必要な
法改正等を行う。
なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供地
方公共団体における総合運用テスト等が必要となる。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

298 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 マイナンバー制度に
おける療育手帳関係
情報、外国人保護関
係情報の情報提供
ネットワークシステム
による情報照会の実
施

マイナンバー制度の情報提供
ネットワークシステムにおいて照
会できる特定個人情報は、番号
法別表第二に規定されている特
定個人情報に制限されている。
番号法別表第二では、身体障害
者手帳や精神保健福祉手帳の
情報、生活保護の実施情報を照
会できるように規定されている
が、地方公共団体が独自に実施
している療育手帳の情報や外国
人保護の情報は規定されていな
い。
地方税の減免、社会保障の給付
等では、療育手帳の情報や外国
人保護の情報も必要となるた
め、情報提供ネットワークシステ
ムを使用して照会できるように求
める。

【支障事例】
番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社
会保障の給付の際等に、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方
は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証明書の提出を省略
できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規
定されなければ、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないと
ともに申請窓口の混乱を招く。
〔療育手帳〕
身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われてい
る事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付
費の支給に関する事務
・児童扶養手当の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務
〔外国人保護〕
生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例
・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付
費の支給に関する事務
・地方税の賦課徴収に関する事務
・公営住宅の管理に関する事務

【効果】
療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステム
を利用して、正確かつ効率的に確認。
窓口における申請者の混乱の回避。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成25
年法律第27号）第１９
条
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令（平成26年内
閣府・総務省令第7号）

内閣府、総務省、厚生
労働省、国土交通省

九州地方知
事会

大分県提案分 千葉県、静
岡県、浜松
市、豊田市、
京都市、島
根県、岡山
県、広島市、
宮崎県

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイナン
バー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス低下につ
ながることが懸念される。
〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所持して
いる者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。
　番号法第19条第7号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活保護受
給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自に実施してい
る療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略できない。
　同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サービ
スの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情報について
も情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。

（内閣府作成部分）
　マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定
個人情報の提供が認められています。その１つとして同法第19条第７号において情報提供ネット
ワークシステムを使用して情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができ
る具体的な個人情報は、別表第２において規定されています。
　同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事
務の制度所管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務
の効率性等が検討されたうえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるもの
について規定されているものです。
(厚労省作成部分)
マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報については、
番号法別表第二において規定されるものと承知しているが、療育手帳事務及び外国人保護のよう
な法律に根拠を持たない事務についてどのように規定するかについて、番号法を所管する内閣府
にてご検討いただくことになるものと考えている。

155 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 マイナンバー制度に
おける情報連携（庁外
連携）に関する要件緩
和
（独自利用事務におけ
る入手可能な特定個
人情報の範囲を別表
事務の範囲外にも拡
大）

マイナンバー制度の独自利用事
務における情報連携（庁外連携）
に関し、番号法別表第二に規定
されている情報以外の情報につ
いても入手可能とする。

【制度の概要】
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第19条第7号に基づく別表第二において、マイナンバーを利用できる事務及び当
該事務を実施するに当たり入手できる特定個人情報（情報提供者含む）が規定
されている。
　法定事務以外であっても、第9条第2項に基づき条例で規定する事務（独自利
用事務）についてはマイナンバーを利用することができるとともに、同法第19条
第14号に基づき情報連携（庁外連携）を行うこともできる。
　その上で、情報連携（庁外連携）に関しては、個人情報保護委員会規則におい
て、独自利用事務及び入手する特定個人情報の範囲の要件を以下のとおり規
定されている。
　１　事務の趣旨・目的と別表事務の根拠法令における趣旨・目的が同一
　２　事務に類似性が認められる
　３　情報提供者及び提供を求める特定個人情報等が別表事務と同一の範囲内
【支障事例】
　法別表第二の113の項「高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就
学支援金の支給に関する事務」において市町村から入手可能な特定個人情報
は、地方税関係情報及び住民票関係情報のみであり、生活保護関係情報は入
手不可能である。
　本府における上記事務に準ずる独自利用事務（高等学校就学支援金の上乗
せ補助）においては、生活保護関係情報も必要であるが、市域からは同情報の
入手が不可能であるため、独自利用事務の検討に当たり制約を受けている（府
内全域における添付書類の取扱に差異が生じる）。

生活保護受給証明書について書類の添付を省略することができ、申請者の利
便性を向上させることができる。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第14号
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第14号に基づき同条
第7号に準ずるものと
して定める特定個人情
報の提供に関する規
則

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省、文部
科学省、厚生労働省

京都府、滋
賀県、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市、関西広
域連合

北海道、青
森県、島根
県、大牟田
市、長崎県、
大村市、大
分県

○法別表第二の113の項「高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務」にお
いて、生活保護関連情報を取得し、受給者を把握することにより、独自利用事務である奨学のための給付金支給事務
においても給付誤りを未然に防ぐことができる。
○就学支援金事務及び独自利用事務（学び直し支援金支給事務、奨学のための給付金支給事務）において、生活保
護受給証明書が必要。マイナンバー制度が整備されたにもかかわらず、申請者から生活保護受給証明書をもらわな
ければならない状況になっている。申請者の負担軽減のためにも生活保護情報を入手可能にしてもらいたい。
○各種行政サービスを受ける際の利用者負担金の決定については、地方税の情報や生活保護の受給の有無等に応
じて決定するのが一般的であり、様々な事務の効率化を進めるためには必要な情報である。また、生活保護情報はマ
イナンバーを利用して管理している情報であり、連携のためのハードルも比較的低いものと考えられる。
○高等学校等就学支援金の認定申請において、生活保護受給者の場合は、課税証明書以外に生活保護受給証明書
でもよいとしている為、提案内容のとおり、生活保護受給情報も情報連携の対象となれば、添付書類の削減及び申請
者の負担軽減が図れるものと考える。
○「奨学のための給付金」の対象者のうち生活保護受給者からは生業扶助の支給の有無がわかる生活保護受給証
明書を提出してもらう必要があるが、正しい書類提出のためのやりとりに負担が生じている。
マイナンバー制度での情報連携が可能となれば、申請者は書類の添付を省略することができ、申請者の負担が軽減
され利便性が向上するとともに、行政は必要な情報を迅速確実に把握することができ、事務の効率化に繋がる。
〇具体的な支障事例は以下のとおりである。
〔準ずる法定事務〕高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務：課税証明書
に記載された市町村民税所得割額が照会項目となっている。
〔独自利用事務〕県立学校等の授業料の減免：課税証明書に記載された総所得額、控除額、市町村民税均等割額、
市町村民税所得割額の情報に加え、生活保護世帯であるかの確認の情報（生活保護関係情報）が必要。

まずは、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務」を
所管する文部科学省にて、当該事務を行う上で生活保護関係情報の特定個人情報の必要性等を
検討していただくことになると考えている。
また、庁外連携を可能とするために、独自利用事務を特定個人情報保護規則にどのように規定す
るか等については、制度を所管する個人情報保護委員会にてご検討いただくことになると考えてい
る。

297 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 マイナンバー制度に
おける情報提供ネット
ワークシステムの情報
照会項目の見直し

地方公共団体が定めるマイナン
バーの条例事務（独自利用事
務）が、情報提供ネットワークシ
ステムを使用して照会できる特
定個人情報は、準ずる法定事務
と同一の項目に限定されてい
る。
そのため、独自利用事務におい
て照会する情報について、現在
独自利用事務で添付を求めてい
る書類と、法定事務で求めてい
る書類が同じである場合（どちら
も所得・税額証明書の添付を求
めている場合等）は、当該書類
に記載されている必要な項目を
すべて照会できるように見直しを
求める。

【支障事例】
独自利用事務が照会する特定個人情報については、準ずる法定事務が照会す
る特定個人情報の具体的な項目と一致することとされているため、独自利用事
務が必要とする特定個人情報の項目が、準ずる法定事務において照会できない
場合、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、所得・税額証明
書の提出を省略することができない。
具体的な支障事例１
〔準ずる法定事務〕感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
による費用の負担又は療養費の支給に関する事務；市町村民税均等割額は照
会できるが、市町村民税所得割額は照会できない。
〔独自利用事務〕肝炎治療費の助成に関する事務；市町村民税所得割額が必要
具体的な支障事例２
〔準ずる法定事務〕高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援
金の支給に関する事務；市町村民税所得割額が照会項目となっている。
〔独自利用事務〕県立学校等の授業料の減免；総所得額、控除額、市町村民税
均等割額及び市町村民税所得割額が必要

【効果】
所得額・税額証明書等の添付書類削減による住民の利便性の向上。
情報提供ネットワークシステムを利用した、地方公共団体による必要な情報の
効率的な確認。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成25
年法律第27号）第１９
条
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第十九
条第十四号に基づき
同条第七号に準ずる
ものとして定める特定
個人情報の提供に関
する規則（平成27年特
定個人情報保護委員
会規則第3号）

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省、文部
科学省、厚生労働省

九州地方知
事会

大分県提案分 豊田市、京
都府、京都
市、加古川
市、鳥取県、
島根県、大
村市、大分
県

〇独自利用事務の情報連携は、番号法第19条第14号に基づき特定個人情報保護委員会規則第３号により定められ
たが、準ずる法定事務での情報照会では、本県福祉医療費助成事業実施要綱、市条例等に基づく子どもの医療費助
成に関する事務などの独自利用事務において、十分な情報連携ができないことから、助成対象者の資格審査の確認
等ができない。具体的な支障事例については、以下のとおりである。
〔準ずる法定事務〕障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関
する事務：総所得額、公的年金等収入額、控除額、市町村民税均等割額及び市町村民税所得割額
〔独自利用事務〕重度心身障害者等の医療費助成に関する事務：準ずる法定事務において入手可能な情報の他に、
一般扶養者数、扶養控除対象（本人該当区分）が必要。
〔準ずる法定事務〕児童福祉法による小児慢性特定疾患医療費の支給に関する事務：市町村民税所得割額
〔独自利用事務〕こどもの医療費助成に関する事務：準ずる法定事務において入手可能な情報の他に、控除額、一般
扶養者数が必要。
〔準ずる法定事務〕児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務：控除額、扶養状況
〔独自利用事務〕ひとり親等の医療費助成に関する事務：準ずる法定事務において入手可能な情報の他に、総所得
額、公的年金等収入額、市町村民税均等割額及び市町村民税所得割額が必要。
〇独自利用事務が照会する特定個人情報については、準ずる法定事務が照会する特定個人情報の具体的な項目と
一致することとされているため、独自利用事務が必要とする特定個人情報の項目が、準ずる法定事務において照会で
きない場合、情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、所得・税額証明書の提出を省略することがで
きない。具体的な支障事例については、以下のとおりである。
〔準ずる法定事務〕高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務；市町村民税
所得割額しか照会できない。
〔独自利用事務〕就学援助事務：所得金額，配偶者控除の有無，扶養人数が必要。
〇具体的な支障事例は以下のとおりである。
〔準ずる法定事務〕難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務：市町村民税所
得割額、均等割額、総所得金額等が照会項目
〔独自利用事務〕特定不妊治療費の助成に関する事務：総所得額、諸控除（例：医療費控除、障害者控除）等が必要
〇不妊治療費助成に係る事務において、所得要件の確認のため、総所得額及び諸控除額が必要となるが、現状では
これらの情報が得られないため、事務の効率化や利用者の負担軽減に繋がらない。

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律の一部を改正する法律による改正後のマイナンバー法第19条第８号において、独
自利用事務については法定事務に準じて特定個人情報の提供を受けると規定されており、独自利
用事務に必要な特定個人情報は準ずる法定事務に必要な特定個人情報の範囲において認められ
るものである。

兵庫県、滋
賀県、大阪
府、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、堺市、
関西広域連
合

－ － ○幼保連携型認定こども園は学校教育を行う施設であり、園庭は、子どもたちの興味や関心を屋
外にも向かせ、遊びのイメージに屋内と屋外の連続的な広がりを持たせて学びにつなげるという重
要な教育的役割を担っていることから、子どもが必要な時に保育室と自由に出入りできる園舎と隣
接した位置に一定の面積を設けることを求めているところである。
○園庭の位置及び面積については幼児教育の根本に関わる重要なものであり、その要件を緩和
するということは、上記の幼児教育の目的の達成に重大な支障を及ぼしかねないものである。
○また、同じ幼児教育を行うことを目的としている幼稚園よりも基準を低くすることは、幼保連携型
認定こども園の基本的な考え方を覆すものであるとともに、要件緩和により幼児教育施設としての
質の確保を担保できなくなるおそれがあり、保育の量の拡充のみならず質の確保も掲げている｢
ニッポン一億総活躍プラン｣と齟齬を来す可能性もある。

神奈川県、
静岡県、豊
田市、京都
府、京都市、
兵庫県、島
根県、高知
県

〇措置入院患者の家族等は高齢のため添付資料の提出が困難であったり、確定申告が未申告の場合も多く、認定事
務が困難である事例もある。措置入院患者の家族等の負担軽減及び適切な費用徴収額認定にはマイナンバーを活
用した市町村民税所得割額を認定基準とする制度改正は有効である。
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収は、所得税額を基礎とすることとされ
ているが、情報提供ネットワークシステムで情報照会を行っても、所得税に関する情報は情報連携の対象となっていな
いため、必要な個人情報を入手できない。
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収においては、所得税額を基礎とする
こととされている。当該事務においては、番号法によりマイナンバー及び情報提供ネットワークシステムの利用が認め
られており、地方税関係情報を入手することができるが、所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、
情報照会を行っても、必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

（内閣府作成部分）
　マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定
個人情報の提供が認められています。その１つとして同法第19条第７号において情報提供ネット
ワークシステムを使用して情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができ
る具体的な個人情報は、別表第２において規定されています。
　同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事
務の制度所管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務
の効率性等が検討されたうえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるもの
について規定されているものです。
（厚労省作成部分)
・厚労省としては当該事務について市町村民税所得割額を基準とすることについて、関係省庁との
協議を行った上、必要な通知等の改正の検討を行う。
　また、社会保障分野の事務において地方税関係情報について情報連携するには、本人にとって
その行政機関に情報が伝わることが秘密として保護される位置づけにないと解されるものである必
要があり、具体的には下記のいずれかに該当する必要があるとされているところ。
　・本人の申請に基づく事務であること
　・利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務（本人への質問検査
権とそれに応じない場合の担保措置）が規定されていること
が必要とされているが、精神保健福祉法に基づく措置入院患者の費用徴収事務はいずれにも該
当せず、地方税関係情報について情報連携可能とすることは困難とされている。

300 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 マイナンバー制度の
活用を図るための社
会保障制度における
所得要件の見直し

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律による措置入院患
者の費用徴収、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に
関する法律による入院患者の自
己負担額の認定基準の基礎を、
所得税額から市町村民税所得
割額に改めることを求める。加え
て、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて、必要な特定個人情
報の入手が可能となるよう、デー
タ標準レイアウトの改善を求め
る。

【支障事例】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の
自己負担額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
当該事務においては、番号法によりマイナンバー及び情報提供ネットワークシス
テムの利用が認められており、地方税関係情報を入手することができるが、所得
税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報照会を行っても、必
要な特定個人情報を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の負担に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性
向上。情報提供ネットワークシステムの利用による必要な情報の効率的な確
認。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成25
年法律第27号）第１９
条
精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律（昭和25年法律第
123号）第３１条
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律（平
成10年法律第114号）
第３７条
精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律による措置入院患
者の費用徴収額、結
核予防法による命令
入院患者等の自己負
担額、麻薬及び向精
神薬取締法による措
置入院者の費用徴収
額及び感染症の予防
及び感染症の患者に
対する医療に関する
法律による入院患者
の自己負担額の認定
基準について（平成７
年6月16日厚生省発健
医第189号厚生省事務
次官通知）

内閣府、総務省、厚生
労働省

177 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 幼保連携型認定こど
も園における園庭の
位置及び面積に関す
る従うべき基準の参
酌化

幼保連携型認定こども園におけ
る園庭の位置及び面積につい
て、「従うべき基準」とされている
ものを「参酌すべき基準」に見直
すこと。

【再提案理由】
平成27年度から、子ども・子育て支援新制度が施行され、保育の申込者数が急
増している中、待機児童数については５年ぶりに増加している（H26.10→H27.10
2,131人増）。このようななか、一億総活躍社会の実現向け、働き方改革や両立
支援の推進が示されており、国全体で保育の受け皿の更なる拡大に取り組んで
いる。また、本年4月7日には「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策
について」の対応方針について 」が発出され、国の基準を上回る部分を活用して
保育所等への受入れ強化を求めるなど、保育士の確保や保育園の増設が喫緊
の課題となっている。
【支障事例】
認定こども園における園庭については、同一の敷地内又は隣接する敷地内にな
ければならず、必要な面積についても「従うべき基準」とされており、空き地が少
ない都市部でも、比較的土地に余裕がある地域と同じ面積が求められている。
本県の都市部の市において、幼保連携型認定こども園の設置しようとしたが、空
き地が限られており、基準を満たす園庭の設置が困難なため、計画変更を余儀
なくされた。なお、当該事例においては、代替となる場所（公園等）が存在してい
たが数百メートルほど離れているため、国が定める特例基準（①園児の安全な
移動、②園児の安全な利用、③園児の日常的な利用、④教育・保育の適切な提
供）の確実な担保が困難であった。

地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合理
化を図ることができる。
園庭の設置場所に関する要件が緩和されることで、利用者の利便性の高い駅
前等の地区での整備が可能になる。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律第13条第２
項

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

九州地方知
事会

大分県提案分



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

【療育手帳について】
　平成２８年３月８日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において、「療育手帳に関する情
報を情報連携の対象とできるよう、現在、関係省庁と調整しているところであり、その検討状況につ
いては追って連絡する」とある。
　地方公共団体や情報提供ネットワークシステムの準備期間等を考慮すると今年中には結論を得
なければ、平成２９年７月のマイナンバーの情報連携開始に間に合わなくなるため、早急に、事務
を所管する厚生労働省と番号法を所管する内閣府において調整を行い、地方自治体が条例に基
づき独自利用事務とした療育手帳に関する情報について、情報連携の対象としていただきたい。

【外国人保護について】
　法律に根拠を持たない外国人保護関係情報ついては、法律に根拠を持つ生活保護関係情報と
同様に様々な社会保障・税制度において幅広く利用されている重要な情報の一つと考えている。
　同じく法律に根拠を持たない療育手帳に関する情報ついては、上述のとおり、現在、関係省庁と
調整しているところと承知している。
　外国人保護関係情報についても、事務を所管する厚生労働省として情報連携の必要性を認識
し、早急に関係省庁と調整のうえ、条例に基づき独自利用事務とした地方公共団体については情
報連携の対象としていただきたい。

－ 【千葉県】
　一次回答は、規制緩和の可否に関する回答となっていないため、関係府省で調整のうえ明確な
回答を示していただきたい。

－ 【全国市長会】
国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。

○　第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律に根拠がある事務を情報連携の対象とすること
が必要であるが、例外として各自治体の条例で位置付けられた事務については情報連携の対象に
加えていくことはあり得るとの趣旨の発言があったところである。このため、法律に根拠を持たない
事務について、マイナンバー法に位置付けて情報連携の対象とする方策について、内閣府におい
て早急に検討いただきたい。

○　療育手帳関係情報については、マイナンバー法の規定を根拠として、主務省令を早急に整備
すべきではないか。
　また、事務処理上の必要性や法定事務に近い事務であることを考慮すると、外国人生活保護関
係情報については情報連携を可能とするように検討すべきではないか、そのために必要となる制
度改正を検討すべきではないか。
　これらの点について関係府省において早急に検討いただきたい。

＜療育手帳関係情報＞
○　提案については、本来は事務の根拠法律があることを前提として、マイナンバーの利用をマイ
ナンバー法に規定した上で情報連携の対象とし得るものであるが、現在は事務の根拠法律がない
ため、一部の地方公共団体が療育手帳交付の事務におけるマイナンバーの利用を条例に規定し
て利用事務としている状況である。
○　療育手帳関係情報を情報連携の対象とするためには、提供側の地方公共団体の意見も把握
しつつ、現場の事務が混乱することのないよう、条例化している地方公共団体の状況を見ながら、
現行のマイナンバー法別表第２の規定に基づいて主務省令を整備する必要がある。
○　なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供
地方公共団体における総合運用テスト等が必要となる。

＜外国人生活保護関係情報＞
国民の個人情報保護に対する懸念に対応するマイナンバー法の理念を踏まえ、事務の実施につ
いて法律に根拠を持たない外国人生活保護関係情報は、情報連携の対象とすることは困難である
と考える。

　独自利用として行う事業が、法定事業である高等学校等就学支援金の上乗せ事業であり、特に
貧困世帯である生活保護世帯には手厚く補助をする制度となっており、生活保護の受給状況を把
握することが必須になっているため、受給資格申請者である生活保護世帯の認定申請における利
便性を高め、事務の省力化を進めるため、利用可能な情報を拡大することが必要と考えています。
　また、全国すべての都道府県で実施している国が創設した「奨学のための給付金」は、非課税世
帯と生活保護世帯で支給単価に差を設けており、国が給付申請書の添付書類として生活保護世
帯については生活保護受給証明書の提出を求めているため、生活保護関係情報を入手すること
は必須である。非課税世帯については添付書類は不要であるが、生活保護世帯については生活
保護証明書を添付することを求めることは、国民の理解を得ることは難しいため、子どもの貧困対
策として実施する「奨学のための給付金」において必要な生活保護情報についても、情報連携の対
象として認めるべきであると考えています。
　なお、法定事務である高等学校等就学支援金事務においても、生活保護受給証明書は課税証
明書の代替として使用することができるとされておりますが、生活保護関係情報を入手することが
できれば、市町村民税所得割額を用いる場合と比較して事務を効率的に処理できると考えられる
ため、情報連携の対象として認めるべきであると考えます。

－ － － 【全国市長会】
国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。

○　上乗せ補助事務である奨学給付金の国の補助要綱及び法定事務である高等学校等就学支
援金事務の国の事務処理要領で必要とされている生活保護関係情報や、上乗せ補助事務である
授業料減免を実施する上で地方公共団体において必要とされている生活保護関係情報及び地方
税関係情報が、マイナンバー制度における情報連携により入手できるように、基になる法定事務で
認められている情報の範囲内での対応を求めている現在の制度・運用について、個人情報保護の
観点から疑念を生じない範囲で緩和する方向で、関係府省において地方公共団体の意向を踏まえ
て早急に検討いただきたい。

提案団体が挙げる特定個人情報（生活保護関係情報）を情報連携に用いる法定事務（独立行政法
人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務）を、準じる法定事務として独自利用事務
の情報連携対象事務とする。
なお、照会を希望する地方公共団体における条例制定、個人情報保護委員会への届出やシステ
ム改修、国におけるシステム改修、全提供地方公共団体における総合運用テスト等が必要となる。
同様の事例追加要望に対応するため、関係者による検討会（関係府省（内閣府、総務省等）及び
要望した地方公共団体等で構成）を年１度開催することとする。

個人情報保護委員会規則には、「その事務を処理するために必要な特定個人情報の範囲が、当
該法定事務において提供を求める特定個人情報の範囲と同一又はその一部であること。」と定め
られており、番号法別表第二では、情報提供が可能な特定個人情報について「地方税関係情報」
と規定されている。
　特定個人情報毎の「市町村民税所得割」、「市町村民税均等割」といった項目については、「情報
提供ネットワークシステムにおける特定個人情報データの取扱いに係る共通指針」で規定された
データ標準レイアウトにより、データ項目として示され、独自利用事務として情報連携するために
は、その項目まで法定事務と一致するよう制限されている。
　番号法別表第二で定める特定個人情報を単位とすれば、「市町村民税所得割」、「市町村民税均
等割」といった項目の違いは、「地方税関係情報」という同じ特定個人情報内での違いであると考え
ており、法定事務と異なる項目を、独自利用事務で照会が可能であるとしても、利用可能な特定個
人情報の拡大に当たらないと考えている。
　独自利用事務の拡大による、行政事務の効率化、国民の利便性の向上という観点からも速やか
に解決していただきたい。

－ － － 【全国市長会】
国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。

○　上乗せ補助事務である奨学給付金の国の補助要綱及び法定事務である高等学校等就学支
援金事務の国の事務処理要領で必要とされている生活保護関係情報や、上乗せ補助事務である
授業料減免を実施する上で地方公共団体において必要とされている生活保護関係情報及び地方
税関係情報が、マイナンバー制度における情報連携により入手できるように、基になる法定事務で
認められている情報の範囲内での対応を求めている現在の制度・運用について、個人情報保護の
観点から疑念を生じない範囲で緩和する方向で、関係府省において地方公共団体の意向を踏まえ
て早急に検討いただきたい。

○　医療費助成事務である感染症医療費助成や不妊治療費助成の国の補助要綱で必要とされて
いる地方税関係情報や、医療費助成事務である障害者、こども、母子家庭等の医療費助成を実施
する上で地方公共団体において必要とされている地方税関係情報が、マイナンバー制度における
情報連携により入手できるように、基になる法定事務で認められている情報の範囲内での対応を
求めている現在の制度・運用を改める方向で、関係府省において地方公共団体の意向を踏まえて
早急に検討いただきたい。

提案団体の独自利用事務の情報連携で必要とする地方税関係情報は、現行の準じる法定事務
（難病法に基づく医療費支給事務等）の地方税関係情報の範囲に含まれると整理することとする。
照会を希望する地方公共団体においては、必要とする地方税関係情報の項目を個人情報保護委
員会に届け出ることを可能とし、必要性が認められれば、情報連携が可能となると考える。
なお、照会を希望する地方公共団体における条例制定、個人情報保護委員会への届出やシステ
ム改修、国におけるシステム改修、全提供地方公共団体における総合運用テスト等が必要となる。
同様の事例追加要望に対応するため、関係者による検討会（関係府省（内閣府、総務省等）及び
要望した地方公共団体等で構成）を年１度開催することとする。

【全国知事会】
「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は
標準もしくは参酌すべき基準へ移行するべきである。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

＜総論＞
○教育的観点から基準の緩和は困難であるとのことだが、現行の園庭基準や保育室の設置階基準でしか維持できない教育的観
点とは何か、具体的に明示していただきたい。
○幼保連携型認定こども園は、学校かつ児童福祉施設としての性格を持つ一方で、あくまで「単一の施設」である。現行の基準の
ような幼稚園と保育所の高い基準の足し合わせではなく、教育と保育を同時に行う総合的な施設としての幼保連携型認定こども園
の基準のあり方を再検討し、その中で、園庭の位置・面積の基準や、保育室等の設置階の基準のあり方についても、見直す必要
があるのではないか。

＜園庭基準について＞
○国が教育的な観点から必要な面積を維持しようとするあまり周辺環境よりも必要面積の確保を優先した認可施設を整備せざる
を得なくなったり、基準を満たさない認可外施設等で教育・保育を受けざるを得ない層を生んでいるとすれば、行政サービスの提供
のあり方として、総合的に問題ではないか。
○幼稚園における運動場面積の基準の過去の経緯や、保育所において屋外遊戯場の規定が参酌化されていることを見ても、教育
上必要な園庭の広さは、必ずしも明らかではない。社会情勢の変化や、保育所における教育内容と比較して、なぜ幼保連携型認
定こども園において現行の園庭面積を必要とするのか、実証的に明示していただきたい。
併せて、ヒアリングの場において、「現行の幼稚園設置基準における運動場の面積基準は直線で25ｍを確保できる最低限度の基
準である」旨の説明があったが、例えば、幼保連携型認定こども園の園庭を地上と屋上に分けて設けた場合、１つの園庭では直線
で25ｍを確保できない場合もある。この場合にも教育的な観点が維持できる理由を、具体的に明示していただきたい。
○提案団体の事例では、新たな認定こども園で３学級を編制するため、基準上は400㎡とされているが、実際には350㎡しか確保で
きていない。この場合、運用により一度に園庭で活動する人数を１学級までとし、園庭の利用頻度を十分に配慮すれば、児童一人
当たり面積が最大であるケース（学級編制が１学級のみの場合、面積基準は330㎡であり、１人当たり10㎡弱となる）さえも上回るこ
ととなり、教育上の支障は生じないのではないか。仮に、教育上の支障が生じるとすれば、その理由を具体的に明示していただき
たい。
○小学校設置基準では、校庭の面積基準について「地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合
は、この限りでない」とされており、幼保連携型認定こども園においても、教育上支障がない場合は、面積基準の要件緩和は十分
考えられるのではないか。

○　第１次ヒアリングにおいて、厚生労働省から、当該事務の基準を市町村民税にできないかとい
う点については、関係省庁との協議の上で、必要な通知改正の検討を行っていくとの趣旨の発言
があったところであり、厚生労働省において早急に検討いただきたい。

○　精神保健福祉法による措置入院患者の費用徴収事務については、マイナンバー法に根拠規
定が置かれていることから、主務省令を早急に整備すべきではないか。
　なお、第１次ヒアリングにおいて、関係府省から、地方税関係情報について情報連携を利用する
ためには、本人の申請に基づく事務であること、または、利用事務の根拠法律において、本人が行
政機関に対して報告を行う義務（本人への質問検査権とそれに応じない場合の担保措置）が規定
されていることのいずれかが必要との趣旨の発言があったところであるが、そもそもこの条件は本
当に必要なのか、当該事務の特殊性も踏まえ改めて検討する必要があるのではないか。
　これらの点について、関係府省において早急に検討いただきたい。

－ －

　現行の基準は学級数及び児童数に応じて園庭の面積を算出しており、いわば全ての園児が園庭
を利用すると想定した場合に必要な面積を想定しているとも考えられる。
　しかし、実態として全ての園児が園庭を一斉に利用するケースはほとんど無く、あったとしても臨
時的に公園等を利用すればよい。園庭については事業主体が、確保できた面積に応じて使用人数
を限定すれば、教育・保育の質を落とさず学びを確保できるのではないかと考えている。
　また、保育所から幼保連携型認定こども園に移行する際には移行特例があるが、園舎の建て替
えを行う場合、園庭の面積が減少しなくても移行特例が適用除外となることは、教育・保育の質を
変えるものではないことから、円滑な移行を促進する観点から均衡を失っている。
一億総活躍社会の実現を図るためにも、幼保連携型認定こども園の設置や移行を進めるように見
直すべきである。

－ － －

＜感染症入院患者自己負担認定関係＞
○　地方税関係情報（市町村民税所得割額）を情報連携対象とすることが可能となるよう、関係省
庁において通知改正等を含め必要な対応を行うこととする。
○　なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供
地方公共団体における総合運用テスト等が必要となる。

＜精神保健福祉法による措置入院患者費用徴収事務関係＞
○　地方税法第22条は、地方税に関する調査等に従事する者がその事務に関して知り得た秘密を
漏らした場合に、通常の地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科している。このため、地方税
関係情報の第三者への提供は、厳格に解されており、
　１）　利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務やその担保措置が
規定されている場合、又は
　２）　利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合
　のみとされている。
○　現行では、当該事務は１）又は２）に該当しないとされているが、実務上のニーズや事務の特殊
性も踏まえ、引き続き関係省庁で対応方策の検討を行う必要がある。

幼保連携型認定こども園は幼児教育を行う学校であり、幼保連携型認定こども園教育・保育要領
（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）には、園児の興味や関心が戸外にも向く
ようにし、園児の動線に配慮した園庭や遊具を配置するよう明記されており、園児の遊びのイメー
ジに屋内と屋外の連続的な広がりを持たせて学びにつなげるということを一つの重要な教育目標と
しているところ。
そのため､保育室と園庭の行き来が自由かつ容易にできる、一体となった教育のための空間が必
要不可欠であることから、隣接した位置に子どもの活動のために最低限必要な広さの園庭を設置
することを求めているところである。
このように幼児教育において、園舎、園庭、保育室の全体的な空間構成が重要な意味を持ってい
ることをご理解いただき、確保できる面積に応じた定員設定をしていただきたい。
一方で、ご意見を踏まえ、幼保連携型認定こども園の設置・移行が円滑にできるよう、上記の幼保
連携型認定こども園における教育・保育の実施に支障が無い範囲において、基準の柔軟な取扱い
が可能かどうかの検討を行ってまいりたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、今後指定都市とその他の市町村で適用される市町村民税所得割の税率が異なることへの配
慮が必要である。

　当該事務について市町村民税所得割額を基準とすることについては、引き続き、関係省庁との協
議を行っていただきたい。
　なお、精神保健福祉法に基づく措置入院患者の費用徴収事務は、地方税関係情報について情
報連携可能とすることは困難とあるが、「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン」（平
成25年8月）第2章第2節1(3)②において、
　「番号法別表第二に規定している情報提供ネットワークシステムを利用することができる組み合
わせについては、現在の地方税法上の守秘義務の運用を踏まえ、
ａ 利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務が規定されており、本
人にとってはその行政機関に情報が伝わることは秘密として保護される位置づけにないと解される
場合
ｂ 利用事務が申請に基づく事務であり本人の同意により秘密性が解除される場合
に限って列挙されている。」
とある。
　即ち、番号法別表第二の二十三の項に規定している費用徴収事務と地方税関係情報の組み合
わせについても、上記のように整理されていると考えることから、情報連携できるようしていただき
たい。

－



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

181 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 病児保育事業の補助
要件の設定

病児保育事業（病児対応型、病
後児対応型）の補助要件である
保育士等の配置要件について、
利用児童2名以下でも、看護師と
保育士それぞれ1名の配置が求
められるが、診療所等で病児保
育を実施する際、病児保育未実
施地域では、保育士の確保が困
難であるとの声があることから、
利用児童数が定員2名以下の場
合には、看護師１名の配置で対
象となるよう補助要件を緩和す
ること

【再提案理由】
現状の病児保育事業の補助要件では、利用児童おおむね10人までは看護師1
名以上及び利用児童おおむね3人までは保育士1名以上の配置が求められてい
る。昨年の提案募集では看護師の配置については一定緩和されたものの、地方
部など人口減少地域においては、診療所等で病児保育を実施しようとしても保
育士の確保が難しく、女性の社会進出の妨げとなっている。
【支障事例】
本県の、但馬、淡路地域、西播磨地域の病児保育事業未実施市町では、診療
所等で病児保育事業を行いたいが、病児保育のニーズが都市部より少なく、常
に病児を預かることは想定できないため、常時在中する保育士の確保が診療上
の経営を圧迫するとの理由から、病児保育に踏み切れないという声があがって
いる。
本県では、こうした状況から平成27年度から県単独で「診療所型小規模病児保
育事業」を実施している（利用児童定員2名以内、看護師、准看護師、保健師、
助産師又は保育士1名以上を配置） 。県内の町にあるクリニックでは、同事業を
活用し本年4月から病児保育を実施しており、、（利用児童２名、看護師等１名を
配置） 部屋を保育用にリフォームして、ベッド２台を配置し、診察室から子供の様
子が見えるように窓も設けている。県内の町では初めての病児保育であり、特段
の支障も生じていないことから 今後も活用が見込まれている。

人口の少ない地域や区域が広いため複数の病児保育施設が必要な地域で病
児保育施設の設置が促進され地方における子育て環境の充実、女性の活躍
促進に資する。

子ども・子育て支援交
付金交付要綱
病児保育事業実施要
綱

内閣府、厚生労働省 兵庫県、滋
賀県、和歌
山県、徳島
県、堺市

神奈川県、
長野県、豊
田市、姫路
市、福岡市

○病児保育事業の保育士配置はされているが今後、新たな保育士確保にあたっては困難な状況が想定される。
○当町の病後児保育では定員の設定を２名までとしており、２名に対しては看護師１名までの対応でも可能ならば、保
育士確保の面で費用の面でも負担が減る。
○市域が広く、実施施設が偏在しているため、サービスが利用しにくい空白地域がどうしてもできてしまう。
医療機関併設型の施設が市内に無く、既存の施設（児童養護施設・保育園が実施）の利用には、かかりつけ医の連絡
票が必要なため、利用者や医療機関にとって手間がかかる。
○病児・病後児保育事業の事業に踏み切れない理由のひとつとして、保育士確保が困難であるとの声があるため、有
意義であると考える。
○当市においても，利用児童に応じた保育士の確保に苦慮しており，施設から基準を緩和してほしいという意見が出
されている。

○保育士は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関す
る指導を行う保育の専門家であり、その資格を有して業務に従事している。
○一方で、看護師は傷病者等に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者であ
り、保育の専門家とはいえない。
○本提案のような保育士不在の状況を生む配置要件の緩和は、保育の質の低下を引き起こしか
ねず、病児保育事業がとりわけ保育の質への配慮が求められる事業であることにも鑑みれば、対
応は困難。

219 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 「子ども・子育て支援
交付金補助要綱」の
対象経費の明確化

病児・病後児ファミリー･サポー
ト･センターの円滑な設立・運営
のため、「子ども・子育て支援交
付金」の対象経費を明確化し、
「感染症対策に要する経費」につ
いても対象になる旨明記するこ
と。

病児・病後児ファミリー･サポート･センターの設立・運営については様々なニーズ
があるが、特に慎重な対応を要する病児・病後児預かりを行うため感染症対策
の強化について市町村及びファミサポ運営者より強い要望が出されている。ま
た、「提供会員自身を通じて家族にうつることが心配」という提供会員の不安感
から、提供会員と依頼会員のマッチングを行いづらく、県内の病児・病後児ファミ
リー・サポート・センターの事業展開が円滑に進まない状況にある。
病児・病後児ファミリー・サポート・センター事業を進めていくに当たっては、感染
症対策は特に重要である。一方、子ども・子育て支援交付金交付要綱の交付対
象の記載は「実施に必要な経費」と曖昧であり、感染症対策に関する経費につ
いて対象経費となるか読み取れないことから、提供会員・依頼会員双方の要望
に応える設立・運営に踏み切れず、「仕事と子育ての両立」を病児・病後児ファミ
リー・サポート・センター事業を通じて推進していきたい県としても、理解を得るこ
とに苦慮している。

病児・病後児ファミリー･サポート･センターに対する市町村の取組みが促進さ
れ、女性が働き続ける上での「最大の阻害要因」といわれている病児対応へ
の課題が大きく解消される。

子ども・子育て支援交
付金要綱第３条

内閣府、厚生労働省 徳島県、滋
賀県、大阪
府、和歌山
県、鳥取
県、堺市

倉敷市、鳴
門市、北島
町、藍住町

○病児・病後児ファミリー･サポート･センターについては、様々なニーズがあるが、特に慎重な対応を要する病児・病
後児預かりを行うため感染症対策の強化について運営及び利用者からの要望がある。子ども・子育て支援交付金交
付要綱の交付対象に記載されることによって事業の運営の円滑化が図れると考えている。
○ファミリー・サポート・センターでの病児・病後児の預かりを行うため、運営者から感染症対策の強化についての強い
要望が出ている。また、感染症に対して不安を抱えている提供会員も多いことから、事業展開が容易に進まない状況
であるが、感染症対策は特に重要であると考える。一方、子ども・子育て支援交付金の交付対象は「実施に必要な経
費」と曖昧な記載であるため、感染症対策に関する経費について交付対象であるかが読み取れず、提供会員・依頼会
員双方の要望に応える設立・運営に踏み切れていない。

別途、通知を発出する予定である。
「ファミリー・サポート・センター事業における感染症対策について」として、以下2点の内容を記載し
たものを発出する。
・感染症対策にご留意いただきたいこと
・ファミリー・サポート・センター事業として必要経費と認められるもの、例えばマスクや消毒薬など
の消耗品も、従前どおり運営費（交付対象）に含まれること

220 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 病後・病後児ファミ
リーサポートセンター
安定運営のための保
育士配置基準の緩和

病児保育事業（病児対応型、病
後児対応型）については、看護
師等を利用児童おおむね10人に
つき１名以上、保育士を３人につ
き１名以上配置することとされて
いるが、保育士の配置基準を緩
和し、「看護師等を利用児童おお
むね10人につき１名以上、専用
の講習を受けたファミリー・サ
ポート・センター会員を利用児童
１人につき１名以上」の配置も可
能とすること。

地方においては、病児保育需要の絶対数が都市部より少なく、病児保育事業を
実施しようとしても、預かる病児が少数であることや、預からない時間帯が多く発
生することが想定される。また「潜在保育士」の言葉が示すように保育士の確保
が困難である状況が存在することから、保育士の配置を義務付けてしまうことに
より、病児保育施設での人材不足や固定人件費の負担が大きな課題となり、結
果として施設のスムーズな運営や、新規設立を妨げてしまっている。
　このような中、本県では平成27年７月に24市町村全てにファミリー・サポート・
センターが設置され、同年11月には全市町村においてファミリー・サポート・セン
ター会員が国の基準を満たす50人以上の会員数となるなど、ファミリー・サポー
ト・センターを活用した子育て援助の体制整備が年々普及していることから、これ
ら会員の力を活用して、保育士確保の問題に悩む地方における病児保育事業
の普及を図ることができると考えている。

病児・病後児ファミリー・サポート・センター提供会員による病児保育の対応を
可能とすることで、現行の配置基準では対応できないような柔軟な人材手当に
よる病児保育事業の安定的な運営につなげることができ、地方における安心
できる子育て環境の確保に資する。

病児保育事業実施要
綱

内閣府、厚生労働省 徳島県、滋
賀県、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、堺市

長野県、鳴
門市

○ファミリーサポートセンター事業においては、体調の変化が起こりやすい乳幼児の預かりをする場合、提供会員は、
特に慎重な対応を求められている。
ファミリーサポートセンター病児・病後児預かり事業において、提供会員の不安感を払拭する規制緩和については、必
要と考える。
病児保育事業と病児・病後児預かり事業を同じ施設において実施するとなると、利用料金や雇用形態などの運用面に
ついて、明確な基準を策定することが課題と考える。
○保育士不足から、今後、本案件の支障が懸念されている。
そのため、提案内容に同意するほか、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「幼保連携型認定こども園
の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」の改正内容である、「保育の担い手確保」の要件も取り入れるべ
きと考える。

○保育士は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関す
る指導を行う保育の専門家であり、その資格を有して業務に従事している。
○一方で、ファミリー・サポート・センター会員は子育て支援に必要な基本的な知識・技術を習得す
る講習のみを受講した者であり、保育の専門家とはいえない。
○本提案のような保育士不在の状況を生む配置要件の緩和は、保育の質の低下を引き起こしか
ねず、病児保育事業がとりわけ保育の質への配慮が求められる事業であることにも鑑みれば、対
応は困難。

兵庫県、川
西市、滋賀
県、大阪
府、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、堺市、
関西広域連
合

－ － ○幼保連携型認定こども園は学校教育を行う施設であり、園庭は、子どもたちの興味や関心を屋
外にも向かせ、遊びのイメージに屋内と屋外の連続的な広がりを持たせて学びにつなげるという重
要な教育的役割を担っていることから、子どもが必要な時に保育室と自由に出入りできる園舎と隣
接した位置に一定の面積を設けることを求めているところである。
○３歳以上の園児の保育室の設置階についても、そういった観点（３階以上だと園庭が身近な環境
とならない）により、幼稚園と同様に２階以下としている。
○保育室と園庭の位置関係は幼児教育の根本に関わる重要なものであり、無条件で３階以上の
設置を認めることについては　上記の幼児教育の目的の達成に重大な支障を及ぼしかねないもの
である。
○幼保連携型認定こども園の場合については、都市部の保育所からの移行等を鑑み、屋上等に
所定の要件を満たした園庭を設けている場合に限り、例外的な取扱いとして３階以上に３歳以上の
園児の保育室の設置を認めることとしているので、上記の教育的観点を踏まえその基準を満たして
いただきたい。

３階建ての建物はあまり好ましくないと考えるが、都市部で整備用地が少ない
都市部においては、３歳児以上の園児の保育室を３階に設置できることによっ
て、施設整備が促進する。

幼保連携型認定こども
園の学級の編制、職
員、設備及び運営に
関する基準（平成26年
４月30日　内閣府・文
部科学省・厚生労働省
令第１号）

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

178 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 幼保連携型認定こど
も園の設備に関する
基準の緩和

幼保連携型認定こども園におい
て、３階以上の保育室は原則３
歳未満の園児の保育に供するも
のとされている規制を、３歳児以
上の園児についても可能となる
よう緩和すること。

【現状】
都市部においては、まとまった整備用地の確保は難しい中、園庭や保育室の基
準を十分に確保し、園を整備するためには、３階建て施設の検討も必要になって
くる。しかし、基準の第6条において、３階以上の階に設けられる保育室等は、原
則として満３歳未満の園児の保育に供するものでなければならないとされてい
る。
【支障事例】
①利便性の高い駅前のビルにおいて、4階の空きスペースに認定こども園を設
置しようとしても、3歳以上の園児のための保育室を設けることができない。
②本県のある市では、小学校跡地を利用して認定こども園の設置を検討してい
るが、保育室の設置が３階以上に認められるのは３歳児未満の子ども達だけで
あり、施設設計に苦慮している。そもそも、３階以上に保育室等を設置する際に
は、乳幼児の転落防止する設備の設置や耐火構造の屋外避難路等の設備が
必要なこと、また、災害や自然災害、予期しない事故等が発生した際、３歳以上
の園児は自力で移動できることから職員配置基準※を踏まえても、３歳で区分す
る明確な理由はないと考える。※乳児2：1、１・2歳児6:1、3歳児20:1
また、職員等の中にも、３歳未満児の保育室を２階以上に設定することに大きな
抵抗があるとの声がある。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

  病児保育は、一時的に病児を診る事業であり、健康な児童と同じような日常的な活動（屋外での
活動や集団行動）が求められておらず、必要な保育の内容・質が保育所等と異なると考えている。
ついては、貴省が想定している病児保育の内容や質を具体的に示していただきたい。
　また、病児保育事業の「非施設型（訪問型）」では、「病児の看護を担当する一定の研修を修了し
た看護師等、保育士、家庭的保育者のいずれか１名以上配置すること」となっており、看護師が病
児保育を実施することも想定されている。
　病児保育未実施地域の解消に向け、診療所で実施する少人数の病児保育については、
①病児の看護を担当する一定の研修を修了または小児科経験のある看護師等の配置
②近隣の保育士経験者または公立保育園に勤務する保育士から必要に応じて援助・指導が受け
られるよう連携が得られること
③病児を常に観察できる体制の確保
等を条件に、保育士がいなくとも病児保育が可能となるよう要件を緩和していただきたい。

－ － － 【全国知事会】
子育てへの不安の解消などに向けて、病児保育事業に係る国庫補助の職員配置に関する要件の
緩和を図るべきである。
【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

○　提案団体である兵庫県・徳島県の病児保育の実施状況を把握したところ、児童数の多い都市
部においては実施されているが、兵庫県における但馬・淡路・西播磨地域、徳島県における県南・
県西地域といった地方部において、その要件を満たすことが困難なことから、病児保育事業自体が
実施できない状況にある。このような地域において、質の担保を前提としつつ、ニーズに応じたきめ
細かく柔軟なサービス提供を行うための手法について検討すべきではないか。

○　一般的な保育所等における保育と比較して、病児保育事業において保育士に求められる役割
を明確にし、その上で、看護師やファミリー・サポート・センター会員がその役割を果たすために不
足している資質について、説明すべきではないか。

○　その上で、看護師やファミリー・サポート・センター会員では果たせない役割を補うために、施設
要件や研修要件等を設定することによって対応できる余地がないか検討すべきではないか。

○　ファミリー・サポート・センター事業については、平成21年度より病児・病後児の預かりを実施す
るなど、そのサービス提供会員の活躍の範囲については拡大している。このような状況を踏まえ、
徳島県のように病児保育に対応する研修を別途設けることや、子育て支援員研修の受講を促進す
ることによって、病児保育事業におけるファミリー・サポート・センター会員の活動の範囲を一層拡
大することについて、検討する余地があるのではないか。

○病児保育事業は、児童福祉法に基づき実施される「保育を行う事業」であり、「病児」といっても、
ベッド上で安静に過ごす子どももいれば、活動的な遊びができる子どもまで様々であることも踏まえ
れば、その保育の内容（室内での遊びや食事の提供、午睡等）は、通常の保育所と基本的に同様
である。ただし、保育所と異なり、毎日同じ児童に対して保育を提供するわけではなく、病気になる
という緊急的な状況に陥った児童に臨時的に保育を提供する事業であることから、保育を提供する
側は当日までどのような保育を提供することになるか予測がつかず、児童の側は普段と異なる環
境で保育を受けることになる。ゆえに、よりきめ細やかに、職員が１人１人の児童を十分に受容でき
る体制を整えた上で、病状の悪化等に備え、複数人体制で保育を行う必要がある。
○ゆえに、病児保育における保育の質を確保するためには、保育に関する専門的な知識と技術を
有する者による保育が行われることが必要である。
○保育士になるためには、指定保育士養成施設の卒業又は保育士試験の合格が必要であり、指
定保育士養成施設について言えば、修業年限は２年以上となっており、講義により、保育や教育の
内容の専門的な科目を学ぶほか、保育実習等を行うこととなっている。
○一方で、看護師になるためには専門の養成教育を受けたうえで、国家試験に合格する必要があ
るところ、当該教育内容には保育や教育の内容についての科目は設けられていないなど、看護師
に求められる知識や技術の内容は保育士に求められるものと全く異なっている。
○ゆえに、病児保育が「保育を行う事業」である以上、保育士の配置は不可欠である。
○ただし、離島その他、利用児童の見込みが少なく定員２名以下の場合において、保育士の確保
が困難な地域であると市町村が認める地域において、うち１人以上の看護師が保育士資格を有し
ていることを要件として、看護師２名の配置を認めることとする。今後、具体的な内容を検討した上
で、事例を含めて各自治体宛てに周知するための事務連絡を発出することとする。

　感染症対策の必要経費の例示については、予防接種費用も含め、可能な限り現場で有効活用で
きる内容としていただきたい。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。
なお、対象経費の明確化に限らず、病児・病後児ファミリー･サポート･センター運営上の感染症対
策について、指針を示されたい。

別途、通知を発出する予定である。
「ファミリー・サポート・センター事業における感染症対策について」として、以下2点の内容を記載し
たものを発出する。
・感染症対策にご留意いただきたいこと
・ファミリー・サポート・センター事業として必要経費と認められるもの、例えばマスクや消毒薬など
の消耗品も、従前どおり運営費（交付対象）に含まれること

なお、あくまでも例示であり、対象経費については各自治体でご判断いただきたい。

・現行の制度のもとでは、都市部と地方、また地方でも人口の多いところと少ないところで子育て環
境に大きな差があるなど、病児への対応の地域間格差が大きいのが現状である。本県の提案は、
柔軟な要件設定を行うことで地域の格差を解消できる、極めて有効な手段であると考えている。
・保育の質の低下を懸念されているところであるが、本県の提案はファミサポ会員をマンツーマンで
配置することで、より「見守りの密度」を高めることとなり、かつ病児保育施設で保育が行われるた
め、保育の質を確保することは十分可能と考えている。
　さらに、本県においては病児・病後児預かりについて、子育てについて経験豊富なベテランの会
員に、独自の上乗せ講習（7.5時間）を行うこととしており、実質的な質の向上に自ら努力しているこ
とをご考慮願いたい。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

○　提案団体である兵庫県・徳島県の病児保育の実施状況を把握したところ、児童数の多い都市
部においては実施されているが、兵庫県における但馬・淡路・西播磨地域、徳島県における県南・
県西地域といった地方部において、その要件を満たすことが困難なことから、病児保育事業自体が
実施できない状況にある。このような地域において、質の担保を前提としつつ、ニーズに応じたきめ
細かく柔軟なサービス提供を行うための手法について検討すべきではないか。

○　一般的な保育所等における保育と比較して、病児保育事業において保育士に求められる役割
を明確にし、その上で、看護師やファミリー・サポート・センター会員がその役割を果たすために不
足している資質について、説明すべきではないか。

○　その上で、看護師やファミリー・サポート・センター会員では果たせない役割を補うために、施設
要件や研修要件等を設定することによって対応できる余地がないか検討すべきではないか。

○　ファミリー・サポート・センター事業については、平成21年度より病児・病後児の預かりを実施す
るなど、そのサービス提供会員の活躍の範囲については拡大している。このような状況を踏まえ、
徳島県のように病児保育に対応する研修を別途設けることや、子育て支援員研修の受講を促進す
ることによって、病児保育事業におけるファミリー・サポート・センター会員の活動の範囲を一層拡
大することについて、検討する余地があるのではないか。

○病児保育事業は、児童福祉法に基づき実施される「保育を行う事業」であり、「病児」といっても、
ベッド上で安静に過ごす子どももいれば、活動的な遊びができる子どもまで様々であることも踏まえ
れば、その保育の内容（室内での遊びや食事の提供、午睡等）は、通常の保育所と基本的に同様
である。ただし、保育所と異なり、毎日同じ児童に対して保育を提供するわけではなく、病気になる
という緊急的な状況に陥った児童に臨時的に保育を提供する事業であることから、保育を提供する
側は当日までどのような保育を提供することになるか予測がつかず、児童の側は普段と異なる環
境で保育を受けることになる。ゆえに、よりきめ細やかに、職員が１人１人の児童を十分に受容でき
る体制を整えた上で、病状の悪化等に備え、複数人体制で保育を行う必要がある。
○ゆえに、病児保育における保育の質を確保するためには、保育に関する専門的な知識と技術を
有する者による保育が行われることが必要である。
○保育士になるためには、指定保育士養成施設の卒業又は保育士試験の合格が必要であり、指
定保育士養成施設について言えば、修業年限は２年以上となっており、講義により、保育や教育の
内容の専門的な科目を学ぶほか、保育実習等を行うこととなっている。
○これに対して、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）は、乳幼児や小学
生等の子どもがいる主婦などを会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行い
たい者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における子育ての総合援助活
動を推進するものである。よって、ファミリー・サポート・センターの会員が提供するのは、子どもの
保護としての「預かり」であって、子どもに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意
し、健全な心身の発達を図る「保育」ではない。
○また、ファミリー・サポート・センターの会員になるためには、約30時間程度の子育て支援に関す
る基礎的な知識等の研修を受講すればよいこととされており、保育士との知識・技能の差は、施設
要件や研修要件等の設定で補えるものではない。
○なお、保育人材の確保にあたっては、「ニッポン一億総活躍プラン」でも掲げられている処遇改善
の拡充に加え、新規資格取得者の確保、就業継続支援、離職者の再就職支援といった総合的な
対策を講じる必要があり、今後の予算編成過程で、引き続き、保育の受け皿確保に伴い必要とな
る保育人材の確保に総合的に取り組んでまいりたい。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、検討に当たっては、保育の質が確保されることを前提とすること。

＜総論＞
○教育的観点から基準の緩和は困難であるとのことだが、現行の園庭基準や保育室の設置階基
準でしか維持できない教育的観点とは何か、具体的に明示していただきたい。
○幼保連携型認定こども園は、学校かつ児童福祉施設としての性格を持つ一方で、あくまで「単一
の施設」である。現行の基準のような幼稚園と保育所の高い基準の足し合わせではなく、教育と保
育を同時に行う総合的な施設としての幼保連携型認定こども園の基準のあり方を再検討し、その
中で、園庭の位置・面積の基準や、保育室等の設置階の基準のあり方についても、見直す必要が
あるのではないか。

＜保育室の設置階について＞
○教育的な観点を重視するという理由で現行基準の規定を維持することで、基準を満たさない認
可外施設等で教育・保育を受けざるを得ない層を生んでいるとすれば、行政サービスの提供のあ
り方として、総合的に見ると問題ではないか。
○職員配置基準は、０歳児３人に対して職員１人、満１・２歳児の幼児６人に対して職員１人となっ
ており、３階以上に満３歳児未満に供する保育室を設置した場合、自立した避難が不可能な乳幼
児を職員が抱きかかえて避難することは大変困難であり、３歳児以上の避難と比較して安全とは言
い切れないと考えられるが、この場合の乳幼児の避難誘導についてどのように想定しているか、御
説明いただきたい。
○満３歳児以上に供する保育室等を３階に設置する場合と２階に設置する場合とで、教育上どの
ように異なるのか、提案に即して具体的に明示していただきたい。
○児童の避難や屋外移動の支障とならないような施設要件の具体化や、ソフト対策等の措置を取
れば、満３歳児以上に供する保育室等を３階以上に設置することは可能ではないか。
○例えば、ある自治体の公立幼稚園は、昭和30年代から昭和50年代までの乳幼児の増加に対応
して順次設置されており、現在の９園の築年数の平均は、42年が経過している。このような老朽施
設において２階に保育室等を設置している場合と比較すると、新規施設で３階に保育室等を設置
する場合では、平成18年度のバリアフリー新法への対応や技術的改善により、児童の階段の昇降
のしやすさや、避難導線の確保等について、相当な改善がみられるとも考えられ、満３歳児以上に
供する保育室等の設置階を制限する必要性は乏しくなっているのではないか。

　園庭のあり方について、重要な点は「子どもたちの身近な場所にあること」ではなく、「園庭に期待
されている機能が果たせているか」という点にあるものと考える。
　保育室等から園庭への移動について大きな支障がなく、また、子どもたちが伸び伸びと遊ぶこと
ができる環境が園庭に整っていれば、保育室等の上下１階の範囲内に必ずしも設置する必要はな
いと考えている。
　また、現行の基準では、遊戯室についても保育室と同様に、原則として3階以上に設置することが
認められていないが、遊戯室は、異年齢の交流や発表会等に利用されていることを考えれば、３階
以上に設置することに大きな問題はないものと考える。

－ － － 幼保連携型認定こども園は幼児教育を行う学校であり、幼保連携型認定こども園教育・保育要領
（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）には、園児の興味や関心が戸外にも向く
ようにし、園児の動線に配慮した園庭や遊具を配置するよう明記されており、園児の遊びのイメー
ジに屋内と屋外の連続的な広がりを持たせて学びにつなげるということを一つの重要な教育目標と
しているところ。
そのため､保育室と園庭の行き来が自由かつ容易にできる、一体となった教育のための空間が必
要不可欠であることから、隣接した位置に子どもの活動のために最低限必要な広さの園庭を設置
するとともに、教育の対象である満３歳以上児の保育室は２階以下、もしくは上下一階に一定の要
件を満たした園庭が設けられている階に設置することを求めているところである。
このように､幼児教育において、園舎、園庭、保育室の全体的な空間構成が重要な意味を持ってい
ることをご理解いただきたい。
一方で、ご意見を踏まえ、幼保連携型認定こども園の設置・移行が円滑にできるよう、上記の幼保
連携型認定こども園における教育・保育の実施に支障が無い範囲において、基準の柔軟な取扱い
が可能かどうかの検討を行ってまいりたい。
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182 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 措置変更後の受入施
設における被虐待児
の受入加算費の適用
期間の緩和

入所当初に施設職員と被虐待児
との関わりが重要なため、1年間
加算されるにも関わらず、措置
変更により新たな施設に入所す
る場合、措置変更前の施設で1
年間加算されていると、措置変
更後の施設では加算されないこ
とから、変更後の施設において
も１年間加算されるよう規制を緩
和。

【現状】
虐待を受けた児童等を施設に受入れる場合、職員との信頼関係の構築や愛着
の形成のため、入所当初の関わりが特に重要と考えられることから、手厚い処
遇体制を確保するため、1年間を適用期間とし、被虐待児受入加算費を支弁して
いる。しかし措置変更により施設を変更した場合、変更前の施設で受入加算費
が支給されていれば、新たな施設では残余期間しか加算されず、変更前の施設
で1年間加算されていると変更後の施設では加算されない。
【支障事例】
前施設でのトラブルにより児童養護施設を変更したが、前施設で５ヶ月にわたり
被虐待児受入加算をされていたため、新たな施設では７ヶ月の加算しか受けるこ
とができなかった。措置変更後の施設において当該児童を支援するため、専門
性の高い主任児童指導員や家庭支援専門相談医が対応に当たる必要がある
が、加算が途絶えることにより担当職員が交代せざるをえず、対応力が減退し、
問題行動が再現することが多い。※（一社）兵庫県児童養護連絡協議会からも
同様の要望が寄せられている。
職員との信頼関係の構築及び愛着の形成のためには、入所当初の児童と職員
との関わりが重要であることから当該加算が措置されていることを踏まえると、１
人の児童に対し1年間加算する仕組みではなく、１つの施設に対し1年間加算す
ることが適当である。

必要な職員の配置等や支援体制の充実を図ることにより、職員との信頼関係
の構築及び愛着の形成が必要な児童に対し、よりきめ細やかな支援の実施
が可能となる。

平成21年6月29日付
雇児発第0629001号
の７
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知

厚生労働省 兵庫県、滋
賀県、京都
府、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、堺市

北海道、埼
玉県、京都
市、広島市

○本県においても、同様の問題は発生している。特に乳児院から児童養護施設、情緒障害児短期治療施設から児童
養護施設、児童養護施設から児童自立支援施設に措置変更する場合に、新たに受け入れる施設においては、前施設
でケアが必要だったと同様に手厚い対応が求められる場合が多い。虐待による心的不安定や家庭との対応は、最初
に措置された施設で、完治したり、対応が完了しているとは限らず、多くの場合、新しい環境においても同様に必要に
なるためと考えられる。このため、措置変更時において、児童相談所長による判断に基づき、措置変更先の施設にお
いても被虐待児受入加算が適用されることが適当である。
○被虐待児への支援は通常１年で終わることはなく、本市においても、1施設に対し1年間加算することが適当であると
考える。 施設内でのトラブルにより、障害児施設を変更したが、前施設ですでに１年、被虐待児加算が計上されてい
たため、新たな施設では加算することができない状況になっている。虐待の影響で様々な問題行動が表出する状況で
やむなく施設を変更せざるを得ない状況で、より被虐待児との関わりが重要であるにも係らず被虐待児加算を計上す
ることができず、十分な対応ができない状況にあるため、１つの施設に対し１年間加算することができるようにする必
要がある。
○被虐待による対応の困難さのために措置変更をせざるを得ない状況にある児童であり、依然として対応に配慮を要
する状態にあることが変わらない、あるいは問題が複雑化した状態で、新たな施設は児童を引き受けることになるが、
既に加算期間は終了しており、児童に配慮した体制を敷くのに苦慮しているという声が寄せられている。
○本市所管施設入所児童に占める被虐待児の割合は６～７割程度であるが、その多くが処遇困難ケースである。施
設の職員はその対応に追われており、入所児童全体へのきめ細かな支援を実施するためには、より手厚い処遇体制
の確保が必要である（本市の児童養護施設長会から同様の要望が寄せられている）。また、措置元である児童相談所
においても、措置替え等を検討する際、すでに加算適用期間を超過している児童（残期間が短期の児童も含む。）の
場合、受入先施設から難色を示されることがあるため、当該加算費の充実は、児童相談所業務を円滑に進めていく上
でも実施していく必要がある。

予算に波及していくこと、障害児入所施設も同様の加算があり影響が及ぶこと、合計した加算の期
間が他の措置変更をしない児童と異なってくることから公平性に問題があること、から対応は困難
である。

206 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 生活困窮者自立支援
制度における事務の
簡素化

生活困窮者自立支援制度に関
する①毎月の実施報告を四半期
に１度に、また、②フォローアップ
報告を全自治体から抽出自治体
に変更し、実施機関の負担軽減
を図るよう、運用改善を求める。

平成27年4月から生活困窮者自立支援制度が施行し、広島市でも月に約150件
の相談を受け、その結果を毎月、厚生労働省に報告している。
この実施報告を提出するため、月初に、前月の相談件数や利用状況の内訳を
確認しているが、平成28年度からは更に当該月における全ての相談者（新規）
について、支援経過を約１年間報告することが求められており、実施機関の負担
が増加している。
月別の相談件数報告については、集計作業等の負担を軽減するために四半期
分をまとめて提出することとしていただきたい。
また、フォローアップ報告についても、事務負担が大きいため、地域の実情を勘
案して対象の地方公共団体を選出する抽出調査としていただきたい。

実施機関の事務負担が軽減し、事業の効率化に資する。 平成28年3月31日付け
事務連絡「ＰＤＣＡサイ
クルの実施 に際して
国が設定する 平成 ２
８ 年度の目安値およ
び 支援 状況調査にお
ける項目の追加 につ
いて（依頼）」
平成28年3月31日付け
事務連絡「生活困窮者
自立支援制度の新た
な評価指標の運用に
ついて」
平成28年4月8日付け
事務連絡「生活困窮者
自立支援制度の新た
な評価指標による調査
の報告要領について」

厚生労働省 広島市 旭川市、川
越市、千葉
県、新宿区、
浜松市、豊
田市、東温
市、大牟田
市

○現在、自治体から厚生労働省へは、毎月の支援実績、住居確保給付金の支給実績及び４半期ごとの支援経過の
報告を定期的に行っています。その他、各種調査が随時実施されており、現場の支援員における負担は大きいと考え
ます。上記の現状を踏まえ、各種調査等に係る事務の軽減を求めます。
○本市でも生活困窮者自立支援制度の実施状況を毎月、厚生労働省に報告しているが、そのために月初めに委託先
からの月間報告書を受け、その内容を確認するとともに、各区からの報告をとりまとめて、委託先・各区、両者の報告
内容を精査して、厚生労働省への報告を作成している。その作業が煩雑であり、また、委託先及び各区との調整がス
ムーズにはいかない場合が多く、毎月10日の厚生労働省への報告期限を遵守することが非常に難しい状況となって
いる。そのような状況に加えて、今年度からは個別ケースのフォローアップ報告まで求められることとなり、実施機関及
びとりまとめ担当課の負担がさらに増加してしまっている。
○平成28年度、国が示す目安値は、新規相談受付件数は対象地区人口10万人あたり22人/月、プラン作成件数は対
象地区人口10万人あたり11件/月と定められている。当然、検証の必要性は認めるが、今後件数が増えていくことが
想定される中、事務が煩雑となることは、本来の相談業務の実施に支障をきたす恐れがあるので、その点を考慮し
て、報告等は最低限としていただきたい。
○本市においても、広島市と同様に毎月の支援状況調査に加え、今年度から生活困窮者自立支援制度の新たな評
価指標の運用により、該当月における全ての新規相談者について、約1年間、支援経過報告を求められている。月別
の支援状況調査報告については、報告のタイミングを変えても事務負担はさほど変わらないが、フォローアップ報告に
ついては、地域の実情を勘案して対象の地方公共団体を選出する抽出調査が適当だと考えられる。
○自立相談支援事業所からは、調査ものやデータ入力、本人同意確認などが多くて、実際の支援にかける時間は抑
制困難な為、時間外での業務が増えているとの意見がでている。事業所から委託元の自治体への実施報告の提出が
遅れることが多々ある。
○毎月の報告書の提出は委提出期限が翌月の５日までとなっているため、月初めの事務処理が立て込み、結果的に
本来の業務である相談支援に支障をきたしている。事務の簡素化・効率化が急務である。フォローアップ報告につい
ても、委託先の自立相談支援機関の負担が多くなるため、モデル事業実施自治体などを中心に実施されたい。
○報告事項が多く、支援しながら、集計も行うということであるため、事務量がたいへん多くなり、支援する時間を割い
て対応しなければならず、本来のサービスが行き届かないこともあり得るため、負担軽減のため、ある程度の地域に
分けて、実施していただけると事務量の軽減につながり、本来の支援に多くの時間を割くことができるようになると思わ
れる。

○福祉事務所設置自治体を対象に、新規相談件数やプラン作成件数、就労・増収者数等につい
て、毎月１回、支援状況調査を実施しているところである。これは、「経済・財政再生計画改革工程
表」（平成27年12月25日閣議報告）で設定した国全体のＫＰＩ（２０１８年度までに年間新規相談件数
が４０万件等）をもとに、各自治体における毎月ごとの新規相談件数等の目安値（平成２８年度の
目安値は人口１０万人あたり月２２件等）を設定しており、その達成状況を把握するための調査で
ある。生活困窮者自立支援制度は、新しい制度であることに鑑み、ＰＤＣAサイクルをしっかりと回
し、支援効果を示していくことが国・自治体双方にとって不可欠である。
○また、28年度より、福祉事務所設置自治体を対象に、生活困窮者自立支援制度を通じた生活困
窮者の自立支援の効果を把握するため、（１）自立相談支援機関において継続的に支援している
支援対象者の状態像の変化、（２）プランを策定せずに他機関・制度につないで対応を一旦終了す
るケースの実態について、５月及び11月に新規相談として受け付けた者を対象とした調査を内容と
した「生活困窮者自立支援制度の新たな評価指標」を実施している。これは、この調査結果を踏ま
えて、平成29年度のＫＰＩの内容を検討することとしているため、支援状況調査と同様、全自治体に
お願いすることが不可欠であるところ、支援現場にとっての業務負担を考慮し、通年の調査ではな
く5月と１１月の新規相談者の２グループを対象として設定している。新規相談件数等の指標だけで
なく、支援対象者の変化等についても継続的に把握する新たな評価指標については、自治体から
制度効果を適切に示すものとして前向きな評価も多々いただいており、しっかりと運用してまいりた
い。

210 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 児童委員の役割を強
化するために民生委
員との兼任をできる規
定化

民生委員でなくても児童委員に
なれるよう、法の改正を求める。

児童福祉法第16条により市町村の区域には児童委員を置くこととされているが、
同条第２項で「民生委員は、児童委員に充てられたものとする」とされているた
め、民生委員が児童委員を兼任することになっている。
しかし、子どもに関する相談・支援件数は、民生委員・児童委員の活動におい
て、約4分の1（平成27年度：17,078件/総数65,300件）を占めているのに加え、児
童虐待や不登校など、児童に関わる問題は複雑化し、児童相談所における相
談・通告件数も増加　（平成21年：475件⇒平成25年：1,031件）しているため、児
童委員を兼任している民生委員の負担が増加してきている。
また、児童委員はその職務内容から比較的若い年代の者が望ましいと考えられ
る（国が示す主任児童委員の年齢基準：原則として55歳未満）が、民生委員が
兼任するため、民生委員・児童委員の平均年齢は63.2歳であり、年代別では30
代・40代が極端に少なく、60代が半数を占めている。
ついては、地域の実情に応じて民生委員とは別の者が児童委員になることがで
きるよう、児童福祉法において、民生委員を兼務しない児童委員の委嘱規定を
設けるとともに、同法16条２項を「民生委員を児童委員に充てることができる」と
の規定に改めることを求める。

児童委員と民生委員をそれぞれ別の方が担うことにより、民生委員の負担軽
減が図られるだけでなく、児童委員もその業務に注力することができるため、
児童委員の機能強化に繋がる。

児童福祉法第16条 厚生労働省 広島市 ○自治体によって、地域の実情や規模も異なっていることから、児童委員の規定に関する本提案について、各自治体
の実情に応じ、柔軟に対応できるように制度改正を行うことは、望ましいと思われる。
　本市においても、相談件数に占める「子どもに関すること」の割合は、
　　平成17年度　19.2％（12,283件/63,818件）
　　平成22年度　21.5％（15,931件/73,989件）
　　平成27年度　22.6％（15,134件/67,235件）
と増加傾向にある。しかしながら、児童福祉法には、児童委員のうちから、主任児童委員を指名することとなっており、
第十七条第三項においても、主任児童委員は、児童委員の職務を行うことができるとされている。このため、本提案事
項の規定化を行う際は、主任児童委員の役割についても、再考する必要があると思われる。また、民生委員と児童委
員が別の者であるとなった際、民生委員、児童委員、主任児童委員について、地域住民に対して、それぞれの制度、
役割を住民にいかに周知、啓発するかという点についても、課題となると思われる。制度改正の効果に挙げられる「民
生委員の負担軽減」については、子どもに関することに対する対策のみではなく、民生委員・児童委員の負担軽減を
総括的に考える必要がある。
○本市における子どもに関する相談・支援件数は決して少なくなく（平成27年度：990件／総数6,969件）、児童虐待や
不登校等の問題も複雑化している。また、児童に関する相談・支援のみならず高齢化等の社会状況に伴い民生委員・
児童委員の負担は大きくなっている一方で、新たな民生委員・児童委員のなり手が不足している状態である。

児童に関する問題は、その保護者が抱える問題と一体となることが多く、保護者が抱える問題につ
いては民生委員としての立場で対処することになる。児童に関する問題に機動的に対応するため
には、児童委員と民生委員が兼ねている体制が最も望ましいものと考えている。また、多様な世帯
が存在するため、民生委員と児童委員が別々に訪問することは家庭の負担になることも懸念され
る。

209 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 市町村において照会
可能な年金記録の範
囲の拡大

市町村に、法定受託事務及び協
力・連携事務の処理に必要な年
金情報を見ながら市民対応が可
能なシステム（年金事務所と同
様のもの）を設置し、事務の適正
化や市民の満足度向上に繋が
るよう、運用の改善を求める。

国民年金法では、その事業の事務の一部を市町村長が行うこととすることができ
るとしており、市町村は法定受託事務及び協力・連携事務として、住民からの届
出受付等の窓口業務を一部担っている。
窓口において、住民から申請や問い合わせ等があった場合、その対応のために
年金記録の確認が必要になる。この際、市町村が年金記録を確認する手段とし
ては、①年金機構が設置した市町村向けのコールセンターへの確認、②ねんき
んネットでの確認、③年金事務所への電話照会の３つがある。
①、③は電話問い合わせになるため、窓口に来られている住民と話をしながら状
況を確認することができず、確認している間お待ちいただかざるを得ない。また、
聞き間違い等による誤りが起きる可能性がある。②では確認できる範囲が限定
（納付記録は過去５年分のみ等）されており、情報が不足することがある。
このため、現在は原則として年金事務所にのみ設置されている年金情報照会用
のシステム（ウインドマシン）を市町村の窓口に設置するなど、市町村の窓口に
おいて確認可能な年金記録の範囲の拡大を求める。

より詳細な情報を迅速に確認できるようになることで、住民サービスの向上に
資する。

国民年金法 厚生労働省 広島市 湯沢市、川
崎市、厚木
市、新潟市、
八幡浜市

○広島市と同様の事例があり改善を必要としている。
市町村は法定受託事務として、住民からの届出受付等の窓口業務を一部担っており、窓口において、住民から申請
や問い合わせ等があった場合、その対応のために年金記録の確認が必要となる。市町村が年金記録を確認する手段
としては、広島市と同様、①年金機構が設置した市町村向けのコールセンターへの確認、②ねんきんネットでの確認、
③年金事務所への電話照会の３つとなるが、迅速に確認することができず、お待たせしてしまうことがある。
○法定受託事務及びこれに付随する事務や一般的な年金の相談等については、すべての年金加入記録が必要とな
るが、電話による問い合わせで時間を要する場合や相談内容によっては1回の電話では情報が不足する場合も多く、
各種年金手続のため多くの住民が来庁していることから窓口での順番待ちや相談時間が長時間になっているのが現
状である。
このため、事務処理の効率化や住民サービス向上に向けて、平成27年度に全国1,724市中318市区町村へ貸与されて
いる社会保険オンラインシステムの可搬型窓口装置（ウインドマシン）について、新規貸与を管轄の年金事務所へ要
請しましたが、予算的な事情等により新たな自治体への貸与は困難との理由で貸与がされていない。
事務の適正化や効率化、市民サービス向上に向けて、要望がある市町村に対するウインドマシンの貸与についての
運用の改善が必要である。
○市民の方から年金の申請や相談があった場合、年金記録の確認のため、コールセンターや年金事務所へ電話照会
しているが、電話が繋がりにくいことが多い。また記録を見ながら窓口に来られている市民と話をしながら状況を確認
することができず、確認に時間がかかり長時間お待たせし市民にご迷惑をかけることがある。
当市では年金ネットを導入しているが確認できる範囲が限定されており、電話照会で確認することが多いのが現状で
ある。
年金情報照会用のシステム（ウインドマシン）を市町村の窓口に設置することにより、確認可能な年金記録の範囲が
拡大し、より詳細な情報を迅速に確認でき、市民サービスの向上につながるため運用の改善を求める。
○当町においても、年金記録を確認するため、年金機構が設置した市町村向けコールセンターへの確認と、詳細な記
録は年金事務所への電話照会を行っている。
電話による確認のため、窓口や電話で住民と対話しながら状況確認が行えず、聞き間違い等による誤りが起こる可能
性がある。
また、年金事務所への電話は繋がりにくいことが多く、そのつど住民にお待ちいただいている。住民個人から年金事務
所への問い合わせも繋がりにくいため、市町村への相談が増加傾向にあると思われる。
市町村による年金記録の照会方法の拡大の必要性があると考える。
○本市においても、広島と同様に事務処理を行っているところである。
事務処理において、「ねんきんネット」による情報照会では情報が不足しており、日本年金機構へ電話によることが多
く、また、電話がかかりづらいなどの問題もあり、加入記録等を照会する際には苦慮しているところである。
また、全国都市国民年金協議会、政令指定都市からもこの問題について、毎年改善の要望を行っているところであ
る。
○広島市の提案内容、提示されている支障事例等、当市においても同様である。現在、市町村が単独で有する情報
はなく、法定受託事務に係る業務でさえ、すべてをコールセンターや年金事務所へ電話確認しなければ行えない。（ね
んきんネットでは情報が不足するため、ごく補足的に使用するだけ。）
毎年度、全国都市年金協議会で国民年金業務の日本年金機構への一元化を要望しているのもこの点によるが、厚生
労働省の「住民台帳や市町村民税課税台帳などの公簿を備えている市区町村が住民にとって身近な窓口であり、住
民サービスの観点からも大きな意義があるものと考えておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。」という回
答は理解できる点もあり、そうであればなおのこと、年金情報照会用のシステム（ウインドマシン）を全市町村窓口へ配
置可能とするか、ねんきんネットの閲覧可能情報を充実していただくことを求める。
○窓口での住民対応における年金記録等の確認手段は，ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所への電話照会
である。
提案市同様，電話確認中は来庁者を待たせることにはなっている。
年金事務所と同じシステムを用いてリアルタイムで内容の確認ができることで，お待たせ時間の削減になり市民サー
ビス向上につながる。
○過去にウインドマシンの貸与を受けたが、その使用目的が「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」、「厚生年金加入
記録のお知らせ」に係る相談対応に限定されていたため、通常業務に使用することができず契約廃止した経過があ
る。また、市町村への貸与台数も限られていた。現在も日本年金機構から貸与を受けるよう勧められているが、使途
は以前と変わっていない。
しかし、より詳細な情報を速やかに確認できることで住民サービスの向上に資する観点から、市町村窓口で使用でき
る環境を整備したうえでのウインドマシンの貸与を検討する必要がある。

社会保険オンラインシステムの可搬型窓口装置（以下「ＷＭ」）という。）の市町村への設置につい
ては、平成２０年度より、「市区町村における「ねんきん特別便」に関する相談の協力について」（平
成２０年３月２５日付け社会保険庁運営部企画課長・年金保険課長連名通知）により、年金記録問
題への対応として、利用を希望する市町村は、日本年金機構（平成２１年１２月末までは社会保険
庁）から借り受けすることが可能となっている。（平成２７年度末時点で３２４市町村が利用。リース
料、通信費等は日本年金機構が負担。）
また、平成２２年度からは、「平成２２年度における市町村への可搬型窓口装置の貸与（指示・依
頼）」（平成２２年４月１日付け日本年金機構事務連絡）により、年金記録問題にかかわらず、年金
記録全般の相談についてＷＭを使用できるように利用範囲を拡大したところであり、御提案の趣旨
については既に実施済であると考える。
なお、今般こうした御提案があったことを踏まえ、市町村に対するより一層の周知が求められてい
ると思われることから、日本年金機構において、市町村に対して、ＷＭの貸与についての周知を毎
年度実施する等、より一層の周知を図ることとしたい。（ＷＭの設置が、市町村事務の負担増に繋
がるとして、ＷＭの設置に消極的な市町村も存在するため、希望する市町村にのみ設置していると
ころであり、一律に全市町村にＷＭを設置することは考えていない。）



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

　虐待を受けた児童が1年を経ずに他の施設へ措置変更になることのないように児童相談所等は
配慮しており、本県でも年間数件程度のため、予算への波及は最小限に留まると想定される。
　また、被虐待児受入加算は、措置変更した児童を手厚く支援するため、心理療法担当職員等、
個別対応する職員の確保に充当されるものであり、児童間のトラブルによる不適合等やむを得ず
短期間で措置変更された場合には変更後の施設で１年間加算されても問題がないと考える。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　ご指摘のように、措置変更後の施設においても１年間加算されることとした場合、安易な措置
決定や措置変更を誘発し、児童が安定的な人間関係の下で養育されることをかえって阻害するお
それがあり、ご提案は認められない。

○　しかしながら、国としては、加算が途絶えた後も、被虐待児等に対して充実した支援が行えるよ
う、
・児童養護施設等に被虐待児等、特に個別の対応が必要とされる児童への個別面接等を行う個別
対応職員の配置
・平成27年度予算において児童養護施設等の職員配置の改善（5.5:1→4:1等）
を行っているところであり、これらの取組を通じて、被虐待児の支援の充実に努めていく。

　月ごとの新規相談件数等の調査については、生活困窮者自立支援制度が施行して２年となり、
四半期ごとの提出でも、「１年間の新規相談件数」等のKPIの進捗度を測るには十分であると考え
る。ＰＤＣＡサイクルは重要であるが、現行の毎月の国への提出は、Checkの作業に過大な負担が
かかり、本来行うべきDo（相談支援）を減少させることとなっている。
　また、支援対象者のフォローアップ調査については、支援事業の業務負担を踏まえ調査対象を5
月と11月に限定していただいているところであるが、対象自治体についても、業務量負担を勘案の
上、福祉事務所設置自治体の中から規模・地域等を考慮して抽出することを検討していただきた
い。

－ 【大牟田市】
新たな評価指標の調査については、支援対象者等を継続的に把握することの重要性は高いと思
われ、業務負担も考慮し、５月と１１月の新規相談者に対象を絞ったことは、一定理解できる。
しかしながら、毎月の新規相談受付件数等の報告については、業務負担も大きい。相談支援に支
障をきたすと本末転倒であるため、毎月ではなく、３ヶ月や６ヶ月に１回の報告にする、あるいは、
提出期限を月初めではなく、中旬ごろに設定するなど、負担軽減策を検討されたい。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○毎月１回実施している「支援状況調査」については、「経済・財政再生計画改革工程表」（平成27
年12月25日閣議報告）における国全体のＫＰＩをもとに設定した、各自治体における毎月ごとの新
規相談件数等の目安値の達成状況を把握するために実施しているものであり、国としても毎月の
目安値の達成状況について把握し、適宜、自治体に対し必要な支援を行っていく必要がある。生活
困窮者自立支援制度は、新しい制度であることに鑑み、ＰＤＣAサイクルをしっかりと回し、支援効
果を示していくことが国・自治体双方にとって不可欠である。
○また、今年度より実施している「生活困窮者自立支援制度の新たな評価指標」については、調査
結果を踏まえて、平成29年度のＫＰＩの内容を検討することとしているため、支援状況調査と同様、
全自治体にお願いすることが不可欠であるところ、支援現場にとっての業務負担を考慮し、通年の
調査ではなく５月と11月の新規相談者の２グループを対象として設定している。
○生活困窮者自立支援制度においては、制度の特性に応じた支援の効果をいかに示していくかを
考慮した結果として、支援状況調査における新規相談件数等の指標だけでなく、支援対象者の変
化等についても継続的に把握する新たな評価指標を実施している。各自治体や支援の現場におか
れては、調査に係る業務負担が生じていることも承知しているが、それと同時に、支援の振り返り
に活用でき、制度効果を適切に示すものであるとして前向きな評価も多々いただいているところで
ある。
○国としても、提出期限の見直し等の必要な負担軽減策について検討しつつ、今後とも各自治体
にご協力をいただきながら、しっかりと運用してまいりたい。

児童の問題と保護者の問題が混在する世帯への関わりについては、民生委員と児童委員で協議
し、民生委員と児童委員の連携を密にしながら、窓口を一本化することなどにより、機動的に対応
することや、対象家庭の負担にならないようにすることが可能であると考える。
また、児童委員と民生委員を分化することにより、児童委員が児童委員の活動に専念することがで
きるため、児童福祉に関する専門知識を深め、より幅広い活動やきめの細かい取組等が期待でき
る。
児童を取り巻く問題が複雑・多様化する一方で、高齢者数の増加やコミュニティの希薄化なども進
んでいることから、児童委員と民生委員を分化することにより、民生委員・児童委員の負担の軽減
を図ることができ、民生委員・児童委員の担い手の確保にも繋がるものと考える。
本提案は、民生委員・児童委員の兼務制度を前提にしつつも、地域の実情に応じ、児童委員の業
務に専念する運用を正面から認めることができるようにするために、法改正を求めるものである。

－ － － 【全国市長会】
児童に関する問題は、保護者が抱える問題と一体となることが多く、包括的な対応を求められる場
合が多いことから配慮が必要。

○児童に関する問題は、その保護者が抱える問題と一体となることが多く、民生委員と児童委員が
別々に訪問することは家庭の負担になることも懸念されることから、児童委員と民生委員が兼ねて
いる体制が最も望ましいとのことだが、現行制度上も、運用により児童委員を重点的に担うことが
でき、地区担当の民生委員との連携が図られているので、懸念は当たらないのではないか。
○地方自治体が専門の担い手を配置しようとする場合でも、必ず兼務させなければならない仕組
みは合理性がない。制定時からの時代の変化もあるので、全国的な実態調査を踏まえ、希望する
地方自治体は専任の児童委員を委嘱できるよう制度を見直すべきではないか。
○児童虐待に関する問題など専門性が要求される案件に対応するニーズもあることから、民生委
員を兼任しない児童委員制度を創設する必要があるのではないか。

児童に関する問題が、保護者が抱える問題と一体となることが多いことは、提案団体以外の自治
体への聴取からも明らかになっており、民生委員と児童委員が兼務をする現状の体制が望ましい
と考える。
その中で、提案団体が述べているように児童の問題に機動的に対応するためには、主任児童委員
制度の十分な活用が考えられる。今後、主任児童委員制度をはじめ、現行制度を上手く活用いた
だき、児童の問題等に対応いただけるよう、自治体への聴取結果を踏まえた制度活用に係る留意
点等を示した通知を発出したい。

　社会保険オンラインシステムの可搬型窓口装置（可搬型ウインドウマシン。以下「ＭＷＭ」とい
う。）は、これまでも年金記録全般の相談に利用可能としていたが、実施要領上分かりにくいとのご
指摘を踏まえ、年金記録全般の相談に利用可能であることを明記した上で、平成29年度からス
ムーズに適用して運用できるよう、貸与希望の照会も含め、市町村に確実に周知する。
　その際、ＭＷＭの台数が足りずに貸与できないといった状況にならないよう、貸与可能なＭＷＭ
の在庫については、年金機構全体で管理し、適切に提供できるように努める。
　また、実施要領に定める「年金相談受付票」については、次の（１）、（２）のとおりとする。
　（１）ＭＷＭを活用した年金相談においては、個人情報保護の観点から、年金記録を照会すること
についての本人又は代理人の同意を得る必要があること、また、個人情報の不正閲覧を防止する
観点からも年金記録の照会を必要とする相談の受付があったという事跡を記録として残す必要が
あることから、「ねんきん特別便」等の年金相談かどうかを問わず、「年金相談受付票」を記載して
いただくこととしている。なお、当該受付票で記入を求めている内容が記載されるのであれば、市町
村が作成する独自様式でも構わないこととする。
　（２）ＭＷＭを活用しない年金相談においては、市町村にて普段用いている一般的な相談票の記
載があれば、「年金相談受付票」の記載までは求めていない。したがって、ＭＷＭを活用しない一
般的な相談の場合には、「年金相談受付票」の記載が必要であるとの誤解を招かないよう、「年金
相談受付票」がＭＷＭを活用した年金相談の場合の受付票であることが分かる名称にするなど、
使途を限定かつ明確にする。

日本年金機構と市町村で締結する契約書の細目である「市町村における窓口装置を用いた『ねん
きん特別便』等の年金記録に関する相談業務実施要領」において、「貸与された窓口装置による個
人の年金記録の照会は、『ねんきん特別便』等（「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」又は「厚生
年金加入記録のお知らせ」のことと定義されている。）の年金記録に関する相談に必要な記録照
会」と規定されているため、貸与された窓口装置が年金記録全般にも利用可能であることが明らか
になるよう要領を見直していただきたい。

－ 【厚木市】
社会保険オンラインシステムの可搬型窓口装置（ウインドマシン）は、希望する市町村が日本年金
機構から借り受けることができ、年金記録問題にかかわらず年金記録全般の相談についても使用
可能なように既に利用範囲が拡大されているため、法定受託事務を行う市町村においては大変有
用な機器である。
市町村においては、常に業務の効率化に努めていることから、日本年金機構においても、毎年度、
市町村に対してウインドマシン貸与制度の周知を確実に行うと同時に、貸与希望の有無について
照会することが必要である。
さらに、ウインドマシンの貸与に必要となる予算措置を行い、貸与を希望している市町村へは、迅
速に貸出しできるよう態勢を整えることが必要である。

－ 【全国市長会】
厚生労働省からの回答が「提案の趣旨については既に実施済である」となっているが、事実関係に
ついて提案団体との間で十分確認を行なうべきである。
また、「ＷＭの貸与についての周知を毎年度実施する等、より一層の周知を図る」とあるが、貸与を
希望しても台数が足りずに貸与されない状況にあるとの意見もあるため、ハード面の整備も検討さ
れたい。

○ウインドマシンは、「ねんきん特別便」等の年金記録に関する相談に限らず、年金記録全般の相
談に利用可能であることを実施要領に明記し、平成29年度からスムーズに適用して運用できるよ
う、市町村に周知していただきたい。
○実施要領に定める様式である「年金相談受付票」については、「ねんきん特別便」等の年金記録
に関する相談の際にのみ記入が必要で、その他の年金相談の際には記入が必要ないことを明確
にしていただきたい。また、「年金相談受付票」で記入を求められている内容が記録されるのであれ
ば、当該様式を使用しなくてもよいこととしていただきたい。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

231 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 離・退職病理医等の
活用に向けた病理遠
隔診断保険適用対象
の規制緩和

離・退職病理医等が、遠隔病理
診断ネットワーク上で病理診断
を行う場合に診断料の保険請求
が可能となる規制緩和

【支障事例】
病理医が不足している一方で、その不足分を補うことが可能な定年退職や結婚・
育児等の理由で離職している病理医の方々については、一定の勤務時間を確
保することが困難など病院との雇用契約関係を結ぶことが困難なため、病院と
病理医が雇用契約関係を結ぶのではなく、病院があらかじめそのような病理医
を登録し、病理診断の必要が生じた際に、自宅等でテレパソロジーを活用して診
断を行う都度謝金等の形で報酬を支払う制度を設けることを検討している。
その場合、病理医に対する謝金の財源として、病理診断に係る診療報酬の項目
である組織診断料又は細胞診断料を活用することを想定しているが、組織診断
料又は細胞診断料を算定するには、病院の場合、当該保険医療機関に「病理診
断を専ら担当する医師が勤務する」ことが求められており、常勤・非常勤を問わ
ないものの、当該保険医療機関と何らかの雇用契約関係を有することが要件と
されていることから算定できず、謝金に必要な財源が確保できない状況となって
いる。
【制度改正の必要性】
保険医療機関と雇用契約を有しない場合でも、「勤務する」と準じる扱いとして、
組織診断料又は細胞診断料の算定を可能にすることで、テレパソロジーの活用
が拡大し、診断の迅速化、診断精度の向上を図ることが可能となる。

保険医療機関と雇用契約を有しない場合でも、「勤務する」と準じる扱いとし
て、組織診断料又は細胞診断料の算定を可能にすることで、テレパソロジーを
活用した病理診断が拡大し、離職した病理医の活用が推進されれば、病理医
不足の緩和に資するものと考える。

健康保険法第76条第2
項

厚生労働省 滋賀県、兵
庫県、和歌
山県、徳島
県

別紙あり － － ○N006病理診断料については、診断に係る責任を明確化する観点から、当該保険医療機関以外
に勤務する病理診断を行う医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当
該保険医療機関における勤務実態がない場合においては、病理診断料は算定できないこととして
おり、雇用契約を結んでいることが要件である。
○平成18年度の診療報酬改定により、病院については、非常勤の病理医が診断を行った場合でも
病理診断料を算定できるようにしたところであり、各病院においては、当該項目の算定について
は、診断に係る責任の明確化や患者の安全性の確保等の観点から、病理医との間で雇用契約を
締結されたい。

271 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 窓口業務の民間事業
者への委託に係る適
切な実施方法の検討

窓口業務を民間事業者へ委託
する際、業務実施方法によって
は「偽装請負」と見なされる場合
がある。そのため、具体の実務
に即した整理を行い、必要な措
置を講ずること

当会を構成する一部の区では、戸籍事務の窓口業務に関して民間事業者への
委託を実施し、先進的な公共サービス改革を推進している。
現状では、公共サービス分野という民間企業の参入が未開拓の分野において
は、業務に習熟している事業者が非常に少なく、一定程度技術や知識の移譲が
必要となる。しかしながら、受託者が自治体職員に作業手順等を聞きながら作業
することは、事実上の指揮命令と判断され、労働者派遣事業と見なされる（「偽
装請負」と見なされる）こととなり、労働者派遣法上の規制の対象となるため、対
応が困難である。このため、業務手順の見直しを行ったが、その結果、受託者の
従業員と自治体職員との、迅速な意図伝達が困難となり、本来の公共サービス
改革の趣旨を十分に実現できておらず、効率的な業務運営に支障が生じてい
る。

「偽装請負」に当たらない形で、自治体職員と受託者の迅速な意図伝達が行
われることにより、効率的な業務運営が可能となる。

労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等
に関する法律

総務省、厚生労働省 特別区長会 小山市、柏
市、安曇野
市、豊田市、
津市、五島
市

－ （厚生労働省）
請負（委託）契約とは、請負者が請け負った業務を自己の業務として注文者から独立して処理する
ものであって、請負者の雇用する労働者が注文者の指揮命令を受ける場合は、請負（委託）契約
には該当しない。
労働者への指揮命令をする場合には直接雇用の他、労働者派遣によることとなるので、こうした手
法も含め検討していただきたい。
（総務省）
民間事業者に対する委託の整理について、所管省庁と協議のもと、適正な請負（委託）事業の実
施方法や、効率的な請負（委託）事業の事例を整理した「地方公共団体の適正な請負（委託）事業
推進のための手引き」（平成２６年３月改定・内閣府公共サービス改革推進室）を発出しているとこ
ろ。

266 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業等の
連携施設に関する規
定の要件緩和

待機児童の生じている自治体に
おいて、家庭的保育事業等の連
携施設を確保しないことができる
経過措置期間（平成３２年３月３
１日まで）を「当分の間」とする。

待機児童が生じている自治体では、５年間の経過措置や、その期間に適用され
る公定価格の減額について、次のような支障がある。
①　都市部で整備されている乳児から入所できる１００名以下の認可保育所で
は、新たに入所できる３歳児定員の枠が少なく、小規模保育事業等の卒園児を
受け入れることができない状態（いわゆる「３歳児の壁」の一つの要因）が生じて
いる。こうした自治体では、認可保育所等の整備が進まない中で、平成３２年３
月末までに小規模保育事業者等の責任で連携施設を設けることが困難である。
②　新規参入した事業者は、地域での繋がりが弱く、既存の保育所等を連携施
設として確保することが難しい。平成３２年度に経過措置が終了することを念頭
に、連携施設が確保できないことを理由として参入を諦める事業者もいる状況が
ある。
③　自治体によっては、連携施設を確保しないことができる期間について、公定
価格の減額分を自治体が費用を持ち出し、事業者の負担を軽減して参入しやす
い環境を整えているところもあるが、経過措置が終わった平成３２年４月以降に、
卒園児受入れの項目のみが達成できないことを理由に連携施設が非設定であ
るとして事業認可を取り消さざるを得ないのは、継続的な保育の提供ができない
だけでなく、保護者の理解も得ることができない。
④　保護者が連携施設ではない保育所等への入所を希望する場合も多く、その
場合は区が利用調整を行っている状況である。保育状況が継続されることが保
障されていれば、卒園児受入れのための連携施設を設ける必要性が乏しい。子
ども・子育て支援新制度の一つの柱として地域型保育事業（家庭的保育事業な
ど）を開始したが、待機児童が多い自治体では、連携施設の確保が反って事業
者の参入を阻害する要因となっている。

待機児童が生じている都心部では、認可保育所（定員２０名以上）に適した広
い面積の不動産が確保しにくい状況であり、テナント物件などを活用した小規
模保育所（定員１９名以下）が整備できることで、全体の確保数を増やすことが
可能となる。

家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準（平成２６年厚
生労働省令第６１号）
第６条第３号、附則第
３条
特定教育・保育、特別
利用保育、特別利用
教育、特定地域型保
育、特別利用地域型
保育、特定利用地域
型保育及び特例保育
に要する費用の額の
算定に関する基準等
（平成２７年内閣府告
示第４９号）第１条第３
０号及び別表第２

内閣府、厚生労働省

特別区長会 ○調理室のない幼稚園で、空き教室等を活用し小規模保育事業を検討している学校法人があるが、当該幼稚園と隣
接している民間給食センターからの外部搬入が認められれば、調理室自体を整備する負担がなくなるほか、遠方の連
携施設から搬入する際の衛生上のリスクを負うことなく食事の提供が可能となり、合理的であるため、外部搬入先の
制限の緩和には賛成である。

○子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくために、また、子どもの健康支援のた
めに「食」は大変重要であり、乳幼児期における望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性の形
成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保育サービスの提供の際は、食に関する取
組を積極的に進めていくことが求められている。
○家庭的保育事業等は、保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、家庭的保育に近い雰囲気
のもと、きめ細かな保育を実施するものである。
○加えて、３歳未満児はそれぞれの子どもによって発育状況の差が大きく、１人１人に合った給食
や離乳食をきめ細かく提供する必要があり、アレルギー対応についても特段の注意が必要であ
る。
○こうした点を踏まえ、家庭的保育事業等については、細かい配慮が可能な自園調理を原則とし、
外部搬入については、一定の要件を満たす家庭的保育事業者等のみに認めるとともに、外部搬入
先についても、連携施設等、きめ細かな対応や援助が可能な施設に限定しているところである。
○本要望は、そうしたサービスの特性や食育の重要性、安全性の確保・配慮への視点を欠くもの
であり、対応は困難。

265 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業等に
おける食事提供の特
例に関する搬入施設
の緩和

家庭的保育事業等の食事の提
供の特例について、搬入施設の
制限を緩和し、現に幼稚園等へ
搬入を実施して園児の食の安全
性等が一定程度担保されている
と認められる民間事業者も利用
できるようにする。

搬入施設が、連携施設（認可保育所等）、同一法人または関連法人が運営する
小規模保育事業所等に限られていることから、次のような支障が生じている。
①　連携施設では給食搬入のノウハウがないため、給食及び搬入時に起きた事
故のリスク配分が難しいという意見があり、検討が進んでいない。
②　少人数の保育を行っている家庭的保育事業者や小規模保育事業者が自園
調理を行う場合、1日数時間のために調理員を雇用することが難しい上、献立に
関する栄養士の指示を確保する手段を探すなど、専ら保育従事者が経営する
事業者では、保育以外に行わなければならない事務負担が大きい。また、連携
施設から搬入する場合でも、調理したものを運搬する人材は、勤務時間が短く、
報酬も安価となるため、確保することが難しい。
③　主に自宅で保育を行っている家庭的保育事業者や保育人数が少ない事業
所では、自園調理により安全な給食が提供できる環境を整えることが困難であ
り、かつ、地域内に同一法人等が設けられず特例である外部搬入もできないた
め、認可への移行が阻害されている。認可外事業者のままでは、行政の指導等
が行き渡らないため、保育の質の向上には繋がらない。

外部搬入先の制限を緩和することにより、園児の食の安全性等が一定程度担
保されていると認められる民間事業者の参入を促し、事業者の搬入等のノウ
ハウを活用して、保育事業者のリスクマネジメントを軽減し、園児の食の安全
の確保を行うことが可能となる。

家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準（平成２６年厚
生労働省令第６１号）
第１６条第２項

内閣府、厚生労働省

特別区長会 文京区、多
摩市、神奈
川県、横浜
市、尾張旭
市、京都市、
八女市、大
分市

○本市においても小規模保育事業所の連携施設を設定できずにいる施設があり、その要因は連携施設となる施設の
入所状況が厳しく、優先的に小規模施設からの受入れをすることができないことである。５年間以内に改善される目途
は立っておらず、改正が望ましい。
○待機児童が発生している未満児の状況を解消するため、小規模保育事業所の整備を進めているが、3歳の壁が生
じる恐れが高い。当市では、小規模保育事業所卒園者に加点をすることで、どこかの園に入園できるよう調整していく
が、連携施設として1箇所を固定することが難しい。本市内の保育園は、公立・私立共に定員がほぼ埋まってしまう状
況であり、小規模保育事業者から調整を依頼された場合、市としても調整が難しい。
○待機児童が生じている本市においては、既に定員を超過している施設が多く、新たに小規模保育事業の卒園児（３
歳児）を受け入れる余裕がないため、小規模保育事業者等が連携施設を設けることが困難となっている。
○３歳未満児の待機児童解消に向けて、小規模保育所3箇所の新設や家庭的保育事業者の定員拡大を進めている。
この連携先として、幼稚園の認定こども園への移行により3歳以上の保育が必要な幼児（２号認定）の受入をお願いし
ているところだが、幼稚園の動きも鈍く、計画期間内に連携園を確保することが困難な状況になっている。
○本県においても、家庭的保育事業等68施設（政令市・中核市を除く）あるうち、連携施設が設定されているのは26施
設にとどまっている状況である。小規模保育施設など家庭的保育事業等は年々増加している中、現状から推察する
と、経過措置期間中に全ての施設において連携設定がされるのは難しいと考えられる。
○本市においても、保育所における３歳児の入所枠は、限られており、小規模保育事業者が３歳以降の受け入れ先の
連携施設を確保することは困難な状況である。また、代替保育の提供においても、児童の受け入れ又は職員の派遣
をする余裕が保育所になく、連携施設を確保することは困難な状況である。そのため、待機児童が生じている又は保
育所において定員外児童を多く受け入れている都市部においては、経過措置を「当分の間」とする必要性がある。
○３歳児の保育所待機児童の発生している状況下で、３歳児以降の受け皿を設定、確約することは、事実上不可能な
状況である。また、平成３２年度以降の保育所待機児童の状況について見通しが立たない現況下において、３歳児以
降の受け皿の設定を前提とした小規模保育事業等、地域型保育事業の開設を進めていくことは厳しい状況である。認
可保育所に適した物件が少ない都心部において、規模の小さなテナント物件等を活用できる小規模保育所の設置は、
待機児童解消に有効であることから、経過措置期間を「当分の間」とし、延長することを要望するものである。

○家庭的保育事業等は0歳児から２歳児までの保育サービスを担う事業である。当該事業におけ
る連携施設の設定は、卒園後の保育の受け皿が確保されるだけでなく、代替保育の提供や集団保
育を受ける機会の提供など保育の質の向上の面でも極めて重要な仕組みである。
○したがって、家庭的保育事業等については、上記の保育内容の支援や卒園後の受け皿の役割
を担う連携施設の設定を求めているところであるが、制度を創設したばかりの第１期の市町村事業
計画の終期である平成31年度末までの間は、連携施設の確保・設定が困難な場合も見込まれる
ため、更なる環境整備が必要と市町村が判断した場合については、市町村は、連携施設の設定を
求めないことができる、という取扱いとしている。
○当該経過措置を延長することは、保育ニーズが一層高まりを見せている中、３歳以降の保育所
等への移行が十分に進まなくなり、いわゆる「３歳の壁」の問題をより一層深刻化するものであると
ともに、連携施設が保育内容の補完、代替保育の提供など、家庭的保育事業等の質の向上に当
たって特に重要なものであることにも鑑みれば、対応は困難。

いわき市、神
奈川県、高
知県



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

テレパソロジーでの診断を前提とした提案であり、遠隔診断の場合、通信環境と情報端末が整って
いれば診断可能であることから、医療機関の施設内での医療行為に限定する必要性が感じられな
い。端末上の病理画像に医療施設内と施設外とで診断に違いが出るとは考えられず、病理医が著
しく不足している現状および今後のがん医療の体制維持に着眼してご検討いただきたい。
ご指摘の「診断に係る責任の明確化や患者の安全の確保」は重要であるが、「雇用契約」という手
法で責任と安全性を担保するのではなく、「保険診療の対象とすること」で診断行為を顕在化させ
る、言い換えれば他の者の目に触れさせる状況に置くことで、医師の責任や安全性の向上は確保
できると考える。
高齢化の進展化に伴い、高齢者の病気であるがん患者数は増加の一途を辿ることが見込まれて
いることから、常勤・非常勤の枠から漏れる医師の力も借りていかなければ、がん診療体制の維持
は難しいという視点で再考願いたい。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○テレパソロジーについて、現行の評価は保険医療機関間の連携の推進を趣旨としているもので
ある。ご要望に関しては、診断に係る責任を明確化し患者の安全性を担保しつつ病理医の不足に
対応する観点から、見直しの必要性も含め、平成30年度診療報酬改定に向け、平成28年度秋以
降検討し、中医協において議論して参りたい。

　労働者を指揮命令等するには、現行の法令解釈上、直接雇用や労働者派遣による業務運営とな
ることは区でも認識している。労働者派遣といった手法を活用しながら委託につなげたとしても、従
事者の特定はできないなど課題は多い。
　さらに労働者派遣は臨時的/短期的雇用であり、民間委託等を活用した継続的、持続的な業務
運営や公共サービス改革の趣旨である民間委託の推進につながっていかない。
　したがって、厚生労働省は、特に公共サービス分野といった民間企業の参入が未開拓の分野に
対して、自治体職員と受託事業者の迅速な意思伝達が可能となる、「偽装請負」にあたらない委託
の仕組み・措置等を講じるべきと考える。
　窓口業務には正確性と迅速性が求められるとともに、適切な判断の下での大量反復処理が必要
である。また、窓口業務の委託により、民間のノウハウを利用することでサービス向上につなげる
必要もある。
　一方、ノウハウの蓄積があるとしても、より高い専門性が求められる場合には、自治体側と受託
者間での速やかな判断が求められる場合が生じる。
　従って、サービス利用者（住民）の立場に立ちながら、自治体職員と受託者が迅速な意図伝達が
行い得る、窓口業務委託の仕組みの構築が必要である。「経済財政運営と改革の基本方針２０１
６」にも掲げられている「窓口業務の適正な民間委託」を効果的効率的に進めるため、改めて関係
府省で調整した、自治体窓口業務の委託への考え方を示すべきである。
　なお、戸籍・住民基本台帳等の窓口業務は専門性が高く、従事者が安定しない労働者派遣で
は、対応が困難である。

－ 【柏市】
　平成２７年６月に打ち出された骨太の方針2015では，「市町村等で今も取組が進んでいない、窓
口業務などの専門性は高いが定型的な業務について、官民が協力して、大胆に適正な外部委託
を拡大する。」と言及し，今後の窓口サービスの委託化推進を明確に打ち出している。
　更に，地方交付税の算定の改革として，トップランナー方式の導入により，民間委託等の業務改
革の推進が一層加速する状況の中，日本公共サービス研究会の幹事市を務め，先進自治体とし
て窓口業務の外部化を進めている足立区で発生した偽装請負の問題は，今も他の自治体が窓口
の民間委託導入を進める上で，足かせとなっている。総務省による第１次回答で示す「手引き」に
は，窓口における具体事例に即した偽装請負の線引きについては言及が殆どなく，足立区の事例
はその手引き発出後に起きていることから，その効果が十分とは言えない。
　本市においても，窓口の外部化を進めるに当たり，偽装請負防止の観点から，受託者側の労働
者との接触に関し，慎重にならざるを得ず，仕様の複雑化や事務の煩雑化を招いている。これによ
り，窓口における一連の業務の連続性が損なわれる可能性及びサービスの低下に繋がる可能性
を抱えている。
　様々なケースが混在する窓口業務において，作業手順の説明すら指揮命令と判断される状況で
は，発注者，受託者にとっても非常に使い勝手の悪いものとなってしまい，結果，目の前で待つ市
民にとっても不都合となる。
　受託者から派遣される労働者の雇用の安定その他福祉の増進を確保しつつ，偽装請負の定義
について再度整理をし，想定される事例を以って線引きを行っていただきたい。

－ 【全国市長会】
　提案団体の意見を十分に尊重されたい。

（厚生労働省）
厚生労働省としては、地方自治体が現場の実態に応じて必要な契約形態を選択すべきと考える。
前回の回答のとおり、請負（委託）契約とは、請負者が請け負った業務を自己の業務として注文者
から独立して処理するものであって、請負者の雇用する労働者が注文者の指揮命令を受ける場合
は、請負（委託）契約には該当しないが、請負（委託）契約により業務を委託する際に、どのような
場合に指揮命令を受けていると判断されるかについては、ご希望があれば考え方を整理して示す
ことは可能である。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、検討に当たっては、アレルギー対応等、食の安全が確保されることを前提とすること。

○現行で認められている連携施設等からの外部搬入の場合において、食育や衛生面の観点か
ら、適切な食事提供が可能であるとする理由は何か、具体的に明示していただきたい。
○ヒアリングの場において、「調理設備等の衛生面から考えても、自園調理が好ましい」旨の説明
があったが、家庭的保育事業等は、保育所と異なり、家庭的保育者の居宅等において保育を実施
しており、調理設備の衛生面については、むしろ外部搬入の方が安全と言える場合も考えられるの
ではないか。
○連携施設等からの外部搬入の場合と同一の要件（例えば、食育の観点、衛生面、栄養面の体
制・能力や、アレルギー・アトピーへの対応等）を満たす事業者であれば、搬入施設として認めるこ
とは可能ではないか。

－ 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○連携施設の機能のうち、保育内容の補完（省令第６条第１号）と代替保育の提供（同条第２号）に
ついては、現行の連携施設でなくとも、自治体の支援（区立の保育所での集団保育や、区の保育
士による代替保育）や家庭的保育事業者等との連携などで対応が可能であり、保育内容の補完
（１号）・代替保育の提供（２号）の機能と、３歳児以上受入（同条第３号）の機能を切り離して考える
ことができるのではないか。
○機能を切り離して考えることを前提に、満３歳以上受け入れ（３号）の機能については、たとえば、
家庭的保育事業所等の卒園児は入所調整における加点を高く設定し、優先的に認可保育所等へ
の入所が可能となるような工夫を行う等、市町村の利用調整機能によって補完すれば、「３歳の
壁」の懸念は解消されると考えられるのではないか。

○8/5実施のヒアリングでは、「食育」のために調理の姿を見る重要性も説明していたが、認可保育
所においても食品衛生上、調理室と保育室を厳密に分けており、調理中の様子だけでなく、食材や
食べ方など様々な点で「食育」を実践してきている。
離乳食など一人ひとりに合った食の提供については、業者との契約により、オーダーシート等によ
る細かな指定も可能だと考えている。
アレルギー対応等のため、きめ細やかに提供できる自園調理が必要であると主張しているが、家
庭的保育事業等の認可基準では、調理員に、栄養士や調理師免許などの要件はなく、かつ、調理
について検査する体制は規定されていない。調理員を雇用した保育職員にとっては栄養等の専門
的なチェックが難しい状況でもあることから、自園調理が安全上、特段の注意が保たれるとは言い
難い。その点、日常的に特定施設（園など）に給食を提供する事業者は、組織的にチェック体制が
あり、かつ、事業者のある住所地の保健所に給食施設としての届け出を行って、保健所の状況確
認を受けている。（都では、保健所が、年２回栄養報告を提出させ、内容を確認後、状況に応じて
現地指導を行っている。）
厚生労働省が特例として認める外部搬入先についても、一部の小規模保育事業者を除き、給食提
供事業者と同様の届出が行われており、提案した民間事業者についても「きめ細かな対応や援助
が可能な施設」に十分に該当すると考える。
○多くの家庭的保育者が自宅で開業している現状において、ちょうど散歩で家を空ける時間に、家
族以外の調理員を一人家に残して昼食の準備をしなければならない点、家庭的保育事業実施場
所での調理設備で、認可保育園と同等の衛生管理や栄養管理を行うとすると、家庭的保育者の負
担が著しく増大する点などから、自園調理を全ての家庭的保育者が行えるわけではない。
そこで、連携施設からの搬入について考えると、特に多数の家庭的保育者がいる自治体において
は、提供する対象児童が少人数（３名から５名）かつ多数か所（最大５５か所）であるため、調理や
運搬のコストが大きく、連携施設側の職員の体制作りが困難であり、かつ各家庭的保育者と連携
施設の設定も困難な調整が伴う。このような現状において連携施設を設定することは、最大限の努
力をしてもなお、きめ細やかな配慮をどこまで確保できるか疑問である。
安全性の確保・配慮とのことであるが、調理済み食品の搬送のノウハウのない連携施設と地域型
保育事業者が、食事の搬出入を行うことを考えると、最大限の努力をしてもなお、安全性の確保が
できるかは疑問である。
この点において、一定の基準を満たした、実績のある専門の民間事業者と契約を締結したうえでの
食事搬入を選択肢に入れることは、栄養面や衛生面から、主旨に反しないと考える。
搬入施設について緩和が認められないのであれば、具体的な支障事例に挙げた人材の確保に、
必要かつ十分な経費を公定価格に盛り込むことが必要である。

有 【いわき市】
○本市における事例として、とある民間給食施設はＨ12から幼稚園専門の給食を調理・運搬してお
り、現在も市内14幼稚園等に年間約19万食を提供している。このような大量の食事の提供を行う
中においても、1,800人以上の子どもに対するアレルギー食の対応はもちろんであるほか、食材、
水等にも徹底した管理を行っており、きめ細やかな対応等による安全性の確保は十分に果たせる
ものと評価できる。
○本市に限らず、このような実績のある民間給食施設であっても外部搬入先としては認められない
現状では、調理室のない幼稚園内で小規模保育事業を実施する場合などに、（仮に当該民間給食
施設が幼稚園に隣接していたとしても）自園調理を行うために新たに人を雇う、あるいは調理業務
を委託して調理する、場合によっては新たに施設整備を行い調理室等を整備するといった準備に
係るコストや時間が嵩み、それがハードルとなって、結果的には待機児童の早期解消という目的の
達成も遅延する要因になると考える。
○食育に対する積極的な取り組みは重要であるものの、食育の重要性や安全性などの点におい
て、即、外部搬入先に民間給食施設が加わることができないと一律的に判断することは適切ではな
く、「対応は困難」とする回答は妥当性を欠くものと思慮する。
○このため、どういった場合であれば外部搬入先として民間給食施設が設定できるのか（逆に設定
できない場合はどういった場合か）、基本的な全国統一の最低基準を国が示したうえ、地域の実情
に応じ各自治体が一定の裁量の下で判断できうる制度の構築を希望するものである。

－

家庭的保育事業等については、小規模かつ０～２歳児までの事業であることから、家庭的保育事
業等を利用する保護者の安心及び事業の安定性の確保のために、
①卒園後の３～５歳児の受け皿
②集団的保育を体験させる機会の提供や食事の提供に関する支援、合同での健康診断の実施や
園庭の開放、家庭的保育等事業者への助言など、保育の内容に関する支援を行う場
③家庭的保育事業者等の職員が病気等により保育を提供することができない場合の代替保育の
提供の場
として、連携施設を設定することを求めているところであり、各自治体に対して、連携施設の確保に
積極的に関与いただくよう通知しているところである。
連携施設から受ける支援内容については、原則として①～③の全ての支援を受けることが想定さ
れているが、連携施設を複数設定し、ある連携施設から①の支援を、その他の連携施設から②・
③の支援を受けるような場合も考えられることから、認可の際、②③の支援を受ける連携施設のみ
確保の上で、認可主体である市町村自身が利用調整機能を働かせるなどして、入所児が卒園する
までの間に、①の支援を行う連携施設を確保するような場合も認可することは可能である。
上記の趣旨を周知するため、具体的な事例を含めた事務連絡を各自治体宛てに今後発出すること
とする。
なお、３歳児以降の継続的な保育サービスの確保に向けて、政府としても、分園を含む認可保育所
や企業主導型保育等の整備の推進、一時預かり（幼稚園型）等の実施の推進、小規模保育の定
員の弾力化等に取り組んでいるところであり、保育の受け皿確保に向けて、引き続き対応を進めて
まいりたい。

○食事は、子どもの生命の維持及び発育に不可欠であり、心身の成長に大きくつながっていること
から、保育所等での食事提供においては
・一人ひとりの子どもの毎日の体調や発達の違い、生活状況を見て、体調不良のときはスープなど
の食べやすいものを提供したり、食物アレルギーのある子どもについては調理器具を専用のもの
にしたり、障害のある子どもにはのみこみやすいよう細かく刻んだ食事を提供するなど、きめ細か
な個別対応を行う
・子ども自身の感覚や体験を通して、食への関心や食材・調理する人への感謝の気持ちを育てるこ
とができるよう、調理プロセスや雰囲気がわかったり、調理中の音や料理のにおいを感じたり、適
切な温度で料理が提供されたりなど、期待感と満足感を感じられるような環境を整える
ことが必要である。
○このため、家庭的保育事業等については、家庭的保育に近い雰囲気できめ細かな保育を実施
するものであることも鑑みて、職員が子どもに直接的に関わることができ、また、調理から食事まで
一貫して責任を担うことができる自園調理を原則とし、調理員の配置や調理設備の設置に必要な
費用を考慮して公定価格を設定している。外部搬入については、
・食事提供の責任を負うことなど、一定の要件を満たす家庭的保育事業者等のみに認めるととも
に、
・外部搬入の依頼対象についても、連携施設や同一法人・関連法人の事業所等、当該家庭的保育
事業者等との意思疎通や安全衛生面等の確認、食事提供にあたっての相談や助言等を円滑かつ
迅速に行える施設に限定しているところである。
○一方で、現在自園調理を行っていない事業から移行する場合は、
・調理設備を整えるための準備期間が必要であること
・調理員の確保に向けた調整が必要であること
・衛生管理上必要な対応を検討し、実施することが求められること
・アレルギー児対応を含め、適切な給食提供の方法を習得する時間が必要であること
等の理由から、第１期の市町村事業計画の終期である平成31年度末までの間についての経過措
置を設けているところであり、ご提案のような支障事例や構造改革特区での実施状況、内閣府地
方創生推進事務局に設置された構造改革特別区域推進本部の対応方針等も踏まえ、どのような
対応が考えられるかについて、今後の新制度全体に係る見直しの中で検討を進めていく予定であ
る。

○待機児童数の増加により、さらなる整備が必要となっている。
新設の整備に要する期間（新築マンション内で開設の場合は確認申請から開設までは約３年）や
住民反対による対応期間等も考慮すると、３１年度末までに既存の保育園等を卒園児を受入れる
施設として設定することが難しい状況である。そのため、自治体が行っている「利用調整」の機能を
使い、指数を加算するなどにより、継続的な保育を確保できると考えている。
３歳以降の保育所等への移行を進めるために、保育所や認定こども園だけでなく、幼稚園における
長時間預かり保育等の拡大が必要となると考えている。しかしながら一部の私立幼稚園では経営
理念や、実施にあたって必要な人員確保等の経営面で課題があり、３歳の保育確保が進まない状
況である。２８年春に文部科学省より私立幼稚園に対して、預かり保育の推進が通知されている
が、定着までにはまだ一定の時間を要すると考える。更なる後押し（補助）も必要である。
家庭的保育事業等の卒園児受入れについて、利用者（保護者）にあらかじめ３歳児以降の施設の
利用調整について十分な周知を図ることで、保育所等への移行は円滑に進むものと考えている。

○待機児童解消に即応する小規模保育事業所の整備は、今後一層進む一方で、連携先となる認
可保育所については、大幅な増設の計画はない。小規模保育事業所の２歳児の定員は、９人程度
の施設が多いが、９人の受け皿を1か所のみとの連携で確保するのは難しく、複数の連携施設を設
定することになる。その結果、他の小規模事業所や家庭的保育者等と重複しての設定となり、受け
皿定員を上回る利用希望があった場合は、やはり利用調整が必要となる。質の向上を利用者が実
感するのは、連携園が設定されているということだけではなく、円滑に卒園後の利用ができた場合
である。そのためには、受け皿定員枠を含む入園に係る事務の再構築を行う必要があり、事業者
との協議およびシステムの改修も含めて取り組まなくてはならない。また、事業者間でも、連携協定
等の締結に向けた協議や調整が必要である。いずれも、円滑な事業所運営や待機児童解消に努
めながら取り組むため、経過措置期間に全ての連携施設を設定するのは、時間的にもマンパワー
的にも非常に困難である。経過措置期間内に連携施設の設定ができないことで認可の取り消しを
行うのは、それまで事業所が向上させてきた質を失うとともに、待機児童解消の方向に逆行するこ
とになるため、経過措置期間を当分の間延長することを要望する。

－ 【横浜市】
横浜市でも、家庭的保育事業等の連携施設の設定については、区役所を中心に認可保育所や幼
稚園等へ働きかけ、積極的に進めているところだが、現時点で連携を締結できた施設は４割程度
に留まっている。既存認可保育所は、２歳と３歳の定員差が少なく、また定員外で受入を行ってい
る実態があることから、今後、家庭的保育事業等の卒園後の進級先を確保していくことは非常に厳
しい状況にあるため、各都市における連携先確保の実状を踏まえた判断を要望する。
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275 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 学校敷地内へ児童福
祉法に規定する児童
厚生施設等設置にお
ける要件緩和

学校教育法第3条に基づき定め
る学校設置基準（文部科学省令
第14号）第10条に「必要に応じて
学校敷地内へ児童福祉法に規
定する児童厚生施設等（以下
「学童保育所等」という。）を設置
することができる」旨規定し、学
校と学童保育所等を用途上不可
分とみなすことができるよう対応
を求める。

【提案の背景】
国が策定した「放課後子ども総合プラン」では、「学校の特別教室、図書館、体育
館、校庭等のスペースや、既に学校の用途として活用されている余裕教室の一
時的な利用を積極的に促進」と記述され、学校と学童保育所等の一体的整備の
方針が掲げられている。
【支障事例】
学校の敷地内に学童保育所等を設置する場合、小学校等設置基準において学
校施設として明記されていないことから、建築基準法において、用途上可分と解
釈され、学校の敷地から切り離した上で、学校とは別に接道していることが求め
られており、学童保育所等の設置者にとっては、道路用地の確保等の事務的・
財政的な負担が大きくなっている。
なお、建築基準法第43条のただし書きを活用すれば対応できないことはないが、
特定行政庁（八王子市長）が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めるために十分な根拠を示す必要があり、また、校庭をそのような位置づけで
活用することについて所有者（八王子市長）の許可を受けなければならず、同じ
市長であっても立場が違うことから、そのような煩雑な手間がかかることになる。
よって、現行制度においては、学校施設と児童福祉施設という別の目的の施設
であることから、敷地分割をして接道を付けるように対応しているのが現状であ
る。

学校内の空き教室や空きスペースの活用だけでなく、敷地内に学童保育所の
円滑な整備が図れることにより、待機児童の解消とともに児童の放課後の健
やかな育ちを支える活動場所の充実が図られる。

学校設置基準（文部科
学省令第１４号）第１０
条

文部科学省、厚生労働
省、国土交通省

八王子市 旭川市、柏
市、相模原
市、厚木市、
長野市、東
海市

○学童保育の利用者は，同じ学校の児童であり，学校施設とは事実上不可分なものと考えられる。接道等の制約が
あると，設置場所などで学校や教育委員会との調整に難航することも多く，要件が緩和されれば施設整備が進めやす
くなる効果が期待される。
○学校内の余裕教室の確保が難しい場合は、学校敷地内に独立施設を設置して、受入児童数の拡大を図っている
が、敷地分割及び接道の確保が必要となり、設置場所が制限されてしまっている。運営面において利便性のある場所
に設置するための選択肢を増やすためにも要件緩和を求める。
○本市でも小学校の余裕教室を一時利用という形で放課後児童クラブを運営を行っているが、近年、児童の増加及び
少人数教室の煽りを受け、余裕教室減少に伴い放課後児童クラブの施設確保に苦慮している。今後、学校敷地内に
児童クラブの単独施設の整備を視野に入れ検討していく必要がある中、現行法の規定が課題となり施設整備が困難
状況となっている。

（国交省回答）
学校と学童保育所等が用途上可分か不可分かの判断については、小学校等設置基準に学童保
育所等が学校施設として明記されていないことを理由に、必ずしも用途上可分と判断しなければな
らないものではない。現行制度においても、学童保育所等を学校と用途上不可分とみなすことは、
各特定行政庁の判断に基づき可能である。
なお、用途上可分と判断された場合でも、
・建築基準法第86条に基づく一団地として、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認め、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地としてみなした場合
・建築基準法第43条ただし書の規定に基づき、その敷地の周囲に広い空地を有する等特定行政
庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合
については、建築基準法第43条に規定する接道要件を個々に満たす必要はなく、建築することが
可能である。
（文科省回答）
建築基準法において、用途上可分と解釈されるか否かについては、小学校設置基準等における規
定の有無と直接的に関係するものではない。
また、小学校設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準を定めるものである。（小学
校設置基準法第一条第二項）
ご提案の小学校設置基準法第十条についても、小学校に最低限備えなければならない施設につ
いて定める趣旨の規定であり、ご提案のような任意で設置すべき児童厚生施設等について記載す
ることは困難である。

281 Ｂ　地方に対する規
制緩和

環境・衛生 区域外給水の事務手
続きの簡素化

市境における1件の需要者から
給水依頼を受けた時，その敷地
が給水を受ける側の市町村道に
接していない場合，水道法の手
続きとして，①水道用水供給事
業認可取得と条例制定②水道事
業の事業認可変更の届出（拡
張）及び事業の休止又は廃止
（縮小）の許可及び給水区域変
更のための条例改正③給水を受
ける事業体が，給水する側の事
業体の道路に配水管を埋設して
給水をすること　等が必要とな
る。
しかし，市外の1件の給水のため
に，事業認可の取得や条例改
正，配水管整備等を実施するこ
とは，水道事業体にとって事務
負担や費用負担が大きく，また
迅速な水道サービスの提供がで
きない。
そのため，給水戸数や給水量が
現事業認可の水需要予測を超え
ない場合には，特例措置を設
け，迅速な水道サービスの提供
と事務簡素化を図れるよう求め
る。

隣接市から，当市の市道に埋設されている配水管から，隣接市に建築が予定さ
れているアパートへの給水依頼があった。当該アパート敷地は，当市の市道以
外に接道がなく，また隣接市の他の土地所有者からは給水管等の埋設同意が
得られない状況にある。当該アパート敷地は隣接市の給水区域で，接道してい
る市道は当市の給水区域である。この案件で給水するためには，以下の手続き
が必要となり，水道事業体の大きな負担となっている。
①給水する側が水道法第26条に基づく水道用水供給事業者の事業認可
②給水する側は，水道法第10条に基づく給水区域の軽微な変更の届出，給水を
受ける側は，水道法第11条に基づく給水区域の一部休止又は廃止の許可
給水区域の変更による条例改正や事業認可のために時間を要し，アパート建築
のスケジュールに間に合わず，本件の給水を断念した。

特例措置を設けることで，水道用水供給事業の認可を取得せずに給水するこ
とができるようになり，また配水管整備のための二重投資も避けることができ
る。これらによって水道利用者が，速やかに水道を利用できる。

水道法第26条 厚生労働省 守谷市 － － ・水道法第1条（目的）においては、「水道は清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛
生の向上と生活環境の改善とに寄与する」こととされており、また同法第2条（責務）では「地方公共
団体は、水の適切かつ合理的な使用に努めなければならない」と規定されている。
・水道事業者は、法に定められた目的、責務にもとづき、法第15条（給水義務）の規定に従い、給
水区域内の水需要者に給水を行う義務を有する。
・しかしながら、給水区域外への、給水義務を有さない事業者からの給水（区域外給水）について
は、水道法上の責任の所在が不明確であり受水者への安全かつ安定的な水の供給が法的に担
保されないことから、過去より区域外給水の解消に努めてきたところである。
・水道法の目的に従い、受水者の公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するためには、水道
法上の給水義務と責任の所在を明確にすることが必要であることから、区域外給水について、水
道用水供給事業の認可を不要とするなどの特例措置を設けることは適切ではない。
・なお、給水区域外への給水を行う場合、一般的には「水道事業の事業認可変更の届出（拡張）及
び事業の休止又は廃止（縮小）の許可」が必要となるが、事業認可の手続きについては、法第10条
第１項及び第2項において、すでに特例措置として、認可手続きの簡素化を実施しており、提案に
ある事例については認可の手続きを届出に簡素化できる。
・また、従来、給水区域の拡張に係る事業変更を行う際は、原則として水需要予測を行う必要が
あったが、昨年度の提案を受け、所定の条件を満たす場合に、前回の水需要予測の結果を用いる
ことができるとしており、 水需要予測に関する事務手続きの簡素化 についても適用することができ
る。
・また、給水区域の重複をさけるため、給水を受け取る側の水道事業者は、水道法第11条（事業の
休止及び廃止）に基づき、厚生労働大臣の許可を得る必要があるが、事業の廃止に係る事務手続
きは、事業の廃止理由を記載した許可申請書の提出で足りるため、著しく事務負担となるものとは
考えていない。
・加えて、供給規程を条例化する義務を水道法は課していないことから、条例の変更に関して水道
法の特例措置をもって簡素化することは適切ではない。

282 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 保育所の人員配置基
準の「参酌すべき基
準」への見直し

厚生労働省令において規定され
ている保育所の人員配置基準
を、「従うべき基準」から「参酌す
べき基準」に見直す

現行では、保育所における保育士の配置基準については、厚生労働省令を「従
うべき基準」とすることが児童福祉法第４５条で規定されているが、地方分権改
革推進委員会第３次勧告では、同基準は廃止又は「標準」もしくは「参酌基準」と
すべきとされているところ。
昨今、保育所・待機児童問題が社会問題として大きく取り上げられ、また、本年３
月の参議院予算委員会でも、保育人材確保策など、待機児童解消に向けた取り
組みについて取り上げられたところ。
待機児童数の規模は東京などの大都市ほどではないが、和歌山県においても、
近年、和歌山市や岩出市といった都市部において、特に３歳児未満の待機児童
が急増しており（H25:64人→H27:215人）、待機児童の解消が喫緊の課題となっ
ている。

「従うべき基準」が「参酌すべき基準」に改められれば、待機児童急増の現状
及び今後の人口増減の推移等も含めた本県の実情に応じた基準を設定する
ことで、待機児童解消に向けた取り組みの一助となる。
なお、本県では現在、保育士確保のための、潜在保育士の就職支援や保育
士の資質向上のための研修実施などの独自の取り組みを、待機児童解消に
向け、本提案と並行して、積極的に進めているところ。
仮に現行の基準を変更することが直近の課題解決に直結するものでないとし
ても、地方分権改革の趣旨も踏まえ、国が「ナショナルミニマム」を「参酌基準」
として示した上で、各自治体（都道府県）がそれぞれの地域の実情に応じた基
準を設定できるよう国と地方の役割分担を見直すべき。

児童福祉法第４５条、
児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準第33条

厚生労働省 和歌山県、
滋賀県、大
阪府、兵庫
県、鳥取
県、徳島
県、堺市

東京都、長
野県、宇和
島市

○都内の就学前児童人口は、他県からの転入増等により、区部を中心に依然として増加している。潜在需要も含めた
保育ニーズに的確に対応し、子ども・子育て支援施策を更に充実させるためには、地方の裁量を拡大することが必要
である。待機児童解消に向け、保育所の認可基準について地方自治体の裁量を拡大し、施設の設備・運営基準を弾
力的に定められる制度とすること。　（参考）東京都における待機児童数　H27.4現在　7,814人

保育の質に深刻な悪影響が生じかねない「人員配置基準」「居室面積基準」「人権に直結する運営
基準」のみを「従うべき基準」としており、保育所における保育士の配置基準はその１つである。よっ
て、当該基準を「従うべき基準」から引き下げることは、保育施設としての質の確保を担保出来なく
なることを意味することから、対応は困難。

286 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 保育士登録の取り消
しに係る国関係機関
からの円滑な情報提
供

児童福祉法第18条の19等の規
定により，禁錮以上の刑に処せ
られ，その執行を終わり，又は執
行を受けることがなくなった日か
ら起算して二年を経過しない者
等については，保育士登録を取
り消し，その者に通知の上，保育
士登録証を返納させることとなっ
ている。
しかし，刑の確定情報が速やか
に提供されなければ，適切に保
育士登録の取り消し等の事務が
できない。
このため，国の関係機関からの
円滑な情報提供に係る仕組みの
構築を求める。

【支障事例】
平成28年１月に，本県の保育士登録者が逮捕される事案が発生した。今後，起
訴され，裁判により刑が確定すれば，保育士登録を取り消す必要があるため，
逮捕後の進捗状況について情報収集を行ったが，個人情報保護を理由に情報
を入手できない状況が続いている。
本県においては，起訴前であるため，現在は県警に情報提供を求めている段階
であるが，過去に同様の案件が発生した他県においては，裁判所からの情報提
供も受けれらなかった事例があると聞いている。

【制度改正の必要性】
刑の確定情報が速やかに得られなければ，保育士登録の取り消し等を適切
に実施できないため，各都道府県の保育士登録情報を国の関係機関と共有
し，児童福祉法第18条の５第２号及び第３号に規定する刑が確定した場合に
速やかに該当都道府県に情報提供するなど，国の関係機関からの円滑な情
報提供が可能となる仕組みを構築することを求める。

児童福祉法第18条の
５及び19
児童福祉法施行令第
19条
児童福祉法施行規則
第６条の35

法務省、厚生労働省 広島県、中
国地方知事
会、宮城
県、三重県

神奈川県、
鳥取県、徳
島県

○同様の事例があったが、裁判所や検察庁からは刑に関する情報や書類がもらえず、取消し対象者から直接、刑が
分かる書類をもらったことがあり、保育士資格の取消し事務に支障を生じたことがある。
○保育士登録にあたっては，指定保育士養成施設を卒業した場合には申請時点の住所地の都道府県，保育士試験
に合格した場合には合格通知書を交付した都道府県が登録申請先の都道府県と定められている。一方，登録後の保
育士は全国で保育に携わることができることから，資格取得後の居住地等は，必ずしも保育士登録を行った都道府県
とは限らず，他府県において欠格事由に該当することとなった保育士の情報の把握は困難な一面もある。
○本県でも、登録を取消さなければならない者について、関係機関から情報が得られていれば速やかに登録を取消
すことができていた事例があった。関係機関との情報共有の仕組みを作ることは大変有意義であると考える。

（法務省主作成）
○個人の刑の確定情報の提供可否については、法務省に判断権限があり、当省としては、法務省
の判断に従う。

287 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 地域がん診療連携拠
点病院の指定要件の
緩和及び外来放射線
治療加算対象の追加

医療機能の分化・連携を促進
し，地域において質の高く効率的
な医療提供体制を確保するた
め，施設単位の基準である地域
がん診療連携拠点病院の指定
要件を，連携する病院群等の単
位で基準を満たした場合でも認
められるよう，要件の弾力化を求
める。
また，病院群として地域がん診
療連携拠点病院の指定を受けた
場合も，他院入院患者の外来放
射線治療加算が認められるよう
求める。

【支障事例】
本県では，地域完結型医療の実現を目指して，高度な医療資源が集中する基
幹病院を中心に，医療機能の分化・連携を進めており，特に放射線治療につい
ては，平成27年度に「広島がん高精度放射線治療センター」を開設するなど，地
域において質の高く効率的な医療提供体制を構築する取組を推進している。
地域がん診療連携拠点病院の指定には，下記①または②を，施設単位で概ね
満たすことが指定要件となっているため，各病院の診療内容等が競合・分立し，
重点化が進まず，病院間連携（協調関係）による診療内容の集約化が図られな
いなど，患者がより高度な医療を受ける機会を逸するなどの問題が発生する原
因となっている。
また，「外来放射線治療加算」は，別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
している病院が外来患者に対して放射線治療を実施した場合に診療報酬上の
加算が認められるものであるが，放射線治療科を有しない医療機関の入院患者
が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している病院で放射線治療を実
施した場合はこの加算が認められておらず，放射線治療科を有する病院への患
者の集中等により病院間の機能分化や連携強化を実現するための支障につな
がる。
〔地域がん診療連携拠点病院の指定要件〕
 ① 診療実績（院内がん登録数（年間）500件以上， 悪性腫瘍の手術件数（年
間）400件以上， 放射線治療のべ患者数（年間）200人以上，がんに係る化学療
法のべ患者数（年間）1,000人以上）
② ２次医療圏に居住するがん患者のうち，各施設が占める診療実績の割合：２
割程度以上
※がん診療連携拠点病院に対しては，診療報酬上，「がん診療連携拠点病院加
算」（入院初日500点）が算定される。

【制度改正による効果】
拠点病院の指定要件が施設単位（病院完結型）であるため，病院間の機能分
化や連携によって治療件数等の変動があった場合，拠点病院の指定から外
れ，診療報酬の加算等が維持できなくなるなど，病院間の機能分化や連携強
化を阻害する要因となっている。拠点病院の指定要件見直しにより，地域完結
型医療を推進することが可能となる。
また，放射線治療科のない医療機関の入院患者が，病院群として地域がん診
療連携拠点病院として指定を受けた医療機関で外来の放射線治療を受診し
た場合にも，「外来放射線治療加算」（1日1回100点）が認められることにより，
拠点病院の安定的経営を確保しながら，病院間の機能分化や連携強化を推
進することが可能となる。

「がん診療連携拠点病
院の整備について」
（厚生労働省健康局長
通知）（平成26年１月
10日）
「診療報酬の算定方
法」（平成20年厚生労
働省告示第59号）

厚生労働省 広島県、中
国地方知事
会、宮城県

広島市 ○本市では，基幹病院等、医師会、県と連携して広島都市圏における、より質の高い効果的・効率的な医療提供体制
の構築を進めており、平成27年度に基幹病院等と県との共同事業として「広島がん高精度放射線治療センター」を開
設、運営している。
こうした中、地域がん診療連携拠点病院の指定要件を病院群とすることで、病院間の機能分化・連携による効率化を
より進めることができると考える。
また、放射線治療科を有しない医療機関の入院患者が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している病院で
放射線治療を実施した場合にも「外来放射線治療加算」が認められれば、放射線治療科を有する病院への患者の集
中等により病院間の機能分化や連携強化を実現することができる。

○がん診療連携拠点病院の指定については、「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討
会」において、各医療機関の指定要件の充足度を個別具体的に検討しており、がん診療連携拠点
病院に指定されている医療機関の医療提供体制が変わり、当該医療機関のみでは指定要件を充
足できなくなる場合についても、当該検討会の意見を踏まえ、指定継続の可否について判断するこ
ととしたい。
○「外来放射線治療加算」は、在宅医療等を促進する観点から、厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍の入院中以
外の患者に対して放射線照射を行った際に、放射線治療管理料に加算されることとしているもので
ある。
○ご要望に関しては、関係者のご意見もうかがいつつ、見直しの必要性も含め、次期改定に向け
検討し、中医協において議論して参りたい。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

・用途上可分不可分については、学校と保育所が別棟の場合、直接機能上の関連はなく、単に隣
にある校庭を供給していることにすぎず、結果として用途上可分とされ、敷地分割されている。児童
福祉法３９条第２項の学童保育所においても、各特定行政庁で上記と同等に判断していることが一
般的である。
・法第８６条に基づく一団地認定をするためには、様々な要件をクリアすることが必須であり、個々
の学校における敷地状況や既存の建物状況などが、総合的設計による一団地認定を前提として
計画されていない学校施設に適用することは困難である。
・法第４３条ただし書きを適用する際には、「広場等広い空地」などを有していることが条件となって
いる。学校は広い空地（グラウンド）を有しているが、義務教育課程における学校としての目的を果
たす上で不可欠な一施設として確保されているものであり、かつ、学校としての建築敷地に設定さ
れていることからも建築基準法第４３条ただし書き許可における広い空地とみなすことは馴染まな
い。
以上のとおり、現行制度上、特定行政庁及び建築主事が判断する上では、全国で統一した運用と
なるよう本案件に対する運用方針を技術的助言等で明確にする必要がある。

有 － － － 【文部科学省回答】
　文部科学省として回答可能な事項なし。
【厚生労働省回答】
　厚生労働省として回答可能な事項なし。
【国土交通省回答】
　同一敷地内に二棟以上の建築物がある場合には、敷地の用途を決定する建築物（主要用途建
築物）とこれに関連する建築物（付属建築物）の関係により用途上可分か不可分かの判断を行うこ
ととしている。この関係が内包関係（付属建築物が主要用途建築物の用途の一部を構成する場
合）又は付属関係（主要用と建築物と付属建築物との間に強い機能上の関連を持っている場合）で
ある際には、用途上不可分として判断する。
　学校と学童保育所の関係については、付属関係にあり用途上不可分であると判断される場合と、
付属関係に無く用途上可分であると判断される場合がある。本提案に関しても、八王子市の判断
により用途上不可分と判断しても差し支えないものと考える。

・認可手続きや事業の廃止に係る事務手続きの簡素化は図られてはいるものの，本件のような1件
の区域外給水を行うための具体的な例示がなく，水道事業等の認可の手引きや第三者委託実施
の手引きには，水道法第10条，第11条又は第26条との関連性が明文化されていない。
・実際に昨年度，厚生労働省に確認をした際に，本件は水道法第24条の3に基づく第三者委託に
は該当せず，本市及び隣接市の認可変更や，水道法第26条の認可が必要であるとの見解が出さ
れたところである。
・しかしながら，本市と隣接市は同じ水道用水供給事業から受水しているため，隣接市の受水分を
一部本市に配水するという協定等の取り決めにより，区域外の需要者に供給する水道水が確保で
きると考えられる。
・また，区域外の需要者への給水は，本来隣接市に送水されるべき水道用水供給分を，隣接市に
代わって受水して本市が区域外の需要者に配水するということで，認可手続きが不要となるものと
考えられる。
・このようなことから，表流水等の水利権が絡まない場合で，かつ同一の水道用水供給事業から受
水している事業者間の区域外給水の取り扱いについて，手引き等への明文化をしていただきた
い。

－ － － 【全国市長会】
事実関係について提案団体との間で十分確認を行なうべきである。

・区域外給水の簡素化に関する基本的な考え方は第1次回答に示すとおりであり、1件とはいえ、区
域外給水が実施されれば、給水区域が実際に給水している範囲とずれることは明白で、責任の所
在の不明確化につながる。
・なお、個別事例では、今回の見解で示されるような給水側と被給水側事業体間の契約行為等に
より水道法の範囲内で対応できる場合はありうることから、対応事例の1つとして水道事業者が集う
会議等の場を活用して情報提供して参りたい。

「保育の質の確保」に関する議論は当然あろうかと思うが、一方で、保育士不足問題を含む「待機
児童の解消」という早期解決が求められている課題がある。国の待機児童解消の取り組みの中で
は、時限的に定員超過入所を柔軟に実施するなど、緊急避難的な措置が設けられているところで
ある。これと同様に、一時的な避難措置も含め、地方自治体もそれぞれの地域の実情に応じて判
断し、保育士確保策等の関連施策と併せて、弾力的に基準を定められる仕組みとするよう、再検
討をお願いしたい。

－ － － 【全国知事会】
「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もし
くは参酌すべき基準へ移行するべきである。
【全国市長会】
保育の質の確保に支障が生じないよう、留意が必要。

保育の質に深刻な悪影響が生じかねない「人員配置基準」「居室面積基準」「人権に直結する運営
基準」のみを「従うべき基準」としており、保育所における保育士の配置基準はその１つである。よっ
て、当該基準を「従うべき基準」から引き下げることは、保育施設としての質の確保を担保出来なく
なることを意味することから、対応は困難。

保育士登録の取消しは、児童福祉法に基づき行わなければならないものであり、この取消しのた
めには前科等の情報を提供することは、みだりに他の目的のために使用するものとは言えない。
また、前科等の情報を公開するわけではないのため、法律上の保護に値する利益を侵害するもの
でもなければ、人権上の問題を惹起することにもならないと考える。
よって、提案に応じることは可能と考える。
また、仮に法務省からの情報提供が困難な場合においても、児童福祉法を所管する厚生労働省に
おいて前科等を把握し、全ての都道府県において速やかに保育士登録の取消しが可能となるよう
な仕組みを構築すべきと考える。
なお、市区町村から情報を得ることとした場合、各都道府県は、保育士登録をしている保育士の本
籍地の市区町村に対し、該当の保育士が犯罪人名簿に記載された場合に情報提供してもらうよ
う、依頼・調整しなければならない。これを全ての都道府県が個別に行うのは、あまりにも非効率的
であるため、現実的ではないと考える。

－ － － － （法務省主作成）
○個人の刑の確定情報の提供可否については、法務省に判断権限があり、当省としては、法務省
の判断に従う。

（厚労省回答）
○前回回答のとおり、個人の刑の確定情報の提供可否については、法務省に判断権限があり、ま
た、法務省の一次回答の通り、前科及び犯罪経歴は、人の名誉，信用に直接関わる事項であり、
前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有することか
ら、厚生労働省としても、法務省の判断と同じく、本提案に対し応じることはできない。市区町村が
作成する犯罪人名簿を利用した身分証明事務は、地方自治法により市区町村の事務とされている
のであるから、法令上の欠格事由の調査のための照会等は市区町村に対して行われるべきであ
る。

　回答では、指定要件を充足できなくなる場合に個別に判断をするとのことであるが、これでは、判
断の内容によっては指定が継続できない可能性もある。病院機能の分化・連携を進めていく場合、
治療件数の変動は必ず起こりうるものであることから、個別の判断ではなく、指定要件の弾力化に
ついて、検討を進めていただきたい。
　「外来放射線治療加算」については、確実に反映されるよう、次期改定（H30）に向けて検討を進
めていただきたい。

－ － － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○がん診療連携拠点病院の指定については、「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討
会」において、各医療機関の指定要件の充足度を個別具体的に検討している。
○平成28年8月29日付けで、各都道府県に対し、がん診療連携拠点病院の現況報告書を10月末
までに提出するよう依頼したところであり、ご提案のような事案については、現況報告書の内容を
確認し、医療圏の状況等を踏まえ、「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」において、
指定要件の充足度を個別具体的に判断することになる。
○現況報告書の提出があれば、当該検討会の意見を踏まえ、指定継続の可否について判断する
こととしたい。

○「外来放射線治療加算」は、在宅医療等を促進する観点から、厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍の入院中以
外の患者に対して放射線照射を行った際に、放射線治療管理料に加算されることとしているもので
ある。
○ご要望に関しては、関係者のご意見もうかがいつつ、見直しの必要性も含め、医療機能の分化、
連携の観点から平成30年度診療報酬改定に向け、平成28年秋以降検討し、中医協において議論
して参りたい。



厚生労働省　「各府省からの第２次回答」

団体名 支障事例
区分 分野

根拠法令等 制度の所管・関係府省庁 団体名
その他

(特記事項)

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
各府省からの第１次回答

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）

296 Ｂ　地方に対する規
制緩和

その他 マイナンバー制度に
おける条例事務の情
報連携要件の見直し
（不妊治療費助成関
係事務のマイナン
バー利用対象化）

地方公共団体が定めるマイナン
バーの条例事務（独自利用事
務）が、情報提供ネットワークシ
ステムを使用して特定個人情報
の提供を求めるためには、準ず
る法定事務と趣旨又は目的が同
一であることが求められている。
独自利用事務である不妊治療の
助成に係る事務は、現在個人情
報保護委員会が公表している事
務の中で、類似している事務が
あるかどうかの判断が難しい。
そこで、個人情報保護委員会が
規則で定める要件を緩和し、不
妊治療の助成に係る事務におい
てもマイナンバーの利用を可能
とすることを求める。

【支障事例】
地方公共団体は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図り、子ど
もを産みたい方が産めるような環境づくりを推進するため、不妊治療費等の一部
を助成。
番号法の法定事務では、難病医療（難病の患者に対する医療等に関する法律
（平成２６年法律第５０号））について、マイナンバーの利用、情報提供ネットワー
クシステムの使用を認めている。
しかし、不妊症について、難病のように疾病と定義づけることは難しいため、不妊
治療と難病医療の趣旨又は目的が同一であるかの判断が難しい。
マイナンバーの利用ができない場合は、所得・税額証明書等の添付書類の省略
や、自治体事務の効率化が図れない。

【効果】
所得額・税額証明書等の添付書類削減による住民の利便性の向上。
情報提供ネットワークシステムを利用した、地方公共団体による必要な情報の
効率的な確認。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成25
年法律第27号）第１９
条
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第十九
条第十四号に基づき
同条第七号に準ずる
ものとして定める特定
個人情報の提供に関
する規則（平成27年特
定個人情報保護委員
会規則第3号）第３条

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省、厚生
労働省

九州地方知
事会

大分県提案分 茨城町、京
都府、生駒
市

〇不妊治療費の助成に当たっては、利用者の住基情報（続柄等）や所得情報の確認が必要であり、マイナンバーの
利用が可能となれば、これらを迅速、的確に把握でき、利用者の負担軽減につながる。
〇当団体では，不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図り、子どもを産みたい方が産めるような環境づく
りを推進するため、不妊治療費等の一部を助成している。マイナンバーの利用、情報提供ネットワークシステムの使用
が認められることで、納税証明書等の添付書類の省略など、自治体事務の効率化が見込まれるため、制度の改正に
は賛同する。

不妊治療費用の補助に関する事務について、個人情報保護委員会は既に、難病の患者に対する
医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるものに準
ずる独自利用事務の事例としてお示ししているところ。



各府省からの第２次回答全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

見解 補足資料

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

見解 補足資料

提案内容については既に実現しているため、特に意見なし。 － － － 【全国市長会】
所管府省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体と
の間で十分確認を行うべきである。

―


